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支給特例に関する条例の制定について

日程第22 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第３

号 名寄市国民健康保険税条例の一部

改正について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第４ 平成２４年第３回定例会付託議案第４

号 なよろ市立天文台条例の一部改正

について（総務文教常任委員長報告）

日程第５ 行政報告

日程第６ 議案第１号 名寄市指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める

条例の制定について
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日程第７ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市下水道条例の一部

改正について

日程第10 議案第５号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

日程第11 議案第６号 指定管理者の指定につい

て（道の駅なよろ）

日程第12 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（ふうれん地域交流センター）

日程第13 議案第８号 指定管理者の指定につい

て（名寄市立食肉センター）

日程第14 議案第９号 市道路線の廃止について

議案第１０号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１１号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第１２号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第17 議案第１３号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１４号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１５号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第20 議案第１６号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１７号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第22 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２４〇議長（黒井 徹議員）

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 上 松 直 美 議員

１１番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月２１日ま

での２２日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

２１日までの２２日間と決定いたしました。

ここで、市長より発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

おはようございます。議〇市長（加藤剛士君）

長から発言の許可をいただきましたので、改めて

報告とおわびを申し上げます。

市の職員が平成２４年１０月２７日、盗撮で逮

捕されるという事件が発生いたしました。この間

市民の皆様、市議会に大変な御心配と御迷惑をお

かけし、心から深くおわびを申し上げます。

この事件に係る職員の処分につきましては、検

察の処分及び判明した事実関係をもって名寄市職

員賞罰審査委員会を開催をし、協議結果の報告を

受けて、私の判断として停職６カ月の処分を決定

をし、本日付をもって懲戒辞令の交付を行いまし

た。職員の処分につきましては、この間多くの市

民の皆様からの投書や電話等により厳罰に処すべ

きとの御意見もいただきました。賞罰審査委員会

では、こうした声も受けまして、またこれまでの

同種犯罪における各自治体の処罰例並びに法的対

応事例も参考に協議を進めてまいったところです。

また、法曹関係者の客観的な見解も必要との判断

から、２名の弁護士に対し事件内容を照会の上、

見解を求めてまいりました。２名の弁護士の共通

した見解といたしましては、懲戒処分も全くの自

由裁量ではなくて、社会通念上著しく妥当を欠き、

裁量権の範囲を逸脱すると認められるときは処分

が違法、無効となりますと。裁量権の逸脱の有無

の判断に当たっては、さまざまな要素が総合的に

考慮され、本件では被害者との間で示談が成立し

ているということ、また反省、悔悟の念が十分に

認められること、初犯であることなどから、懲戒

免職処分は重きに過ぎると判断をされる方向に働

く実情であるということであります。また、他の

類似案件での処分との均衡や本市における過去の

類似案件に対する処分内容との均衡も考慮した場

合、免職処分とすることは妥当ではなくて、停職

処分を限度とすることが妥当であると考えますと

いうことでございました。こうした見解も受けま

して、名寄市職員の分限及び懲戒に関する条例に

基づく停職処分としては最も重い６カ月としまし

た。

また、今年度に入ってから職員の不祥事が多発

いたしました。市といたしましては、これまでも

職員に対しまして倫理の確立、服務規律の確保に

ついて注意を喚起をしておりますが、市民の行政

に対する信頼を損なう結果となりまして、まこと

に遺憾でございます。今後再びこのような事件を

起こすことがないよう職員に自覚を求め、訓示を

行いました。しかしながら、これまでの事案を考

慮し、私を含めた理事者の監督責任を明確にする

必要があると判断しているところであります。こ
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の後、私の監督責任につきましては別途議案で審

議させていただくことになりますが、私自身を給

料月額の１０分の１を２カ月、副市長２名の給料

月額を１０分の１を１カ月それぞれ減額をする提

案をさせていただくことにいたしました。

今後におきましては、市民の信頼回復に努め、

職務に精励することをお誓いを申し上げ、改めて

議員各位並びに市民各位に深くおわびを申し上げ

る次第でございます。

日程第３ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第３回定例会付託議案第３号 名寄市国民健康保

険税条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より御指名いただきましたので、平成２４年第３

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第３号 名寄市国民健康保険税条例の一部改

正につきまして、委員会における審査経過並びに

結果について御報告申し上げます。

委員会は、１０月１５日、１０月３１日、１１

月１３日の３回にわたり、土屋市民部長を初め担

当職員の出席を願い、本条例の内容について詳細

な説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第３号は、提案の理由の説明に

ありましたように、国民健康保険事業の安定的な

運営を図るために後期高齢者支援金分と介護納付

金分における拠出超過を解消することが主な目的

でありますが、低所得者層への負担増を抑えるた

め応益部分となる均等割、平等割の改正幅を圧縮

したほか、課税限度額の改正が続いたことから、

持ち家の年金所得者に配慮して基礎賦課分の資産

割を調整し、改正するものです。

第１回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、平等割と均等割の部分がふえている

ことで家族の人数が多いほど負担がふえること、

さらに医療費分の所得割が１減になっている経

緯について質疑があり、人数がふえるとその分負

担もふえることになりますが、所得が低いところ

では軽減制度を設けていることから、平等割と均

等割の部分をふやすことで特に低所得者層への実

質的な負担を圧縮したとの答弁がありました。

基金の目安をどのように考えているのかの質疑

には、決まりはないが、厚生労働省の目安として

は給付費の３％、名寄市では１億円強が適正とい

うことになるが、実際の運営では一月分のストッ

クが理想で、約２億円と考えているとの答弁があ

りました。

一般会計からの繰り入れに対する基本認識につ

いての質疑には、平成２４年度では２億９００

万円の繰り入れで保険税の軽減分、支援分に係る

４分の１を繰り入れしている。そのほか法定分と

して職員の人件費が主なもので、ルールに基づい

て今後も維持をして繰り出しをしていきたいとの

答弁がありました。

２回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、医療費を抑えることが保険税の抑制に

もつながることから、名寄市の医療費分析、医療

費抑制、疾病予防に対する取り組みはの質疑には、

医療費の適正化の取り組みは安定化計画を知事の

指定した内容に基づき実施をしている。主な事業

は、国保担当臨時保健師の雇用と医療費分析に係

る嘱託職員を雇用し、２３年度より保健師による

窓口での保健相談や訪問受診など予防と早期発見

を目的とした特定健診の受診率向上にも力を入れ

ている。保健事業の促進として運動教室の実施、

各種健診への助成、道から指導されている後発薬

品促進でのジェネリックのお願いカードの配布や

差額通知の送付、レセプト点検を委託から直営に

戻し、２名雇用し、２４年度から体制強化を図っ

ている。今後も分析を進め、ターゲットを絞り予

防に努めていくとの答弁がありました。

今後の国の財政支援や広域化についての認識は

の質疑には、運営協議会の中でも今後の国の支援
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制度の見直しについて説明をしてきた。負担増を

最低限にすべきとの議論もあり、今後の制度改正

を想定して今回の提案に結びついた。平成２７年

度から予定される制度では、一体改革に伴う財源

支援は軽減対象者の拡大として約４００万円、

保険者支援の拡大分として約４００万円、合わ

せて９００万円ほどの増額になる見込みで、現

行軽減を受けることのできる世帯割合についても

５３５％から５９１％に拡大されると想定し

ている。広域化については、新たな高齢者医療制

度の今後の見通しが立っていない。小さな規模で

は立ち行かなくなっている自治体も出ている中、

保険制度といえば加入者が多いほど安定運営が期

待できるため、都道府県単位での運営で財政負担

を地方に転嫁しない形で実現してほしいとの答弁

がありました。

第３回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、法定外の繰り入れに対しての認識と

増額の考えについての質疑には、国からの交付金

を算定する際、０を基本とした係数を掛けて計

算をされるため、０をいかにして割らないよう

にするか、対策に力を入れている。全道都市の集

計では、繰入金全体の７％が法定外の繰り入れ

になっている。厳密なガイドラインはないが、法

定外の繰入金が多くなると算定時に国からの交付

金に影響があるために満額交付を受けられるよう

に努力をしているとの答弁がありました。

質疑終結後、議員間での討議を行い、各委員か

ら出されました主な意見では、全国的にも市内に

おいても平均所得が減ってきている中、これ以上

の値上げは厳しいと受けとめている。健康維持の

対策強化、均等割０００円の値上げ分を繰り入

れて負担を減らすべき。総体の医療費を抑えてい

く取り組みは今以上に必要であり、そのことによ

り保険税にも反映できることになるが、すぐに解

消できるものではなく、現状を解決するには加入

者から負担をいただかなければならない。財源が

無尽蔵にあればよいが、そうではなく、また市民

全員が国保に加入しているわけではなく、平等性

を考えると改正は妥当と考える。今までの議論経

過の中で制度全体についての問題は説明員側も委

員も含め共通の認識を持っていて、早く国レベル

の制度の改善を望んでいる。答申された所得階層

別負担のバランスなど尊重できるか、改善に向け

た努力は今後とも必要だ。行政側もそうだが、常

任委員会でも外に出て市民に現状の説明責任を果

たし、市民合意を得ることも重要だなどの討議が

行われました。

以上の議論の結果、付託議案第３号 名寄市国

民健康保険税条例の一部改正につきまして採決の

結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。

以上、付託されました議案の審査経過並びに結

果についての御報告といたします。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決を行います。

平成２４年第３回定例会付託議案第３号を委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第３回定例会付託議案第３

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第３回定例会付託議案第４号 なよろ市立天文台

条例の一部改正についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果
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の報告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

議長よ〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員）

り御指名をいただきましたので、平成２４年第３

回定例会にて付託されました議案第４号 なよろ

市立天文台条例の一部改正について、当総務文教

常任委員会の審査の経過と結果について御報告を

申し上げます。

委員会の審査は、１０月４日と１１月２６日の

２回にわたり開催し、鈴木教育部長を初め担当部

局職員の出席を求め、説明を受けた後、慎重に審

査をいたしました。

付託されました議案は、天文台の開設以来多く

の来館者に御利用いただいた中から、来館者の意

見、要望を集約した結果、当初通常料金と名寄市

民特別料金を設定したことにより、入館時に名寄

市に在住しているかどうかの確認作業を必要とす

ることから、来館者の不満を生じている現状と入

館者は観測室、プラネタリウム等の利用がなくて

も入館するだけで入館料金が発生していた状況が

あることから、これらを改善するために天文台の

料金を名寄市内、市外にかかわらず一本化し、条

例の中の市民を市民等に、入館料を観覧料とし、

入館者と観覧者を区別することで天文台の入館全

般についても改善し、さらに高校生以下について

は全国的に理科離れが進む中、学校授業等に活用

できるように教育的見地から配慮して、市外の生

徒でも入館を無料とし、利用者の要望に応えるた

めに本条例の一部を改正したいとの説明を受けま

した。

また、今回の料金改定に伴う収入の減少につい

ては、平成２３年度の入館実績から試算すると５

０万０００円となり、減収の対策として無料と

なる部分での入館者増による利用拡大を図ってい

くことで対応していきたいとの説明がありました。

委員からの主な質疑として、利用の拡大を図る

ための具体的な対策案について質問があり、定住

自立圏の協定や構想をもとに多くの利用者増を図

っていくには利便性が第一と考えているので、今

回の料金改定案はその有効策と考えているとの答

弁がありました。

次に、７０歳以上の確認について、自主申告な

のか、本人確認の証明書提示なのか、また満年齢

での区切りなのか質問があり、７０歳の規定は規

則の別表１で明記され、基本的には満年齢として、

年齢確認については年齢確認できる証明書の提示

を基本としているとの答弁がありました。

次に、高校生以下の区分について、北国博物館

の入館料は高校生以上有料と定めている点の相違

について質問があり、木原天文台の創設者である

故木原秀雄氏が名寄高校の教諭であったことと教

育的見地から高校生に天文学を学んでほしいとい

う強い思いがあり、これらを配慮した中での対応

として無料としたとの答弁がありました。

次に、財政的な影響を考えると入館料の減収は

大きいが、財政と運営面での影響による再考の余

地はないか、また入館者、観覧者の区別の方法に

ついての質問には、入館料の減収が全体の２７％

と財政面の影響は大きいが、利用の拡大と利便性

の向上を目指し最善の取り組みと考えている。入

館者の区別については、ブラックライトの利用も

運営委員会の中で検討されたが、入館チケットを

再度提示するという手間を考慮して、名寄市のマ

スコットキャラクターをデザインしたワッペンを

作成して入館者に張っていただき、区別をするこ

とで最終判断としているとの答弁がありました。

次に、天文台利用改善策として館内での飲食の

改善についての質問があり、これについては館内

の観覧機器に影響がないように１階の空きスペー

スを指定の休憩場所として設置して対応していき

たいとの答弁がありました。

次に、追加資料として他の都市における入館料

の実態調査の資料並びに周辺整備、道路整備と天

文台誘導表示の状況についての資料及び来館者の

苦情や意見等の３点の資料を求め、それぞれ説明

を受けました。他の都市の入館料については、道
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内と道外の天文台の類似施設を参考にした一覧表

から見ると今回の入館料改正後の料金は平均的な

料金であり、これより入館料が高い施設について

は観覧施設の大きさ、機材の充実度から比較でき

ない部分もあるので、妥当な入館料とも言えると。

天文台の駐車場整備については、今年度で整備が

終わっている。誘導標識については、健康の森か

らの標識がわかりにくいという苦情と夜間、冬期

間積雪による見づらい面もあり、今後改善を図っ

ていきたいと考えている。利用者の意見、要望に

ついては、今回の改正にかかわる多くの意見をい

ただいているとの説明を受けました。

委員から入館料、観覧料の区別は他市に比較し

て妥当かについて質問があり、今までの特別料金

により市内、市外の区別をしている都市はほぼな

い状況であったが、今回の改正により他の都市と

同じような料金設定となるとの答弁がありました。

また、改正後の運営に関する質問が多く出され、

理事者側からは今回の改正により天文台運営を改

善し、定住自立圏構想によるより多くの利用拡大

を図り、天文台運営の充実化を図っていくことを

答弁されました。

以上の審査を含め各委員の意見を集約したとこ

ろ、第３回定例会に当委員会に付託されました議

案第４号 なよろ市立天文台条例の一部改正につ

いて、全員一致で可決するべきものと決定しまし

たので、審査の経過と結果を御報告いたします。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第３回定例会付託議案第４

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２４分

再開 午前１０時２４分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

日程第５ これより行政報告を行います。

加藤市長。

本日、平成２４年第４回〇市長（加藤剛士君）

定例会の開会にあたり、これまでの主な行政事項

について、その概要を御報告申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、名寄手話の会に文化奨励賞を授与いたし

ました。

「科学部門（聴覚障害者文化振興）」で受賞さ

れた名寄手話の会は、ろうあ者の言葉である手話

の普及と「いつでもどこでも手話通訳を受けられ

る社会」を目指し、社会福祉協議会の手話講座を

きっかけとして昭和５５年に設立されました。発

足以来これまで手話奉仕員養成講座、聴覚障害者

協力員派遣事業など、市の委託事業のほか、ふれ

あい広場や社会福祉協議会が主催する各種講座に

ボランティアとして手話通訳者を派遣するなど、

数多くの活動を行っており、３２年の長きに亘り

本市の福祉に多大な貢献をされています。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、教育

文化、住民運動実践の各分野で市勢の発展に寄与

された２７個人の皆様に功労表彰を、多額の寄附

によりお力添えをいただいた９個人、１８団体に

善行表彰を、芸術文化、スポーツなどの分野で輝

かしい活躍をされた１個人、１団体にそれぞれ特

別栄誉賞、栄誉賞をお贈りいたしました。

特別栄誉賞は女子柔道の北京オリンピック日本

代表で、２０１１年世界選手権５７キロ級で優勝

された佐藤愛子さんに、栄誉賞は平成２３年度、

２４年度と全国連覇を果たした名寄ピヤシリ銃剣
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道スポーツ少年団に、それぞれお贈りいたしまし

た。

また、本年はこれら表彰条例に基づく表彰とは

別に、市民に元気と活力を与え、本市を広く全国

に知らしめた名寄出身のお二人に「名寄市長特別

賞」を授与いたしました。

お一人は、１０月１日に名寄出身者として初の

プロ棋士になられた石田直裕さん、もう一人はプ

ロポーカー選手で、６月にアメリカのラスベガス

で開催された第４３回ポーカー世界選手権で日本

人として初めて優勝された木原直哉さんです。

受賞された皆様には、今後とも本市の発展に御

尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と御

健勝をお祈り申し上げます。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民との協働によるまちづくりを進めるため、

町内会連合会との連携のもと、全１０会場で「ま

ちづくり懇談会」を開催し、延べ２２２人が参加

されました。

会場での貴重な御意見、さらには先に実施した

町内会アンケートの結果などを踏まえ、市政への

反映に努めてまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

総合行政システム機器の更新を行うとともに、

住民情報等重要データ及びサーバー機器の管理形

態をクラウドに移行しました。

また、１０月１日に名寄市公式フェイスブック

を公開しました。ホームページと併せて本市の観

光情報や地域情報など、多岐にわたる情報の積極

的な発信に努めてまいります。

次に、ＴＶｈ名寄中継局について申し上げます。

テレビ北海道は、本年１１月２２日に北海道総

合通信局から地上デジタルテレビジョン放送局の

予備免許の付与を受け、１１月２９日から試験電

波を発射しており、１２月中には本放送への移行

が予定されています。

これにより、本市をはじめ、士別市、下川町、

美深町の４市町でＴＶｈの視聴が可能となり、地

域住民の念願が実現することとなります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

ふるさと会交流事業については、東京なよろ会

の総会が１０月２０日、東京都内のホテルにおい

て会員約９０人が出席して開催され、スキーツア

ーやゴルフツアーなどの事業計画が承認されたほ

か、交流会では、再来年に控えた東京なよろ会設

立３０周年事業の話題にも及びました。

東京都杉並区との交流事業については、９月３

０日に杉並区交流自治体スクラム会議が開催され、

東日本大震災の教訓として災害時の相互援助協定

を締結している１０自治体が、基礎自治体の連携

・協力による「水平的支援」を宣言する「杉並区

交流自治体スクラム会議宣言」を採択し、災害時

に互いに支えあう強い絆が構築されました。

このたび杉並区は、区制施行８０周年を迎えら

れ、９月３０日の記念レセプションは台風のため

中止となりましたが、翌１０月１日に杉並区公会

堂で開催された記念式典において、他の交流自治

体とともに区制８０周年をお祝いしてきました。

１０月１３日から１４日には、杉並区８０周年

まつりが杉並区桃井原っぱ公園で開催され、第７

４６煮込みジンギス艦隊による煮込みジンギスカ

ン約７００食と本市の旬な野菜を杉並区職員の協

力をいただき販売し、全量を完売しました。

また、「阿佐谷ジャズストリート２０１２」で

は、１０月２７日に、本市から「元晴ｗｉｔｈ加

藤ＭＡＡ」が特別出演し、交流自治体セッション

として杉並区の交流都市である青梅市在住のバイ

オリニストＲｅｉｎａ Ｋｉｔａｄａさんとのジ

ョイント演奏など、音楽を通じた交流とＰＲが図

られました。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、高校生２人を７月２６日から９月２１日ま

で派遣し、ホームステイをしながら、リンゼイ市

民との交流を深めてきました。

友好都市ドーリンスク市との交流では、名寄・

ドーリンスク友好委員会を中心に、市民公募によ
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る８人と名寄市立大学吹奏楽サークルの学生５人

が、９月６日から１２日の日程で訪問し、ドーリ

ンスク市創立１２８周年記念式典に参加したほか、

大学生による音楽発表や現地の関係者との交流な

どにより、ドーリンスク市民との友好を深めてき

たところです。

交流居住の推進については、７月２６日に、移

住対策庁内検討会議を設置して、全庁的に協議を

重ね、企業立地支援や新規就農支援の情報も含む

ＰＲ資料を作成し杉並区８０周年まつりで配布し

たほか、移住体験「ちょっと暮らし」の受入れ施

設や、市としてできる取組について検討しました。

また、首都圏プロモーション活動の一環として、

１１月１０日に東京都秋葉原において開催された

「２０１２北海道暮らしフェア」に参加し、本市

のブースに訪れた１５人の方に、移住環境などに

ついて説明し、相談に応じてきました。

今後も引き続き、交流居住の推進に向けた取組

を進めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１３市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」については、杉並区８

０周年まつりにおいて、天塩川地域のＰＲや特産

品の販売を行ったほか、杉並区をターゲットとし

た移住モニターツアーの告知及び募集を行いまし

た。

今後、移住モニターツアーのほか、天塩川の魅

力を再発見するセミナーやフェイスブックの開設

などに取り組み、「北海道遺産」である天塩川と

その周辺市町村の魅力を発信してまいります。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

第２５回を迎えた「なよろ健康まつり」は、９

月２２日に「みんなで広げよう健康の輪」をテー

マに、名寄市立大学など各団体と協働して総合福

祉センターを会場に開催しました。

動脈硬化検査、体内健康測定、骨密度測定、足

指力測定などに約４００人の市民が集まり、健康

チェックを通じて生活習慣の見直しや健康への意

識啓発を図ってきました。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度、４月から９月までの上半期における患

者取扱い状況は、入院患者数が延べ５万１９５人

で前年比４６３人の減少となり、外来の取扱い患

者数でも、延べ１０万４４５人と前年比４６

１人の減少となっています。

医業収支の状況は、医業収益が３３億１５７

万７千円となり、前年同期に比べ１０２パーセ

ント、金額で２億６３３万６千円の増となりま

した。

主な内訳では、入院収益で１億３３４万１千

円の増、外来収益で３７８万４千円の増となり

ました。

また、医業費用は３６億４８０万７千円と、

前年同期に比べ１０６パーセント、金額で１億

３６１万円の増となりました。主な内訳では、

給与費は前年比の１０１パーセント、金額で

９１３万３千円の増、薬品費・診療材料費などの

材料費は、前年比１０２パーセント、金額で

９５６万１千円の増となりました。

この結果、上半期の医業収支は、差し引き２億

３２３万円の損失となり、医業外収支、特別収

支を含めた全体の収支では、６８５万２千円の

損失となりました。

次に、開院７５周年・新築２０周年記念事業に

ついて申し上げます。

本年は、市立総合病院の前身である名寄町立社

会病院が昭和１２年に開院して７５年、現在の病

院を平成４年に新築して２０年の節目の年である

ことから記念事業を実施しました。

１１月１５日に、議会・行政関係者など御出席

のもと祝賀会を開催し、記念誌を刊行しました。

また１１月２２日には、佐古院長による記念講演

会を開催し、多くの市民の皆様が参加されました。

今後も、市民はもとより、圏域住民の皆様の命

と暮らしを守るため、地方・地域センター病院と

しての使命を果たしてまいります。
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次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者数は、入院で延べ１万４８７人、前年比

３２６人の増加となりましたが、外来では延べ

４７０人、前年比８３人の減少となりました。

収支面では、事業収益が３億１５７万円とな

り、前年比８７７万円の増収となっています。

事業費用は２億３８７万円で、前年比３１４

万円の減収となり、差し引き７７０万円の医業

収益が計上されたところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成２４年度「長寿を祝う会」を、９月１５日

に市民文化センターで開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた１

０７歳の最高齢者をはじめ白寿、米寿を迎えられ

た１９９人の方々をお招きして、お祝いを申し上

げ、記念品を贈呈しました。

また、７５歳以上を対象に町内会など７８団体

が開催した「敬老会」では、９７８人の方々が

祝福されました。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に

伴い、平成２７年３月３１日までに義務付けられ

た障がい者個々のサービス利用計画策定にあたり、

指定特定相談支援事業者として社会福祉法人道北

センター福祉会と社会福祉法人名寄みどりの郷の

２事業所を指定するとともに、指定一般相談支援

事業の委託契約を締結しました。

これにより、障がい者の自立に向けた効率的な

サービスの提供が図れることが期待されます。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在の災害出動状況については、火災

件数が８件で前年比１件の増となりましたが、死

傷者の発生はありません。

救急出動件数は、８８３件で前年比４８件の減

となっています。

本年度実施事業については、風連地区の消火栓

更新が１１基完了しています。

また、現在、風連消防団第２分団車と第３分団

車の更新を実施しており、１２月上旬の納車を予

定しています。

防火対策については、１０月１５日から３１日

まで「秋の全道火災予防運動」を展開しました。

一般家庭の防火訪問、防火対象物や危険物施設の

立入検査の実施、住宅用火災警報器の展示や防火

ポスターの配布など、火災予防のＰＲや防火対策

の啓発などを実施しました。

次に、消費生活安全について申し上げます。

消費者、特に高齢者に対する悪質、巧妙な手口

の増加に伴いトラブルが発生していますが、関係

機関に情報を発信し、一層の情報共有を図ること

で、トラブルの未然防止に努めています。

１１月２７日に、ふうれん地域交流センターで

「食の安全と放射能について」をテーマに、放射

能と放射線の基礎知識に関する講演会を開催し、

知識と理解を深めてきました。

また、本日、市民会館において「知っておきた

い身の回りの消費者トラブル」をテーマに、民生

委員、児童委員を対象とした講演を予定していま

すが、今後とも、消費者への正しい知識の啓発に

努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地は、コンクリートブロック造平屋建て１棟４

戸及びプレキャストコンクリート造平屋建て１棟

４戸の全面改善工事が１１月上旬で完成しました。

北斗団地は、昨年着工した鉄筋コンクリート造２

階建て１棟１０戸の建設工事が１０月末で完成し、

本年度発注分の鉄筋コンクリート造２階建て１棟

１０戸の建設工事は、１０月に着手し、１１月末

現在の進捗率は約９パーセントとなっています。

さらに、新北斗団地４棟１６戸の解体工事につ

いては、住み替え住宅などへの転居終了後、年内

の発注を予定しています。

改善事業では、昨年度から２カ年計画で実施し
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ていた瑞生団地の水洗化及び生活雑排水整備工事

が、９月末で完成しました。

また、ノースタウンなよろ団地改修工事に伴う

実施設計については、１２月の完了を予定してい

ます。

次に、公園整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく大学公園、

浅江島公園の施設整備工事については、大型木製

遊具の撤去、遊具の更新をそれぞれ完了していま

す。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事については、西町南５丁目通ほか４路線、延長

１９０メートルが完了し、現在は道道旭名寄線

ほか１路線、延長４７０メートルの整備を進めて

います。

老朽管更新工事については、北７丁目通ほか１

２路線、延長６４９メートルが完了し、現在は

１６線道路、延長３７６メートルの整備を進めて

います。

また、計量法に基づく水道量水器取替工事につ

いては、対象量水器６８８台の取り替えを概ね

完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した設備の改修工事については、施工中

の名寄下水終末処理場の送風機整備ほか更新工事

が、３月上旬の完成に向け順調に進捗しています。

豊栄川３号幹線雨水管渠整備工事、延長１１３

メートルは１２月中旬の完成を予定しています。

個別排水処理施設整備事業については、１６基

の合併浄化槽が供用開始され、現在、４基の整備

を進めています。

次に、道路整備について申し上げます。

郊外幹線道路の整備については、１９線道路改

良舗装工事が１１月中旬に本年度工事が完了し、

これにより事業計画全区間の延長５４０メート

ルが完成となりました。

また、市街地生活道路の整備については、南１

１丁目東通、南１０丁目西仲通、東１条通、西４

条仲通の４路線、合せて５６０メートルの改良舗

装工事が完了しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

高齢化に対応し、交通弱者の足の確保と街中の

賑わいづくりを目的として、本年７月から「なよ

ろコミュニティバス」の実証運行を実施しており、

この間、バス利用者からの御意見、アンケートの

結果や乗降データなどを分析し、利用しやすいバ

ス路線・ダイヤの確立に向けて検討を進めている

ところです。

今後は冬期間の運行状況を把握し、地域住民の

足として利便性を考慮したバス交通体系を目指し

て取り組んでまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

主要農作物の農作業及び生育状況については、

春先の干ばつの影響が心配されましたが、７月初

旬の降雨と８月の高温により、当初の遅れを取り

戻したところです。

水稲については、収穫作業の終了が１０月５日

となり、平年に比べてもち米で３日、うるち米で

２日遅くなりました。

１０月１５日現在で公表された農林水産省の作

況指数は、全国で１０２、北海道で１０７、上川

では１０６となりました。本市の１１月１５日現

在の出荷状況については、もち米２３万２５９俵、

うるち米１万２３３俵、合計２４万４９２俵

となり概ね９７パーセントの出荷率で、一等米比

率は９９パーセントとなり、品質・収量ともに平

年を上回る状況です。

畑作については、春先の定植の遅れと干ばつの

影響を受けたものの、その後天候に恵まれ、作物

によって差のある年となりました。作況について

は馬鈴しょが「平年並」、小麦は「不良」、てん

さい、豆類は「やや不良」となり、野菜では、か

ぼちゃ、スイートコーンは「やや良」、玉ねぎは

「平年並」となっています。

次に、米政策について申し上げます。
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本年度の米の生産数量目標は、もち米が対前年

比１５パーセント減の１万１４６トン、うる

ち米は１３パーセント増の５５９トン、合計

で１２パーセント減の１万７０５トンの配分

となっています。また、加工用米を含めた水稲作

付面積は対前年比２パーセント増の３７７ヘ

クタール、水稲作付耕作者は３戸減の３９６戸と

なりました。

戸別所得補償制度については、米戸別所得補償

事業で、対象農家３９２戸、対象水田６６２ヘ

クタールで、交付額は３億９３２万円となって

います。転作部分では対象面積８１４ヘクター

ル、対象農家６６８戸で、交付金については、麦

・大豆・飼料作物など国の戦略作物を対象とする

水田活用の所得補償事業が５億６９８万円、野

菜類など地域特性を活かした作物を対象とする産

地資金が４億７５９万円となっています。これ

に加算措置として、耕畜連携加算が２件５ヘクタ

ールで７２万円、緑肥輪作加算が１６件２７ヘク

タールで２７５万円をそれぞれ見込み、交付金合

計では１４億７３６万円を予定しています。

なお、現在、年内の支払いに向けて交付事務を

進めているところです。

また、北海道が設定する畑地産地資金は、てん

菜、でん粉原料用ばれいしょを対象に、砂糖・で

ん粉工場に出荷された数量と作付面積に応じて交

付される制度であり１３２戸１９７ヘクタールの

交付対象を見込み、年明けの交付を予定していま

す。

畑作物戸別所得補償交付金については、既に営

農継続払い２億５６２万円が交付されており、

今後は、数量払い３億９００万円の交付を見込

んでいます。同様に昨年度から制度移行された環

境保全型農業直接支援対策については３件、１１

ヘクタールで９１万円の交付を見込んでいます。

農地利用集積円滑化団体を通じて農地を賃貸し

た場合に、国から補助が受けられる規模拡大加算

については、これまで４件、４４ヘクタールの申

請があり、８８１万円の交付となりました。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水保全管理支払交付金」について申し上げま

す。

集落における農業者や関係者の協定により、耕

作放棄地の発生防止と農道・水路を保全する活動

が行われており、総額２億８５０万円の事業が

推進されています。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度のエゾシカ駆除については、９月３０日

まで実施して３９１頭を駆除し、残滓処理につい

ては昨年度仮置きしていた残滓も含めて、現在焼

却処分を実施しているところです。

次に、ヒグマの出没などについて申し上げます。

８月１０日から９月末まで、智恵文地区及び風

連旭・東風連地区において、スイートコーンを狙

うヒグマが人家付近などにも出没しました。

猟友会にパトロールを依頼し、箱罠を７箇所に

設置するとともに、関係機関・団体と連携した夜

間パトロールを実施するなど、安全対策や被害防

止に努めてきました。さらに、捕獲による対策を

強化するため、箱罠３台を新たに購入しています。

また、智東地区及び東風連地区の事例では、電

気柵がヒグマによる農業被害の防止に効果があっ

たことから、電気柵の普及にも努めてまいります。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧野については、名寄市営牧野では、５月

２５日から１０月２２日までの１５１日間に延べ

３万８７３頭を、母子里地区共同牧場では、６

月４日から１０月２６日までの１４５日間に延べ

１万２４３頭を、市内酪農家２０戸から受精対

象牛を主体に受け入れ、適正な飼養管理による高

い受胎率と個体の資質向上を図ってきました。

次に、林業振興について申し上げます。

林業専用道弥生Ｄ線については、延長１９８

メートルが１２月完了予定となっており、市有林

の間伐作業に活用してまいります。

名寄市森林整備計画については、本年度が森林
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法による見直しの年度となっており、上川北部地

域森林計画との整合を図り、３月末の変更に向け

て手続きを進めてまいります。

次に、商工業について申し上げます。

日本政策金融公庫旭川支店による７月から９月

の道北地方の中小企業動向調査では、ＤＩ値で見

る業況については、前期比で１９パーセント改

善しています。業種別では、小売り、卸売りの改

善幅が大きいことが要因ですが、来期の業況は、

外国人旅行者の減少や公共投資減少の影響を懸念

し、悪化するとされています。

融資関係では、１０月末現在、経営資金、設備

資金ともに増加傾向で推移しており、経営資金に

ついては、融資件数で８７件、融資残高は５億

４０１万５千円となっており、前年比では件数で

６件、金額で２２パーセントの増となっていま

す。また、設備資金については、融資件数で８件、

融資額は９００万円となっており、前年比では

件数で５件、金額で８パーセントの増となって

います。

年末融資に備え商工会議所、中小企業相談所、

金融機関とも協議を行い、融資枠の確保など対応

してまいります。

中小企業振興条例による各種中小企業者助成制

度については、これまで随時見直しを行ってきた

ところですが、経済情勢の変化に応じて、商工会

議所や商工会、商店街振興組合並びに中小企業振

興審議会とも相談しながら、利用しやすい制度を

検討してまいります。

次に、（仮称）複合交通センター関係について

申し上げます。

（仮称）複合交通センター整備事業については、

平成２５年４月の供用開始に向け工事が進められ、

進捗率は１０月末現在で７０パーセントとなって

おり、施設内外が全貌を現してきました。

観光インフォメーション機能の充実やイベント

スペース等の利活用、中心市街地への賑わい創出

については、施設のオープンに向け、引き続き、

入居予定団体はじめ関係者と協議を進め、具体的

な取組や活動計画などについて検討しています。

都市再生整備計画で進める関連事業のうち、商

店街ファサード整備事業については、本年度施工

の「名よせ通り商店街」が１１月に工事を完了し

ており、次年度以降の整備について、「名店街」、

「大通り会」と引き続き協議を進めてまいります。

また、３―６地区市街地再開発事業については、

計画期間内での事業完結が見込めない状況を踏ま

え、商工会議所とも協議の結果、本計画から除外

することとし、今後、改めて関係機関と連携しな

がら検討してまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

道北圏では、開催３年目となる「北の恵み食べ

マルシェ２０１２」が９月１５日から１７日の３

日間、旭川平和通買物公園を中心に開催され、本

市からは物産振興協会及び名寄商工会議所が中心

となり出店しました。連日、多くの来場者で賑わ

い、用意した物産も好評を得たところです。

札幌圏では、１０月２７日に新札幌サンピアザ

において開催された「名寄物産展」で、もちつき

の実演会や地元特産品の販売、観光ＰＲを行いま

した。

首都圏では、１０月２６日と２７日の２日間、

杉並区役所前において北海道名寄市物産展を開催

し、生産者が主体となり、旬のじゃがいもやかぼ

ちゃ、加工品のトマトジュースの販売、ＰＲを行

い盛況のうちに終了したところです。

今後も、民間交流による特産品の売り込みに力

を注いでまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末の月間有

効求人倍率は６９倍で、前年同月比０７ポイ

ントの上昇となり、１２カ月連続して前年同月を

上回っています。

新規高等学校卒業予定者の求職、求人、就職の

状況については、就職希望者は１５９人で、前年

比３６人、２３ポイントの増、うち管内就職希
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望者は１００人で、前年比３１人、４９ポイン

トの増、管内求人数は１０６人で、前年同月比２

７人、３２ポイントの増となっています。

就職内定者数は３８人で、前年比で１５人、６

２ポイントの増、就職率も前年比２ポイント

増の２９パーセントとなっています。

本年の特徴として、就職希望者数及び管内就職

希望者数がともに前年を上回っていることから、

今後も、関係機関・団体と連携して求人要請、求

人開拓などに取り組んでまいります。

昨年に続き、介護・福祉分野における人材確保

の取組として、名寄公共職業安定所、上川北部地

域人材開発センターなどと共催して「介護就職デ

イ」を設けたほか、新たに、市内の関係事業所と

情報交換を行い、今後の人材確保につなげる取組

として「名寄市介護・福祉人材確保推進懇談会」

を開催しました。

また、１１月１日には、旭川市、富良野市、士

別市、名寄市の通年雇用促進協議会合同による

「旭川圏建設業ビジネスマッチングイベント」が

開催され、名寄地区からは５社が参加して本州企

業と交流を深め、雇用環境などを知る有意義な機

会となりました。

次に、観光振興について申し上げます。

道立サンピラーパークに設置されていた映画

「星守る犬」のロケセットは、夏の有効な観光資

源として、臨時観光案内所を設置するなど、特例

として２シーズンにわたり仮設建築物許可の延長

措置をし、各地から訪れる観光客の受入を行って

きました。

仮設建築物であるロケセットの存続には、建築

確認申請許可を取得するため、補強工事及び電気

・上下水道の工事が必要であり、これに多額の費

用を要することから、名寄市観光交流振興協議会

など関係機関と協議し、取り壊しは止むを得ない

との結論に至ったことから、１０月に撤去を行い

ました。

この間の取組を検証し、成果や課題を明確にす

るとともに、様々な視点から可能性を検討し、今

後のひまわり観光の方針などについて、名寄市観

光交流振興協議会をはじめ関係機関と協議を進め

てまいります。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が２７万３

９４人で、前年度比１万４７９人の増となり、

高速道路無料化実験終了の影響が一部に残るもの

の、週末の観光客の入り込みを中心に増加傾向と

なったところです。

今後も地元特産品などの販売により、多くのお

客様に立ち寄っていただけるよう努力してまいり

ます。

ふうれん望湖台自然公園については、キャンプ

場やコテージ、風扇館など公園施設の利用促進に

取り組み、５月から１０月末までの開園期間中、

６５４人が利用されました。

また、センターハウス閉鎖に伴い、４月１１日

から運行している代替施設へのバス運行について

は、１０月末現在で７６回運行、延べ４８４人が

利用されています。

名寄ピヤシリスキー場については、本格的なス

キーシーズンを迎えるにあたり、１２月８日のオ

ープンに向けリフト整備など準備が進められてお

り、１２月３日には安全祈願祭が行われ、シーズ

ン中における安全と無事故を祈願する予定です。

次に、御当地Ｂ級グルメ「煮込みジンギスカ

ン」ＰＲ事業について申し上げます。

これまで、市民有志と名寄市観光交流振興協議

会ブランド部会で取り組まれてきましたが、官民

一体となった体制を確立するため、７月２７日に

「第７４６煮込みジンギス艦隊」を設立し、積極

的なＰＲに取り組んできました。９月８日に稚内

市で開催された「日本青年会議所北海道地区大

会」をはじめ、１５日から１７日に旭川市で開催

された「北の恵み食べマルシェ２０１２」、１０

月１３日に福岡県北九州市で開催された「日本青

年会議所全国会員大会」、さらには１０月７日か
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ら東京中野区で開催された「中野にぎわいフェス

タ」にそれぞれ出店し、いずれもイベント途中に

完売になるなど好評で、注目を集めています。

次に、緑の分権改革調査事業について申し上げ

ます。

「もち米」及び「ひまわり」を活用した新商品

開発や関連企業との連携による交流人口の拡大、

「なよろ」の知名度向上を図ることを目的に、全

国的な市場状況も含めて、新たな観光資源として

の「視点」を加えることなどの調査研究を実施す

る「緑の分権改革調査事業」が、９月に総務省か

ら事業採択を受けました。

現在は、市内外の関係者で組織された「名寄市

寒冷地型食クラスター事業交流推進委員会」を設

置し、専門的な見地からの意見も聴取し、様々な

可能性について検討しています。

次に、観光キャラクターについて申し上げます。

名寄産業まつりで初披露した「なよろう」の着

ぐるみは、９月以降の毎週末、市内の様々なイベ

ントで利用され、定着が進んでいます。

また、民間企業の協力により「なよろう」を活

用した商品も開発されており、経済活動の活性化

が図られるよう、引き続き市民周知とＰＲ活動を

行ってまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

１０月１日に、名寄小学校において、学校力向

上に関する総合実践事業の一環として教育講演会

が開催されました。講演会には、市内の小、中学

校から約６０人の教職員が参加し、研修を深めま

した。

１０月１６日には、名寄小学校と名寄中学校を

会場に、名寄市教育研究所主催の教育研究大会が

開催されました。各会場校では、授業が公開され、

市内の小、中学校の教員が、授業力の向上を図る

ため、活発に研究協議を行いました。

このほか、各学校では、指導主事を要請して校

内研究授業や公開研究会を行うなど、教員の指導

力や資質の向上に努めています。

また、本年６月に立ち上げた名寄市教育改善プ

ロジェクト委員会では、子どもたちの学力向上を

目指し、学習指導の工夫改善に関する研究グルー

プが北海道教育委員会作成のチャレンジテストの

活用の工夫、校内研修の充実に関する研究グルー

プが校内研修推進の手引の作成、教育資源などの

活用に関する研究グループが各学校で市立天文台

を有効に活用するための事例集の作成など、それ

ぞれ研究内容の具体化に向けて取組を進めていま

す。

名寄市街地区における小学校の適正配置につい

ては、新校舎の基本設計をプロポーザル方式によ

り行うこととし、建設に向けた準備を進めていま

す。また、旧風連中学校解体緑地工事については、

当初予定していた社会資本整備総合交付金から過

疎対策事業債に充当財源を変更し、実施してまい

ります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

大学図書館整備の基本構想・基本計画の策定に

ついては、８月から５回にわたり検討委員会を開

催し、策定作業を進めています。１１月６日には、

市内の保健・医療・福祉に係る有識者及び幼児教

育の振興や市立図書館の運営に係わる方々と大学

図書館の整備について意見交換会を行いました。

いただいた多くの御意見を計画の策定に反映して

まいります。

道北地域研究所は「地域資源を利用したまちづ

くり」を統一テーマとした市民公開講座の第２回

目「女子大生の視点で作る地域名物」を１０月１

０日に、第３回目「高齢者と映画づくり」を１０

月３１日にそれぞれ開催し、合わせて７４人の方

々が参加されました。また、１１月１０日に「子

育て支援のネットワークづくり」をテーマに開催

した地域シンポジウム２０１２には、５８人が参

加され、乳幼児期の子を持つ親の現状を語り合い、

親として成長を支えあうネットワークづくりにつ

いて考える機会となりました。

今後も、名寄市立大学の専門性と特色を生かし
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た地域貢献活動の取組に努めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校における食の指導は、栄養教諭が学校給食

を生きた教材として給食の時間を利用して行って

いるほか、子どもたちが食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身につけることができるよう、

指導の充実に取り組んでいます。

また、給食だより「いただきたいむ」を通じ、

食育の重要性を子どもたちはもちろん保護者に対

しても伝える取組を行っています。

１１月には６種類のパンが選べる「大好きパ

ン」を実施し、行事食の充実を図っています。

今後とも、衛生管理や栄養バランスに配慮した

子どもたちに喜ばれる給食の提供と、生産者の顔

が見える地場産品の活用をとおして、安全で安心

な学校給食の提供に努めてまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

名寄市公民館では、公民館講座として１０月２

２日に自治基本条例研究の第一人者で知られる北

海学園大学教授の神原勝氏を招いて「自治基本条

例と市民のかかわり」をテーマとした講演会、１

０月２６日には北海道医師会会長の長瀬清氏を招

いて「地域の医療を考える」をテーマとした講演

会を開催しました。「地域の医療を考える」講演

会には、名寄市立大学看護学科２年生が授業の一

環として聴講したこともあり、１２０人以上の市

民が北海道の医療や医師の現状などについて学び

ました。

１０月２８日に市民文化祭と連動させた第５回

「生涯学習フェスティバル」を市民文化センター

で開催しました。切り絵、絵手紙、ニュースポー

ツなどの体験コーナーやワークショップブースに

多くの市民が訪れました。また「出会いの広場」

では、中高生、大学生の「はがきイラストこんぺ

２０１２」の表彰式やダンス、コンサートのほか、

札幌を拠点に活動しているヨミガタリを楽しむ会

による「きりがたりシアター」が開催されました。

風連公民館講座では、１０月２７日に美深町仁

宇布から講師を招いて「シラカバ樹皮を使った工

芸品作り」を開催し、１７人の受講者が身近な材

料から温かみのある作品を作り上げました。

放課後子ども教室については、１０月１０日に

運営委員会を開催し、前期の活動状況などについ

て意見交換を行いました。主な成果として、授業

前半の自学自習の場面では、子どもたちが自分の

課題にしっかりと取り組んでいることや、授業後

半の書道教室、絵画教室などのテーマ学習の場面

では、子どもたちが個性を発揮して取り組んでい

ることなどが挙げられました。

今後も、子どもたちの学ぶ意欲や学び方を一層

育てるよう、活動を工夫してまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

本年度の古典文学講座は、「没後百年『北海道

ゆかりの歌人石川啄木』」をテーマに全６回開催

し、石川啄木の道内での生活について理解を深め

ました。

風連分館では、１０月１８日に地域子育て支援

センター「こぐま」を会場に「秋のおはなし会」

を開催し、多くの親子が参加しました。

１１月３日文化の日には、本館、分館で「特別

開館」と「雑誌のリサイクル」を行いました。ま

た、本館では「図書館まつり」として、希望者を

対象に愛読書をフィルムでフルコートするサービ

スや乳幼児と小学生低学年を対象とした「お楽し

み会」を行い、子どもから大人まで多くの方々が

参加されました。

次に、市立天文台について申し上げます。

市立天文台の活用については、名寄市教育改善

プロジェクト委員会と連携を密にして、理科教育

などにおける有効活用の取組を進めています。

「小学生による小惑星発見プロジェクト」は、

昨年に引き続き１０月から小学校５・６年生８人

が、小惑星発見の夢が叶えられるよう取り組んで

います。

１０月１３日から行われた杉並区制施行８０周

年記念事業において、杉並区から要請を受け派遣

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－18－

した移動式天文台車ボラリスⅡによる夜間観望会

や小学校理科授業の太陽観望会では、延べ５３

１人の区民の皆様が観望に訪れ、同行したマスコ

ットキャラクター「なよろう」とともに名寄市を

ＰＲしてきました。

今後も、移動式天文台車ボラリスⅡを含めた市

立天文台の更なる活用・普及を図りながら、交流

人口の拡大に向けた取組を進めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

５５回目となる市民文化祭は、１１月２日から

４日まで市民文化センターを会場に開催されまし

た。展示発表は、２９の団体や個人から短歌、俳

句や絵画、書道、写真のほか児童生徒作品など

１６９点が出展され、延べ５００人の市民が観

覧されました。また、４日に市民会館で行われた

芸能発表は、名寄太鼓保存会によるオープニング

で始まり舞踊、箏、詩吟、ピアノ、バレエなどに

２４団体、２４１人が出演し、７００人を超える

市民が訪れ、賑わいました。

風連文化祭は、１１月２日と３日に開催され、

８００人を超える来場者が、２３の団体や個人か

ら出展された６８５点の作品と１５団体１４５人

による芸能発表を楽しみました。

（仮称）市民ホールについては、基本設計報告

書を基に実施設計委託業務に着手しており、来年

２月末までに詳細設計を完成する予定です。また、

開館後の業務を一部委託する委託候補事業者を選

定しました。

今後も、ハード面に併せ、ソフト面においても、

文化芸術の拠点として、さらには市民コミュニテ

ィの醸成、賑わいづくりの場となる施設を目指し

てまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月１９日から２８日まで、企画展「戦争体

験を語り継ぐパネル展」を開催しました。戦争体

験者が高齢化する中、次世代に語り継ぐため、聞

き取りしたＤＶＤをパネル化し、関連の収蔵資料

とともに展示を行い、４９６人が観覧されました。

ＳＬ排雪列車キマロキ編成の野外展示には、道

内外から多くの鉄道ファンが訪れましたが、車両

を冬期間の降雪や凍害から守るため、１０月２４

日に冬囲いを実施しました。

また、９月６日には、市指定有形文化財の日本

基督教団「名寄教会堂」の説明看板を更新しまし

た。

今後も、文化財の保護整備や啓発に努めてまい

ります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

本年度も１０月８日体育の日に「スポーツフェ

スティバル」を開催しました。市内体育施設を無

料開放したほか、スポーツセンター及び風連Ｂ＆

Ｇ海洋センターでは、体力測定などを実施しまし

た。

また、名寄・風連両地区の屋内外では様々な催

しが行われ、全体で４００人の市民がスポーツ

を楽しみました。

スポーツ推進審議会とスポーツ推進委員の会で

は専門部会を構成して、平成１２年度以来となる

「市民のスポーツ意識調査」を５００人の市民

を対象に実施しました。調査に御協力いただいた

市民の皆様に感謝申し上げますとともに、調査結

果については、現在策定中の第２次社会教育中期

計画に反映してまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

夏に開催された「へっちゃランド」と「名寄市

・杉並区子ども交流」の思い出写真展を、９月２

５日から１１月１９日まで文化センターなど３会

場で開催し、子どもたちの活動を多くの市民に紹

介しました。

１１月１１日には、スポーツセンターを会場に、

子ども会育成連合会と共催事業の第６回子ども会

スポーツ大会「フットサル」競技を開催し、１６

組１３３人の子どもたちがスポーツを通じ交流を

深めました。

９月２８日には、平成２４度名寄市青少年表彰
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式を行い、活動に顕著な功績のある個人１人を表

彰しました。

また、小・中学校及び高等学校を対象に名寄市

青少年健全育成標語を募集し、１１月２９日に最

優秀作品を表彰しました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

１０月９日から１２日まで市内全小中学校を訪

問し、上半期におけるハートダイヤルや適応指導

教室、月２回の夜間相談の状況を説明しました。

また、児童生徒の悩みや不登校に対する早期対

応などについて連携を図ることを確認し、併せて

ハートダイヤルのＰＲ用「安心カード」を全児童

生徒へ配布しました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（黒井 徹議員）

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２３分

再開 午前１１時３５分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第６ 議案第１号 名寄市指定地域密着型

サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業に関する基準等を定める条例の制定について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市指定〇市長（加藤剛士君）

地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業に関する基準等を定める条例の制

定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第１次地域主権改革一括法によ

り介護保険法の一部が改正され、これまで介護保

険法及び厚生労働省令で定められていた当該サー

ビスの事業に関する基準等が地方自治体の条例に

委任されたことに伴い、本条例で国の基準省令を

特定し、これを引用する旨を規定するものとして

制定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、市民福祉常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第７ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市手数〇市長（加藤剛士君）

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

地球環境保護に資するため、平成２４年９月に

都市の低炭素化の促進に関する法律が公布をされ

ましたが、本件はこの法律の目的である都市の低

炭素化の促進や都市の健全な発展のために創設を

された低炭素建築物認定制度における市の審査、

認定事務に係る応分の受益者負担分として、低炭

素建築物新築等計画認定申請手数料を名寄市手数

料徴収条例に追加をしようと当該条例の一部を改

正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、経済建設常任委員会に付託をいたしま

す。
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日程第８ 議案第３号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市立学校設置条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市立学〇市長（加藤剛士君）

校設置条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２４年度をもって風連日進小中学

校が閉校することについて地域との調整が整いま

したので、本条例の一部を改正をしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市下水道条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市下水〇市長（加藤剛士君）

道条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り下水道法の一部が改正をされ、これまで政令で

定められていた公共下水道の構造の技術上の基準、

終末処理場の維持管理に関する基準に関する事項

が地方自治体で定める条例に委任されたことに伴

い、名寄市下水道条例の一部を改正をしようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市水道〇市長（加藤剛士君）

事業給水条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
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る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り水道法の一部が改正され、水道の布設工事監督

者の配置、資格基準及び水道技術管理者の資格基

準に関する事項が地方自治体で定める条例に委任

されたことに伴い、名寄市水道事業給水条例の一

部を改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第６〇議長（黒井 徹議員）

号 指定管理者の指定について（道の駅なよろ）

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 指定管理者〇市長（加藤剛士君）

の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第２条に規定をする公募に

よる施設である道の駅なよろについて、名寄市公

の施設に係る指定管理者候補者選定委員会の報告

を踏まえ、指定管理者の候補者の選定を行いまし

たので、指定管理者の指定をいたしたく、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

この議案については、〇２番（奥村英俊議員）

市長のほうからありましたように名寄市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基

づいて指定をしていきたいということだというふ

うに思いますけれども、この条例を施行するに当

たってのガイドラインがあるのかどうかというこ

と、それから今回応募が１団体ということであり

ますので、そういった１団体の場合についての事

前に決めていること、１団体の場合はどういうふ

うに取り扱いをするのかということがあるのかど

うかについてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

もう一点、この施行規則の中の第９条でこれら

の内容を公表するということになっています。そ

ういう観点から、まず選定の審議の中で市長に意

見を述べるもの、審議の内容について市長に意見

を述べるというふうになっていますので、その内

容についてお知らせをいただきたいのと総合評価

点の内訳について教えていただきたいというふう

に思います。また、参考に前回の評価点について

もお伺いしたいというふうに思います。

それから、もう一点、評価に当たっての評価基

準がどういう形になっているのか、またそのよう

なボーダーラインというのがあるのかないのか、

それについてもお知らせをいただきたいというふ

うに思います。

最後に、そういった状況の中で今回指定をして

いくというふうに審査会の中でそういう形になっ

ていった理由についてお伺いをしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の指定管理に係〇総務部長（扇谷茂幸君）

る内容について数点質問をいただきましたので、
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若干お答えとしては重複する部分もあるかと思い

ますけれども、お答えをしたいと思います。

指定管理に係る、いわゆるガイドラインの考え

方でありますけれども、それぞれ条例の中で一定

の考え方示されておりますけれども、公の施設に

係る指定管理者の選定委員会というのがありまし

て、この中で申し送り事項としまして、選定に当

たりましては委員１人の持ち点２００点としてお

りまして、これを今回１０人の委員さんで選定を

したということで合計０００点の持ち点の中で

選定を行ったという経過がございます。それで、

１つ申し送り事項としまして、これがガイドライ

ンという言い方になるかどうかということであり

ますけれども、選定に当たりまして委員１人の持

ち点が２００点ということでありますから、これ

の５割を下回った委員さんが１人でもおれば決定

を保留をしまして、疑問点について再度ヒアリン

グをして可否を決定するというような一連の流れ

になっております。これにつきましては、おおむ

ね選定に当たってのガイドラインというふうに考

えておりまして、この部分につきましても５割を

切るというところが一つのボーダーになるという

ふうに考えております。

それから、内容の公表につきましては、一定程

度ホームページ等でも結果については公表してい

るというところでありますし、あわせてそれぞれ

年度に収支決算含めての報告をいただいておりま

すので、その分につきましては都度議会にも報告

をさせていただいているというところであります。

総合評価点の点数の内訳ということであります

けれども、この間公表させていただいております

のはそれぞれ採点に当たりましての総合評価点と

いう形で、合計点のみおおむね公表させていただ

いているということであります。ちなみに、今回

道の駅なよろにつきましては０００点の評価点

のうち４６５点を評価点としております。今ち

ょっと手元に前回の評価点がございませんので、

後ほどお示しをしたいと思っております。

結果につきまして市長に意見を述べるというと

ころでありますけれども、結果につきましては選

定委員会の報告後、決裁にて、市長まで決裁を上

げて一定程度承認をいただくという一連の流れの

中で御意見をいただく部分についてはいただくと

いうことの手続をとっております。

以上です。

（何事か呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。答弁漏〇総務部長（扇谷茂幸君）

れがございました。１団体における場合につきま

しても基本的には従前と同じ考え方の中で選定を

行っているというところであります。本来であれ

ば公募を行いましたら、できれば複数の団体の応

募が望ましいとは思っておりますけれども、さま

ざまな事情を含めて、特に募集に係る要項の中で

名寄市に本支店もしくは事業所を有する団体とい

うことで要項を定めておりますので、そうした部

分で適切な業者ということで１社にならざるを得

ないというような、公募としては１社のみという

ことも当然あるというふうに考えておりまして、

そこのところは従前のさまざまな内容を含めて、

今申し上げましたボーダーラインの考え方も含め

て厳正に対応させていただいているというところ

であります。

（何事か呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

選定の理由というこ〇総務部長（扇谷茂幸君）

とでありますけれども、道の駅なよろにつきまし

ては既に平成２０年から指定管理ということにな

っておりまして、特にもち米の里という、いわゆ

るこれまでの愛称と言われておりますけれども、

そういったことに象徴される地域ブランドのイメ

ージづくりに力を発揮してきたということがあり

ます。行政報告でも述べさせていただいておりま

すとおり、観光客含めて相当数の入り込みの実績

があるということで、今回につきましてもこれま

での実績含めて、いわゆる指定管理の指定に十分
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値をするという、そんな判断をもって決定をして

きたという経緯がございます。この辺につきまし

ては当然私どもも市長も含めての共通の認識とい

うことで御理解をいただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今総務部長からありま〇２番（奥村英俊議員）

したように、選定の理由についてはこれは市民の

皆さん、また道内、道外から来ていただいた利用

の皆さんよく理解できる事業の中身をしていただ

いていますし、理解できるところでありますが、

この指定管理制度の運用に当たっては今聞くとこ

ろによるとガイドライン的なものは総合評価点数

の５割切るか切らないかが申し送りという形ぐら

い、細かくあるのかもしれませんけれども、それ

はお話しいただけていないから、わからないので

すけれども、そういうものしかないのかなと。こ

の制度自体しっかり運営していくに当たっては、

もっと公平性や透明性、それから評価に当たって

の申請の排除とか、そういうものを明確に示すも

のがないと、特にこうやって１社しか来ていない

場合について何が基準でそこになったのかという

のが市民の皆さんにとって、当然今までの実績も

含めて考えたときに問題ないと皆さんが思ってく

れる部分あると思いますけれども、そこはやっぱ

りしっかり説明ができるようになっていないとち

ょっとだめなのではないかと思います。

評価の言われたボーダーについても５割が本当

に妥当かどうかというのは、ちょっと皆さんがど

ういうふうに思うかわかりませんけれども、私の

考えの中でいうと通常合格点ということであれば

７０点、８０点、中間の７５点ぐらいというのが

妥当ではないかなというふうに思います。５０点

でオーケーというのは、ちょっと課題や問題があ

るということも含めてというふうに思わざるを得

ない部分がありますので、そういったところにつ

いてこの制度を運用するに当たって今後そういう

ふうにガイドラインをきちっとつくっていくとい

うお考えがあるかどうかお伺いしたいというふう

に思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

指定管理の考え方に〇総務部長（扇谷茂幸君）

も一部通じる部分であろうかと思いますけれども、

これまで指定管理の導入に当たっては、いわゆる

行財政改革という視点で民間でやれる事業につい

てはしっかり民間活力も含めてお願いをしていく

という基本的なスタンスがありまして、行政では

なかなか持ち得ない技術力でありますとか、経済

性含めてその辺は民間の力をしっかりかりていく

という基本的な考えがありますので、その中で指

定管理の制度をこれまでも導入をし、運用してき

たという経過がございます。１社しか来ない場合

のいわゆる透明性の確保の部分でありますけれど

も、若干答弁漏れもありましたけれども、評価に

当たりましてはさまざまな視点でヒアリングを行

っておりまして、施設管理遂行のための例えば経

営方針の部分でありますとか、それからサービス

向上への考え方でありますとか、今後施設管理に

当たって市民ニーズをどういうふうに捉えてどう

事業展開していくのかと。具体的なさまざまな中

身につきまして、おおむね項目としては大項目で

１２点ほどにわたる内容につきましてヒアリング

を行っておりますので、この辺をそれぞれ委員さ

ん厳格に採点をされているというふうに考えてお

ります。今後その中身につきましても、いわゆる

どういった内容の評価をしているのかというとこ

ろにつきましてもできるだけ機会を捉えて、これ

はしっかり市民の皆さんにも報告をさせていただ

きたいというふうに考えております。

ボーダーの考え方につきましても５割というこ

とでありますけれども、こうした評価点を設定す

るに当たりましてはおおむねやはり５０％という

のが基準になるかなというふうに思っております

ので、その辺はあくまでも評価項目の内容に係る

部分と照らし合わせまして、しっかり運用させて

いただきたいというふうに考えております。

ちなみに、前回の評価点でありますけれども、
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前回２社から応募がありまして、このときは委員

さん８人で、２００点の持ち点は変わりませんか

ら、これ６００点満点ということでありまして、

最終的に株式会社もち米の里ふうれん特産館にこ

の場合も決定しておりますけれども、このときの

総合評価点につきましては６００点中０７３

点という評価をしております。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今お考え示していただ〇２番（奥村英俊議員）

きましたけれども、とりわけ１社の場合について

の透明性ということでいえば、そういう評価点の

公表、先ほどこれから考えていくということだっ

たというふうに思いますけれども、そういったと

ころをしっかり市民の皆さんにもお知らせをした

中で、そういう意味では行革の視点でということ

だけではなくて、あそこの施設はとりわけ地方の

方も含めて利用していただくものですから、その

人たちがしっかり利用できる、利用しやすいもの、

そういった視点も含めて最終的には市民の皆さん

の税金をつぎ込んで管理運営していただくという

ことになっていきますので、そういった理解がき

ちっと得られるようにしていくべきだというふう

に思いますけれども、公表と、それからボーダー

についても５割が全てということではないかとい

うふうに思いますので、それについての見解があ

れば最後にお話しいただければというふうに思い

ます。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

指定管理の選定につ〇副市長（佐々木雅之君）

きましては、行政の職員だけではなくて民間委員

さんも３人を入れて、先ほど扇谷総務部長言いま

したように相当多岐にわたる項目で、大変よい、

よい、普通、悪い、非常に悪いと５段階方式を使

って、この間平成１８年度の制度導入以降進めて

きました。この間議会のほうには、決算委員会に

おける収支状況等に含めても御説明をさせていた

だいておりますし、毎年毎年の予算要求の関係も

含めて年度協定という形で委託料の問題について

も十分チェックをさせていただいていますし、今

回の指定管理の選定に当たりましても担当課にお

いての仕様書の設定とその仕様書に基づく個々の

提案について事細かにチェックをしておりますの

で、その資料の関係について業者さんからの提案

内容についても公表するというか、見せることも

可能だというふうに考えておりますので、今奥村

議員言われたように点数が何点が妥当かどうかに

ついては、７割という奥村議員の意見については

御意見として伺いたいと思いますけれども、全体

５割を超えたときにそれも評価として５割を超え

るということで一定の評価という形だと考えてお

りますので、この辺については基本的に変えるつ

もりはないというふうに考えています。

なお、大都市部におけるこの指定管理者の競争

状況というか、それがたくさんで手が挙がって競

争性を担保できるというのは大都市に行けば行く

ほどそういう状況があるというふうに考えており

まして、地方都市においては指定管理する方の部

分がなかなか手が挙がるのが少ない状況にもなっ

ています。門戸を広げると地元の理解が十分ない

中で金銭的な面だけで出てくるという業者がいま

すので、この辺は仕様書に対する具体的な取り組

みについて情報の守秘義務の関係であるとか、市

民の利便性を考えたさまざまな提案課題をこちら

から出しまして、それら含めて全体の総合評価と

いうことで５割を超えればよしと、こういう状況

できましたので、今後他市の状況等も調べをさせ

ていただいて、その辺のガイドラインが著しく名

寄市が劣っているのかどうか、ちょっとこの辺の

検証もさせていただきながら、より適正な市民の

ためになる指定管理制度はどうあるべきかという

ことも含めて検討してまいりたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－25－

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第１２ 議案第７号 指定管理者の指定に

ついて（ふうれん地域交流センター）を議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 指定管理者〇市長（加藤剛士君）

の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第２条に規定をする公募に

よる施設であるふうれん地域交流センターについ

て、名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定

委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者の選

定を行いましたので、指定管理者の指定をいたし

たく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

先ほどの議案第６号で〇２番（奥村英俊議員）

もちょっと話をしましたけれども、今回の新規の

部分でありますけれども、今回も応募が１団体と

いうことで、総合評価点数も０００点中２９

９点ということだったと思います。この選定委員

会での意見、やりとりと、それからこれが適して

いるということで判断した理由についてお伺いし

たいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回地域交流センタ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ーを指定管理するに当たりまして公募いたしまし

て、今御指摘のとおり１件のみということで、評

価点数につきましても０００点中２９９点と

いうことで、これまでの実績を持った指定管理の

点数配分からしますと若干低いとの、そんな御指

摘もあるのかというふうにも思っております。今

回指定管理に係る議論の大きな一つのポイントと

しましては、やはりこれまで直営でやってきた部

分との比較ということが大きなポイントになって

おりまして、それでこれまで公民館を運営をして

おりました市が直営管理をしてきたということで、

それとの比較で今後どういった指定管理としての

役割に期待が持てるのかというところの話が随分

なされております。代表的な考え方でいきますと、

やはりこれまで市として、市の直営部分ででき得

なかった新たな役割なり、そういったものを民間

の指定管理にぜひ期待をする、お願いをするとい

うところがポイントになっております。市でこう

いった施設管理をして、ある意味にぎわいづくり

というところでいきますとなかなか踏み込みにく

いというところがありまして、特に貸し館業務が

大きなウエートを占める施設ということもありま

して、にぎわいづくりということでいきますと飲

食を伴う部分での活用の方法とか、そういったも

のが今後やはり期待ができるというところがあり

ます。これまでの社会教育関係の役割を持った施

設管理をしてきたというところが主になっており

ましたので、なかなか飲食を伴う部分についての
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踏み込みというのはでき得なかったと。そういっ

た意味では、社会教育に係るこれまでの年間の利

用実績の中の割合でいきますと、おおむね３割程

度しか実は社会教育としては利用実績がなかった

と。３割という数字を考えますと、これから飲食

を伴う新たなにぎわいづくりなり地域活性の部分

で商工会が担う部分につきましてはかなり伸び代

を含めてあるのだろうという判断がありまして、

全体としては実績がない中でもやはり今後地域の

にぎわい、新たな人が集うような企画も含めて期

待ができるというところがありまして、総合的な

判断としては指定管理にお願いできるという判断

に至っているというところであります。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

期待をしながらという〇２番（奥村英俊議員）

ことについては当然の話でありますし、指定管理

に出すときの仕様書というか、それに一定の要求

水準というか、そういうのを持って仕様書を示し

ていると思うのです。それに対してどういった、

今こういうふうに飲食も含めたあれが期待できる

というふうにありましたけれども、具体的にどう

いうことを企画されて、その点についてどういう

評価をしたのかについてもちょっとお知らせいた

だきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回のヒアリングの〇総務部長（扇谷茂幸君）

中では、具体的な事業の展開についてまでの踏み

込みはありませんでしたけれども、一つの例とし

ましては、風連町には商工会にも当然加入をして

おりますけれども、おおむねこういった飲食を伴

う部分についての準備でありますとか、後片づけ

まで含めたさまざまな対応できるような、そんな

ハッピー企画という会社があるということであり

ます。主に地域交流センターで開催をされており

ますいろんな会合等につきましては、おおむねこ

のハッピー企画が担っているということで、具体

的には年間相当の売り上げを得ているということ

であります。そういったものを１つ核にしながら、

本来は地域交流センターではなかなか開催をされ

ないようなさまざまな地域のイベントもやはり町

中に持ってこられると。地域交流センターに持っ

てこられるといった具体的なそんな企画もしてい

きたいというような御提言もありましたので、私

ども今回そういったものを含めて勘案をしたとい

うことでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の説明ですと、具体〇２番（奥村英俊議員）

的な提案がなくてというふうな言い方をしながら、

今そういったイベントみたいのをしていくという

提案もあったというふうなお話だったと思うので

すけれども、ちょっとつじつまが合わないという

のが１つ。

それから、具体的なそういったものを示せない、

あるいはこちらから要求しているものについて応

えているか、応えていないかについて、例えば６

割ちょっとの点数で、本当に確かに期待をすると

ころあると思いますけれども、そういった評価の

中で適というふうにしていることについて、先ほ

ど私の考えですけれども、やはり合格点というと

ころからいくと少し足りない部分があるのではな

いかというふうに思うのですけれども、そういっ

た議論については選定委員会の中でなかったのか

どうか、もう一度お伺いをしたいと思います。

それから、最初に言った最終的な選定の理由に

ついて、これが適とした理由について、明確なお

答えがちょっとなかったかと思いますので、それ

についてもお願いしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと私の説明が〇総務部長（扇谷茂幸君）

不十分というところもありましたけれども、基本

的には選定に当たりましては、やはり先ほど言い

ました具体的な項目それぞれありますけれども、

例えば管理業務に係る体制ですとか、それから職

員の配置ですとか、それから今後経費の節減含め

てどういった対応ができるのかと。かなり具体的

な部分の説明も受けておりますので、そういった
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ものを総合的に判断をしているというところであ

ります。いずれにしましても、これまで地域交流

センターの扱いにつきましては地域のにぎわいづ

くり含めてさまざまな、もっとより一層の活用を

というような期待もありますので、全体的な今後

の活用の手法として、やはり商工会が担う役割は

あるだろうというような総合的な判断であります。

そして、商工会がこれまで担ってきました地域活

動ですとか、それから社会福祉の増進であります

とか、当然本来業務としての商工業の発展等、そ

ういった基本的ないわゆる役割が今後も地域交流

センター含めてまちづくりの役割の中にしっかり

根づいて、そういう任を担っていただけるという

ような、あくまでも総合的な判断がありましたの

で、今回応募も１社ということでありましたけれ

ども、勘案をさせていただいて、決定をしてきた

ということであります。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

佐藤靖議員。

それでは、何点か確認〇９番（佐藤 靖議員）

を含めてさせていただきたいと思うのですけれど

も、今扇谷総務部長と奥村議員のやりとりの中で

にぎわいづくりが争点ということになっているよ

うな話ありましたけれども、地域交流センター条

例の設置の意義からいうと、市民の教育文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するとともに、集会な

どの用に供するため、ふうれん地域センターを設

置すると。にぎわいという言葉は一つも入ってい

ないのですけれども、本来の設置目的と今言って

いることとは差異があるのではないかと思います

けれども、その辺はどういう整理をされたのかと

いうのをお聞きしたいのと、さきの決算委員会で

もあそこには今公民館、生涯学習が入っているの

ですけれども、その行き場がまだ決定をしていな

い。どういう対応をするかも準備室で残すのだ、

風連庁舎の３階へ行くのだという話は想定ではあ

りますけれども、その決定がどうされているのか

というのをお聞きしたいのと、さらには風連商工

会については人件費ということで０００万円以

上市としては支出をしていると。今度は、指定管

理でこれから議案に出てきますけれども、５年間

のもので清掃を含めてお金を出していくというと、

人件費とそういう管理業務の人件費の整理という

のはどういうふうにされていこうとしているのか

をお聞きしておきたいと思います。

さらに、ここは市の条例では厚生という部分に

入っておりますけれども、議会の所管としては総

務文教常任委員会ということで、文化教育施設と

いう認識があると思うのですけれども、そういう

公の文化施設に商工会が管理が入った場合に商工

会という看板を立てるということについて一定の

整理が必要があるのかないのか、できるのかでき

ないのか。複合交通センターみたいに複合施設だ

とある意味では可能かもしれませんけれども、そ

ういう教育施設、公施設ということの中に商工会

という経済団体が看板を立てるということには整

理が必要かどうかというお話を聞かせていただき

たいと思います。

そして最後に、選定委員会と担当課及び団体と

のヒアリング要旨というのが書いてあるのですけ

れども、この中で応募団体については本施設の指

定管理業務は商工会という中で、商工会の事業の

２本柱の一つである地域振興事業に重なり合うも

のである。本施設の設置目的は、先ほど言ったと

おりでありますけれども、次に風連商工会にとっ

て極めて意味深いものであり、本施設の利用増が

当地商店などへの来店機会の増につながるなど当

地区の活性化に直接つながるものと捉えていると。

この中で風連商工会にとって極めて意味深いもの

でありというのは、本来からいえばあそこを建て

たというのは先ほど申し上げたとおり、条例では

厚生ですけれども、教育関係の一つの施設という

ことで公民館が入っている。ところが、そこを移

すのがここではもう既に商工会が主体的になって

いる。例えば教育施設として、市の文化施設とし
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てあそこを振興させるために、奥村議員もおっし

ゃっていましたけれども、あそこを指定管理する

ほうがそれを高めるのだと。例えばコストを削減

するのだ、利用率が伸びるのだという見地ではな

くて、この場では風連商工会にとって極めて意義

深いことで、もう風連商工会が主体的になってや

ることがいいのだというふうに、ちょっと設置目

的とここで言っている要旨が主客転倒しているの

ではないかと思いますけれども、その辺の見解を

求めておきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

何点かにわたりまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

て御質問いただきましたので、お答えをしたいと

思います。

まず、地域交流センターの基本的な役割、本来

の目的というところでありますけれども、私にぎ

わいづくりも含めてのお話をちょっとさせていた

だきましたけれども、本来地域交流センターは１

つは公民館として、もう一つは貸し館業務を含め

ての、そんな両方の施設ということであります。

これまで直営で管理をしてきておりましたので、

おおむね社会教育の施設というような認識も確か

にありますけれども、一方ではやはり貸し館機能

を含めて町中のにぎわいづくりに一定程度の役割

を果たしてきたという、これは間違いのない事実

であります。施設の設置目的は、ある意味住民の

福祉に供するところというような例えがあります

から、そこのところは町中のにぎわいもおおむね

その中身に包含されると。地域は、活性化をして

にぎやかにならないとなかなかやっぱりそれは市

民福祉にもつながっていかないという、そんな思

いも私のほうではありましたので、言葉としては

ちょっと舌足らずな部分もあるかと思いますけれ

ども、そういった意味でぜひ御理解をしていただ

きたいというふうに思います。

それから、これまで風連の生涯学習が入ってお

りましたので、今回指定管理をするに当たって基

本的には行政機関はそこから出ていくということ

になります。したがいまして、業務としては風連

庁舎のほうで行うということを決めております。

それで、しかしながら公民館機能はそのまま残り

ますので、そこのところは当然瑞生大学を含めて

開催における準備行為が必要になるということで

ありますから、これまでの事務室につきましては

準備室というような形で、職員の常駐はありませ

んけれども、必要なときには必ず職員がそこに行

って、やはり準備行為をするということはありま

すので、基本的にはそんな考えでおります。

それから、人件費のお話もちょっとありました

けれども、今回指定管理をするに当たって、１つ

費用対効果という考え方でいきますと、先ほども

申し上げましたけれども、これまでの生涯学習で

はなかなかやっぱり踏み込みができなかった新た

なにぎわいづくりなり、新たな地域交流センター

の活用の手法なりというところで、商工会の役割

が出てくるというところで今以上の利用があるだ

ろうと。期待されるというところが１つ費用対効

果として出てきます。それで、指定管理に当たっ

ての指定管理料の考え方の中でも、これまでの考

え方からして民間活用を行う場合についてはやは

り私どもの費用負担につきましてもできるだけ縮

減をしたいという思いもありますので、そこのと

ころは維持管理に係る部分につきましては当然直

営でありましても指定管理でありましても係る経

費は一緒と。あとは、おおむね管理に係る人件費

をどのように見るかというところになろうかと思

いますので、ここのところは最低限の見積もりの

中で今後協議をさせていただきたいというのあり

ますし、これまで生涯学習が担ってきた施設管理

が一定程度緩和をされるということもありますの

で、今後の生涯学習の適正な人員配置につきまし

ても改めて検討させていただきながら、総じて人

件費含めた行財政効果はあるのだろうというよう

な判断をしております。

それから、商工会が地域交流センターに入ると

いうことのお話がありました。これまで指定管理

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－29－

に係る施設につきましては、基本的に指定管理に

特化した形で指定管理者が入るということがあり

ます。今回１社、公募ということで、商工会がそ

の任を担うということでありますから、これは仮

に施設に入りましても従前の商工会の業務はやは

り出てくると。指定管理に係る部分、それから本

来の商工会業務に係る部分、こうした業務の違い

はこれは出てくるというふうに判断をしておりま

す。しかしながら、商工会本体の考え方にちょっ

と戻りますけれども、商工会自体は公共的団体と

しての扱いはこれまでも商工会議所同様に御認識

をされているというふうに思いますし、社会福祉

の増進含めてここのところは本来の地域交流セン

ターの設置目的にも合致をしていくということで、

商工会が入ること自体がいわゆる目的外の施設使

用になるかどうかというところについてはそうは

ならないと。目的内であるというふうに考えてお

ります。

それで、実際に入って一定程度どういった看板

を掲げていくかということでありますけれども、

いずれにしましても地域交流センターの中で指定

管理としての事務室の活用は当然あると。その中

に商工会が入っていくと。今（株）ふうれんが入

っておりますけれども、商工会が入るということ

で、そこのところについてはおおむね指定管理に

係る、当然事務所が用意をされているということ

でありますから、そこに入るということで、問題

は指定管理の部分と商工会本来の業務の区分けを

どうするかというところの整理は御指摘のとおり

あるのだろうと思います。それで、そこのところ

はこれまで（株）ふうれんが入って一定程度実費

徴収等に係る費用の負担はしていただいておりま

すので、おおむね当面はその考え方を踏襲をしな

がら、指定管理に係る年度協定の中でぜひ協議を

させていただきたいというふうに思っております。

以上です。

（「要旨は」と呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。答弁漏〇総務部長（扇谷茂幸君）

れがございました。指定管理の指定について、要

旨の中で風連商工会にとって極めて意義深いもの

であるという、そんな記述があるということで、

これはどういう意味だということであります。こ

このところの問い方、ちょっとさまざまあるのか

と思いますけれども、これまで説明してきました

とおり今回指定管理者の選定に当たりまして、や

はり新たに風連商工会に担っていただく部分の役

割というのは大変大きなものがあるという意味の

意義深いものということであります。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

苦しいですね。非常に〇９番（佐藤 靖議員）

苦しいというか、例えば設置目的も条例の一部を

改正をしてやるというのはわかるのです。設置目

的のその部分だけ過大解釈をしてにぎわいに振る

というのは、あの条例を決めたのは当時の総務文

教常任委員会で審査をさせていただいて、そうい

う社会教育施設という意味合いを含めてあの条例

を認めて可決をして施行していると。それがこの

段になると設置目的よりも解釈を少し拡大をして

そちらへ振るというのは、私はそれは本来かなと

いう感じはするのです。あそこの研修施設を当初

建てたときの目的を含めて、どういうふうに生か

していくために商工会が担うほうがいいのだとい

う解釈をしているというのなら別ですけれども、

それではなくてにぎわいをつくるというのはちょ

っとどうかというふうに思いますし、例えば公共

施設の中に商工会という看板についてもやっぱり

これも苦しいと。では、株式会社ふうれんが年間

払っていた６０万円をベースに家賃を取るのかと。

施設の中で、では業務が商工会業務が何割で、セ

ンターの管理義務が何割でという、そういう比率

を出すのか。そういうこともきちっと決めておか

なければいけないと私は思うのです。それは、名

寄の駅横、複合交通センターの、商工会議所が入

る経済センターのときもその議論はしましたし、

そのときにも入居基準を早くつくるべきだと。前
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回の定例会でもその質問はさせていただいて、そ

れはこういうことがあるときに市民の皆さんが疑

念なく、例えば商工会議所が経済センターに入る

のは市長の担任事務、風連商工会が研修センター

に入るのは指定管理、それを市民の方々がどうや

って理解をするかといったら、にぎわいのために

という一言だけではやはり私はクリアできないの

ではないかと思いますけれども、これは部長より

も副市長あるいは市長からの御答弁をいただきた

いと思いますし、もう一つは風連商工会が入った

場合、今の規則からいうと使用料の減免というの

は市及び教育委員会が主体となっているものにつ

いては１０割と。そのほかについては、社会教育

関係団体あるいは学校教育関係団体及び社会福祉

関係団体が利用する場合は５割と。要するに経済

団体は、利用しても、何の会議室を使っても満度

にお金をいただくと。指定管理であっても、そう

いう解釈でよろしいのか、そういう理論を立てて

よろしいのか、その辺の御返事もいただきたいと

思いますし、全国公立文化施設協会というのがこ

ういう公立の文化施設の指定管理導入する場合に

ついては、地域におけるミッションを検討する必

要があると。このミッションというのは使命と役

割だと。それは、文化施設としての使命と役割を

どういうふうに果たすのだと。利用がふえる、に

ぎわいができる、商店がにぎわうということは、

私は本来のミッションではないというふうに判断

しますけれども、その検討はされてきたのか。ど

ういう判断が出されたのかお聞きしたいのと、教

育委員会の公民館あるいは生涯学習があの施設に

準備室を置いて、なおかつほかに移って何かがあ

るときにあそこに寄るというやり方が、風連地区

はこの公民館を中心に、地域もそうでありますけ

れども、公民館活動が活発だというのを自負して

いた地域でありますので、それをさらに高めるた

めに、これは市とは別機関でありますから、教育

委員会は。教育長として、これは現状どういうふ

うに受けとめていらっしゃって、今後どういうふ

うに風連地区の社会教育あるいは公民館活動を高

めようとされているのか御答弁をいただきたいと

思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

佐藤議員から御質問〇副市長（佐々木雅之君）

がありました。１つは、看板をかけるかどうかと

いうことなのですけれども、今回の入居というか、

今回商工会があそこに入ることにつきましては指

定管理者ということで入ってきます。市からの委

託業務を受けている事業所、それから指定管理を

受ける事業所等につきましては、業務遂行に必要

な事務所面積というか、スペースについては市の

ほうで従前からも提供してきました。そこに公の

施設の業務に利用に支障ない範囲の中で入居をし

て、本来の商工会業務をやると。商工会業務の関

係につきましては、先ほども扇谷部長言いました

ように公共の福祉の増進につなぐということも含

めて、それは定款の中にうたわれておりますので、

市のほうの行政との連携も含めて、そこは支障は

ないのかなというふうに考えています。

それと、料金の関係につきまして、実費徴収金

の関係につきましては今回の指定管理が議決終わ

った後に実費徴収金につきまして協議をして、そ

の実費徴収金の額については年度協定する指定管

理料の中から差し引いて指定管理料を算定しまし

ょうということで事前に打ち合わせはしています。

まずは議決をいただいてからの話になりますので、

それについては御理解を賜りたいと思っています。

それから、商工会が行政の公の施設、それから

庁舎等に入っていることにつきましては、実は名

寄、今回のが初めてではなくて、道内各市町村で

そういう実績もあります。うちでいいますと、社

会福祉協議会が福祉センターの中にも入っていま

す。風連庁舎にも入っています。これは、１つは

民間の業者の方々がそこで商売をするために入っ

ているのではなくて、公共的団体として行政と一

定の役割を連携をしながら業務をすることが住民

のための公共の福祉につながるという観点から、
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市長が判断をして入居していただいて、それに対

して議会、市民の皆さん方からおかしいという議

論になりますと、そこは市長が考え方を改めるこ

とによってそこの場所でないところでやってもら

うということになるのかもしれませんけれども、

過去この種の問題については特に議会でも御議論

がなかったように考えています。

それから、先ほど扇谷部長が生涯学習施設とし

てにぎわいづくりの観点も中心に説明をさせてい

ただきましたけれども、小さな地域における人口

規模の小さいエリアの生涯学習施設というのは、

生涯学習施設のみに特化した形の利用が本当に望

ましいのか。そこは、そういう地域であればこそ、

地域の商工振興やらにぎわいづくりやら、さまざ

まな分野のところで使っていただくことも決して

目的に反しないのではないかなと。なおかつ、風

連の商工会から提案された中に自主事業、実行委

員会を設置をして行いたいと。ここにつきまして

は、商工会、それから文化協会、公民館、町内会

などの皆さん方にも一緒に協議をさせてもらって、

しっかり地域の生涯学習施設としての機能も拡充

をしていきたいと、こういう提案がありましたの

で、単ににぎわいづくりだけではなくて文化的な

事業、それから生涯学習機能としてもそういう団

体と連携、協議をしながら進めていきたいという

ことでありますので、これについても決して施設

の目的から反しないのではないかなというふうに

考えております。

なお、最後になりますけれども、風連商工会に

とって極めて意義深くということについては、こ

れ商工会のほうが言っている話なので、私たちが

どこまでこの説明ができるかちょっとわかりませ

んけれども、これは先ほど言いましたように小さ

な規模の地区の中で本施設の利用者増が当該商店

街等への来店の機会が増加することにつながって、

地域の皆さん方と一緒に活性化に結びつくという

ことの、そういう形のところでのことも含めて、

恐らく極めて意義深いことだというふうに言った

のではないかと思っています。これから単に公共

施設の関係につきましては、１つの目的だけでな

くて、総合的にその地域のために何が必要なのか、

何が有効なのかも考えていると。今回のものにつ

きましては、主たる目的は生涯学習施設というこ

とで、その機能を維持していきながら、さらに地

域の皆さん方と関係する団体と協議する組織も立

ち上げをして、これからにぎわいづくりもあわせ

て行っていきたいということでありますので、こ

れは行政が考えています住民の公共の福祉の関係

についても適合するものだと考えておりますので、

それら含めて今回はよしとした判断をさせていた

だきました。

なお、減免の関係につきましては、教育部のほ

うから、恐らく決まっている規則等に基づいて行

いますので、そのとおり行うということでいいか

と思いますけれども、もし食い違っていれば教育

部長のほうから説明をさせますので、お願いしま

す。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの指摘でござい〇教育長（小野浩一君）

ますけれども、私も指定管理者制度の導入に当た

り公民館活動に支障がないかというような視点で

これまでもこの件に当たって考えてまいりました。

私なりに考えているところでございますけれども、

１点目としてこれまでの３年間の直営の実績を踏

まえて、いろいろ考えているのですが、例えば昨

年度の利用状況から考えますと、公民館活動とし

ての年間の利用状況が先ほど総務部長からもお話

ありましたが、およそ３割であるということでご

ざいます。それと、２つ目なのですが、２つ目は

風連地域の公民館活動の現状を見てみますと、地

域密接型の分館活動が大変充実しているというぐ

あいにして捉えております。したがいまして、今

後は利用団体の自主的な活動が期待できるのでは

ないかと。この２点から、今後特別大きな支障が

なく、公民館活動の充実に向けて対応できるので

はないかと考えておりますし、ただ１つは人員配
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置の件でございますので、今後人員配置につきま

しては十分な配慮をしていきたいと。それは、公

民館活動の原理原則に住民主体の原則はもちろん

ですが、職員による学習支援体制の充実というこ

ともしっかりうたわれておりますので、人員配置

に十分留意して対応していきたいなと、そんなふ

うに考えております。御理解いただきたいと思い

ます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

御答弁は得られません〇９番（佐藤 靖議員）

でしたけれども、教育部長はうんと言っていまし

たので、使用料についてはこれでいくと。心配す

るのは、例えば社会福祉関係団体登録みたいのを

されて、施設内で利用されることではなく、そこ

有利性を強調するのではなくて、基本に基づいて

徴収するということでいいということでよろしい

ですね。

ただ、私は指定管理が全て悪いとは言わないの

です。ただ、行財政改革のそれは視点はわかるの

です。今やはりコスト軽減をしなければいけない。

一方では、施設の利用度を高めなければいけない

ということはわかるのです。ただ、指定管理を前

提とすると、今教育長の御答弁にもありました。

利用率が３割ぐらいです。なぜそれを５割にさせ

る努力をさせないのかと。それは、お尻をたたい

てでももっとやれと。あなた方、これ限界だねと。

では、指定管理に移して利用度を上げようか。あ

そこの施設を有効的に使おうかという取り組みが

されたのかと。やはりそれが指定管理ありきの方

向で進んでいるのではないのかと。そうすると、

バックデータをとるために１年あるいは２年ある

いは３年、その期間だけ直営でやってバックデー

タがとれたので、さあ、指定管理しましょうと。

そういうことでは、市民の本来の福祉向上につな

がったり、施設の有効活用につながっていくので

すかと。場合によっては、指定管理を１年延ばし

てでも、２年延ばしてでも直営でやって、最後の

最後一生懸命やってみてこれ以上は無理だという

ところが見えたときに指定管理という話が出てく

るのなら、私もそれはわかるのです。指定管理が

ありきでやるから、この部分どうだ、あの部分ど

うだと言われると、これから協議、あるいはこれ

からそこは人員配置も含めてやる。それは、いつ

も言うけれども、後手に回るだろうし、本末転倒

になるのではないかと。ここでやっぱり指定管理

のあり方というのは、行財政改革の方針はわかり

ますけれども、理事者側も一回立ちどまってしっ

かり考えてみて、市民の皆さんが納得できるよう

な指定管理、あるいはほかの方式もそうでありま

すけれども、そういう手法を出していかないと、

それこそ市長の担任事務だ、市長のあれがあった

のだと。いろんな変な話が出てくると、それこそ

行政にとっても不幸でありますし、市民の変なう

わさ話になるのもしゃくでありますので、本来そ

こをしっかり整備をするためにもこういう指定管

理のあり方を改めて立ちどまって考えるべきだと

私は思いますけれども、これは別に商工会がこれ

から一生懸命やってくれることに対しては何も言

いませんけれども、今の時点では先がやっぱり見

えないと。私は指定管理ありきではなかったのか

という認識を持っておりますので、今後の指定管

理のあり方も含めて御答弁あれば最後にお受けし

たいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市におきまして〇副市長（佐々木雅之君）

は、平成１８年から国の小泉内閣の民間活力を含

めた推進する方策として指定管理者制度が設定さ

れまして、１８年から導入しています。これにつ

いては、一般的に市職員側のほうが何年に１遍か

の人事異動も含めてかわっていくこともありまし

て、単に待ちの姿勢の貸し館業務、施設を利用し

てもらうために待ちの姿勢ではなくて、民間業者

ならではの専門的な知識、それから新しい仕掛け

づくりも含めて、そこに期待するということで指

定管理制度が始まってきました。その片一方では、

人件費コストを下げられるということの大きなメ
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リットもありました。最近は、そこら辺のメリッ

トについては最賃がだんだん、だんだん上がって

くることと、市みずからも嘱託職員、臨時職員を

多用する形で人件費コスト下げてきましたので、

コスト削減という面については大分そのすき間は

なくなってきています。ただ、本来の施設目的に

従って市民の利便性を向上させる、利用率を向上

させるという面では、まだまだ民間の力をかりる

ことに優位性があると思っています。今回の施設

についても、あの施設だけを指定管理をするとい

うのでなくて、できるだけ民間活力を利用できる

公の施設については指定管理をして利用促進、利

便性を図るという大きなスタンスは変わっていま

せん。ただ、国が当初想定していた競争性が働い

て、より利用率の向上、利便性の向上が図れられ

るような仕掛けが現実的に小さな市においてはそ

れが十分かどうかということについての検証も必

要だと思っておりますので、今議員がおっしゃる

とおりこの１８年から導入された指定管理制度の

今後のありようについては、今後しっかりさまざ

まな角度から検討してまいりたいと思っています。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決を行います。

議案第７号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第８〇議長（黒井 徹議員）

号 指定管理者の指定について（名寄市立食肉セ

ンター）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 指定管理者〇市長（加藤剛士君）

の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第５条第１項第１号に規定

をする公募によらない施設である名寄市立食肉セ

ンターについて、名寄市公の施設に係る指定管理

者候補者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者

の候補者の選定を行いましたので、指定管理者の

指定をいたしたく、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。
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日程第１４ 議案第９〇議長（黒井 徹議員）

号 市道路線の廃止について、議案第１０号 市

道路線の認定について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 市道路線の〇市長（加藤剛士君）

廃止及び議案第１０号 市道路線の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第９号 市道路線の廃止について申

し上げます。整理番号３０２５、路線名、徳田３

番通は、終点側で道路造成が行われ、路線の終点

及び延長を変更することから、一旦廃止をしよう

とするものであります。

次に、議案第１０号 市道路線の認定について

申し上げます。議案第９号により廃止をする整理

番号３０２５、路線名、徳田３番通は、平成２４

年１０月の都市計画法第２９条に基づく開発行為

により路線の終点側に新たな道路造成がなされ、

都市計画法第４０条第２項により帰属を受けたた

め、終点の変更により１５３８メートルの延長

となることから、認定をし直そうとするものであ

ります。

次に、整理番号３０３２、路線名、徳田４番通

は、開発行為により造成をされた団地内道路であ

り、道路法第４０条第２項により土地の帰属を受

けた道路であるため、総延長６５メートルとして

新たに市道認定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第９号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第９号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第９号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第９号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

１号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第

３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正をしよう

とするものでありまして、歳入歳出それぞれ２億

２５８万０００円を追加をして、予算総額を

２０２億８９１万０００円にしようとするもの

であります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして備荒資金組合超過納付負担金

０００万円の追加は、今後見込まれる地方交付

税の合併算定がえの終了など、将来の安定的な財

政運営に備え、負担金の超過納付を行おうとする

ものであります。

同じく２款総務費におきまして公共施設整備基

金積立金１億３００万円の追加は、将来の公共

施設整備に備え基金に積み立てるものであります。

３款民生費におきまして介護基盤緊急整備等特

別対策事業交付金３７１万０００円の追加は、

去る１１月１０日、名寄市風連町緑町にオープン

をいたしました小規模多機能型居宅介護事業所、
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山笑の里の開設事業に対し交付をしようとするも

ので、同額を道支出金で見込んでおります。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費９４

３万円の追加は、不活化ポリオワクチン予防接種

及び四種混合予防接種の導入に伴い、関連する経

費追加をしようとするものであります。

８款土木費におきまして普通河川改修工事１５

０万円の追加は、大沼川の河岸崩壊を改修をし、

来春の融雪時に増加をする水量等に備えようとす

るものであります。

１０款教育費におきまして佐藤愛子さん特別栄

誉賞受賞祝賀会実行委員会補助金４０万円の追加

は、去る１１月３日に名寄市特別栄誉賞を受賞さ

れました元女子柔道オリンピック代表の佐藤愛子

さんの受賞祝賀会における関連経費に対し、当該

実行委員会への支出をしようとするものでありま

す。平成２２年度に佐藤愛子選手の名寄後援会か

ら寄附金として３６万８６５円をいただき、教

育振興基金へ積み立てておりますので、これを財

源として繰り入れをしております。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、財政調整基金繰

入金で収支を調整をいたしました。

１１款地方交付税におきまして普通交付税１億

３６２万０００円の追加は、本年度算定され

ました普通交付税において、平成２４年第３回定

例会で計上いたしました分の残額を追加をしよう

とするものであります。平成２４年度の普通交付

税算定額は、８１億１１８万０００円となっ

ております。

次に、第２表、継続費補正では、北斗・新北斗

公営住宅建設事業を変更しようとするものであり

ます。

次に、第３表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか１６件を

追加をしようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、昭和通道路改

良舗装事業ほか１件を変更しようとするものであ

ります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明をさせていただきま

す。議案第１１号の１２ページから１３ページを

お開きください。２款総務費、４項３目衆議院議

員選挙執行経費１００万円の追加は、去る１１

月１６日に解散されました衆議院の選挙経費を追

加しようとするもので、同額を道支出金で見込ん

でおります。

１６ページから１７ページをお開きください。

３款民生費、１項９目総合福祉センター費で総合

福祉センター維持管理事業費３２０万０００円

の追加は、浴槽、給湯設備の修繕及びホールの音

響施設の更新を実施しようとするものであります。

１８ページから１９ページをお開きください。

６款農林業費、２項１目林業振興費で有害鳥獣・

ヒグマ等対策事業費２９万０００円の追加は、

この秋に多発をしましたヒグマ対策に要した経費

でありまして、駆除などに出動した方々への報酬

も含め整理し、補正しようとするものであります。

２０ページから２１ページをお開きください。

７款商工費、１項３目スキー場費でピヤシリスキ

ー場管理運営事業費で備品購入費３１２万００

０円の追加は、併設をしております温泉施設の業

務用冷蔵庫及びホテル管理システムの老朽化が著

しく、これらの設備の更新を行おうとするもので

あります。

２４ページから２５ページをお開きください。

１０款教育費、２項１目学校管理費で小学校維持

管理事業費の名寄南小学校校舎・屋内運動場基本
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設計委託料３００万円の減額は、当初年度末ま

で予定をしておりました工期が年度を越えること

となったため、同額を債務負担行為として設定し、

契約行為を平成２４年度に実施した上で平成２５

年度の事業完成とともに支払いを行おうとするも

のであります。平成２５年度において同額を委託

料として予算化することとなっております。

次に、歳入について説明させていただきます。

１０ページから１１ページをお開きください。１

８款寄附金で教育費寄附金４万０００円の追加

は、国際ソロプチミスト名寄様より５万円の寄附

をいただいたものを予算化するものであります。

１９款繰入金で財政調整基金繰入金１３９万円

の減額は、収支の調整を行おうとするものであり

ます。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議いただきますようお願いを申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして療養

給付費を中心に補正をしようとするものであり、

歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、予算総

額を３３億３７５万０００円に、直診勘定に

おきまして歳入歳出それぞれ１８１万０００円

を追加をし、総額を１億６８９万円にしようと

するものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。２款保険給付費では、退職被保険者の保険給

付費の伸びにより３００万円を追加しようとす

るものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。９款繰越金では、前年度繰越金のうち３０

０万円を追加をしようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で８９万０００円を、

２款医業費では外来患者の増により医療用衛生材

料費等で９２万０００円を追加をしようとする

ものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では８０万０００円を、５款諸収

入では１０１万０００円をそれぞれ追加をしよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。
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議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ６７３万０００円を追加をし、

予算総額を２３億３０３万０００円にしよう

とするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費では、給付費の増額により６６６万

０００円を追加をしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款保険料

では３３９万０００円を減額をし、保険給付

費の増額により４款国庫支出金では５９４万

０００円を、６款道支出金では１７７万００

０円をそれぞれ追加をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２４年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、下水道施設の維持修繕費用の追

加が主な内容であり、歳入歳出それぞれ４７０万

円を追加し、予算総額を１２億２０２万００

０円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、下水道施設である公共桝の破

損等を修繕する費用及び公共桝の閉塞の解除を行

うための費用として４７０万円を追加をしようと

するものであります。

次に、歳入では、４款繰入金で４７０万円を追

加をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）
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これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ９９万００

０円を追加をし、予算総額を３億０３２万０

００円にしようとするものであります。

補正の内容について歳出から申し上げます。２

款後期高齢者医療広域連合納付金では、広域連合

負担金の確定に伴い、事務費負担分を１４４万

０００円減額をし、保険料等負担分のうち保険基

盤安定負担金分として２４４万０００円を追加

をしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、広域連合事務費負担金の減額により１４４

万０００円を減額をし、保険基盤安定繰入金に

２４４万０００円を追加をしようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に配水管及び給水管の修繕費

の追加と配水管網整備の事業費追加に伴い補正を

しようとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、材料売却収益で２９万００

０円を、申請工事手数料で４１万０００円をそ

れぞれ追加をし、総額を６億２７１万０００

円にしようとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、配水管、給水管及び舗装等の

修繕費の増額を主なものとして７０６万円を追加

をし、総額を６億３４８万０００円にしよう

とするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入ではその他資本的収入

で１０万円を追加をし、総額を３億００６万

０００円に、また４款資本的支出では２０６万

０００円を追加をし、総額を５億８２８万０

００円にしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－39－

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条

例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１７号 特別職の〇市長（加藤剛士君）

職員の給与の支給特例に関する条例の制定につい

て、提案の理由を申し上げます。

さきの報告で申し上げましたとおり、市の職員

が盗撮により逮捕されるという事件が発生をし、

停職６カ月の処分をいたしました。また、今年度

に入ってから職員の不祥事が多発をしたことに対

して、執行責任者として私と両副市長の減給措置

を提案をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 報告第１〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、市道に認定された私道の地先の

相手方所有の宅地について、昭和４９年ごろから

市が冬期間の除雪車両等の通行並びに除雪作業を

行う際、相手方の了解を得ないまま当該宅地に立

ち入り、結果として土砂の混入や経年による土地

の転圧等、当該宅地に損害を与えたというもので

あります。相手方とは、平成２０年１０月から本

件に対する損害賠償について協議を行ってきまし

たが、今般土地の原形復旧費用相当額として市が

４９万５５０円を支払うことで示談が成立をし、

和解をいたしました。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

り御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）
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報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日１２月１日から１２月

１８日までの１８日間を休会といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日１２月１日から１２月１８日まで

の１８日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時１０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 上 松 直 美

署名議員 佐々木 寿
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平成２４年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年１２月１９日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

７番 植 松 正 一 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新年度予算編成から外２件を、大石健二議員。

皆さん、おはようござ〇４番（大石健二議員）

います。議長より御指名をいただきましたので、

これより通告に従い、３件５項目について質問を

行ってまいります。

最初に、平成２５年度予算編成についてお聞き

をいたしてまいります。名寄市の平成２５年度予

算編成は、内部資料ではありますが、本年１１月

１日付で発令された訓令で加藤市長は編成作業に

対する考え方、また同日付で扇谷総務部長の名に

よる平成２５年度予算編成の基本方針をそれぞれ

示されたことで実質的なスタートを切りました。

この平成２５年度の予算額及び主要施策のほか、

これまでの予算編成作業の進捗状況と今後の日程

等について御答弁願います。

また、２５年度予算編成に関連して、市民の皆

さんにわかりやすい市政を推進するため、予算編

成過程の透明性を向上させる観点から、予算編成

の過程を市民に公開していく取り組み、いわば予

算編成過程の可視化の考え方についてあわせて御

答弁願います。

次に、名寄市の行財政運営から、パブリックコ

メント、意見公募についてお尋ねをしてまいりま

す。初年度の平成２３年度は１３本のパブリック

コメントが実施され、このうち意見が寄せられた

のは５本で、内訳は意見提出者が８人、意見件数

は１０件、意見提出者及び意見件数ともゼロとい

うのは８本ありました。２年目を迎えた平成２４

年度、１１月末日を締め切り日に地域主権改革一

括法にかかわる条例整備の案件、１０件の意見公

募が実施されましたが、結果は意見提出１件にと

どまりました。名寄市自治基本条例の市民参加制

度に基づくパブリック・コメント手続条例が平成

２３年度にスタートしてからはや２年が経過する

中で、これまでの行われた現状分析と課題につい

て御答弁願います。

次に、名寄市職員の勤務等から、非正規職員に

ついてお聞きしてまいります。名寄市の正職員数

は、平成２４年４月１日現在で８０９人ですが、

このうち市立病院、水道を除く一般行政職及び専

門技術職を含めた職員数は３８８人です。一方で

臨時職員及び嘱託職員と呼ばれる、いわゆる非正

規職員の数は市立病院、水道等を除いて２７２人

となっています。この結果、名寄市における非正

規職員比率は４２％になります。正規職員と同

じように恒常的に行政サービスを基幹的に担って

いる、こうした非正規職員雇用の現状と課題につ

いて御答弁を願います。

最後に、第三セクターの現状と課題についてお

聞きしてまいります。平成２３年３月に公表され

た名寄市第三セクター等改善計画によりますと、

第三セクター対象団体は合併当初４団体ございま

したが、このうち１団体は解散をし、もう一団体

がその使命を終えて事業清算、解散手続に入って

います。現在は、名寄市土地開発公社、株式会社

名寄振興公社の２団体が事業活動を行っています。

このうち少子、長寿化などの社会的状況の大きな

変化や緊縮化が求められる名寄市の行財政や財政

状況などに伴い、公共用地の先行取得の必要性が

薄れたとして名寄市土地開発公社は平成２６年度

の解散を予定しています。年が改まれば残り１年
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となる名寄市土地開発公社の解散に向けては、名

寄市が全額損失補償している借入金を初め、保有

地の買い戻しなど今後名寄市の行財政への影響も

懸念されます。これまでの進捗状況と取り組み、

課題について御答弁をお願いいたします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

大石議員から大項目３点にわたって質問をいただ

きました。まず、大項目の１、新年度予算編成に

ついてお答えをします。

平成２５年度予算につきましては、１１月１日

付で市長訓令、総務部長事務連絡を出し、１１月

３０日に各課からの要求を締め切っております。

１２月５日より財政課長査定に入っているところ

であります。１１月３０日締め切り日での要求額

を積み上げました結果、一般会計では歳入１９４

億０００万円、歳出２０４億０００万円とな

りまして、収支の差額は現在のところ１０億０

００万円となっております。お尋ねの想定されま

す予算規模につきましては、今後予算査定の中で

精査をし、総額を固めてまいりますので、明確に

は申し上げられませんが、現段階での予算総額は

１９８億円程度と想定をしております。

次に、主要な施策の状況について申し上げます。

平成２４年度より継続されております事業、例え

ば（仮称）市民ホール建設事業、南小学校校舎、

屋内運動場でありますとか、大学図書館、講堂の

基本設計、市立総合病院精神科改築事業などにつ

きましては予算要求がなされております。また、

ソフト事業におきましても継続分は同様に要求が

上がってきている状況であります。新名寄市総合

計画で想定される事業の具現化を優先として予算

要求がされております。これから予算査定の中で

さらに事業内容について精査していくこととなり

ますが、特に大型事業につきましては財源確保や

今後の維持管理費なども含めて検討していくこと

となります。また、今般の総選挙の結果を受けま

して、国の地方に対する財政対策においては流動

的な部分も出てきたと受けとめておりますけれど

も、主要事業の計上に当たりましても国の動向に

つき的確な情報収集に努めるとともに、できるだ

け一般財源の支出を抑える形での予算組みが必要

と考えております。

続いて、予算の編成過程、進捗状況、今後の日

程についてでありますが、１１月３０日の予算要

求締め切りから財政課での整理を経て、一般会計

及び特別会計での予算規模を集計し、１２月５日

より財政課長査定に入ったところであります。予

算見積もりに当たりましては、新名寄市総合計画

のローリング作業が先行しておりますので、その

中で想定される事業をいかに具現化していくかが

大きなテーマとなってまいりますが、今後の地方

財政計画などから想定される収入見込みを勘案し

ながらの査定作業となります。財政課長査定は新

年１月上旬まで続き、計数整理の後、副市長査定、

市長査定と続いてまいります。これらの上部査定

は、１月中旬から下旬にかけて実施をする予定と

なっております。例年でありますと、この上部査

定の時期には地方財政計画が国より発表されてお

りますので、ここから収入見込みを推計し、予算

の大枠から計上可能な事業規模が見えてまいりま

すけれども、現在の国の状況からどの時点で地方

財政計画が出てくるのかが平成２５年度予算編成

では大きなポイントとなるものと考えております。

上部査定の後、さらに計数を整理し、予算規模を

確定した上で、例年では２月の中旬ごろに記者発

表という日程になっております。

予算査定のいわゆる過程の可視化についての質

問がございました。予算査定に係る情報につきま

しては、市長訓令でありますとか部長事務連絡に

ついて、これらにつきましてはホームページなど

で公表し、平成２４年度予算からは市長査定の結

果についても公表しているところであります。予

算過程の流れを説明いたしますと、市長訓令から

具体的な作業が進められまして、１１月末までに
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各課からの予算要求が出そろうということになり

ます。１２月から１月上旬にかけては財政課長査

定を実施し、第１段階の課題整理が行われ、１月

中旬から総務部長、副市長査定が始まりまして、

第２弾の課題整理が行われることになります。さ

らに、この時期国からの地方財政対策の最新情報

ももたらされますので、交付税を含む財源調整も

行われることとなります。その後市長査定に入り

まして、その段階で特別会計、企業会計の繰り出

し、繰り入れの調整と最終の財源調整も行われま

して、２月上旬に最終的な予算案が決まることと

なります。あわせてこの時期につきましては、３

月補正の編成作業も進めておりまして、予算査定

過程は相当過密なスケジュールの中での作業とな

っております。こうした状況から、平成２４年度

で実施をしました市長査定の結果を継続しながら、

より市民の皆さんにわかりやすい情報の提供に努

めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目の２つ目、名寄市の行財政

運営につきまして、市民の行政参加につきまして

お答えをします。まず、パブリックコメントの現

状と今後の課題についてでありますが、本制度は

名寄市自治基本条例の施行を受け、市民参加の一

つの手法として平成２３年度から導入をしており

まして、本年１２月末で１年と９カ月を経過する

こととなります。実施状況につきましては、初年

度は１３件でありまして、意見の提出があった案

件は４件でありました。この結果を受け、この間

計画等の趣旨、内容等をＡ４判１枚程度にまとめ

た概要版の添付でありますとか、利用者の多い市

民文化センターやふうれん地域交流センターへの

閲覧場所の増設など工夫を凝らしてまいりました

が、本年度の実施状況につきましては１１月末現

在で１０件のものに対しまして、意見の提出があ

った案件につきましては１件のみとなっておりま

す。活用状況につきましては、十分ではないと認

識を持っております。この状況は、他の自治体で

も同様の状況と伺っておりまして、速やかに有効

な手段を見出せる状況にはありませんけれども、

今後も制度の調査研究を継続し、工夫を図ってま

いりたいと考えております。

また、パブリックコメントは冒頭述べましたよ

うに自治基本条例に基づく市民参加の一つの手法

でありまして、自治基本条例施行後の主要な計画

や大規模な施設整備等につきましては計画段階か

らアンケート調査の実施でありますとか、関係団

体等との懇談や説明会の開催、あるいは広報、市

ホームページなどによる周知など複数の手法によ

りまして広く市民への情報提供と市民参加に努め

ております。今後もこれら一連の流れの一つの手

法としてパブリックコメント制度を位置づけ、取

り組んでまいります。

続きまして、職員等の現状についてお答えをい

たします。現在新名寄市行財政改革推進計画を策

定をしておりまして、それに基づいて平成２１年

度から平成２６年度の６年間で７３名の職員削減

を目標に取り組みを進めております。これまでに

５５名の削減を実施し、今後平成２５年度から２

６年度までの２年間でさらに１８名の人員削減を

進める計画を持っております。その一方、職員削

減後の業務量の増加に過渡的に対応するため、臨

時、嘱託職員を配置している状況があります。さ

らには、民間委託の困難な職場につきましては直

営経費、とりわけ人件費を抑えるために臨時、嘱

託職員を配置している施設もあります。そうした

結果、市立病院を除いた臨時、嘱託職員の人数に

つきましては、平成２４年４月１日現在で保育士

や給食調理員、事務補助員などの臨時職員が１４

４人、各種相談員や専門委員など嘱託職員が１２

８人、合計で２７２人となっており、ここ数年で

最も多い数となっております。臨時、嘱託職員の

待遇では、賃金につきましては行政職給料表をも

とに格付を行っており、臨時職員に対しては夏季、

冬季加給金や寒冷地加給金のほかに３年以上勤務

した職員に対しましては退職報償金を支給をして

おります。本年度におきましては、通勤手当の見
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直しを行い、職員と同様の支給方法に改めており

ます。今後も住民サービスの低下を招かないこと

を基本とした職員の適正配置の検討を行いながら、

臨時、嘱託職員の配置数及びその待遇面につきま

しても検討を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目３点目、第三セクターの現

状についてお答えします。御指摘のありました名

寄市土地開発公社につきましては、平成２３年３

月に策定をされました名寄市第三セクター等改善

計画に基づき平成２６年度解散に向け公社保有地

を今年度より名寄市が買い戻しを行っております。

平成２２年度当初にありました公社保有地、簿価

にしますと４億２４０万円が平成２２年度の駅前

市民駐車場用地売却、平成２３年度の市民文化ホ

ール用地売却、また今年度の公共残土用地の買い

戻し等によりまして、平成２４年度末には簿価１

億４００万円になる予定であります。本来であ

りましたら、市が利活用を予定している土地以外

積極的に民間等に売却するところでありますが、

この間の景気の低迷でありますとか、需要に見合

う適地が少ないこともありまして、その多くは公

売には至っていないのが現状であります。

なお、債務保証につきましては、民間金融機関

からの借り入れが今年度からなくなっております。

また、今年度市からの当初借入金２億８００万

円も土地の買い戻しによりまして０００万円の

返済が可能となりました。平成２４年度末の市か

らの借入金は、１億８００万円になる見込みで

あります。

今後の公社解散に向けましては、平成２４年度

末公社保有地、簿価１億４００万円となります

が、平成２５年度内に内淵山林等の保有地、簿価

０００万円、平成２６年度には旧営林署跡地等

残りの保有地、簿価４００万円の買い戻しで、

全ての公社保有地の解消を行い、借入金の返済を

行うなど解散に向けた手続に入りたいと考えてお

ります。予定では、平成２６年９月議会に解散関

連議案を提出し、議決後北海道知事への解散認可

申請を行い、認可がおり次第清算人により解散登

記、残余財産の引き継ぎなどを行います。その後

清算結了を北海道知事へ届け出を行いまして、公

社解散が完了するという手続になろうかと思って

おります。

以上、私からの答弁といたします。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、いただいた〇４番（大石健二議員）

答弁をもとに再質問を行ってまいります。

あらかじめ質問の順番が不同となることを御承

知おきください。最初に、平成２５年度の予算案

についてお尋ねをしてまいります。答弁にもござ

いましたけれども、この１６日の総選挙で民主党

にかわる自民党が大勝して新たな政権を担うこと

になりました。新聞報道なのですけれども、２６

日に招集される特別国会で安倍晋三氏が新首相に

選出されるだろうと。新年度の予算の成立は５月

ごろになるだろうというような見通しの記事が出

ていました。そうすると、新年度の予算というの

は４月から始まりますから、５月になる見通しだ

というと４月あるいは５月の連休明けとなると４

０日から５０日ぐらい新年度の予算の執行がずれ

込むと。その間は暫定予算というふうに記事で出

ていましたが、この暫定予算で組まれるというこ

とに対して名寄市の財政に対する影響というのは

ほとんどないということでよろしいですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今お話しの中にもあ〇総務部長（扇谷茂幸君）

りましたとおり、政権が交代をするということで、

時期がちょうど各自治体の予算編成の時期にぶつ

かったということで、当然のことながら政権がか

わるということで国のほうの予算もおくれてくる

というふうに考えております。それで、実際のと

ころ私どもの予算編成は粛々と行われるというこ

とになりますけれども、先ほど申し上げましたと

おり地方財政計画というのがありまして、それが

従前ですと１２月に出てくると。ところが、それ

が若干今回の国の状況によりましておくれるとい
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うことになりますと、私どもの主要な財源となり

ます地方交付税の扱いがどうなるのかというのが

まさに心配事ということであります。しかしなが

ら、ちょっと私どもで仕入れた情報によりますと、

総務省のほうでは国の予算の編成が地方に及ぼす

影響をできるだけ少なくするという対応をとりた

いということで、１月中旬ぐらいまでには計画と

いうよりは情報を各地方に流すということで、地

方の予算編成にできるだけ影響のないような形で

の、交付税のありようなりが明確になるかどうか

は不明でありますけれども、それに類した情報を

いただけるということでありますので、おおむね

私どもの予算編成は従前どおりの対応で進めるこ

とができるのかなと思っております。

それで、国の予算編成が本予算が実際におくれ

るということでありますので、当然私ども国に係

るいろんな事業がありますので、その辺は影響が

間違いなく出るということであります。しかしな

がら、今般の情報では国のほうでは補正予算を組

みまして、これも相当大規模な補正予算を組んで、

一定程度国の本予算に至るまでの間影響がないよ

うな形の対応をとりたいというお話もあります。

当然そうしますと、補正予算の部分が新年度の新

規事業というか、新年度、平成２５年度の事業に

係る部分と相当重ね合わせる部分も出てくるとい

うことも想定されますので、その段階では私ども

の平成２５年度の予算に係る一部事業がいわゆる

前倒しの形でその補正予算の中に組み込まれると

いう可能性もありますので、その辺の状況がしっ

かり固まりましたら、平成２５年度の予算の要す

るに組み替えも含めて対応するということになろ

うかと思っております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ぜひ支〇４番（大石健二議員）

障のないようにスムーズに段取りを進めていただ

きたいと思います。

ちょっと時間がないので、質問をさせていただ

きますが、私ことしの予算審査特別委員会でもお

聞きをしているのですが、預託金についてなので

すけれども、平成２４年度一般会計、特別事業会

計で合わせて１０事業の預託金が事業が計上され

ていました。金額でいうと７億０００万円ぐら

いであったなという記憶があるのですけれども、

その際予算審査特別委員会の中でも十分精査の上、

生かしていきたい旨の答弁があったように記憶し

ております。私も平成２５年度の予算では、あら

かじめ想定された不用額と言うと語弊があるかと

思いますけれども、こうした使われないというか、

利用されていない、利用に乏しい預託金について

はスクラップ・アンド・ビルド、多少流通用語で

恐縮ですけれども、採算や効率の悪いものは見直

しをして、新たに採算性の高いものに変えていく

というような手法で、使い勝手のよい制度融資に

ついてぜひ御検討をお願いしますというふうに申

し上げた経緯がございますが、その後検討が加え

られたのかどうか、その点についてお聞きをいた

します。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

この間予算編成に当〇総務部長（扇谷茂幸君）

たりましても、原課のほうでは決算見込みなり、

もしくは平成２３年度の決算の中でそれぞれ課題

の整理を含めて対応しながら、平成２５年度の予

算に当たっているという認識を持っておりますの

で、当然議会等で指摘をされました預託金の関係

でありますとか、さまざまな課題等についてもし

っかり精査をした上で平成２５年度の予算に向か

うものというふうに認識をしております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、ぜひとも平〇４番（大石健二議員）

成２５年度の予算についての預託金についても重

大な関心を持って臨んでまいりたいなと思います。

ちょっと順番が入り繰りしますが、非正規職員

の現状と課題についてお尋ねをしてまいります。

先ほど御答弁にもございましたが、私のほうでは

じき出した数値では４２％と。非正規職員の比

率です。だから、おおむね４人に１人ぐらいが
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非正規職員という計算になります。賃金も低い方

で８００円、日給で４５０円、月給で５万６

００円。低い方です。この中に配偶者の扶養範囲

内で年収調整を行っているというケースもあるの

でしょうけれども、またごく一部、本当にお一人

ぐらいなのですが、非常に高額な方もいらっしゃ

るのですけれども、おおむね非正規職員と呼ばれ

る方の年収というのは２００万円以下だろうと私

は思います。一般的によく言われているのは、年

収２００万円以下は事情もございましょうけれど

も、ワーキング何とかというような言葉で使われ

るケースも多いというふうに思います。名寄市の

臨時、嘱託職員の皆さんは、年齢、性別、各階層

にわたるのですけれども、年収２００万円以下の

生活では、それぞれの階層において異なるとは思

いますが、結婚や出産、あるいは子供の進学、そ

ういった節目、節目のところで厳しい現実に向き

合っているケースもあると思うのですが、こうし

た実態については、もし押さえているのであれば

お知らせをいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども説明いたし〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましたけれども、この間行財政改革等の対応を含

めて職員の定数の削減をしてきたということがあ

ります。しかしながら、職員の削減を進めまして

も市民サービスに影響があってはならないという

基本的なスタンスのもとに、過渡的ではあります

けれども、嘱託、それから臨時職員の皆さんを配

置をしまして、この間いわゆる業務に支障のない

ような形の体制をとってきております。職員数が

減ってきて、もしくは国の地方分権も含めて、権

限移譲含めて、従前国、北海道がやっていた仕事

も随分地方におりてきて、仕事そのものは相当ふ

えていると認識をしておりまして、一方では職員

を減らしているという矛盾をする対応をとって、

その支障がないような形で穴埋めを臨時、嘱託職

員の皆さんに実はお願いをしている状況がありま

す。当然行財政改革を進めているという大前提が

ありますから、人件費につきましても実質圧縮を

せざるを得ないということもありまして、なかな

か待遇面では嘱託職員の皆さんに十分な対応をと

っているという状況ではないという認識も一方で

はございます。しかしながら、市民の皆さんの税

金をしっかり活用して、そして住民サービスを行

うと。その基本的なスタンスの中で、やはり経費

の節減を含めてそういった対応をせざるを得ない

ということをぜひまた御理解いただきたいという

ふうに思います。

御指摘のありました臨時、それから嘱託職員の

皆さんの生活状況含めての内容につきましては、

十分押さえているということではございませんけ

れども、おおむね国、それから北海道のいわゆる

労働者に係る基本的な賃金の体系につきましては

しっかり確保しているというふうに認識をしてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりやすいように事〇４番（大石健二議員）

例を挙げてお話をしていきたいのですが、健康福

祉部の保育所保育士の方についてちょっとスポッ

トを当てたいなと思うのですが、保育所保育士の

皆さんはトータルで５２人です。このうち正職員

の方は２３人で、残り２９人がフルタイムとパー

トタイマーの保育士の皆さんです。いずれも恒常

的な業務や多様化する保育ニーズに対応している

ということなのですけれども、先ほどお話があっ

たように正職員の削減と業務量の増大で過渡的に

というお話でしたけれども、ただ保育所保育士の

皆さんは資格要件、あるいは専門性から見ても決

して臨時職員の要綱や規定に明記されている単純

労務や補助的な事務ではなくて、保育業務の基幹

的な役割を担っていると私は思います。一説には、

同一労働同一賃金というような、均等性を図れと

いうような学説もありますけれども、同じような

仕事をしていて、同じような基幹的な役割を担っ

ていて、しかも賃金面では決して優遇、厚遇され
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ているとは言いがたいという、こういう一つの部

署を例に挙げてお話をしましたが、この点につい

てはもう少しわかりやすくお話をいただけますで

しょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

保育所の職場を例に〇総務部長（扇谷茂幸君）

お話がありましたけれども、実は私ども市の管轄

するそれぞれの職場の中でもやはり特に資格を持

って、専門性の高い職場はたくさんあります。そ

の中でも臨時職員、それから嘱託職員ということ

の対応をせざるを得ないという状況も１つ持って

おります。賃金につきましては、専門職での採用

ということであれば臨時、嘱託職員であっても一

般の要するに事務職よりは高い格付をしておりま

して、一定程度の配慮はさせていただいていると

いうところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。一定程〇４番（大石健二議員）

度の高い賃金で配慮をしているというお話でした。

先ほどもお話があったのですが、正職員の削減、

そしてその補助、補う意味で非正規、臨時、嘱託

職員の採用というお話でしたけれども、正職員は

削減されて、それを補完する臨時、嘱託職員は過

去最高の人数というふうになっていますから、確

かにおっしゃるように義務的経費の人件費は抑え

ているのかもしれませんけれども、頭数ではそう

変わらないと。総量では変わらないということで

あれば、正職員から非正規職員の置きかえを行っ

ていると言われてもやむを得ないと、私はそう思

います。ただ、若い世代の非正規職員の実態を見

ていますと、名寄に新たな職場環境がないもので

すから、やめるにやめられないというかなり厳し

い選択の中で嘱託あるいは臨時職員の現状に甘ん

じているというようなお話もありますけれども、

一定時間がなくなってまいりましたので、これだ

け過去最高で２７２人の非正規職員の方がいらっ

しゃるとなってくると、これから実務レベルでの

質的な向上を図るという観点からも、やっぱり市

の職員と、皆さんと同じように教育研修もあわせ

て必要になってくるだろうというふうに、必要に

なるだろうというよりもやっているのだろうと思

いますけれども、これまでの実績と今後の研修計

画、非常にコンパクトにお話をいただければと思

います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これまで特に臨時職〇総務部長（扇谷茂幸君）

員、嘱託職員対象とした職員研修というのは、職

場内研修は別でありますけれども、公の研修とい

うのは実は実施をしておらないという状況がござ

います。特に御指摘のありました専門性の高い職

場につきましては、やはり職場内研修をもとに一

定程度職員の業務の補完をいただいているという

状況もあります。この辺につきましては、しっか

り職場の状況をもう一度確認をさせていただきま

して、改めて職員研修等の扱いが必要とあればそ

ういった対応をとってまいりたいと考えておりま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ＯＪＴをやっていると〇４番（大石健二議員）

いうお話でございました。ぜひとも行政サービス

の質的低下を招かない、そしてある意味で非正規

職員の職場、待遇改善についても考慮をしていた

だきたいと思います。

時間がなくなってきましたので、第三セクター

の土地開発公社についてお聞きをしてまいります。

これも新政権になってきまして、新しい新政権の、

今マニュアルと言わないのだそうです、政策をま

とめた重点政策２０１２というのがあるのですが、

この中に公共事業投資を柱に据えた国土強靱化基

本法というのが掲載されていました。一旦は、解

散に向けて今手続に入っていくのだろうと思うの

ですけれども、こういった新たな基本法の整備に

伴って、またぞろ公社の存在が必要性というか、

求められることはないのかどうか、ちょっと確認

の意味でお聞きをしたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）
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土地開発公社の関係〇副市長（佐々木雅之君）

につきましては、昭和４７年の日本列島改造論か

ら始まって、多分四十八、九年ぐらいに公拡法と

いう形で制定をされました。これに基づきまして

相当多くの市を中心とした自治体で公社をつくっ

て先行取得をしました。その後平成４年のバブル

崩壊から一気に駆け落ちるように土地の価格が下

落をしまして、多くの不良債務を市町村が抱える

ことになりました。一つの大きいのは、苫東の開

発であったり、石狩湾新港の開発なんていうのが

北海道でもかなりその辺が大きな話題になりまし

た。新しい政権が考えているのは、国土強靱化と

いうことで今２００兆円とかという話も出ていま

すけれども、多分土地開発公社の関係については

一部の大都市ではちょっとわかりませんけれども、

多くの市町村では解散の方向に向かっているもの

が新政権にかわって国土強靱化が出ても土地開発

公社を使った先行取得のほうにまた戻るというこ

とについてはなかなか難しいのではないかと。こ

の間道内の土地開発公社についても年々解散のス

ピードが増していまして、国自体も解散に向けて

の不良債務の解消について１０年間の起債を活用

して、緩やかに傷を少なくして清算、解散に持っ

ていくという方向出ていますので、その辺につい

ては一部大都市を除いて解散の方向にこれからも

向かっていくものだと思いまして、その補完業務

については一般会計の事業ごとに用地担当のほう

で必要な土地を必要な分だけ購入するという仕組

みのほうに移行していくのではないかなというふ

うに考えています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

ちょっと中身に入っていきたいのですが、先ほ

ど２８年度決算では２億０００万円の借り入れ

があって、その後０００万円の買い戻しを行っ

たと。この０００万円の買い戻しで民間の借入

金０００万円の返済が可能になったというよう

なお答えで、借入金残高が１億８００万円ぐら

いになるのだというようなお話でしたかなと思う

のですが、ここでちょっとお話を聞きたいのです

が、私も２４年度末で総面積で約９万０００平

米、そして簿価の総額で１億４００万円の公社

の保有地の買い戻しを行っていくのだろうという

ふうに思うのですが、借入金が１億８００万円

あります、現在で。０００万円返して、残金の

１億８００万円の借入金。この公社保有地の１

億４００万円の買い戻しと借入金の１億８０

０万円の返済、ほとんどが名寄市のお金でしょう

けれども、両建てでやっていくのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

結局土地開発公社で〇副市長（佐々木雅之君）

持っている財産につきましては、市のほうで買い

戻しするためには一時的に収支の調整をするため

に市のほうから貸付金を起こして調整をしていま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

そうすると、簿価の保有地１億４００万円を

借入金の代物弁済でやるということではないので

すよね。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

最終的には、市のほ〇副市長（佐々木雅之君）

うで買い戻しをして土地開発公社を清算しますの

で、私代物弁済とかということの意味がちょっと

頭で整理つかないものですから、中身としては売

れる土地については公社みずから処分をしまして、

今残っている、保有している財産が土地の値段が

１億４００万円ありまして、それを年次計画で

買い戻しをして、公社の負債を整理をして解消し

ていきたいと思っています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

ちょっと代物弁済かわからないということです

ので、簿価で１億４００万円の保有地がある。

先ほどもこの不況時でというお話があったかなと

思うのですが、簿価で１億４００万円なのです
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が、時価ではどのぐらいになるのでしょう。実勢

価格ではどのぐらいになるのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

山林があったり、宅〇副市長（佐々木雅之君）

地があったりしているのですけれども、そこの営

林署の跡地の関係につきましては簿価と固定資産

評価に基づきます売買想定価格でいうと、ほぼ近

似値です。ただ、古く買って、古い、相当前に買

った土地につきましては、例えば山林等につきま

しては時価で見ますと山林の値段等につきまして

はかなり安い状況になっておりますので、買った

時点から経過しているものについては相当値段の

乖離しているものがあります。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

昭和４０年代からの土〇４番（大石健二議員）

地がいまだに眠っているのですけれども、実勢価

格との差がそうないというのもどうかと思います

が、今副市長のほうでおっしゃった固定資産の評

価額を用いて算出するというような、多分簡易実

勢価格だというふうに思うのですが、もっと私大

きな開きあるのだろうと思うのです、この売れな

い土地ですから。どういう算段で評価しているの

か、ちょっと素朴な疑問が出てくるのですけれど

も、もう少し土地開発公社として簿価と実勢価格

というのを押さえておいていただいて、これから

質問用意していた含み損についてやろうと思った

のですが、数字が出てこないのであれば質問のし

ようもないのですけれども、実際に名寄市の土地

開発公社が抱えている保有地について、こういう

土地がありますよというふうに広告を打ったり、

あるいはＰＲ活動、土地についてそういう販売促

進については行った経緯があるのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

実は、嶋前市長が退〇副市長（佐々木雅之君）

任される前に内淵地区の山林と、それから旧東中

学校跡地の処分についての緑地として残っている

分等についても近隣の皆さん方に売却を促進させ

ていただくということでの調査、それから実際に

訪問させていただきまして、さまざまなＰＲ活動

を行いました。その当時、その当時の政策目的を

持って先行取得をするというリスクはありました

ので、結果として先ほど言ったのは土地開発公社

の関係につきましては毎年６月の議会で決算の状

況を土地の価格等についてもお知らせをしており

ます。ちょっと今たまたま手持ちになかったもの

ですから、代表的な事例として直近で買いました、

比較的新しい年度で買いました営林署跡地につい

ては、簿価と、それから固定資産評価については

逆転現象起きていませんので、想定価格としては

ほぼイコールではないかなと思っています。東中

学校跡地につきましては、相当年数を経過してい

て、当時東中学校跡地を行政が土地開発公社を通

じて売るときに随分値段が高いねということも含

めて、緑地における調整をしました。その後宅地

の下落というのは名寄全体で相当続いていますか

ら、そこについては一定の差がかなり大きな部分

であろうかと思います。これも議員も多分御存じ

だと思うのですけれども、土地開発公社の先行取

得の関係につきましては、国が当時民間資本の力

でどんどん、どんどん買いあさられて行政が担う

必要な土地の確保ができないことでは困るという

ことも含めて、一定のリスクを勘案しながら政策

を進めてきた経過がありますので、ここは平成３

年、４年のときには旧名寄、旧風連合わせまして

３億６００万円の土地開発基金を、各市町村に

配られたうち名寄市につきましては３億６００

万円というお金をいただいています。こういうも

のも使いながら、市民の皆さん方にできるだけ御

迷惑をかけない仕組みを国としてもつくりながら

取り組んできましたので、結果として市のほうで

最終的には２億０００万円のお金で３年間にか

けて買い戻しをするということでありますけれど

も、これもこの基金の範囲内で市民の皆さん方の

税金にできるだけ負担をかけない形で整理をさせ

てもらおうと思っています。
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なお、営林署の跡地につきましては、まだ売却

の可能性が残っておりますので、ここは一旦市の

ほうに買い戻しいたしましても、土地開発公社の

土地につきましては営林署の跡地以外についても

今後も売却処分に向けて作業を進めてまいりたい

と考えています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

先ほど前段での公社の後にかわる手法について

お話をされていたのですが、私も公共用地の取得

にかかわる部分が今回公社がなくなっていけば名

寄市はどうやっていくのかなと思ったら、先ほど

用地のほうでやっていくのだみたいな、ちょっと

聞き取れなかったのですが、新たな会計を起こし

てやっていくという方法もあるのですか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

大都市のほうでは、〇副市長（佐々木雅之君）

土地開発公社そのものを存続させる。もしくは、

振興公社という名前で土地の購入やら宅地造成や

らやるところについてはあろうかと思っています。

先ほど私言いましたのは、一般行政でも道路行政

であるとか、公共施設の整備事業のときには用地

取得が必要になります。そのときには、今名寄市

では建設水道部の管理課のところで用地を購入す

るようなノウハウを持った職員を抱えております

ので、その管理課のところで用地取得については

担当することが望ましいと思っていますし、先行

取得というのはこういうところにどんどん、どん

どん拡大基調で政策が進められているときに、幅

広く網をかけて先行取得をしておりまして、その

一つの一番大きな例としましては、駅横のＪＲ跡

地の関係についてはまさしくそれだったと思って

います。具体的な計画を持たないのだけれども、

名寄の顔となる駅前の土地をばらばらになって民

間に買われるよりは、行政側としてしっかりと確

保する。そういう時代については、もう役目は終

わったので、直接市の職員が必要な土地を必要な

分だけ購入するという仕組みに変わっていくとい

うふうに考えています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

あと、実勢価格、価格〇４番（大石健二議員）

取引のときにそういう差額、含み損が出るか出な

いかわかりませんけれども、こういったことも含

めて今後解散に向けて名寄市と議会と公社との３

者の関係をもっと、債権放棄出てくるかわかりま

せん。そういった手続上の流れ作業図といいまし

ょうか、フローチャートをもう少しわかりやすく、

議会はどの範囲でかかわっていくのか、公社はど

の段階で保有地の買い戻し、あるいは返済金、借

入金の返済、名寄市はどのようにそのように受け

入れていくのかというような相関関係をあらわし

たフローチャートをちょっとつくっていただいて、

後ほどお示しをいただければと思います。

パブリックコメントの質問に入ってまいります

が、ちょっと確認なのですけれども、先ほどの答

弁で１３件中意見があったのは４件とおっしゃっ

ていましたが、私の数え方では５件なのですが、

いかがですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

４件というふうにち〇総務部長（扇谷茂幸君）

ょっと認識をしておりましたけれども。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

多分５件の間違いだろ〇４番（大石健二議員）

うと思います。ぜひ後で数え直していただければ

と思います。

あと、低調な原因だとか要因については余り分

析されていないのだなというふうに思います。私

のほうで私なりに煮詰めたのがありますので、ち

ょっと御紹介したいなと。募集の方法なのですが、

私見ていますとホームページの掲載と、あと窓口

の備えつけで、この両建てでやっているのかなと。

あと、せっかく名寄市に地元新聞２紙、あとブロ

ック紙がありますから、こういった報道機関の発

表もどんどん利用していくべきだろうと。パブリ

ックコメントをやっている、やっていないという

存在自体も知らないという方が圧倒的に多いなと。
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気づいた方が原案を入手するためには、ホームペ

ージにアクセスして、あるいはダウンロードする。

あるいは、各備えつけの公共施設の玄関口へ行っ

て持ってくるというような手法しかないというふ

うな、手法だとか場所だとか極めて限定されてい

るので、先ほども申し上げたように意見募集して

いることも知らないという市民が圧倒的に多いな

というふうに思います。また、パブリックコメン

トをしている、その窓口に置いている資料を手に

とってみても、原案そのものの説明する資料はあ

るのです。ただ、それを原案をわかりやすく解説

した資料が何もない。だから、何の基本的な基礎

的な知識もない市民の皆さんがいきなり取り組ん

で表だとかいっぱい書いてあるようなもの、分厚

い資料をいきなり手に、さて、私の意見はとなる

となかなか難しいだろうと思うのです。もう少し

わかりやすい解説書も添付した上で意見を公募す

べきだろうと私は思いますが、意見公募の周知の

方法と意見公募のわかりやすい資料の添付、以上

の２点についていかがお考えでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘のありました〇総務部長（扇谷茂幸君）

とおり、なかなか御意見をいただけないという状

況があります。パブリックコメントにかける内容

そのものが資料も含めて相当膨大なものになると

いうことを含めて、やはりこの間わかりやすい説

明をすべきという私どもの判断もありまして、概

要版を添付をさせていただいて、できるだけ内容

を簡潔に説明をさせていただいてきたという経緯

もございますが、今御指摘のありましたとおりも

う少し、もう一段踏み込んだ形でのわかりやすい

内容の説明のあり方についてはしっかりちょっと

検討してまいりたいというふうに思います。

それから、実際にパブリックコメント実施して

いる状況等につきましても報道機関等も含めての

対応も必要というお話もありましたので、こうし

た件につきましてもぜひ対応してまいりたいと思

います。それで、私ども１０月１日からフェイス

ブックを始めまして、インターネットを利用した

いろんな機会がふえているという状況を含めて、

こうした活用もぜひしてまいりたいというふうに

考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今フェイスブックのお〇４番（大石健二議員）

話がありましたが、どこの自治体でもフェイスブ

ックをやるようになったものですから、フェイス

ブック自体の一般の方のアクセスが減っているの

を御存じですか。いろんな自治体がやるものです

から、自治体のフェイスブックに対するアクセス

件数が減っているという実態もありますので、ぜ

ひ押さえておいていただければと思います。

あと、先ほど自治基本条例の施行後、いろんな

手法でやっているのだと。懇話会や懇談会という

ような中で市民の参加を促している、お声を聞い

ているというお話だったのですが、ただ私見てい

ますと、ことしの第２回の定例会でも諮問機関に

ついて質疑をさせていただきましたが、大体参加

される市民の方というの、こういった懇談会、懇

話会あるいは協議会、いいのですけれども、各種

団体の関係者であったり、あるいは強い関心を持

っている市民。お一人で８つの諮問機関もお名前

を連ねていたと、お一人で３つも４つもやってい

るという実数を挙げて質問をした経緯があります

けれども、大体こういった関係者や一部の方だと

いうふうに言い切ることはできないのですが、圧

倒的に多いというふうに私は思ってます。私は、

普通に会社に勤めて、普通に家事を行い、普通に

子供を育て、普通に趣味にいそしむと、こういう

ごく普通の生活を送っている圧倒的多数の、物を

言わない多数派の方の声を市民の声として、社会

の声として行政に生かす方法を名寄市のほうでは

検討し、模索した経緯があるのかどうかお聞きし

たいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

この間御指摘のあり〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましたさまざまな諮問機関等の委員さんの公募に
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つきましては、一般市民を対象としました公募を

当然行っておりますし、それから各団体等への依

頼もありますので、団体の中で選考されていると

いうことになりますと団体の長をなさっている方

がどうしても委員に多く名を連ねるという、そん

な状況もあります。市民の声をしっかり聞くとい

うようなことでいきますと、諮問機関のあり方も

一定程度変えていくという必要もあろうかと思い

ますので、今後そうした中身につきましてもぜひ

検討させていただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど扇谷総務部長の〇４番（大石健二議員）

ほうから他の自治体でも同様なのだと。今後工夫

を行っていくという前段の答弁ありましたけれど

も、他の自治体でも確かにそうなのです。ただ、

どうしようと手をこまねいている自治体ばかりで

はないのだということでした。時間がなくなって

まいりましたので、何かというと三鷹市だとか茅

ケ崎だとかでは非常に先駆的な取り組みを行って

います。市民討議会という有償で日当を支払って

いる手法なのですが、ぜひそちらのほうで調べて

いただいて、検討を深めていただきたい。

あと、時間がなくなってまいりましたので、予

算の可視化についてお尋ねをしてまいります。予

算の可視化については、予算編成過程の日程が非

常にタイトな、過密なのだということで、なかな

か事務作業についての公開が難しいみたいなニュ

アンスでお話をされていたというふうに思います。

確かに総合計画のローリング作業から始まって、

ずっと市長の査定、新聞報道、議会の議案提案と

いう中で見ていきますと、きのうもちょっと関係

者の方にお話を聞いていたら、実は総合計画のロ

ーリング作業の前に行政評価というような作業も

あるのだというお話をされていました。その中で

１２月のぎりぎりになってくる中で、もう少し１

カ月ぐらい前倒ししてできないのかということを

お聞きしたら、なかなか難しいということでした

が、市長に最後にお聞きしたい。自治基本条例の

第２０条第３項に市長は、予算編成及び執行に当

たってのその内容に関する十分な情報を市民に提

供するように努めなければならないというお話が

ありました。御答弁にもありましたが、市長の訓

令や総務部長の予算編成の基本方針というのは内

部資料です。市民向けではありません。私が見て

いく限りでは、少なくても平成２５年度の新年度

予算に関する市民の公開情報はゼロだというふう

に思います。この点について市長はどのようにお

考えでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの扇谷部長の答弁〇市長（加藤剛士君）

でもさせていただきましたが、前回の予算から市

長査定の予算のやりとりというか、決める過程に

ついて公表したということでございます。ゼロで

はないというふうに思いますし、先ほどもお話し

したとおり全ての、当然全部フルにオープンにす

るのは望ましいのかもしれませんけれども、膨大

な労力とエネルギーも必要になってくるのだとい

うふうに思います。その部分でのコストもかかっ

てくるということですから、その費用対効果もあ

わせたときにいかがなものかということは検討し

なければならないというふうに思います。予算を

策定していく中で、膨大な市民の皆さんのいろん

な現場での御意見はもちろんですし、まちづくり

懇談会やさまざまな総合計画の委員会等々で市民

の皆さんの御意見を聞きながら予算を策定してい

ます。また、議員の皆さんからも事あるごとにさ

まざまな質問をいただきながらこの予算を組んで

いるということでございまして、ぜひ新年度の予

算も予算委員会等を開いて皆様方の意見をしっか

りと聞かせていただいて、これをつくっていくと

いう過程があるということで、ぜひ今後とも厳し

い、また建設的な御意見を予算策定の段階でもい

ただければありがたいというふうに思います。お

願いいたします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどちょっと土地〇副市長（佐々木雅之君）
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開発公社の関係でフローチャートの話出ていまし

た。それで、土地開発公社の関係につきましては、

独自で土地等の財産の購入をしておりません。全

部市からの依頼でつくっていますので、先行取得

したものを利活用しなかったのは市側のほうに責

任があるという建前になっていますので、そこは

管理経費も上乗せしたもので、簿価が毎年毎年膨

らんでいく形になりますので、その積み重ねで最

終的に残ったものについては市のほうで買い戻し

をすると。そういう形で買い戻しに至る途中経過

については、一定の資金不足についても貸付金で

まず調整をしていると、そういうことであります。

それから、簿価と売買価格との差額については

明らかにマイナスになっていますので、差損は出

ています。この総額については、固定資産評価の

割り返しで売買想定価格できますので、これにつ

いては後で議員皆さん方に総額でどれぐらいの差

額になっているかについてはお知らせをしたいと

思います。よろしくお願いします。

以上で大石健二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市の農業施策について外３件を、山田典幸

議員。

議長の御指名をいただ〇５番（山田典幸議員）

きましたので、これより通告順に従い、大項目４

点にわたって順次質問をしてまいります。

大項目１点目、名寄市の農業施策について、３

点にわたってお伺いいたします。１点目、本年の

地域農業の実態についてお伺いいたします。こと

しも全ての収穫作業を終えて、１年間の営農の成

果が問われる時期を迎えましたが、さきの行政報

告にもありましたように水稲の作況指数は北海道

で１０７、上川では１０６となり、当市において

も収量、品質ともに平年を上回る状況となりまし

た。一方、畑作においては５月から６月にかけて

の干ばつの影響を受けたものの、その後の天候の

回復により作物によりやや差はあるものの、おお

むね平年並み、または平年以上の収量となりまし

た。しかしながら、本年は特にカボチャ、食用バ

レイショ、白菜、キャベツなどの野菜類において

は市場価格の低迷などによる販売価格の落ち込み

が激しく、いわゆる豊作貧乏と言われる状況とな

り、農家の経営収支に大きな影響を与える結果と

なっております。ここ数年続いた異常気象による

減収や品質低下の影響で、特に畑作野菜農家の経

営は非常に苦しい状況に置かれており、一定程度

安定した天候で推移した本年は、各作物数年ぶり

に収量も確保でき、農家にとって経済的な部分で

も精神的な部分でも多少明るい兆しが見えること

を期待しましたが、価格の低迷が農家経営に大き

な打撃を与え、農家所得は昨年の水準を下回ると

いう見方もあるのが実態です。そこで、このよう

な実態をどう捉えられているのか、改めて市理事

者の地域農業に対する認識をお伺いいたします。

２点目、新年度予算編成に当たっての重点農業

施策について伺います。先ほどの実態を含めた地

域農業の現状を把握し、課題を認識した上で、明

確な方向性を示し、政策予算を組んでいることが

重要であると思いますが、考え方をお伺いいたし

ます。あわせて農業予算において継続、新規で予

定されている事業についてお知らせをいただきた

いと思います。

３点目、今後の地域農業のあり方についてお伺

いいたします。現在地域農業を取り巻く環境は、

先ほど述べさせていただいた実態を含め、農家戸

数の減少や農業従事者の高齢化、輸入農作物の影

響による農畜産物価格の低迷と農業所得水準の低

下などさまざまな問題を抱えています。これら諸

問題の解決に向けてはもちろん、若い担い手が将

来に希望の持てる農業にしていくため、次の世代

を担う子供たちにとって魅力ある産業にしていく

ため、今こそ将来の地域農業の方向性、あるべき

姿を明確に示していくことが重要であると考えま

すが、お考えをお聞かせください。

大項目２点目、名寄市観光振興計画についてお

伺いいたします。本年度策定された名寄市観光振
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興計画では、基本目的を交流人口の増加による経

済効果の拡大と定め、名寄の知名度向上、観光関

連人材の連携、育成などの戦略目標のもとに、人

が寄ってみたいまち名寄を目指すこととしていま

す。ここでは、主な戦略事業の内容から、合宿の

誘致の取り組みについてお伺いしたいと思います。

本格的な冬のスポーツシーズンを迎え、当市にお

いても先般行われた国内皮切りのジャンプ大会を

初めスキーを中心としたさまざまな大会が開催さ

れますが、それと同時に大会出場などに伴う合宿

により多くの選手が市内に一定期間滞在すること

となります。合宿などによる宿泊を伴う交流人口

の増加は、経済効果の拡大を図る上でも重要な要

素であり、より積極的に合宿の誘致を進めていく

必要があると考えますが、合宿受け入れの現状に

ついて、あわせて今後に向けての課題と取り組み

についてお考えをお聞かせください。

大項目３点目、教育行政について２点にわたっ

てお伺いいたします。１点目、市内小中学校教職

員の勤務実態についてお伺いいたします。道教委

が道内全公立校の教職員を対象に行った服務実態

調査により、勤務時間を守らない、勤務時間中に

認められない業務を行った、届け出た研修を行っ

ていなかったなどの不適切勤務を指摘された教職

員が２００６年度から２０１０年度の５年間で

１６９人いたことが先般明らかになりました。そ

のうち６６６人が給与返還対象となり、その額は

合わせて約３１８万円に上るということであり

ます。そこで、当市においてそのような不適切な

勤務の実態があったのかなかったのか、あったと

すればどのような実態を把握しているのか伺いま

す。

２点目、特認校の状況と今後の支援策について

お伺いいたします。少子高齢化の進行などに伴い、

当市においても市街地、郊外にかかわらず、児童

生徒数は減少の一途をたどっています。特に郊外

地域の学校においては、児童数の減少により複式

化の進行、欠学年の増加などさまざま問題を抱え、

地域としての学校のあり方が問われる状況に置か

れていると言えます。そうした状況の中でも小規

模校における通学区域外特認校の指定を受け、少

人数による地域の特色を生かした教育を実践し、

地域の学校として存続し、活気を得ている学校も

あります。反面、特認校となってもさまざまな環

境の整備が必要であり、就学する児童生徒の確保

がなかなか進まない学校もあるのが現状です。改

めて市内の特認校の状況と問題点、今後の特認校

に対する支援策についてのお考えをお伺いいたし

ます。

大項目４点目、平成２５年度予算編成について

お伺いいたします。さきの平成２３年度決算では、

一般会計で３億２６１万０００円の実質収支

で、財政健全化の判断指標である実質赤字比率及

び連結実質赤字比率はともにゼロ、また実質公債

費比率、将来負担比率とも一定の改善がなされま

したが、その一方で歳入における自主財源の構成

比が２２％と低く、依存財源である地方交付税

の構成比は４１％と高い状況となっていること、

加えて今後予想される普通交付税における合併算

定がえ終了や社会経済情勢を反映した社会保障費

の増などを考慮し、行財政改革推進計画に基づき

事業を厳選し、適正な公債管理などに努めていく

ことが求められております。そこで、年度途中で

はありますが、平成２４年度の決算の見込みにつ

いてお知らせください。新年度予算規模について

は、先ほどの大石議員への答弁で理解をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

次に、予算編成の考え方についてでありますが、

市長訓令に基づき、総務部長名による事務連絡、

予算編成に当たっての基本方針が１１項目にわた

って示されました。その中で市民と協働のまちづ

くりを進めるために、多くの市民の意見を集約し、

予算に反映させることとありますが、各課では具

体的にどのような方法で意見聴取に取り組んだの

か、また自主財源の確保に向けた取り組みについ

て各課で十分に検討することとありますが、新た
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な取り組みは検討されたのか、新年度予算に反映

されているのかお伺いいたします。

最後に、平成２５年度予算は総合計画後期の具

現化を最優先に編成し、この際には中長期的な施

策展開を視野に入れ、真に必要な事業を厳選する

こととしています。このことから、現時点での新

年度主要事業についてお知らせを願います。

以上、この場からの質問といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員から大項目〇経済部長（高橋光男君）

で４点にわたり質問がありました。大項目１は私

から、大項目２は営業戦略室長から、大項目３は

教育部長から、大項目４は総務部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、大項目１、名寄市の農業施策についての

小項目１、本年の地域農業の実態について申し上

げます。本年度は、春先の天候不順により融雪の

おくれがあったものの、４月下旬から５月には天

候に恵まれ、６月に干ばつ傾向もありましたが、

その後の降雨などにより総じて平年を上回る収量

は確保されたところですが、作物間において収量、

価格に差がある年となりました。道北なよろ農業

協同組合での青果物取り扱い実績によりますと、

昨年より収量がありながらも価格の減少があった

主な作物の状況は、前年比でバレイショ７７％、

グリーンアスパラ９３％、カボチャ７０％、ト

マト７７％、キャベツ６９％となっており、青

果物全体での販売額は昨年度を下回る見込みとな

っており、この価格の低迷が農家所得にも影響す

るものと考えております。国内での流通の状況並

びに消費者ニーズなどについて、ＪＡ道北なよろ

とともに分析する必要がありますが、生産した作

物が再生産可能な価格で販売されることが重要で

あると考えております。

次に、小項目２、新年度予算編成に当たっての

重点農業施策について申し上げます。平成２１年

度から平成２３年度までの異常気象などによる農

業被害並びに平成２４年度の農産物の価格の低迷

による減収など、近年の地域農業における現状は

依然として厳しいものであると認識しております。

名寄市では、平成２４年度から新名寄市農業・農

村振興計画後期実施計画がスタートしており、そ

こで示しております５つの施策と関連する事業を

確実に進めていくことを基本に予算編成に当たっ

ているところです。本年１１月から１２月にかけ

て、市内の農政部、農事組合単位の２７カ所を予

定して、人と農地の問題についての意見交換会を

開催し、地域の意見をお聞きしたところです。ま

た、１１月には名寄市とＪＡ道北なよろが共催し

た若手農業者との意見交換会でも御意見をいただ

きました。これらの御意見を踏まえ、今後の施策

の推進に当たっていきたいと考えております。平

成２５年度では、担い手の施策として新規就農対

策で施設園芸を基本として新たな受け入れ態勢に

よる取り組みを新規で要望しており、新規作物の

導入についても現在検討を進めております。

次に、小項目３、今後の地域農業のあり方につ

いて申し上げます。名寄市の基幹産業は農業であ

りますので、農業の活性化が重要だと考えている

ところです。農家戸数も減少の一途をたどってお

り、現在の農家戸数が１０年先には５００戸程度

になるとの予測もあり、担い手の育成や新規参入

など重要な課題として受けとめております。地域

担い手への農地の集積化についても１戸の農家で

は経営規模の限界もあることから、法人化、共同

化による作業体系の充実など早急に検討していか

なければならないと考えております。現在の新名

寄市農業・農村振興計画の後期実施計画の確実な

推進に向けて取り組んでいくことを基本とし、近

年の農業状況の変化も十分考慮して進めてまいり

たいと考えております。これらの問題解決には特

効薬がないため、地道に市内農業者の御意見をい

ただきながら、関係機関、団体とも十分連携し、

取り組んでまいりますので、御理解をお願いいた

します。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）
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私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、名寄市観光振興計画からについて、小項

目の１、合宿の受け入れの現状についてお答えを

いたします。

名寄市は、これまでスキー場やジャンプ台、ま

たなよろ健康の森の運動場を中心として、関係者

の努力によって各種大会や合宿の誘致を年間を通

じて受け入れてまいりましたが、経済状況の厳し

さも影響し、減少傾向にあります。今年度上半期

の合宿受け入れ状況については、市内各施設への

聞き取り調査中ですが、平成２３年度実績につい

ては平成２２年度より増加の結果となりましたが、

今年度のなよろ温泉サンピラーの現状を見ても昨

年度より減少しており、市内全体の状況も同様で

はないかと予想しております。下半期の見込みに

ついては、昨年度大きなスキー大会が２つあった

ことから増加しましたが、今年度は一昨年と同じ

大会数であるから、一昨年度並みの合宿状況では

ないかと予測しています。そんな中で新たな試み

として、８月に香川調理製菓専門学校の食品開発

料理研究ゼミの受け入れをさせていただきました。

本市の農産物を初めとした食をテーマとした合宿

メニューを企画し、実際に体験した学生及び教員

からも大変好評を得たところであります。また、

市民の方によるつながりから、吹奏楽部の合宿を

誘致して、静かな練習環境等が好評で、大変喜ば

れたと聞いています。このように市民の皆さんの

つながりから、名寄に来ていただくきっかけとな

り、こうした御縁を大切にしたいと考えておりま

す。今後は、スポーツなどの既存の合宿に対する

視点にとらわれることなく、文化や芸術などさま

ざまな分野においても既存の資源を有効活用する

ことでそれぞれの合宿に対応することができる受

け入れメニューの機会が可能であることから、多

くの皆さんからの情報を収集する仕組みや受け入

れ態勢の整備が必要と考えております。

次に、小項目の２、今後の課題と取り組みにつ

いてお答えいたします。合宿の受け入れについて

は、地域にとって経済的な波及効果が高いという

ことから、これまで名寄振興公社、民間の宿泊施

設や団体等が個別に誘致活動やＰＲ活動を行って

おり、その後のアフターケアも含めて対応してい

ただいておりますので、引き続きお願いをしてま

いります。今後は、スポーツに限らず文化及び学

術分野など広い視点からの宣伝、誘致活動及び本

市にお越しいただいた方への満足度を高めるため

のホスピタリティーを中心とした受け入れ整備な

どオール名寄体制で取り組む仕組みや体制づくり

が必要と考えています。まず、受け入れ態勢につ

いては、現在合宿を受け入れておられる宿泊施設、

協力をいただいている団体などと名寄市観光交流

振興協議会の交流事業部会の構成団体である名寄

振興公社、体育協会、旅館業組合、名寄市の教育

部、経済部などを初め市内有志及び各団体とも連

携し、これまでの取り組み状況及び課題等を整理

する体制づくりを進めます。

次に、宣伝、誘致では、市内で組織されている

学校の同窓会などから得られる情報や現在検討中

でありますが、（仮称）名寄人材ネットワークに

より名寄にゆかりのある道内外で活躍されている

人材を取りまとめ、そこから得られる合宿等の関

連情報や助言を集約し、それらの情報からターゲ

ットを絞ったＰＲ活動や誘致活動を行うことで、

合宿実現の可能性を高める取り組みを検討してま

いります。また、合宿に来ていただいた方へのア

フターメニューの提供なども満足度を高めるため

に効果的であり、再度お越しいただけることにつ

ながるとともに、名寄市をＰＲするよい機会とな

りますので、合宿受け入れ態勢の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、教育行政について答弁をさせていただき

ます。

まず、小項目１、市内小中学校教職員の勤務実
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態についてでございます。一部の教職員が勤務時

間帯に有給休暇などの手続をとることなく職員団

体などの活動を行っていたことなどを踏まえて、

北海道教育委員会では昨年１０月より全道の義務

教育費国庫負担金の対象となる教職員につきまし

て、教職員の服務規律などの実態に関する調査を

行いました。その調査項目は、１点目は勤務時間

中の職員団体活動に関する調査、２点目は勤務時

間中の職務専念義務の遵守に関する調査、３点目

は長期休業期間中における校外研修に関する調査、

４点目は勤務時間の遵守に関する調査、５点目は

主任手当の算定誤りに関する調査の５項目であり

まして、平成１８年度から２２年度までの５年間

分について調査を実施してきたところであります。

名寄市におきましても北海道教育委員会からの依

頼を受けまして、１９５人の教職員を対象に調査

を実施をしてきました。調査結果につきましては、

本年１１月２６日に概要版として全道、管内別の

状況については公表をされております。名寄市の

個別の結果につきましては、１２月１０日に通知

がありまして、平成２２年度分の市内の小学校の

管理職１名が勤務時間の遵守に関して給与の返還

の対象となりました。これらの不適切な勤務実態

が起きた背景といたしましては、北海道教育委員

会の見解によりますと教職員においては職務専念

義務への意識が低かったこと、また学校管理者に

おいては教職員の勤務時間の管理がおろそかにな

っていたことなどが考えられております。今後は、

教職員の服務規律の厳正な保持に努めるとともに、

北海道教育委員会と連携をして各種教職員研修な

どに取り組んでいきたいと考えております。

次に、小項目２、特認校の状況と今後の支援策

についてでございます。通学区域外からの就学が

認められました特認校制度につきましては、自然

環境に恵まれた小規模校で豊かな自然と地域と一

体となった特色ある教育活動を通して、豊かな心

とたくましい体を育むことを目的とした制度であ

ります。名寄市では、平成１０年よりこの制度の

導入によりまして児童生徒数が増加をし、地元の

子供たちだけでは成り立たなかった学校運営が可

能になるなど、地域の学校の活性化に寄与してい

る部分がございます。現在中名寄小学校、智恵文

小学校、東風連小学校、日進小学校及び智恵文中

学校が特認校の指定を受け、中名寄小学校には１

８人、東風連小学校に５人、智恵文中学校に３人

がバスなどを利用して通学をしております。各学

校では、地元の方々の指導のもと、農園での野菜

づくりや米づくり、豊かな自然の中での地域行事

など市街地区では味わえない教育を進めておりま

す。

通学児童生徒の支援につきましても、市では遠

距離児童生徒補助要綱によりまして通学の児童生

徒には保護者の負担軽減を図る目的で交通機関の

定期券の購入などの助成を設けております。ただ、

一方で特認校の指定を受け、児童生徒が通学して

いる３校には共通して通学手段の問題等がござい

ます。基本は、路線バスを利用しているものの、

１日に限られた便数しかなかったり、また保護者

による送迎や部活を早く切り上げるなどをしなけ

ればならないなどの不便さの解消が保護者、児童

生徒から求められております。こうした問題を少

しでも解決することにより、さらに特認校への入

学者が増加をして、学校、地域が一体となった教

育効果が今以上に活性化するものと考えておりま

すので、可能な限り時間の変更とか路線の変更等

を公共交通機関各社にも要望していきたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目４〇総務部長（扇谷茂幸君）

点目の平成２５年度予算編成についてお答えをい

たします。

まず、平成２４年度決算見込みについて申し上

げます。平成２４年度決算見込みにつきましては、

特別交付税の交付額がまだ決定されていないこと、

除雪費や扶助費など年度終了まで推計が困難な事
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業があること、また先日実施をされました衆議院

議員選挙の結果によりまして新政権が景気対策の

ため早急に政策を打ち出す可能性があることなど

により、現時点では見込みを出すことは極めて困

難であります。予算編成におきましては、平成２

４年度の決算見込みを担当課からヒアリングし、

編成作業を進めてはおりますが、全体の決算見込

みにつきましては現時点でまとまっておらず、い

ましばらく時間がかかる状況にありますので、御

理解をよろしくお願いしたいと思います。

次に、市民意見の反映の考え方について申し上

げます。平成２５年度予算では、新名寄市総合計

画の具現化を最優先としておりますので、この策

定作業における市民の皆さんの貴重な御意見を念

頭に置いて予算編成作業を実施しております。ま

た、先般開催いたしましたまちづくり懇談会や日

常業務の中で市民の皆さんと接する機会、また市

に寄せられました要望などいろいろな場面でいた

だいた御意見をできるだけ平成２５年度予算編成

に反映をさせていきたいと考えております。

続きまして、自主財源の確保についてでありま

す。自主財源の確保は、大変難しい課題であり、

有効な取り組みがなかなか出てこない状況にあり

ます。毎年度実施をしております職員提案の中で

も自主財源確保に向けた提案を求めてはおります

が、有効な提案には至ってはおりません。しかし、

市税などの徴収率向上やインターネット公売の実

施、また市有地や不用品などの売却、広告収入な

どこれまでの取り組みが財源確保に一定の成果を

出していることから、これらにつきましては引き

続き予算化するとともに、今後も各方面からの自

主財源確保に向けた取り組みを継続をしてまいり

たいと考えております。

一方、一般財源の確保を確実にする取り組みも

必要と考えております。そうした一つの例として、

特別交付税が平成２６年度から交付税全体の６％

から５％に、平成２７年度以降につきましては４

％に減少することとなります。特別交付税は、災

害などの影響を受けやすく、交付対象がふえまし

ても総額がふえない課題を持っております。この

減少分が全て普通交付税に格上げをされますと、

災害などに影響されず、安定的な財源として交付

をされることになります。こうした地方交付税の

制度改正を積極的に要望してまいります。あわせ

て国のさまざまな交付金や補助金につきまして情

報収集を図って、財源確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、主要な施策の状況について申し上げます。

平成２４年度より継続をされている事業、例えば

（仮称）市民ホール建設事業、南小学校校舎、屋

内運動場や大学図書館、講堂の基本設計、市立総

合病院精神科改築事業などのハード事業につきま

しては、引き続き予算要求がなされております。

また、ソフト事業におきましても継続分は同様に

要求が上がっております。事業の詳細につきまし

ては、財政課長査定期間中のヒアリングで明らか

になってまいりますので、新規事業を含めた事業

の全体像につきましては課長査定が終了した１月

上旬に明らかになるスケジュールとなっておりま

す。また、これからの予算査定の中で、さらに事

業内容や経費につきまして精査していくこととな

りますが、特に大型事業については財源確保や今

後の維持管理経費等も含めて検討していくことと

なると考えております。今般の選挙結果を受けま

して、国の地方に対する財政対策においては流動

的な部分も出てくるものと思われますので、主要

事業の計上に当たりましても国の動向に的確な情

報収集に努めるとともに、公債費の適正な管理を

念頭に置きながら、できるだけ一般財源の支出を

抑える形での予算組みが必要と考えております。

以上、答弁といたします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（山田典幸議員）

だきましてありがとうございます。それでは、再

質問に入らせていただきたいと思います。

まず、名寄市の農業施策についてということで、
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本年の地域農業の実態について述べさせていただ

きました、先ほど。ことしほどやはり努力が報わ

れない年はなかったのではないかとたくさんの農

家の方が言われるくらい、ここ数年、２年、３年

と続いた中で、ことしも非常に厳しい状況という

のが現実です。先ほど申し上げたように、天候も

ある程度よかった。収量も平年並みに確保できた。

しかし、値段が安く、所得が上がらない。部長の

お話にもありましたけれども、農協の取り扱い見

込みもやはり青果物においては計画対比でおおよ

そ３億円程度マイナスになるということも聞いて

いますので、ことしはいかに価格が振るわなかっ

た年だったかということだと思います。農家とし

ても幾らよいものがたくさんとれても、農家の所

得にならなければ農家は経済的に成り立たないわ

けで、このような状況から抜け出すためにはどう

するかということが重要になってくるのですが、

部長の御答弁でも再生産価格の確保ということを

進めていくというようなお答えもありましたけれ

ども、根本的な部分でやはり販売の強化、いわゆ

る販売力、ブランド力を高めていくということし

かないのかなと私は考えております。販売の強化

をするためにどのようにしていくかというところ

を部長のほうで何かお考えありましたら、ちょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま山田議員の〇経済部長（高橋光男君）

ほうから再質問がありましたけれども、特に近年

は系統を通じての販売はもとより、インターネッ

ト等を通じて個人で販売を強めている農家さんが

従来より多数いるというふうに判断をしておりま

す。ただ、農協を通さないと大量に販売すること

ができませんので、その部分については市場原理

が働くものですから、どうしてもことしのように

価格に反映されるものがあるのだろうというふう

に思いますけれども、農協のルートを通じるとと

もに、近年は個人での販売も先ほど言いましたけ

れども、力を入れている農家さん結構ありますの

で、より安全、安心、良質な農産物が消費者に届

けられるよう行政のほうとしても一定程度支援と

いうか、協力体制は惜しまないというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いをしたいという

ふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

今お話あったように、〇５番（山田典幸議員）

結構個人で販売されている方も多いというのも現

実ですけれども、一部例えばつくっている全体の

本当に１０％から、多い方で２０％ぐらいは多分

直売でやっている方もおられるのかと思いますけ

れども、８割、９割、やはり実際はほとんどが農

協への出荷ということだと思います。今市場価格

があるので、その年によってという部分もそれは

当然あることですが、やっぱりことしは特に本当

に市場価格が振るわなかったから、とれたけれど

も、農家の所得に反映しない。これが一番つらい

ですね、やはり。一部農協の職員さんも含めて、

ある農家さんのお話ですけれども、値段が本当に

振るわないと。ことしもう年末どうしようかとい

う中で、とれたからよかったでしょうみたいなお

話もされたというような、農家さん非常に憤慨し

ていたお話も聞きますので、市場価格というのは

左右されるというのは農産物の場合、特に青果物、

当然なのですけれども、ブランドといいますか、

農業・農村振興計画の中でもブランド化を図る、

ブランド力を高めるという文言がたくさんうたわ

れている中で、やはりブランドというのは市場価

格に上限はあっても、一定程度そのブランドであ

ればある程度の価格で取引されるというようなも

のなのかなと私は考えています。そういう意味で

は、行政としても関係団体、特に農協という部分

との連携をしていくことが重要になってくるので

はないかなと私は考えているのですが、そう言う

と行政がどこまで農協の販売に入っていくのかと

いうことにはなるのかもしれませんけれども、そ

ういうことではなくて、やはりそれぞれの役割と

いうものをより生かすために、しっかりと連携し
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て取り組む体制というのも今後必要になってくる

のかなと思いますけれども、そのあたりのお考え

お聞かせいただければと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員からは、産地〇副市長（久保和幸君）

の評価を高めていく必要があるのではないかと。

その上では、ＪＡとの連携をしっかりするべきと

いう、そういうお話でございました。私もその点

については十分に心して取り組んでいるつもりで

ありますけれども、基本的に上京の折にも農協の

専務さんとホクレンの支所に伺ってまいりました。

その中でも大変厳しいと。ただ、私どもも痛感し

ているのでありますが、農家の皆さんはやはりい

いものをつくっているということを認識している

ということで、私どももホクレンの支所の販売課

長さんのほうにもお話しさせていただきましたし、

個別、個別でそれぞれ送られている方々からの評

価もかなり高いということも聞いておりますので、

まずは素材のよさを売り込んでいく必要があるの

ではないかということで、ここはホクレンさんの

東京支所の方とも共通認識を持たせていただきま

した。基幹産業を農業としている名寄市ですから、

今後ともＪＡと十分に連携して、売れる作物をい

かに展開していくかということについても配慮、

配意してまいりたいと思いますので、この点につ

いては御理解をいただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひそういった体制し〇５番（山田典幸議員）

っかり整えていただきたいと強く求めておきたい

と思います。販売という部分だけに限らず、どう

しても行政と農協との連携がちょっとやっぱり十

分ではないのではと感じることが多々あります。

やはりこれは行政やること、これは農協のやるこ

とというふうにちょっとかみ合っていない部分ま

だまだあるのではないのかなというふうに私は思

っております。名寄市というのは、１つの自治体

に１つの農協という体制、これは非常に優位性と

いうか、やはり有利に働くのではないかなと思い

ます。例えば農協の職員さんと行政の職員さんが

一緒に取引市場を回るぐらいのことがあっても、

私は極端に言えばそういうことがあってもいいの

ではないのかなと思いますので、生産者としては

よいものをつくる努力をするというのは当然のこ

とでございまして、やはり今後販売をしていく、

販売力を高めていく、ブランド力を高めるという

こと、しっかりそこが担保されないと、いろいろ

さまざまな農業にかかわる取り組みというのも生

かされてこないのだろうなと思いますので、ぜひ

そのあたりの体制の強化、連携の強化というのを

強く求めておきたいと思います。よろしくお願い

します。

地域農業のあり方についてということでお伺い

しておきたいと思いますが、地域農業の将来像、

あるべき姿ということで、人・農地プランの策定

に向けての説明会は一通りそれぞれの地区で終わ

られたと思います。その中でどのような意見が出

されたか、また行政側としてそこから何か見えて

きたものがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

まだ全ての地区で終〇経済部長（高橋光男君）

わったというわけではありませんけれども、この

間主な説明会での意見ということで、１つには後

継者、担い手不足が全体的に心配をされていると。

地域の中では、後継者もいて大丈夫だよという地

区もあるのですけれども、総体的には担い手不足

が心配をされていると。それとあと、農地の集積

の関係、流動化もあわせて条件のいい平場の土地

については受け手がいるのですけれども、条件不

利地、傾斜地の部分だとかについてはなかなか引

き受け手がなくて耕作放棄地につながるおそれが

あるといったような意見、それから先ほども言い

ましたけれども、農家戸数が１０年先には５００

戸程度になるのではないかという見込みをされて

いますけれども、やっぱり農家戸数を維持するに

は新規就農者の対策も施策の重要な一つでないか
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ということが言われておりました。それから、新

規就農を受け入れる場合でも施設園芸もいいのだ

けれども、それではなかなか生活が成り立ってい

かないので、ぜひその部分については土地利用型

農業につながるような支援策も行政として考えて

はいかがでしょうかという御意見を伺っておりま

す。総体的には、やっぱり担い手、後継者対策、

新規就農者対策、農地の集積化、そういった部分

が今後の重要な課題になってくるのだろうという

判断を今のところしております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういったまだ全地区〇５番（山田典幸議員）

終わっていないということなのですが、この人・

農地プランの策定に向けて、今後一通り話し合い

ある程度終わった中で、今後の進め方ということ

でお聞きしておきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ことしの５月に第１〇経済部長（高橋光男君）

弾の人・農地プランを策定させていただきました。

今回各地区に入りまして御意見をちょうだいして

おりますので、いかに中心となるべき経営体に農

地の集積をスムーズに持っていくか、そういう部

分を含めて、流動化対策も含めて、人・農地プラ

ン修正版に地域の御意見を反映していきたいなと

いうふうに考えております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういう意味では、ま〇５番（山田典幸議員）

たこういう機会は何回か重ねていくということで

理解してよろしいですね。１回目の御答弁の中で

もありました、特効薬がないと。そのとおりだと

思いますし、ぜひしっかりと地域の方の意見、ま

た特に若い方の意見というか、これからの方の意

見もよく聞いていただいて、進めていっていただ

きたいと思います。こういうことを繰り返してい

る中で、それぞれ共通認識というか、名寄市のこ

の地域の農業の将来像というのが見えてくるので

はないのかなと思いますので、そのような取り組

みをお願いしたいと思います。

続きまして、観光振興計画について再度ちょっ

とお伺いしておきたいと思います。いろいろ現状

はわかりました。減っている状況というのもある

程度私のほうでも把握させていただいております

けれども、１点ちょっと確認なのですが、観光振

興計画の中で合宿受け入れの現状と課題というよ

うなところもありまして、合宿誘致活動をするに

当たり市全体で課題検討する組織の設立が必要と。

また、合宿の里づくり情報ネットワークの掌握と

いうことで、そういった情報を掌握するための組

織を設立しますと。この設立の状況というか、進

行状況はどのようになっているかお聞かせいただ

きたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

計画の中でそう〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

やって述べさせていただいているのですけれども、

大変申しわけないのですが、まだ設立には至って

おりません。先ほどもちょっと答弁の中でお話し

させていただいたのですけれども、実際に今は合

宿でたくさんの方がお見えになっていますし、そ

れらを受け入れている宿泊施設の皆さんだとか、

それから今回の観光交流振興協議会の組織の人た

ちとの意見交換から物事が進んでいくと思ってお

りますし、先ほど言った人材ネットワークなんか

もその中でどういうふうにしたら情報が集まって

くるかということもあると思っています。まだ残

念ながら具体的に取り組んでおりませんが、今後

直ちに取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

まず、そういった協力〇５番（山田典幸議員）

体制というか、各団体と御答弁の中でもありまし

たけれども、振興公社さんですとか、スポーツで

いえば体協さん、また芸術文化にも、合宿という

のは部長おっしゃるとおりやっぱり芸術文化の部

分もそういった合宿、吹奏楽なんかも入ってこら

れたということで先ほどお答えありましたので、

いろんな団体との協力体制というか、そういった



－63－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

体制づくりしていただくことがまず大事なのかな

と思います。また、今後の課題ということで、ホ

スピタリティーということでオール名寄体制で進

めていきたいと。室長からも御答弁がありました

けれども、おもてなしの気持ちというか、市民の

歓迎ムードをどうやってつくっていくかというこ

とがいろいろこれからの課題、やっていくこと、

取り組んでいくこと、さまざまあるでしょうけれ

ども、まず名寄市民が合宿に来てくれた、名寄に

来てくれたという方を市を挙げて歓迎するという、

やっぱりそういうムードをつくらないとならない

のかなと。それがまた合宿の誘致、また大会の誘

致、そういうものにつながってくる部分もやはり

あるのではないのかなと考えています。市民から

自然発生的にムードが高まるというのがこれは理

想なのですけれども、ぜひ行政からも積極的に仕

掛けていくという部分も必要ではないかと思いま

すが、室長、そのあたりのお考えをお聞かせくだ

さい。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

顕著な例という〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

か、身近な最近の例としては、先回ライズＪＣと

いう女子のジャンプの方々の歓迎会が、これはも

う完全に市民有志の方々が主催でやっていただき

ました。多くの方々がお迎えすることによって、

来た選手たちも非常に喜んでいましたし、歓迎さ

れているというふうに受けとめていただいたと思

っています。今までこれまでも何十組の団体の方

にいらしていただいて、それらについては宿泊施

設ですとか、そういうところでおもてなしのこと

をやっていただいています。今後は、市民がいか

に、最低市民にこんな団体が今合宿に来ているの

だなということをやっぱり知らせることも一つの

歓迎の意味になると思いますし、それから実際に

張り出すというか、そういったことが掲示できる

ような、今徳田に一部ライオンズさんから御寄贈

いただいたもので流してはいるのですけれども、

それは対外向け、あるいはということなので、も

っと今度は（仮称）複合交通センターができれば

そういうところでも市民の方にわかっていただけ

るような掲示、あるいは歓迎ムードを高めていけ

るように努めたいと思っております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いします。〇５番（山田典幸議員）

また、ジャンプ大会の話出ましたけれども、やっ

ぱり観客が少ないなという気がしました。歓迎す

るという、今そういう歓迎会というのも大事なの

かもしれませんけれども、まず市内で行われてい

る大会、本当に全日本クラスの大会ですから、一

人でも多くの市民の方に足を運んでいただくとい

うような取り組みも大事ではないかと思いますの

で、そういった情報発信というのもよろしくお願

いしたいと思います。

時間がなくなってまいりましたので、それで合

宿の誘致などを含めた今の観光振興としての交流

人口拡大、そして先ほどの農産物の販売、ブラン

ド化という部分で１つ市長にお伺いしたいと思う

のですが、市長はみずからトップセールスとして

全国各地に出向かれて名寄を売り込むという活動

を精力的に行われておりますけれども、今後もぜ

ひ今まで以上に積極的に名寄という名前をどんど

ん広めていただきたいと思っています。市長が今

までそういった活動をしてきた中で、市長自身が

感じている手応えというか、手応えや成果、また

今後の展望ですとか課題、市長自身の考えや思い

をお聞かせいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ことしの４月から総合計〇市長（加藤剛士君）

画の後期計画がスタートし、同時進行で観光振興

計画もスタートしているという、これから名寄に

はすばらしい資源があって、これをどう生かして

いって交流人口の拡大、地域振興につなげていく

かという第一歩ですけれども、もう既にいろいろ

な成果が出始めていて、非常に手応え感じていま

す。この１２月末には、杉並区の子供たちが２５

人訪れて極寒の体験をするなんていうことも始ま
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りそうです。１月末には、台湾の……

（「大使」と呼ぶ者あり）

大使ではないのだよね。〇市長（加藤剛士君）

在日駐在所、いわゆる国ということでないので、

大使の副代表がぜひ名寄を訪れたいということで、

モニターのツアーに来ていただけるというような

お話もございます。有森さんの話も３月に正式に

ひまわり大使ということで認証式を行いますけれ

ども、有森さん自身も相当合宿に関してもネット

ワークを持っていますし、そうしたことも今後ぜ

ひ協力していきたいというありがたいお話もあり

ます。まだまだ人のネットワークの組織の設立と

いうことで、組織の設立までには至っていないわ

けですけれども、それぞれそういう重要なキーマ

ンが名寄市のために今動き出してきていただいて

いるような状況もございます。

ブランド化に関してもきょうの北海道新聞さん

でしたか、１面に大々的にカラーでモチ米のブラ

ンド化が進行しているという話も出ていました。

それぞれ個別、個別でいろんな売り込みを図って

いく中で、相当名寄の物産に対する手応えも感じ

ています。今後もさらに、ブランド化というのは

生産者の皆さんの覚悟も必要ですし、やっぱり普

通でないことを積み重ねていくことにいろんなチ

ャンスがあるのではないかというふうに思います。

当然農協ともよく相談をして積極的に進めていき

たいというふうに思いますし、さらに今現在では

風連地区でもホウレンソウつくったり、この時期

にチコリをつくったりとかというような、そうい

う新しいことにチャレンジをしている青年たちも

ぜひ応援をしていくことで、地域のブランド化の

さらなるバックアップをしていきたいというふう

に思います。たくさんの材料があって、今それが

本当にすばらしい形で芽を出しつつある状況だと

いうふうに思います。なかなか結果が出ていない

のではないかという声もあるかもしれませんけれ

ども、ぜひしっかりと結果を出す部分は出す部分

として、また長い部分、長い目で見ていただくこ

とで皆さんに応援をしていただきたいというふう

に思います。

台北駐日経済文化代表処の副代表を含む数名が

お越しいただけるということです。よろしくお願

いします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

よろしくお願いいたします。

時間がなくなりましたので、最後特認校の状況

と今後の支援策ということでお伺いしておきたい

と思います。行政側の考え方、また問題点等をい

ただきまして、可能な限り支援をしていきたいと

いうお答えを部長からいただきました。中名寄小

学校に関してなのですが、お答えの中にもありま

した、全校２３名中１８名市内から通学されてい

ます。それで、スクールバスの廃止の件も若干私

も保護者の方からお話をお伺いして、それに理解

できないということではないので、ぜひ代案とい

いますか、それを保護者の方、また地域の方にい

ろいろと相談に乗ってあげたり、そういう部分で

検討、支援をしてあげていただきたいと。保護者

の方もバスの時刻表とにらめっこをしながら、本

当に合うダイヤがない。では、どうしようという

ことで、本当に困っているといいますか、そうい

う部分で相談を受けた部分もあったものですから、

そういった部分でちょっといろいろと相談に乗っ

て、段階的な形も含めて御検討をしていただきた

いと思いますので、そこをそのあたりの考え方最

後聞いて、終わりたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員のほうから〇教育部長（鈴木邦輝君）

は、特認校の支援策について再質問をいただきま

した。さきの答弁でもお話ししたとおり、名寄市

内には５校の特認校がございますが、実際特認校

としての生徒、児童が通っているのは３校で２６

人でございます。あとの２校につきましては、各

学校の教育内容とか地域の協力体制というのは万

全でありますので、それでも通ってくるお子さん
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がいないというのは、山田議員が指摘したとおり

交通手段の問題が大きくネックになっているので

はないかと考えてございます。御指摘のありまし

た中名寄小学校につきましては、ことしで２５年

を迎えますはだしの学校という大変特色のある教

育活動を展開をして、地域の方々が全面的に学校

行事をバックアップするという体制の中で、たく

さんの特認校の児童が通っているというのが現状

でございます。ただ、小学校につきましては授業

時間が５時限であったり、６時限であったりとい

う、特に帰宅時間が差異がございます。これらの

部分につきまして、今までもいろいろな対策をと

ってきた部分がございます。これらにつきまして

先ほども述べましたけれども、バスの運行時間、

もしくは路線、降車時間、降車場所等につきまし

てこれからも学校とか保護者の方の意見を伺いま

して、関係機関と相談をしながら、通学手段の弾

力的な運用につきまして協議を行って、児童生徒

が安心して通学できるように協議を続けてまいり

たいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

質問者指名の前に、午前中２名の質問がありま

したけれども、質問の時間がベルの後にあるとい

うこともありましたので、御注意を申し上げたい

というふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。

平成２５年度予算編成について外３件を、佐藤

靖議員。

議長の御指名をいただ〇９番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い質問をさせていただ

きます。

１点目は、平成２５年度予算編成についてであ

ります。加藤市政１期目の最終年度となる平成２

５年度予算編成作業が始まりました。そこで、今

回の予算編成に臨む市長の基本的姿勢についてお

伺いします。まず、平成２２年４月、新名寄市第

２代市長に就任され、骨格予算に政策予算を補正

した２２年度予算を初め、２３年度、そして２４

年度と２回の本格編成を行ってきましたが、この

３年間の予算編成に当たってきたことについて、

みずからの総括をお聞かせいただきたい。特に市

が抱えてきたハード施設については一定の解決を

図ってきていると評価をいたしますが、市民福祉

向上に向けたソフト事業面の成果についてお伺い

します。また、これらのことを踏まえ、市長訓令

の枠を超え、加藤市政１期目の最終年度となる平

成２５年度予算編成に臨む市長自身の基本的姿勢

についてお示しをいただきたいと思います。

主要事業と予算規模については、午前中の御答

弁で一定の理解をいたしましたので、省略をさせ

ていただきます。

次に、１１月１日に発令された市長訓令の中で、

ことしも既得権や既成概念にとらわれず、全ての

事業の見直しを行うことと求めておりますが、市

長はいまだに既得権や既成概念にとらわれた予算

要求が多いと感じられているのか、また具体的に

どのような姿勢を職員に求めているのか、さらに

は費用対効果の把握や事業内容などを十分に検証

することと求めていることについても同様に見解

をお伺いします。

一方、総務部長事務連絡では、旅費の原則に１

つの用務に１人の出張、道外出張については認め

ていないとしています。行財政改革の視点上、無

尽蔵に出張がふえることにはなりませんが、先進

地や先進的な取り組みを学ぶことは必要不可欠で

あり、新たな手法を取り入れてでも市政に役立つ

学びは進めるべきと考えますけれども、見解をお

伺いします。
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最後に、今衆議院総選挙の結果の受けとめと市

政への影響についての見解を求めます。

２点目は、職員倫理についてであります。今春

以降、市民に驚きを与えるさまざまな不祥事が発

生しました。事件の内容は、業務上ではなく職員

個々にかかわるものでありましたが、市民の市役

所職員に対する信頼を失墜させたのは事実であり

ます。市長自身も再三再四謝罪するとともに、み

ずからも厳しい処分を行い、市民の信頼回復に努

めていることは理解しますが、なぜこのような事

件が連続的に発生したのか、その原因についてど

う分析するのかをお伺いします。

さらに、各種事件発生後、職員に対してどのよ

うな注意喚起を図ってきたのか、加えて今後市民

の不信感を招かないようにどのような具体的防止

策をとろうとしているのかをお答えいただきたい

と思います。

３点目に、名寄地区中心市街地活性化について

お伺いします。（仮称）複合交通センターにかか

わる駅前交流プラザ「よろーな」条例については、

付託を受けた経済建設常任委員会で結審が導かれ、

今定例会中には議決が得られることとなる見込み

であることから、年明けからいよいよ同センター

のにぎわい創造が本格化されるものと考えますが、

改めてにぎわい創造の具体策についてお伺いしま

す。

また、今回の施設は同センターだけがにぎわい

を持つことがベストではなく、集まった人をどの

ように商店街の活性化につなげるかが重要であり

ますので、商店街との連携についてもこれまでの

協議過程と具体策についてお伺いします。

一方、同センター開設後多くの市民の皆さんが

心配されていることに駐車場対策があります。市

は、これまでの説明で公共交通機関の利活用を求

めてきましたが、御承知のように現駐車場は限ら

れたスペースであり、イベント開催時には多くの

人が市内外から訪れることも期待されています。

公共交通機関の利活用を原則としながらも、一定

の駐車スペースの確保が必要と考えますが、見解

を求めます。

最後に、名寄市総合病院の経営安定について端

的にお伺いします。行政報告で同病院の上半期の

収支状況が示されました。外来取り扱い患者数及

び入院患者数が減少している中で、院内努力によ

り収益は増となったものの、医業費用がふえたこ

とで医業収支は２億３２３万円の損失、全体収

支で６８５万０００円の損失となりましたが、

病院側としてこの収支状況の内容についてどう分

析されているのかをお伺いするとともに、名寄市

を初め近隣市町村の過疎化、少子高齢化の歯どめ

がきかない状況下で今後の病院の見通しや対応に

ついてどういう見解をお持ちかをお伺いし、この

場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

佐藤議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目４点にわたり質問をいただきました。大項目

の１と２は私から、大項目３は営業戦略室長から、

大項目４は病院事務部長からの答弁となります。

初めに、加藤市政１期目、最終年度予算編成に

臨んだ基本的姿勢についてお答えをします。まず、

過去３年間の予算編成における総括についてであ

りますが、加藤市政における行政運営の基本は総

合計画に基づく計画的かつ着実な施策、事業の推

進にあり、総合計画を推進する中で公約の実現を

推し進めてきたところであります。このため毎年

度の予算編成に当たりましては、総合計画の具現

化を最優先として取り組むことを訓令として発し

てきたところであり、この間の総合計画実施計画

の進捗状況を初め、外部評価を取り入れた行政評

価、さらにはさまざまな機会を通じた市民の皆様

の声などから、厳しい財政状況にはあるものの、

健全財政を堅持し、かつ情勢等に対応した効果的

な予算編成のもとに総合計画の着実な推進が図ら

れてきたものと考えております。

また、公約につきましても総合案内窓口の設置

でありますとか、観光振興計画の策定、ゼロ予算
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事業などによる民間会社名寄市の推進、食肉セン

ターの整備やエゾシカ駆除対策事業、玄米ばら集

出荷調製施設補助金などによる基幹産業の推進、

医師確保対策や電子カルテシステムの整備、精神

科病棟の整備などによる名寄市立総合病院のさら

なる充実、市立天文台や道立サンピラーパークに

おけるイベント開催、テッシ・オ・ペッ賑わい創

出協議会の設置、あるいは大学振興基金の積み増

しなどによる財産を生かしたまちづくり、関係団

体や周辺自治体と連携しての自衛隊名寄駐屯地の

堅持の活動、民間グループホーム、ケアホームへ

の助成や風連中学校の整備、コミュニティーバス

試験運行などによる市民福祉の充実など着実に推

進していると考えているところであります。

次に、市民福祉向上のソフト面における成果に

ついて申し上げます。まず、子育て支援の推進で

は、風連日進保育所を活用した地域活動支援事業、

青空保育事業やお出かけ支援事業の拡充を図った

子育て支援センターの運営の実施など、高齢者福

祉の充実については救急医療情報キットを配付し

た命のカプセル事業、要援護者台帳管理システム

を導入した地域支え合い体制づくり事業の実施な

ど、障害者福祉の充実については民間の介護施設

整備を支援するグループホーム、ケアホーム整備

事業など新たに取り組むとともに、既存事業につ

いても継続を基本に取り組んできたところです。

また、今後の市の指針となる総合計画を初め各種

計画の見直しや新たに地域福祉計画を策定したほ

か、北・北海道中央圏域定住自立圏の中心市とし

て圏域市町村との新たな広域連携をスタートさせ

るなど市民福祉の向上にも努めてきたところであ

ります。

次に、加藤市政の予算編成に臨む基本姿勢につ

いてでありますが、平成２２年度から２４年度の

３年間にわたりまして、交流人口の拡大を通じて

新しいまちづくりに取り組んでまいりました。市

立天文台きたすばるや道立サンピラーパーク、道

の駅なよろなど既存施設の活用や駅前交流プラザ

よろーなによるまちのにぎわいづくりを展開し、

観光振興計画の策定やひまわり観光振興の推進な

どによる観光関連事業による交流人口の拡大にも

取り組んできたところです。また、一方では老朽

化している施設の改修や時代にそぐわなくなった

設備の更新などについては国の臨時交付金などを

活用し、取り組んでまいりました。新名寄市総合

計画で想定される事業の具現化を最優先とし、予

算編成を実施していきますが、この３年間での交

流人口の拡大によるまちづくりは端緒についたば

かりであり、平成２５年度においても引き続き進

めていくことといたします。観光分野のみならず、

農業、商工業、教育などの分野を横断し、総合的

な地域振興としてさらに発展させていきたいと考

えております。

また、市民の皆さんの生活に直結する懸案事項

などについては、まちづくり懇談会などを通じて

御意見をいただいております。財政的な問題があ

り、全てについて平成２５年度中に解決すること

は困難ではありますが、自治体として必要な公共

サービスの低下を招かないのはもちろんのこと、

さらにサービスの向上を目指し、必要な事業を厳

選し、優先順位を設けるなど計画性を持ちながら

予算編成に当たりたいと考えております。

次に、市長訓令における既得権や既成概念にと

らわれず、全ての事業の見直しを行うことについ

ての考えでありますが、合併後新名寄市として６

年が経過したところでありますが、この間施設の

あり方、使用料のあり方などの検討や風連特例区

の廃止、地域と協働のまちづくりのさらなる推進

などにより、合併直後から少しずつ新名寄市の姿

が変化してきております。また、定住自立圏の形

成や名寄市立大学や名寄市立総合病院の機能強化

などにより、周辺自治体との関連性も変化を見せ

ているところであります。国においては、去る１

２月１６日に政権交代後初めてとなる国政選挙が

実施をされ、新たな枠組みでの政権運営となるた

め、地方財政に対する影響が出てくるものと思わ
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れます。こういった変化の中での予算編成となり

ますので、全ての事業について検証が必要と考え

ております。今までどおりの事業でよいか、既に

時代にそぐわないものはないか、また新たな形で

進めるべき事業はないか、各担当課で見直しをし

た上で予算見積書を提出することを求めてまいり

ました。

次に、費用対効果の把握や事業内容などを十分

に検証することについてでありますが、予算見積

書の作成に当たりましては真に必要な事業の厳選

を求めておりまして、その場合の判断材料となる

ものが費用対効果や事業内容の検証結果であると

考えております。具体的には、各担当課で作成す

る予算見積書作成においては、事業内容の検討か

ら必要経費を見積もっていくことは当然ではあり

ますが、一例を挙げると道外への出張旅費につい

ては別に見積書を作成し、内容を把握することや

負担金、補助金についても別に調書を作成し、効

果の検証や必要経費の精査などより細かく担当課

で確認しながら作成しております。また、財政課

長査定から理事者での査定となる場合においても

別に調書を作成し、費用対効果や事業内容を検証

しながら作成することとしております。査定にお

きましては、これらの資料をもとに担当課とヒア

リングを行い、金額の増減だけではなく、事業の

背景や費用対効果、今後の事業展開、総合計画と

の整合性など多方面から検討し、査定を実施をし

ているところであります。

次に、出張旅費に対する考え方についてであり

ますが、費用対効果などの検証の中で一例を挙げ

させていただきましたが、道外出張については出

張内容や積算基礎などを記載した調書を別に提出

し、それをもとに査定を実施をしております。議

員お尋ねの職員の能力向上という観点から、先進

地に学ぶための出張旅費の扱いでありますが、名

寄市においてはこの間団塊世代の大量退職や行財

政改革による職員のスリム化といった要因により、

職員の若返りが進んでいます。また、権限移譲等

により業務が多様化しています。このため以前と

比較すると、職員には高い能力が求められるとと

もに、経験に基づく知識不足が懸念をされます。

道外の先進地に学ぶことにより、職員の能力向上

や経験的な知識不足の解消につながることも想定

されますが、これらの旅費の予算づけのほかに出

張後の職員にどのように活躍してもらうか、また

出張後の単なる復命書の提出だけではなく、学ん

だ知識を名寄市役所としてどのように活用してい

くのかの仕組みづくりも必要と考えております。

道外出張といえども当初予算の範囲内で必要な旅

費は計上していきますが、今後の予算執行の状況

により補正予算で対応することも視野に入れ、真

に必要で有効と思われる出張については計上すべ

きと考えております。

次に、衆議院選挙結果についての受けとめにつ

いてでありますが、今回の衆議院議員選挙におい

ては民主党を中心とした政権から自民党を中心と

した政権への交代となる結果になりました。しか

し、まだ連立政権の枠組みなど今後の政権運営に

つき流動的な状況が続いていくものと考えており

ます。民主党政権下では、コンクリートから人へ

という政治姿勢のもと、社会保障や弱者対策など

に重点が置かれた政策が出されてきたところであ

ります。新政権下では、これらに対する財政支援

がどのようになっていくか、また公共事業などハ

ード事業への政策がどのように打ち出されるか、

今後も動向を注視し、情報収集に努めてまいりま

す。前政権においては、地方財政対策について地

方の一般財源を確保すると閣議決定がされており

ます。急激な地方財政の緊縮策は打ち出されない

ものと想定をしておりますが、自民党政権下では

特に人件費を中心とした地方交付税の圧縮を進め

ていくことが想定されます。名寄市では、地方交

付税が一般会計歳入の４割を占めていますので、

この交付税の動向は今後の財政運営に大きな影響

を与えます。また、デフレからの脱却ということ

も公約の一つとしてありました。補正予算などに
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よる緊急的な景気対策が打ち出されてくることも

想定されます。このような新政権下で想定される

政策につき、緊張感を持って情報収集に努め、的

確な財政運営を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、職員倫理についてお答えをいたします。

本年の５月以降、職員の職務外の非行等による不

祥事が続き、市政に対する市民の皆様の信頼を損

なう事態となり、改めて深くおわびを申し上げま

す。地方公務員法では、職員は全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務するものであり、勤務

時間外、職務外の行為であっても法令遵守義務違

反や信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為

は禁止をされております。これらの事件は、当該

職員の公務員としての法令遵守、倫理意識の欠如

がもたらしたものではありますが、市役所それぞ

れの職場において不祥事を未然に防止するという

認識、また組織や職場風土、職員の管理監督等に

ついての問題にも至る大変大きな課題を投げかけ

ることとなりました。この間庁議や各級会議にお

いて市長訓示や文書周知の実施、課内会議を開催

をしました。法令遵守の徹底を求めてきています

が、組織としてより踏み込んだ対応も必要との認

識をしています。従来型のトップダウン方式であ

る市長通達、公務員倫理研修の実施等を充実強化

することはもちろんではありますが、職員同士の

活発な対話を通じて積極的に取り組むボトムアッ

プ方式による対策も必要と考えております。そう

した具体策として、職員に求められる姿勢や心構

えを明記した行動指針を策定し、日々職員相互が

点検及び改善が図られる仕組みづくりを進めたい

と考えています。今後もこうした再発防止策につ

いて、点検及び改善を強化し、不祥事の未然防止

に全力で努めるとともに、より一層公務員倫理の

確立と綱紀粛正を徹底し、一日も早く市民の皆様

の信頼を回復できるよう職員一丸となって対応し

てまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の３、名寄地区中心市街地活性化について、小

項目１、（仮称）複合交通センターのにぎわい創

出策についてお答えをいたします。

（仮称）複合交通センターのにぎわい創出の具

体策については、施設への入居を予定している団

体との協議を皮切りに各商店街振興組合、名寄青

年会議所、公共交通機関、市民会館の利用団体、

観光振興計画の検討にかかわった庁内サポート委

員会などの皆さんと協議を行ってきました。特に

広く面積を確保しましたエントランスホールや３

区分して利用可能な大会議室、また夏期間の利用

に限られますが、屋外イベントスペース及び屋上

交流スペースなどの利用について御意見、要望を

いただいています。にぎわい創出につきましては、

これまでいただいた名寄市の特産品の販売、農産

物の直売、フリーマーケット、ビールパーティー、

各種サークルの展示等がありましたので、それぞ

れ関係する団体が次年度の総会に向けた事業計画

を立てる段階で、いつごろどのような内容で開催

できるのかなど、それらの団体、関係者と個別に

具体的な協議を行ってまいりたいと考えておりま

すし、協議の中でアイデア等が出てくることも期

待をしています。また、観光インフォメーション

機能については、これまでＮＰＯ法人なよろ観光

まちづくり協会を中心に協議を重ね、機能の充実

と情報機器等も活用した観光情報の発信などを行

うことによりインフォメーション機能を高めて、

市外からの入り込みも図ってまいります。今後は、

（仮称）複合交通センター独自の取り組みとして、

入居予定団体である名寄商工会議所やＮＰＯ法人

なよろ観光まちづくり協会を初めとする名寄市観

光交流振興協議会との協力体制をとりながら、名

寄市の特徴を生かした四季に応じたイベントの創

出等、多くの方のアイデアや意見を取り入れ、夢

の持てるにぎわい創出に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。
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次に、小項目２、商店街との連携についてお答

えいたします。（仮称）複合交通センターのにぎ

わいをいかに商店街の活性化へと導いていくかは、

設置目的の一つであり、商店街との連携は不可欠

なものであります。これまで入居予定の団体や市

民会館の利用団体の皆さんとあわせて各商店街振

興組合の皆さんと協議を行ってきました。各商店

街振興組合の皆さんからは、施設の利用想定とし

てこれまで商工会館や中心市街地で開催されてい

たそれぞれの業種における展示販売会の開催や各

種お祭りなどのイベント会場としての利用や各団

体によるビールパーティーなどの提案がありまし

た。また、施設のイベントとあわせて商店街の大

売り出しなどを行うことや南広場で開催している

盆踊りの会場としての提案があったところです。

その後の協議は行っておりませんが、今後は名寄

商工会議所の協力をいただき、各商店街の新年度

事業計画を受けて（仮称）複合交通センターと連

携して取り組むことで波及効果が生まれ、商店街

の活性化につながる具体的な協議を行ってまいり

ます。また、商店街のにぎわい創出のための手段

として、名寄市中小企業振興条例の助成制度を活

用した各商店の魅力づくりや空き地、空き店舗対

策も一つの方法と考えており、効果的で使いやす

い制度に見直しを行ってまいります。

さらに、なよろ観光まちづくり協会が担う観光

インフォメーション機能として、市外から訪れる

方への観光案内だけでなく、市内の商店のＰＲ、

飲食店や宿泊施設を紹介したマップの作成やイベ

ント情報等の発信による集客効果を目指し、商店

街と連携を図っていきたいと思っております。

（仮称）複合交通センターは、複合的機能を持っ

た施設としてその役割を発揮し、また商店街も魅

力のあるものとするための取り組みについて商店

街、行政、商工会議所、なよろ観光まちづくり協

会等が互いに協力して着実に取り組んでいかなけ

ればならないと強く感じており、今後とも地域の

活性化に向けて努力してまいりたいと考えており

ますので、議員皆様の御助言と御協力をいただけ

ますようお願い申し上げます。

次に、小項目３、駐車場対策についてお答えい

たします。（仮称）複合交通センターの駐車場に

ついては、３６台確保しておりますが、近隣にま

とまった市有地もなく、施設に面した大通は駐車

禁止となっており、場合によっては不足すること

が予想されます。現在までの各団体及び市民会館

の利用団体などとの協議の中でも、市内循環バス

など公共交通機関での利用をお願いしてきている

ところであり、入居団体においてもそれぞれの団

体で駐車場の確保をお願いしているところです。

議員御指摘のとおり、多数の利用が見込まれるイ

ベント時は公共交通機関の利用を原則としながら

も、一定の駐車スペース確保が必要と考えており、

市有地である南広場を臨時駐車場とすべく、庁内

所管部局と課題を含めた調整が必要ですが、施設

の利用申請の際に駐車場の利用予定を申していた

だくことで一定の駐車スペースを確保したいと考

えております。また、施設利用者のために新たな

駐車場確保に努めてまいりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目の４点目、名寄市立総合病院の

経営安定についてお答えをいたします。

初めに、上半期の収支状況とその分析と見解に

ついて申し上げます。行政報告の中で上半期の患

者取り扱い状況を前年比で減少していると報告さ

せていただきましたが、１年間の収支で見た場合、

例年平均を下回るのは８月から９月にかけてであ

りまして、医師の夏季休暇が集中することによる

影響が大きいと見ており、ことしの９月は例年よ

り大きく減少傾向があらわれたものと判断をして

おります。医業収益への影響を最小限に抑えるた

めには、医師の夏季休暇を短期間で集中的に取得

していただくことが望ましいと考えますが、派遣
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元の大学医局との調整もあり、病院が指定するこ

とは難しい状況になっています。一方で、医業費

用の増加の特徴的な要因としては、循環器内科に

おける冠動脈形成術、ＰＣＩ治療の件数が前年比

で大幅に伸びていることから、使用するカテーテ

ル類で材料費が増加していることと職員の増加に

伴う給与費の増加などが挙げられます。下半期に

入り、１０月と１１月の患者取り扱い状況は、入

院で１カ月平均４９３人、外来で同じく１万

３４２人とともに増加傾向にありまして、季節的

な影響もありますが、今後もこの状況で推移をし

ていくものと見ております。その場合には、患者

数も収益も前年比でプラスに転じるものと推察を

しております。

次に、（２）、今後の経営見通しについてお答

えをいたします。過疎化、少子高齢化の中で今後

の経営見通しについて全国的に人口減少社会が到

来している中で、名寄市を中心とする上川北部地

域はとりわけ過疎化、少子高齢化が進展をしてお

ります。国立社会保障・人口問題研究所が２００

８年１２月に試算した人口推計によりますと、名

寄市の人口は２０１５年が２万２４７人、２０

２５年が２万５４１人、２０３５年が２万７９

６人となっておりまして、５年ごとに５％から８

％程度の減少見込まれておりまして、上川北部全

体ではさらに高い減少率が予想をされております。

一方、６５歳以上の高齢者人口は、名寄市では２

０２０年がピークでありますが、国では団塊の世

代が後期高齢者となる２０２５年を見据えまして

今回の診療報酬改定が行われました。

このような状況の中、今後の経営見通しについ

ては課題を含めて大きく６点を申し上げたいと思

います。１点目は、公立病院の収益は国の診療報

酬制度と地方交付税によって大きく影響されるも

のでありまして、この２つの制度が維持、拡充さ

れなければ現状の医療サービスを継続していくこ

とは困難と認識をしております。今後も国の医療

政策と地方財政制度について関心を持ちながら、

北海道市長会などを通して必要な要望等を実施し

てまいりたいと考えております。

２点目は、必要な医師の確保であります。医師

の派遣元である医育大学の各診療科では、依然と

して新規入局者が減少している状況にあり、来年

度の初期研修医のマッチング結果から見ても派遣

休止による診療科休診のリスクは高まっています。

当院においては、幸い来年度の初期研修医を定数

どおりの５名を確保することができる見通しとな

りましたので、今後も将来の地域医療を担う人材

を育てることで数年先の医師確保の礎となるよう

引き続き医師が働きやすい環境整備などに努めて

まいりたいと考えております。

３点目は、救命救急センターの取得による救急

部門の充実であります。精神科病棟の改築にあわ

せましてヘリポートを設置するとともに、必要な

医師、看護師等の人材確保を図り、救命救急セン

ターを取得して地方センター病院としての使命を

果たしてまいります。あわせて医療圏の拡大にも

努めてまいりたいと考えております。

４点目は、大型医療機器の整備についてであり

ます。ＭＲＩやＣＴ、ハイブリッド手術室など大

型の検査、医療機器を総合計画後期計画の中で順

次整備をしていきたいと考えております。これら

は、救命救急センターの指定に向けても必要な医

療機器等でありますので、十分な院内協議を行っ

て選定をしていきたいと考えております。

５点目は、看護師の確保による看護基準７対１

の取得であります。看護基準７対１を取得し、病

院の安定経営を目指してまいりたいと考えており

ます。看護師確保により一層努めるとともに、看

護師が働きやすい環境整備に努めてまいります。

最後に、６点目、他医療機関、地域との連携で

あります。自治体病院等広域化・連携構想である

上川北部地域行動計画がまとまりましたので、他

の医療機関、地域の関係機関などと連携し、役割

分担を図りながら圏域全体の医療の充実に努めて

まいります。このほかさまざまな収益向上策や費
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用削減に取り組みながら、経営の安定に努めてま

いりたいと考えておりますので、御理解と御協力

をお願いしたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇９番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まず２５年度予算の関係であります

けれども、今扇谷総務部長からそれぞれ御答弁を

いただきました。それが全てだとは思いますけれ

ども、私は今回これを挙げたというのは市長の１

期目最後の予算編成に臨むに当たっての市長自身

の決意を聞きたかったと。内容的には、まさに部

長がおっしゃったとおりだというふうに思います

けれども、やはり民間から市長になられて３回予

算編成を終えられて、本格予算としては２５年が

最後ということになるのですから、そういう意味

でこれまでの３年間を振り返って、あるいは成果

も含めて今後この２５年というのは、市長訓令出

ているのですけれども、訓令を毎年読むのですけ

れども、そう差異がないと。ある意味では、国の

経済情勢や何か動いているのはそれはわかるので

すけれども、市長の熱意が読み取れないというの

がありましたので、ここは市長から２５年度予算

編成に、これ今財政課長査定、これから総務部長

あるいは副市長、そして市長査定と入っていくわ

けでありますが、市長の基本的な姿勢について改

めてお伺いしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどもどなたかの議員〇市長（加藤剛士君）

の御質問にお答えしたかもしれませんけれども、

今年度が総合計画の後期計画スタートの年という

ことで、同時にさまざまな実施計画もスタートし

ているということでございます。基本的にずっと

私地域の資源をさらに利活用することでもっとも

っと地域が元気になってよくなると、そうした話

をさせていただきました。その基本的な姿勢に変

わりはないし、そのことがまだまだ道半ばである

部分もあるし、これから育てていかなければなら

ぬ部分もあるということなのだろうと思います。

それらにしっかりと目配りをしていく予算という

意気込みでございます。

不足かもしれませんけれども、以上です。よろ

しくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

お答えをいただきまし〇９番（佐藤 靖議員）

たので、２５年度予算がどのような内容になるの

かを楽しみにお待ちしたいというふうに思います。

ただ、１つ総務部長に確認をさせていただきた

いのですけれども、午前中の答弁の中で１月中旬

に地財計画の情報を得ると。それと、もう一方で

は新政府は１０兆円の補正予算を組むという状況

の中で、基本的にはそうでしょうけれども、例年

名寄市の場合は答弁にもあったように２月中旬に

予算発表ということにしておりますけれども、そ

のことがずれ込まないのか。これから１０兆円の

補正予算案もどういうふうになっていくのか、前

倒しできるのか、先送りするのかというのもある

でしょう。そういう部長の答弁の中では、組み替

えも含めてという答弁をされていたので、それで

も２月中旬という数字は動かないのかどうなのか、

確認だけをさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

午前中も一部お答え〇総務部長（扇谷茂幸君）

をしておりますけれども、現在私どもが得ており

ます情報でいきますと今月の２６日に特別国会が

召集をされるということで、新内閣が発足という

ことで、その流れで来年の１月中旬に大型とされ

る１２月の補正予算、閣議決定がなされるという

段取りになっております。私どもが一番気になる

地方財政計画については、若干ずれ込むというこ

とが言われておりますけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり総務省が普通の自治体でありますと

１２月に予算の外郭含めて取り組みながら、１月、

２月上旬までにおおむね予算の策定が終わるとい

う、そういう状況があるということで、そこのと
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ころに支障が生じないような形で１月中にはある

程度固まった情報を与えていただけるということ

でありますので、最終的に国の補正予算の関係で

平成２５年度の予算との調整が当然必要になって

くるかとは思いますけれども、一応スケジュール

としては従前の２月中旬、記者発表に間に合わせ

るような形で、ぜひ予算は組んでまいりたいと考

えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

いろいろな国の状況も〇９番（佐藤 靖議員）

含めて、これからどういうふうに動いていくのか

読みづらいこともあるかと思いますけれども、部

長おっしゃるとおりに情報収集にはしっかり努め

ていただいて、市民生活に影響を与えない編成に

努めていただきたいというふうに思います。

それと、市長訓令の中で既得権あるいは既成概

念の話というのは、これも毎年記載されているの

です。私は、こういうこととか費用対効果という

のはもう予算編成の基本のキだと。改めてそれを

毎回言わなければいけないということが理事者側、

市長を初め副市長、あるいは財政を担当している

総務部長や何かを初め皆さんまだまだだという意

識が、職員にはまだまだこれが足りないのだとい

う思いで書かれているのか、毎年のことなので、

書いているのかというの、どうも毎年これが出て

くると、またかよ、またかよというのがあるもの

ですから、その基本的な既成概念あるいは既得権

あるいは費用対効果について職員の認識というの

は総務部長あるいは副市長はどういうふうにお持

ちでいらっしゃいますか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

この間市長訓令、総〇副市長（佐々木雅之君）

務部長通知の関係の中で同じような質問されてい

きますけれども、基本的には地方財政法にのった

形で地方公共団体の予算編成を行うのだというふ

うに思っています。これは、ちょっと言葉として

適切かどうかわかりませんけれども、常に市民か

ら御負担いただいた税金で仕事をしている以上、

基本的な考え方として毎年繰り返して訓令、通知

という形で発信をしています。これは、職員がそ

の辺のことに対する考え方が鈍いとかというので

はなくて、常に同じ基本的な考え方は訓令として

指示したいと思っています。ただ、既得権とか既

成概念とかにつきましては、時代の推移等を含め

て変わり得る可能性がありますので、それに対す

る去年までは既得権でなかったものが５年たって、

６年たってくるとそれがあたかも既得権、既成概

念的なものにもなる部分もありますので、この辺

はしつこいようですけれども、職員に向かっての

地方財政法の精神をしっかり理解をしてもらいな

がら予算編成してくださいということの意味も込

めて毎年同じようなものを発しておりますので、

決して職員がそのことに対して疎いとか、反応が

悪いとかということではありませんので、ぜひ御

理解お願いしたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

今佐々木副市長の御答〇９番（佐藤 靖議員）

弁、そのとおりだと思うのです。ただ、やっぱり

毎年１１月１日に出す市長訓令あるいは総務部長

の事務連絡というのは、職員の皆さんが緊張感を

持って読み取れるものにしていくべき。例えば基

本的なものは基本的なもので整理をすると。だけ

れども、来年度予算はこういうことでいくのだと

いう強い姿勢が見えてくると、やっぱり職員の皆

さんの予算編成の考え方もちょっと変わってくる

のかなと。今回午前中の答弁にもありましたよう

に、要求額が１０億円を上回るという、それはま

さに今までのやったことを自分もしっかりやりた

いと思うけれども、それ以上に市長は何を来年度

しようとしているのか。やっぱりそこをしっかり

伝えるような市長訓令なり事務連絡があってもい

いかなと私は思うので、その辺をちょっと検討す

べきだと思いますけれども、御見解をお願いしま

す。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

どちらかというと、〇副市長（佐々木雅之君）
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従来型の地方財政法に基づいた予算編成の指示だ

というのは私も理解はしています。ここは、民間

出身の加藤市長ならではの予算編成に対する訓示

についても次年度以降職員に発するメッセージと

して、もう少し工夫をした内容のものについても

検討してまいりたいと思っています。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ御検討をいただき〇９番（佐藤 靖議員）

たいと思います。

続いて、職員の皆さんの出張に関して、道外研

修に関してでありますけれども、もちろん仕組み

づくりも必要という話をされていましたけれども、

以前このことについては東議員も同じような質問

をされております。私どもも議会としては、各常

任委員会を含めて道外に視察に行くと。今事務局

の皆さんにお世話になって行っていますけれども、

例えばそれにプラス職員の皆さんも一緒に、皆さ

んと言うと５人も１０人もになるとちょっと旅費

出ますので、そんなわけにいかないでしょうけれ

ども、若い職員のスタッフの皆さんとやっぱり所

管の議員が一緒に行くということも私は必要な時

代に入ってきたと思うのです。確かにインターネ

ットを含めて情報は机に座っていても手に入れら

れますけれども、我々もそうでありますけれども、

現地へ行って苦労する職員の皆さんに話を聞くと

いうのはとても有意義なことでありますし、それ

が名寄市政に生かせる状況であるという判断で各

常任委員会は視察に行くわけでありますので、ぜ

ひ仕組みづくりをいつまでにして対応しようとさ

れているのかをお答えをいただきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

この間行財政改革を〇総務部長（扇谷茂幸君）

進めてまいりまして、随分市役所の組織もスリム

化が進んでおります。今後あわせて団塊の世代が

大量退職というときになって、やはり職員の質的

向上というのが喫緊の課題になるというふうに考

えております。一方では、どうしても経験不足が

否めないということも現象としては出てくるのか

なという心配もございます。今後職員の資質の向

上を図るために、さまざまな研修機会を設けると

いうことを考えて、現在も研修をいろいろ取り組

んできておりますけれども、なかなかこの間取り

組んでくることが難しかった道外の研修につきま

してもやはり一定程度検討していく時代に入って

いるのかなというふうには思っております。今回

の予算の中で全て原課からそういった内容が上が

ってくるとは実は思っておりませんが、今後年度

内に入りましても、新年度に入りましても必要な

ものについては随時精査をしまして、そして補正

予算なりという対応も含めて対応して、必要な研

修機会についてはぜひ確保を図ってまいりたいと

考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

ということは、仕組み〇９番（佐藤 靖議員）

づくりは年度内に行うという解釈でよろしいです

ね。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

そのとおり努力した〇総務部長（扇谷茂幸君）

いと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

もう一方、職員倫理の〇９番（佐藤 靖議員）

関係でありますけれども、これは今いろいろな対

応を含めてやられていることですので、あえて過

去を掘り返すようなことは言いませんけれども、

とにかく１件の事件が発生した後の対応というの

がどうだったのかなという疑問を非常に私は持っ

ております。例えば文書を出しました。それはい

つのときに出したかというと、事件が何件か発生

した後のことでありますので、やはり１件発生す

るとちゃんと対応するというシステムも必要だと

思いますし、これ以上申しませんけれども、ただ

部長がおっしゃる行動指針の策定というのは、こ

れもいつまでにおつくりになるおつもりでしょう

か。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

行動指針につきまし〇総務部長（扇谷茂幸君）



－75－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

ては、全職員が初心に立ち返って、やはり公務員

としての倫理性でありますとか、公正な職務の執

行に対する、そういった気持ちを改めて喚起をし

ていくというような内容になろうかと思っており

まして、実は素案につきましては既に策定済みで

あります。年が明けましたら、速やかに市民の皆

さんの目に……済みません。一応庁舎内に張って、

そして職員、そして市民の皆さんにもしっかり常

に目に触れるような形で掲示をしながら、これま

での職員のいろんな不祥事につきましては戒めも

含めての、要するにそんなものにしていきたいと

いうふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

これも行動が早いこと〇９番（佐藤 靖議員）

を期待しておりますけれども、そこで市長にお伺

いします。

ちょっと午前中の山田議員とは逆の言い方をす

るかと思いますけれども、確かにこの３年間市長

はまさに名寄市のトップセールスマンとしていろ

いろなところに出向かれて、名寄市に成果をお持

ち帰りいただきました。それは私も評価をいたし

ますけれども、これからですけれども、今政権が

交代をして、職員も含めていろんな情報を得なけ

ればいけない。あるいは、これから名寄市は合併

の関係の補助金もだんだん減っていくという状況

からいうと、財政もしっかり考えていかなければ

いけない。もう一つは、職員、こういう事件があ

りましたけれども、やっぱり職員の倫理も考えて

いかなければいけない。そういうことを考えます

と、外に出ることも大切かもしれませんけれども、

一方ではやっぱり内政をしっかり充実する１年に

していくべきだというふうに考えますけれども、

市長の御見解をお伺いしておきます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

外も内も当然やっていか〇市長（加藤剛士君）

なければならない課題だと思います。議員がおっ

しゃるとおり、職員の行動や能力、仕事に自治体

の浮沈がかかっていると言ってもいいと私も思っ

ています。そのために常にやっぱり市民の皆さん

から信頼される姿でなければならないし、この間

も町内会のアンケートということで全員に配布を

させていただきましたけれども、そうしたことか

ら我々職員が始めていくことが基本なのではない

かと、そんなふうにも思っています。来年度は、

杉並区に加えて総務省の外郭団体であります地域

活性化センターにも職員を１人派遣する予定を持

っています。加えてさまざまな体験型というので

しょうか、場合によっては職員も先ほど議員おっ

しゃられたとおり外から自分の組織を見てみると

いうことは何よりも勉強になるのではないかとい

うことを含めての研修の面、さらにはこの間私も

職員と膝を交えて話をする、対話をする機会も少

なかったのかもしれません。そうしたことも反省

をしながら、来年はぜひ横断的にさまざまな世代

とさまざまな係、課といったところでの単位、単

位で膝を交えて話をする機会も積極的に設けてい

きたいなというふうに思っております。よろしく

お願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

議長から御指示があり〇９番（佐藤 靖議員）

ましたので、余り長くすると怒られますので、ち

ょっと最後はまとめて言いたいと思います。

市街地活性化の件でありますけれども、どうも

湯浅室長、担当も含めてですけれども、にぎわい

をつくるということに、室長の御答弁にもありま

したけれども、やっぱり夢を持たないとにぎわい

というのはつくれない。例えば利用団体だとか入

居団体とか、そういうところと協議をしてどうや

って使いますかということではなくて、本当に楽

しいぞというものにしていかなければいけないと。

そういう意味では、１つはやっぱり昔１回やりま

したけれども、「な・よ・ろの日」という。７月

４日午後６時というのが「な・よ・ろの日」とい

うことで、３・６で１回綱引きをやりましたけれ

ども、そういう取り組みをやっぱりあそこでやっ

てみると。極端に言えばシャッターが閉まってい



－76－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

るところ、一日でもいいから借りて全部あけてで

も煮込みジンギスカンやるとか、要するに駅前を

中心に６丁目をもう一度平成の最にぎわいのとき

のように人が往来するような夢をつくる。そうい

う取り組みが必要だし、もう一方、四季に応じて

といって話ししていましたけれども、４月６日午

後７時になれば今度よろーなの日ということで、

４月にもそういうイベントをしてみるとか、何か

楽しいことをもっと積極的に考えたほうがいいの

ではないですか。何か団体と団体とと話している

と、やっぱり団体もそれぞれ例えばあそこに調理

場がないので、物ができないとかなんとかと出て

くるわけでありますので、それではなくて本当に

あそこにこの日はみんな集まるとか、市外に出て

いる人たちもこの日だけは名寄は楽しいと言われ

るような取り組みの中核にあそこを置かないと意

味がないと私は思いますし、そのためにも駐車場

はしっかりとやっぱり整備をする。これは、極論

かもしれませんけれども、西條さんに売りました。

売ったけれども、集客施設の場所はまだ何も建設

されていません。逆に極論で言えば買い戻したら

どうですか、市で。もう一回それを駐車場に使っ

たらどうですか。あるいは、それができるまで市

で借り受けて駐車場にできないのですかと。南広

場というのは、相当丁目を含めて今の高齢化社会

で歩けといったってそれは無理であります。それ

だったら、例えば長崎屋さんの跡、今もう更地と

いうのはなっているわけで、あそこは借りられな

いのか。そういういろんなやっぱり努力をしてい

って、人が集まりやすいようなものをつくってい

くと。入居団体は３６台のスペースを利用しない

というのは基本でありますけれども、それがない

と例えば駅の駐車場にとめる、あるいはＱマート

さんの前へとめるという事態が絶対、なよろ眼科

さんの前、道路上駐車を含め、必ず苦情なりトラ

ブルが発生すると思いますので、そういう楽しい

ことを考えるのとそれを楽しくして利用できるよ

うな体制をつくるというのが喫緊の課題だと私は

思いますけれども、その辺について久保副市長は

どういうふうにお考えですか。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御質問あるい〇副市長（久保和幸君）

は御指摘もいただいた点についてお答えをしたい

と思います。

確かによろーなを夢のある施設にしたいという

思いは、設置する側としてもしっかり押さえてま

いりたいというふうに思っております。先ほど提

案のあった４月６日午後７時、あるいは午前７時

になるかもしれませんが、商工会議所もその日に

記念イベントをやりたいという提案もありますの

で、そういう夢のある提案も現実に出ております

し、また私どもも設置する側として単なる団体に

意見を聞くだけではなくて、投げかけや提案も含

めて一緒に夢づくり、にぎわいづくりをしましょ

うという、そういう基本姿勢で新年早々から臨ん

でみたいというふうに思っておりますので、この

点については御理解をいただきますようお願い申

し上げます。

さらに、駐車場の関係では、さきの議会でもい

ろいろと確保に向けた御意見いただきました。私

どももしっかり受けとめているところでありまし

て、にぎわい創出することによって駐車場は不足

するというのも当たり前の話ですので、逆に考え

ると駐車場を確保することによってまた新たなに

ぎわいができるということにもつながるというふ

うに思っておりますので、先ほどお話のありまし

た２つの提案も含めて検討させていただきたいと

思いますので、御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間が参りましたので、〇９番（佐藤 靖議員）

それぞれ前向きに御検討されることを御期待して、

一般質問を終わりたいと思います。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

（仮称）複合交通センターについて外２件を、
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東千春議員。

議長より御指名をい〇１９番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をさせていただ

きます。

まず、（仮称）複合交通センターについてでご

ざいますけれども、質問内容が若干重なっており

ますけれども、お許しをいただきたいと思います。

駅前交流プラザよろーなのオープンは、商店街の

にぎわい創出や地域経済の振興が期待をされてお

ります。広いスペースを確保したエントランスホ

ールや多目的会議室の飲食などを含む積極的な利

用が求められておりますが、どのような利用を考

えておられるのかお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目に通告がありました商店街との協議につ

きましては、重なっておりますので、省略をさせ

ていただきたいと思います。

３点目、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会

が入居して、観光情報の発信場所となっていくわ

けでありますけれども、あわせて名寄市内の行政

情報、民間のイベント情報等を一挙に発信するこ

とができれば交流人口にもつながるのではないか

と思いますが、考え方をお知らせください。

４点目、３点目でしょうか。よろーなと隣接し

て商業施設が営業を始めましたが、南側はあいた

ままとなっております。よろーなの駐車場不足も

あり、当面このあいた場所を駐車場として利用し

てはいかがかと思いますが、考え方をお知らせく

ださい。

大項目の２点目、交通安全対策についてでござ

います。名寄市では、死亡事故ゼロの記録を更新

するなど好ましい状況にありましたが、残念なこ

とに最近痛ましい事故が多発しております。子供

を交通事故から守るために、ヘルメットの着用を

進めるべきではないかと思いますが、考え方をお

知らせいただきたいと思います。

２点目、幼児、子供に対する自転車の安全運転

教室は、それぞれの学校などで行われていると思

いますが、現状と今後の対応についてお知らせを

いただきたいと思います。

３点目、小学生へ交通安全教室とともに子供自

転車運転免許証を交付する自治体の事例があり、

有効な取り組みではないかと思いますが、どのよ

うに評価をされるのかお伺いします。

大項目の３点目、（仮称）市民ホールについて

でございます。（仮称）市民ホールは、音響のよ

さ、使い勝手のよさが求められますが、あわせて

どのようなソフトを織り込むことができるかが大

切です。管理委託のあり方や人材確保の基本的な

考え方とオープンまでの間の準備のスケジュール

についてお知らせください。

２点目、文化振興条例の制定に当たり、市民意

見をどのように取り入れようと考えておられるの

かお知らせをください。また、その後条例制定に

伴う行動計画のようなものを策定する考えがある

のかをお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

東議員からは、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

大きな項目で３点の御質問をいただきました。大

きな項目の１点目は私から、大きな項目２点目、

３点目は教育部長から答弁させていただきますの

で、よろしくお願いをいたします。

大項目の１、複合交通センターの利用促進の考

え方についてお答えをいたします。先ほど佐藤議

員の御質問の答弁と一部重複することがあります

ので、お許しいただきたいと思います。施設の利

用想定につきましては、これまで市民会館を利用

していただいた団体や入居予定の団体を初めとす

る各団体の皆さんから広く面積を確保したエント

ランスホールや３区分して利用可能な大会議室、

また夏期間の利用に限られますが、屋外イベント

スペース及び屋上交流スペースなどの利用につい

て御意見をいただいています。想定される利用に

ついては、名寄市の特産品の販売、農産品の直売、

フリーマーケット、各種サークルの展示ですが、
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議員御指摘の飲食については各団体主催によるビ

ールパーティーの意見がありました。また、イベ

ントの中で食べ物や飲み物を提供したり、飲食に

関する催し物の開催等が想定されます。そのほか

にイベントなどがないふだんのときにおいても誰

もが気軽に立ち寄りたくなる環境づくりや名寄市

立大学や市内の高校、小中学校にも施設の利用を

呼びかけ、観光協会や各部署が主催する各種イベ

ントのサテライト会場としての位置づけなどの意

見がありましたので、それぞれ関係する団体が次

の事業計画を立てる段階でいつごろどのような内

容で開催できるのか、それぞれの団体関係者と個

別に具体的な協議を行ってまいりたいと考えてい

ます。（仮称）複合交通センターの設置場所が中

心市街であること、交通の拠点であること、他の

公共施設とは違った複合的な機能を持っているこ

となど、その優位性を生かした利用について入居

団体を初めとする名寄市観光交流振興協議会等か

らも多くの意見やアイデア等をいただき、利用の

促進を目指してまいりたいと考えています。

次に、小項目の３、観光を初めとする情報発信

のあり方についてであります。観光インフォメー

ション業務を担っていただくＮＰＯ法人なよろ観

光まちづくり協会では、（仮称）複合交通センタ

ーにお客様が来館していただいた際に広く目に触

れていただくことができる情報案内板として、電

子掲示板であるデジタルサイネージを設置する予

定でいます。このデジタルサイネージは、リアル

タイム的にタイムリーな情報の更新ができ、さま

ざまな情報コンテンツや動画情報など一定の間隔

で表示することが可能な多機能型表示板で、現在

ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会と発信すべ

き情報内容について協議をしておりますが、市外

からのお客様へは市内の観光マップ及びイベント

情報や求めに応じて商店街、飲食、宿泊施設等の

情報を中心に、また市外に向けた行政情報を中心

に発信し、市民へは市民向けの行政情報、催し物

情報、さらには周辺市町村の観光情報も掲示する

ことを検討しており、市内外は問わず来館者が求

めている情報提供に努めていきたいと考えており

ます。

次に、駐車場対策であります。先ほどの佐藤議

員の答弁と重複しますことをお許しいただきたい

と思います。（仮称）複合交通センターの駐車場

については、３６台確保しておりますが、近隣に

まとまった市有地もなく、施設に面した大通は駐

車禁止となっており、場合によっては不足するこ

とが予想されます。現在までの各団体及び市民会

館の利用団体などとの協議の中でも市内循環バス

など公共交通機関の利用をお願いしているところ

であり、入居団体においてもそれぞれの団体で駐

車場の確保をお願いしているところです。また、

多数の利用が見込まれるイベント時は、市有地で

ある南広場を臨時駐車場とすべく管内所管部局と

課題を含めた調整が必要ですけれども、施設の利

用申請の際に駐車場の利用予定を申していただく

ことで一定の駐車スペースを確保したいと考えて

おります。また、現在利用者のために新たな駐車

場確保に努めておりますが、議員御指摘の商業施

設の空き地については、先ほど久保市長から佐藤

議員のときにお答えしていましたとおり、総合的

な判断で対応してまいりたいと思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、交通安全対策についてと３の（仮称）市

民ホール建設計画の進捗状況について答弁をさせ

ていただきます。

まず、大項目２、交通安全対策についての小項

目１、子供たちへのヘルメット着用についてでご

ざいます。本年８月に発生をいたしました乗用車

と自転車の小学３年生との出会い頭の交通事故に

つきましては、懸命な治療のかいなく、１１月に

お亡くなりになるという痛ましい結果になりまし

た。道内の児童の自転車使用中における交通事故



－79－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

は、平成１９年から２３年の５年間の統計では死

者２人、負傷者１０６人となっており、下校時

間帯の１５時から１７時に多発していると言われ

ております。名寄市内小中学校では、小学校で６

校、中学校では全中学校４校で幾つかの条件を設

けまして自転車通学を認めております。ヘルメッ

トの着用につきましては、小学校では通学許可を

受けた全員が保護者の責務としてヘルメットの着

用を義務づけしてございます。中学校ではヘルメ

ットは着用しておりませんが、交通安全宣言書と

車体の特色を記入した申請書を学校に提出をし、

安全意識を持って通学する指導をしております。

また、小学校の放課後におきましては、児童のヘ

ルメットの着用自体は義務づけをしておりません

が、郊外校の多くでは登下校時と同様放課後でも

ヘルメットの着用を指導しているほか、各学校の

校外生活での決まり事の中では自転車に乗るとき

はヘルメットをかぶりましょうなどの項目を設け

て、保護者に対しての指導をしております。最近

では、まちの中で低学年と思われるお子さんがヘ

ルメットを着用して自転車に乗っている光景も見

受けられ、放課後での着用が保護者の間でも少し

ずつですが、浸透してきたように思われます。さ

きに述べました統計にもありましたように、自転

車による交通事故の発生は放課後に多発をしてお

り、今後も学校を通じて引き続き放課後のヘルメ

ット着用をお願いをしてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目２、小学生への交通安全教育につ

いてであります。北海道における平成２３年度の

交通事故の死傷者は１万８９５人で、そのうち

児童の死傷者数は４３２人、全体の２％を占め

ております。そのうち自転車利用中を含めまして

死傷者が４人で、過去５年間にさかのぼると１３

人が犠牲になっているということでございます。

学年別の死傷者数では、小学校１年生が最も多く、

低学年ほど事故件数も多くなっております。登下

校の時間帯や道路横断中の事故が多く、いわゆる

飛び出しなど児童の側に過失があることが多いと

いう報告がなされております。名寄市の取り組み

としましては、幼児、児童に対する交通安全教育

を行っております。幼児につきましては、市内４

カ所の幼稚園で交通安全についての親子で学ぶこ

ぐまクラブで、それぞれ年間１０回程度名寄市交

通安全推進員、女性交通安全教育指導員による人

形劇とか紙芝居、ビデオやゲームを通じました交

通安全教室を実施をしております。また、児童に

つきましては新入学時にあわせまして、市内全部

の小学校１１校で全学年を対象に交通安全教室、

いわゆる自転車教室を実施をしております。この

ほかにも名寄警察署、名寄交通安全協会などの協

力を得ながら、交通安全教室を随時実施をしてき

ているところであります。あわせて本年名寄自動

車学校で購入をいたしました自転車シミュレータ

ーを使用いたしまして、小学生を対象に実際に道

路上の危険を体験させることで基本的な交通ルー

ル、マナーを身につける交通安全指導を行いまし

た。今後におきましても幼児、児童に対して歩行

者及び自転車の利用者として必要な知識や技能を

習得させ、道路及び交通の状況に応じて安全に道

路を通行するための意識及び能力を高めるよう各

教育機関や関係機関と連携をして指導してまいり

たいと思います。

小項目の３、子供の自転車運転免許についてで

ございます。子供の自転車運転免許制度は、自転

車を利用する小学生に対しまして警察とか自治体

などが連携をして自転車の安全な乗り方を指導す

ることにより、自主的に基礎的、基本的な交通ル

ールを覚え、交通安全に対する意識を高めて、安

全講習や学科試験、実技試験を行った後、免許証

を交付をするというものであります。この制度は、

埼玉県などを筆頭に一年中自転車に乗ることがで

き、道路幅が北海道よりは狭い本州などで多く行

われており、児童の交通安全に対する意識を高め

る上で有効な取り組みとは思われます。名寄市で

は、道幅も比較的広く、交通量も少ない地域です
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けれども、ことし発生いたしました自転車による

事故は改めて安全を認識し、交通ルールも守るこ

との大切さを教訓として残した事故でございまし

た。このような交通事故から幼い命、とうとい命

を守るため、自転車免許を交付する方法も一つの

手段としては認識をしつつ、現在行っております

交通安全教室の中で幼児と小学校の交通安全指導

を徹底をしたいと考えております。また、家庭へ

の交通安全の啓発を進め、今後も警察署、学校、

保護者一体となって交通安全に対する認識を深め

てまいりたいと考えてございます。

大項目の３、（仮称）市民ホール建設計画の進

捗状況でございます。小項目の１、（仮称）市民

ホールの管理運営についてお答えをさせていただ

きます。（仮称）市民ホール施設の管理運営につ

きましては、隣接をする市民文化センターと一体

的な管理運営をすることから、市の直営となりま

すが、ホール部分に関する事業の一部を民間委託

をする予定でございます。その内容につきまして

は、１つはホールの技術的な管理機能であります。

音響及び照明などは専門的な技術を要することか

ら、技術を習得した人材を長期的に配置する必要

があり、民間の活力を求めるものであります。

次に、情報発信機能であります。コミュニティ

ーＦＭを活用して芸術文化情報はもとより、地域

情報、各種イベント情報や防災情報の発信を行う

ものであります。事業の告知や報告にとどまるば

かりでなく、現在施設でどのような事業が行われ

ているかなど、タイムリーな情報提供が可能にな

るものと考えております。

３点目は、文化芸術事業機能であります。今後

は、今までの舞台芸術劇場実行委員会をさらに拡

大した組織をつくり上げることとし、その中には

文化芸術関係者の参加をいただくこととしており

ます。また、開館後の実施事業などの実施に当た

りましては、市民の意見を反映するシステムづく

りも必要と考えております。本年９月に選定をい

たしました業務委託候補事業者のエフエムなよろ

とは、確認書を交わす中、現在近隣の公共ホール

の施設視察に同行をいただきながら、共通認識を

持ちつつ、今後の施設間連携などを模索すること

としております。特に文化芸術事業に関しての人

材の登用につきましては、本年９月に公演をいた

だきました東京都杉並区の区立杉並芸術会館、座

・高円寺の芸術監督であります佐藤信氏を文化芸

術に関するアドバイザーとして委嘱をして、市民

ホールにおける多様な実演芸術の活用について指

導、相談をいただける体制を構築する予定でござ

います。また、舞台運営や演出等の人材確保を含

めました協力体制をつくっていく考えであります。

（仮称）市民ホールの建設スケジュールにつき

ましては、来年６月に本体工事に着工いたし、平

成２６年１０月にオープンをさせる予定でござい

ますが、こけら落としなどオープン記念事業を行

いますには出演者のスケジュール調整のため、１

年前後前には確定をしなければならないことから、

さきに述べました自主事業などを実施する実行委

員会を来年の夏までにはきちっとした組織化をす

るとともに、市民団体が自主企画事業などをしや

すくする仕組みづくりも検討をしているところで

ございます。

小項目２の芸術文化の振興に関する考え方の文

化振興条例についてでございます。これまで当市

では、名寄市の総合計画の中で心豊かな人と文化

を育むまちづくりを基本目標の一つとして掲げ、

文化振興条例の制定を実施計画事業として取り上

げてまいりました。あわせて平成２０年度にスタ

ートをした名寄市社会教育中期計画の中でも推進

方策として文化振興条例の制定を位置づけていた

ところでございます。これまで条例の制定には至

っておりませんが、社会教育中期計画に地域文化

の検証と創造を推進するための主要施策を定めて、

市民の文化活動の奨励や支援、芸術文化鑑賞の機

会の拡充、文化芸術に関する交流や環境の整備、

文化財の保護など文化振興に努めてまいりました。

現在平成１９年度に策定した社会教育中期計画の
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終了に伴いまして、平成２５年度から５カ年間の

第２次の社会教育中期計画を策定中であり、文化

振興条例につきましても制定の方向で審議をいた

だいているところであります。今後は、答申に基

づきまして平成２６年度の（仮称）市民ホールの

開館前までには文化振興条例の制定を提案をする

考えでございます。

なお、条例の制定に当たりましては、条例その

ものにつきましては基本的な理念、基本方針を定

めるものとし、規則では条例の理念推進に当たっ

ての市民の文化活動に対します援助、支援などを

定める考えでおりますので、一連の経緯の中で社

会教育関係者、芸術文化団体の意見を反映したい

と考えております。また、行動計画的なものにつ

きましても（仮称）市民ホールを核として名寄市

全体の文化振興が図れるものとなるよう文化芸術

団体や今後設立を予定をしております実演芸術の

実行委員会や利用される団体などから意見を伺い

ながら、検証を進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいた〇１９番（東 千春議員）

だきましたので、再質問させていただきたいと思

います。

まず、よろーなについてお伺いをしていきたい

と思います。さきの佐藤議員とほぼ重複してしま

ったなという感を持っておりますけれども、あえ

てお伺いをさせていただきました。３点目の駐車

場に関しては、御答弁がありましたけれども、ぜ

ひそのようなことで交渉していただきたいという

ふうに思っております。名寄市があの土地を商業

会社に販売した目的というのは、地域の振興です

とかにぎわいづくりというのが目的だったわけで、

あそこにアパートを建ててもらいたかったわけで

はないのではないかというふうに思っております。

もうあそこまできてしまいましたので、これから

どうこうということにはなりませんけれども、せ

めてこのよろーなを市民に有効に使っていただく

ためにはやはり駐車場が必要だと。そういった認

識は、前の佐藤議員と私も共通しておりますので、

ぜひそこら辺のところは精力的に進めていただき

たいと思いますけれども、特に決意がありました

ら、お知らせをいただきたいと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

佐藤議員と同じ答えに〇副市長（久保和幸君）

なろうかと思いますけれども、精力的に進めてい

くということでお答えをさせていただきたいと思

います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

それでは、この利用についてさまざまな利用団

体等と協議をするだとか答弁をいただきましたけ

れども、例えばビールパーティーをするだとか、

会食を含む事業もここでやるということになりま

すと、喫煙、これが館内は禁煙にされようとして

いるのか、あるいは喫煙場所を設けようとされて

いるのか。例えば飲食なんかが入った場合には、

喫煙というのは多分したいのではないかなという

ふうに思うのです。外に出てするというのは、私

は余り格好がよくないなというふうに思いますの

で、どこか仮に喫煙場所というのをしっかり設け

て受動喫煙にならないような仕組みづくりをすれ

ば、館内でもいいのかなというふうに思っており

ますけれども、それに関する考えをお知らせいた

だきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

分離ができれば、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

要するに受動喫煙のそういったことができるので

あればというようなお話だったのですけれども、

現段階では一応屋上と、それから屋外に喫煙スペ

ースを設けたいというふうに思っています。中に

ついては、今現在は禁煙ということに考えており

ます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）
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例えば病院とかだっ〇１９番（東 千春議員）

たら、敷地禁煙だとかというのは、私はそれは仕

方がないなというふうに思っております。しかし、

よろーなの目的というのはにぎわいづくりなので

すよね、健康づくりではなくて。そういった観点

からすると、余り厳しい制約を設けるというのも

いかがなものかなというふうに思っておりまして、

そのほうがより使い勝手がよいと市民の皆さんに

思ってもらえるのであれば、そういうふうな方向

で進めてもいいのではないかなというふうに思い

ますけれども、今後そういうふうな検討の余地が

あるのかないのかお知らせいただきたいと思いま

す。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

よろーなの施設につき〇副市長（久保和幸君）

ましては、基本的に多世代の方々に利用していた

だくということ、先ほどの答弁でもお答えをさせ

ていただきました。特に高校生、小中学生にも多

岐にわたって使ってもらいたいということで、各

学校にも要請していきたいというふうに考えてお

りますので、できるだけ館内でそういう刺激のあ

るようなことも、教育の場としても使いたいとい

うことも考えておりますので、その点については

後ろ向きの検討をさせていただきたいということ

で答弁をさせていただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

決してたばこを吸っ〇１９番（東 千春議員）

ているところを見せるのがそんなに教育上悪いと

は私は思っておりませんで、できればこれから副

市長からそういうふうな答弁ありましたけれども、

考え直していただけるのあればありがたいなとい

うふうに思っております。

次に、施設を利用する際に、やはり会議なんか

を行う場合、あるいは少々のイベントを行う場合

に音響なり明るさ、適度の照明だとかというのも

必要になろうかなというふうに思っております。

私前からちょっと嫌みたらしく風連の風っ子ホー

ルについて、あれはいかがなものだったのだと、

費用対効果はどうだったのだというふうなお話を

させていただいております。ここに関しては、よ

ろーなではどのような計画をされているのかお知

らせをいただきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

エントランスホ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ールあるいは大会議室等については、一応スポッ

トライトの照明等を用意しております。それは、

貸し出しというか、備品として装備をしています。

それから、音響ですけれども、移動のスピーカー

とデッキというのですか、それがセットになった

のを整備する。備品として常備しておく予定にな

っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

仮設のそういったも〇１９番（東 千春議員）

のというのは、聞こえる程度のものかなというふ

うに思いますけれども、違いますでしょうか。も

う少しわかりやすく教えていただけるとありがた

いなというふうに思うのですけれども、例えば３

部屋通して使うということになると、そこそこの

広さになるわけで、そこに入っている皆さんがち

ゃんとスピーチなりなんなり、例えば民謡だとか、

そういうのはやるのかやらないのかわからないで

すけれども、そういったもの、人の声がきちっと

聞こえるだとか、そういったことには本当になっ

ていくのか、なっていかないのか、そこら辺はや

はりしっかりとするべきだと思うのです。大きな

大音量で音楽をやれるまでのものは、それは期待

しておりません。しかしながら、一定程度のもの

はしっかり備えて、どんな会議をやるのでもきち

っと聞こえるだとか、そういったことはやはり必

要だろうなというふうに思っておりますので、再

度答弁を求めます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

会議室には、音〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

響といいますか、会議ができて、それぞれ後ろま

できちっと聞こえるような音響設備は、これは据

えつけるものとして設置をしてまいります。ただ、
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能力がどれくらいかと言われると、ちょっと私そ

こまで把握しておりませんけれども、一定のもの

は計算されての音響の部分はあるというふうに考

えています。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

後で失敗したという〇１９番（東 千春議員）

ことのないように、いろんなところをちゃんと調

査をしていただいて、後戻りのない、手戻りのな

い備品の整備をぜひよろしくお願いしたいという

ふうに思います。

次行きます。交通安全についてでございます。

詳しく答弁をいただきました。他市では、例えば

子供にヘルメットを奨励する場合に行政が補助金

を出しながら奨励をするという例もあるように思

っておりますけれども、やはり名寄市がやってい

るように基本的には保護者がしっかりとした認識

を持っていただいて、保護者の責任の中でしっか

りと子供たちにかぶせてもらうと。そこがやはり

基本かなというふうに思います。それで、保護者

の方にいかにしてこれを理解していただくのか、

この重要性についてわかっていただくのかという

のは、やはり行政の責任としてお知らせをしてい

くというのが必要なことではないのかなというふ

うに思っております。答弁の中でも一定程度ござ

いましたけれども、こういった学校現場、あるい

はそういったところでのお願い、御指導というこ

とになるのかもしれませんけれども、今後さらに

例えばこういった部分で強くお知らせをしたいの

だという、そういったところがあればお知らせを

いただきたいなというふうに思います。

それと、先ほど幼稚園ではこぐまクラブという

ところでお知らせをしているということだったの

ですけれども、幼稚園の高学年というのでしょう

か、年長さんのほうでもやはり自転車に乗る方が

いるかなというふうに思っております。そういっ

たところら辺の指導体制というのはどういうふう

になっているのかもあわせてお知らせをいただき

たいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ヘルメットの着用に〇教育部長（鈴木邦輝君）

関しての再質問をいただきました。先ほど答弁の

中でもお話しさせていただきましたが、各学校で

登校時、下校時での自転車通学に関しては一定程

度の条件を設けておりますというお話をさせてい

ただきました。これにつきましては、お子さんの

体の発達段階に応じて、登下校時に自転車を使う

のが妥当かどうかという判断かと考えております。

具体例を申し上げますと、名寄市内の中で下多寄

小学校では小学校１年生が自転車通学をする場合

には２学期から、それから日進小学校では小学２

年生以上及び南小学校、それから智恵文小学校、

風連中央小学校では３年生以上からの使用が妥当

と考えております。これは、教育的な配慮も含め

まして一定程度の体力、それから危機回避能力が

あれば自転車通学を認めるという学校側の基本的

な考え方と理解をしております。

もう一つ、平成２０年に道路交通法が改正をさ

れまして、自転車に関するルールというのが改正

となりました。この中で乗車用ヘルメットに関す

る規定では１３歳未満の児童、幼児の保護者は自

転車乗車時にはヘルメットをかぶらせるように努

力規定が設けられました。この部分は、幼い子供

たちにつきましては基本的には保護者が放課後家

庭生活の中できちっと指導すべきというのが法的

にも認められているという部分と理解をしており

ますので、今後名寄市教育委員会のいろいろな交

通安全指導の中で、これは保護者に対してきちっ

とお話をして、保護者の理解が得られるのが大前

提と考えているところでございます。

それから、各こぐまクラブの部分、幼児の部分

については私のほうでちょっと資料はございませ

んので、市民部のほうでもし答弁いただければと

思っております。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる幼児の部分〇市民部長（土屋幸三君）

についてであります。先ほど申しましたとおり、
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こぐまクラブというところで年少、小さいお子様

につきましては人形劇であるとか紙芝居、こうい

ったものを使いまして基本的なルールを教育とい

いますか、一緒になって勉強していると、こうい

うことであります。ただ、年長になりますと、そ

ろそろ自転車に乗れると。先ほど言いました体的

にも大体大きくなって、自転車に足が届くといっ

たようなことになりまして、補助輪つきながら自

転車に乗る、あるいは子供のほうから乗ってみた

いといったことも出てくるかと思います。これに

つきましては、こぐまクラブの中で、これは親子

で学ぶクラブですので、年長さんの部分につきま

してはそういった自転車に乗る場合につきまして

は子供だけで乗らないように、必ず親がついて乗

るような指導をしていますし、あるいはそういっ

たヘルメット等もかぶるように指導しながら勉強、

指導をしているというところでございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１９番（東 千春議員）

小学校の登校に際しては、その学校で判断をし

ながら指導しているということでございますけれ

ども、答弁にありましたように事故が起きるのは

放課後の学校が終わった時間帯が多いということ

もありますので、やはり保護者の皆さんの認識が

大切なのかなというふうに思いますので、ぜひこ

れからも積極的に指導していただきたいというふ

うに思います。

そういった中で、子供に対する免許証を例えば

講習会が終わった後に与えるとかというのは、意

識づけとしては子供の心の中に残るのではないの

かなというふうに思っております。財政的にもこ

れそんなにかかるわけでもないのかなというふう

に思います。例えば手間がかかるという部分はあ

るのかもしれませんけれども、それ以上の子供の

心に残る効果もあるのかなというふうに思います

けれども、再度これに関する考えがありましたら、

お伺いをしておきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

幼児、子供に対する〇教育部長（鈴木邦輝君）

交通安全教育につきましては、学校独自で行って

いるもの、また教育委員会が指導している部分、

それから先ほど答弁でさせていただきました市民

部が行っている部分等がございますので、この部

分につきまして議員おっしゃるとおり意識づけと

いう部分では大変意義のあることと思っておりま

すので、市民部とも協議の中で検証していきたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

では、次、市民ホー〇１９番（東 千春議員）

ルのほうの質問に移らせていただきたいというふ

うに思います。質問の冒頭、建物も大切だけれど

も、運営していくソフトも大切ですねというふう

なお尋ねをさせていただきました。これから例え

ば年間計画を立てて、この年はこういうイベント

をやっていくのだというバランスをとりながら、

年次計画を立ててやっていくことになるのかなと

いうふうに思っておりますけれども、この計画を

立てるのはエフエムなのか、あるいは名寄市なの

か。あるいは、さきのエフエムからの業務委託に

関する提案書を見せていただく中では、書いてあ

る中身的に言えばエフエムさんもかなり企画をし

たいのだみたいな書き方をしておられて、それを

よしとして契約になったということでありますけ

れども、そこら辺の整合性がちょっとわかりづら

い部分がありますので、お知らせをいただきたい

と思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

市民ホール、特に一〇教育部長（鈴木邦輝君）

番大きなホールを使いました文化事業につきまし

ては、これからどのようなものが具体的になるの

かの精査をする部分ではございますが、現在想定

している部分につきましては大きくは現在も貸し

館として教育委員会等が行っているいろんな事業、

それから各文化団体が行っている事業、そして新

たにできます芸術文化の実行委員会が行う自主事



－85－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

業、また委託業者の方が自主的に行う事業と主に

４つに分かれるのかなと考えております。この割

合につきましては、今後の活用の中での精査が必

要になってくるかと考えておりますが、年間計画

を１年以上前、もしくは期間を区切って立てるこ

とになると思いますので、当然ながら計画を策定

する段階で委託業者でありますエフエムさんと、

それから今まで行った教育委員会の文化事業との

整合性をとるように事前に綿密な打ち合わせをす

ることが必要と考えております。この部分につき

ましては、今後のエフエムさんとの協議の中でし

っかりと詰めさせてまいりたいと思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

委託業者とこれから〇１９番（東 千春議員）

協議ということは、まだ余りちゃんと決まってい

ないということなのでしょうか。他市の例を見ま

すと、この部分は直営でやっているというところ

もあれば、例えば朝日のサンライズホールなんて

いうのは専任の職員がいらっしゃって、本当に太

い人脈をつくって、いろんな事業を持ってくる。

それは、やはり長くやっていったからこそ人脈が

つくれたのかなというふうに思っております。行

政が直接行うというのは、やはり大きなメリット

があるのかなというふうに思いますけれども、人

事異動があっては引き継ぎというのがなかなか難

しい部分があるのかなというふうにも考えられま

す。そこら辺を考えたときに継続的にやるのであ

れば、例えばエフエムが年間計画を立てて、行政

がそれをきちっとチェックをしていくと。公平な

のかどうなのか、バランスがどうなのかとか、そ

ういうのを見ていく。あるいは、市民団体、市民

がそれこそチェックする団体のようなものがある

とか、そういった形をつくって、そういったとこ

ろも委託をしてしまったほうが逆に人脈だとかそ

ういうことを考えるとメリットもあるのかなとい

うふうにも思いますけれども、そこら辺の見解に

ついてお知らせいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

文化事業の計画段階〇教育部長（鈴木邦輝君）

での部分につきましては、先ほども今まだ実施設

計をしている段階の部分では若干おくれぎみだと

いうことは認めざるを得ないかなと思っておりま

す。現在委託予定業者のエフエムなよろさんとは、

主に各自治体のハード面での整備の部分について

の共通認識を持ちながら、その中で視察の中で今

お話もありましたように士別市のあさひサンライ

ズホールのソフト事業も含めてのお話等も伺って

いる段階でございます。計画を立てる段階で委託

させていただく業者と、それから行政側が共同作

業できちっとやり切るというのが一番大切なこと

だと思っておりますので、この部分についての連

携についてはきちっとさせていただきたいと思っ

ております。また、ただ行政職員の場合、なかな

か人事異動等がございますので、継続性という意

味ではある意味管理を委託する業者の方に一部そ

ういった継続性の部分はお願いする部分もあるか

なと思っておりますけれども、それにつきまして

も事前の協議の中できちっと方向性を出していき

たいと考えております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

もうそんなに時間が〇１９番（東 千春議員）

あるわけではないのかなというふうに思っており

ますので、なるべくそこら辺は早急に検討を進め

ていただきたいというふうに思います。

ちょっとこの項の質問を残して、条例について

もお話をさせていただきましたけれども、これに

ついても開館までに条例を制定をしていきたいと

いう答弁をいただきましたけれども、実際にはや

はり１年ぐらい前からこういう計画を立てたり、

もうそこから本当は始まっていなくてはいけなく

て、というか今から始まっていなくてはいけなく

て、そういう基礎があって、ではどういうふうな

ことをやりましょうかというのは必要で、ここも

非常に後手だったのかなというふうに思っており

ます。そういった中でちょっと不安に思うのは、
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箱物がほぼできた段階で、条例も大体その段階で

できると。本当にこれで大丈夫なのかな。もう少

し前倒し、少しでも前倒しでできて、せめて市民

に対する周知ができるというようなタイミングで

この作業を進めることというのはできないのかど

うなのか。社会何とかという計画の進捗状況を見

ながらというふうな御答弁もいただきましたけれ

ども、そこら辺の関連でどうしてもそのタイミン

グでなくてはいけないのか、あるいはどうなのか

というところでちょっと答弁をいただければと思

います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

条例制定についてス〇教育部長（鈴木邦輝君）

ピード感がないという御指摘をいただきました。

今審議をしております社会教育中期計画は、ほぼ

案がまとまりまして、来年の１月早々に答申をい

ただけるということでありますので、答申をいた

だいた後スピードアップをして、なるべく早くに、

これ条例ですので、議会提案がございます。定例

会の議会提案、少しでも早く提案できて、一定程

度の条例の基本的な考え方を市民の方に理解いた

だいた中で開館を迎えるというタイムスケジュー

ルを考えておりますので、少しスピードアップを

させていただきたいと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

できればよろしくお〇１９番（東 千春議員）

願いしたいというふうに思います。

今エフエムさんとともに他の施設を視察に一緒

に行かれているというふうなお話を伺ったわけな

のですけれども、ホールの設計の進捗状況といい

ますでしょうか、大きな大まかな形といいましょ

うか、方向性。多目的ホールですから、クラシッ

クもある程度できて、普通のスピーカーで鳴らす

音楽もできて、芝居もできてというふうなホール

ということになろうかなというふうに思いますけ

れども、例えばその中でもこの部分を特徴づけた

いなとか、そういった考えがまとまってきただと

か、方向性がちょっと見えてきただとか、そうい

った部分がありましたら、お知らせをいただきた

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

実施設計に入りまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

たのが２カ月ほど前かと認識をしておりますけれ

ども、皆さんには基本設計の中で大枠の部分につ

いての設計の概要についてはイメージをいただけ

たと思います。議員が御指摘のとおり、特に大ホ

ールの音響、照明、それから舞台装置の部分につ

きましては詳細設計の中で今検討しているという

段階でございます。特に音楽関係者、それから舞

台芸術の関係者にしてみれば、どういった使い勝

手のよいホールになるかという部分につきまして

大変関心、興味のあるところであると思いますの

で、舞台装置等の部分につきまして一定程度皆さ

んにイメージが湧くような図面等ができましたと

きには、何らかの説明する機会を設けたいと考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

これから先２カ月後〇１９番（東 千春議員）

から実施設計が、詳細設計が始まっていくという

ことで……

（何事か呼ぶ者あり）

始まっているという〇１９番（東 千春議員）

ことですね。そういった中で詳細設計が始まって

いながら、ハードの視察をしていくということで

あるのですけれども、こういう順番でいいのかど

うなのかなというふうには思うのですけれども、

見るということはまだこれから変える余地も若干

残されているという意味なのかなというふうに思

っておりますけれども、前私質問させていただい

た、観客の動線がどうなのかということをちょっ

とお伺いをしたのですけれども、今度は出演者が

大量に出演をする、例えば吹奏楽をやるとか、そ

ういった大会をやったときに出演者側の動線とい

うのは本当にこのようなままで十分だなというふ

うな環境になっているのか、再度お知らせをいた
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だきたいというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

いろいろなシミュレ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ーションの中での動線計画につきましては、基本

設計の中で一定の計画を持ちましたので、それに

ついては図面がございますので、お見せすること

ができるかと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それは、以前いただ〇１９番（東 千春議員）

いた図面がそうだということですよね。その図面

の中で、前も何度もちょっとお話をさせていただ

いたのですけれども、倉庫が本当にこの大きさで、

倉庫、収納場所です。いろんな方に聞くと、やは

り収納場所は後でいろんなものを置くのがふえて

いくよという話を伺うのですけれども、いろんな

ところに収納できるから大丈夫だというふうなお

答えを何度もいただいているのですけれども、本

当にこういうこの程度の収納場所で大丈夫なのか

どうなのか。いろんなところ視察に行かれたとい

うことですので、視察に行って、またその後いろ

んなお話も聞かれたかもしれません。そういった

中でこの大きさで本当に大丈夫だという確信が持

てるのかどうなのか、お答えをいただきたいと思

います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

倉庫スペースにつき〇教育部長（鈴木邦輝君）

ましては、さきに議員からも御指摘をいただいて

いるところでございます。また、ここ一、二カ月

の視察の中でもこちらの図面を各近隣の自治体の

担当者に見せますと、倉庫の位置、それからスペ

ース、総量の問題については少し少な目でないか

という指摘をいただいているという復命を受けて

おりますので、倉庫スペースにつきましては議員

の御指摘のとおりもう少し検討の余地があるのか、

余剰スペースを倉庫として使えるような部分につ

いての工夫の余地があるのかどうか検討させてい

ただきたいと思っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

一度つくってしまう〇１９番（東 千春議員）

と、なかなかこれは改築をするということはでき

ない問題ですので、最後ぎりぎりのところまで話

の中身を詰めていただいて、できた段階で使い勝

手がいいねというふうな周辺整備、ホールはいい

のだろうなというふうに思いますけれども、その

人の流れであるとか、物を置いたときに狭いだと

かというふうになっていたら、これ後でつくると

いったらもう多分無理だろうなというふうに思い

ますので、これは今が勝負だというふうに思いま

すので、ぎりぎりまで詰めていただいて、ぜひ使

い勝手のいい設計に努めていただきたいなという

ふうに思います。

音響がよいというのがやっぱりホールに求めら

れて、それが移動席が固定席になったという経緯

もあったのかなというふうに思います。それがや

っぱり市民の望みだったのだろうなというふうに

思っております。例えば音響で、スピーカーで鳴

らす音楽の場合、そういう音響装置あるいは照明

に係る、かけられる金額というのはどの程度ある

のか、またその中身はどの程度詰まっているのか、

現段階でわかる範囲でお知らせをいただきたいと

思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

申しわけありません。〇教育部長（鈴木邦輝君）

音響及び照明に係る金額については、私の手元の

資料では今ございませんので、後ほど担当と詰め

た金額をお知らせしたいと思いますので、お許し

ください。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

今わからないのは結〇１９番（東 千春議員）

構なのですけれども、金額は決まっているという

ことで解釈をしていいのか、それの設計の中身も

ほぼ決まったというふうに解釈をしていいのか、

そこら辺についてはいかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

金額につきましては、〇教育部長（鈴木邦輝君）

現在積み上げ中と認識しておりますので、まだコ
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ンクリートになっていない部分がさらにあるかと

思いますので、その部分につきましても後でお知

らせさせていただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

この部分につきまし〇１９番（東 千春議員）

てもなるべく搬入をしなくて済む形が使いやすい

ホールになるのかなというふうに思っております

ので、ぜひここら辺はなるべく余りけちらないで、

しっかりとしたものをつくっておけば持ち込みを

しなくても済みますので、その分利用者側にして

みれば搬入コストがかからない、そういうことに

なりますので、例えば団体に対する補助金を出す

と同じ意味になってくるのではないかなというふ

うにも思いますので、どうかここら辺のところも

余り節約をしないで、しっかりしたものの設計を

お願いしたいというふうに思います。

少し時間を残して、終わりたいと思います。

以上で東千春議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

１５時１０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１０分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

子ども・子育て支援関連３法について外２件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１０番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいりたいというふうに思います。

まず、子ども・子育て支援関連３法について質

問をいたします。このたび社会保障と税の一体改

革の一番重要なポイントは、子ども・子育て３法

であります。そして、この３法の趣旨は言うまで

もなく３党合意を踏まえた幼児期の学校教育、保

育、地域の子供、子育て支援を総合的に推進する

ことであり、その主なポイントは認定こども園の

制度の拡充、また認定こども園、幼稚園、保育所

を通じた施設型共通給付及び小規模保育等地域型

保育給付の創設、３つ目には地域の子供、子育て

支援の充実の３点であります。この制度が本格的

に動き出すのは早ければ平成２３年度ですが、本

格施行までの１年間、保育の需要増大に対応する

ため、新制度の一部を先取りして、保育緊急確保

事業である子ども・子育て支援法附則第１０条に

行われることとなっております。本市としてもこ

の国の動向を見きわめつつ、できる限り円滑に、

かつ速やかに新制度を導入できるよう万全の準備

をしていくことが重要と考えております。

そこで、具体的な質問をいたします。地域版子

ども・子育て会議の設置についてお尋ねをいたし

ます。国において平成２５年４月に子ども・子育

て会議が設置されることになります。会議の構成

メンバーとしては、有識者、地域公共団体、事業

主代表、労働者代表、子育て当事者等と事業に従

事する人が想定され、子育て支援の政策設定の決

定過程から子育てニーズがしっかりと反映できる

ような仕組みとなっております。子ども・子育て

支援法第７７条において、市において地方版子ど

も・子育て会議を設置することを努力義務化して

おりますが、子育て家庭のニーズを把握して施策

を行う仕組みは国のみならず、地方においても極

めて重要と考えております。本市においても子育

て家庭のニーズがより一層反映できるよう、来年

度から子育て当事者をメンバーとする合議制機関

を新たに設置することが必要と考えますが、どの

ような考えか、理事者の御見解をお願いいたしま

す。

名寄市事業計画の検討についてお尋ねをいたし

ます。今回子ども・子育て支援法の制定により、

全ての自治体が事業計画を制定しなければならな

くなっております。事業計画の期間は５年間にな

っており、その事業計画に当たっては国の基本指

針に基づいて子育て家庭の状況及びニーズをしっ

かり調査をし、把握することが求められておりま

す。平成２７年からの本格施行に向け、事業計画

を平成２６年半ばには設定するためにも平成２５
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年度で予算づけをして、事業計画策定に向けたニ

ーズの調査のための経費を計上することが必要と

考えますが、理事者の御見解をお願いいたします。

３つ目に、本市における実施体制についてお尋

ねをいたします。新制度の移行に当たり、事業計

画、条例の制定など関係部署の連携のもとでかな

り膨大な準備が必要となってきます。新たな制度

への円滑な移行を目指し、本市においても速やか

に準備組織を立ち上げて対応すべきと考えますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

４つ目に、利用者支援の相談体制についてお尋

ねをいたします。新たな制度への移行に向け、利

用者の中には具体的にどのような制度なのか、保

育料はどのようになるのか等々不安の声が数多く

寄せられております。利用者に対して新たな制度

について情報を丁寧に提供するとともに、地域子

育て支援拠点などの身近な場所で利用者の気軽な

相談にも応じられる体制を整えていく必要がある

と思われます。こうした取り組みを本市において

も来年度から実施すべきではないかと考えますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２つ目、学校施設における老朽化対

策の実施についてお尋ねをいたします。本市が管

理する公共施設の４割を占める学校施設の老朽化

が今深刻な問題となっております。これらの施設

は、昭和４０年代から５０年代にかけ児童生徒急

増期に一斉に整備されているものが多く、建築後

２５年以上が経過した建物が全体の７割を占めて

おります。平成２４年度４月、文部科学省は学校

施設の在り方に関する調査研究協力者会議のもと、

老朽化対策検討特別部会を設置、老朽化した学校

施設の再生整備のあり方や推進方法等について検

討を進めてまいりました。８月３０日、（仮称）

学校施設老朽化対策ビジョン中間報告を取りまと

められております。この中間取りまとめでは、従

来のように施設、設備にふぐあいがあった場合、

保全を行う事後保全型の管理から計画的に施設、

設備の点検、修繕を行い、ふぐあいを未然に防止

する予防保全型の管理へと転換を目指すことを求

められております。本市もこの予防保全、事後保

全体制で動き出しておりますが、さらに予防保全

の管理で長寿命化を図ることにより、全国公立小

中学校設備に今後３０年間で約３８兆円もかかる

と言われているところを約３０兆円まで予防保全

で圧縮できると試算をされております。現在は、

計画的に予防保全管理を行っている地方公共団体

は約１割にとどまり、建物の劣化診断や中長期的

計画の策定は３割にも達していないのが現状だそ

うです。学校施設の耐久化が進む中、子供たちの

さらなる教育環境の向上、安心、安全な拠点、地

域の防災拠点として安全性を高めるためにも老朽

化対策の積極的な取り組みが必要と考えられます。

そこで、具体的な質問をいたします。予防保全

の管理と長寿命化の推進のため、劣化診断の現状

把握についてお尋ねをいたします。建物の償却年

限やこれまでの改修履歴だけではなく、建物の劣

化状況や教育内容、方法に応じた施設の適用状況

など現状を的確に把握することが必要と考えられ

ます。また、その際対象施設がどの程度の状況で、

また状態であるのかを客観的に総合的に把握する

ことが重要と思われますが、本市の診断状況につ

いてお知らせいただきたいというふうに思います。

次に、中長期的計画策定及び推進体制の整備に

ついてお尋ねをいたします。目標耐用年数を設定

するなど各地方公共団体においても個々の施設に

ついて整備時期を明確にするとともに、既存スト

ックの状況と将来の利用状況を見きわめ長寿命化

を図ることやスペースの有効活用、規模の適正化

を図るなど施設のマネジメントを行うことが重要

であると思われます。また、将来の財政収支状況

も踏まえ、事業の平準化の視点も含めて中長期的

な整備計画を策定することも重要と考えられます。

建物の建設管理に係る経費のうち、運用管理段階

で発生する保全費、修繕費、改善費、運用費、光

熱費等々は、初期の建設費のコストの４倍から５

倍に達する例もあると言われております。このた
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め現状の把握によって整理した優先順位を踏まえ、

整備対象の重要化を図るとともに、目標耐用年数

やライフサイクルコストの算定も考慮に入れた実

施計画を策定することが重要であります。また、

教員や保護者、地域住民、関係する行政部局の参

画により幅広い関係者の理解、合意を得ながら計

画を検討、策定することが重要であると思われま

す。中長期的な計画の策定及び推進体制の整備に

ついて理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３点目、なよろコミュニティーバス

とデマンド交通についてお尋ねをいたします。な

よろコミュニティーバスは、現在実証実験で運行

されておりますが、ＪＲ列車との連携も含め、運

行をされております。冬期間になり、高齢者が利

用率が多くなり、利用者により北斗団地、ノース

タウンに帰る際、駅での待ち時間が長い、また接

続が悪い、帰れない等々の意見をいただいており

ます。また、デマンド交通の利用者からも名寄２

２カ所、風連１０カ所の停留所がありますが、そ

こにおろされて歩いていかなければならないとい

う御意見もあります。バス利用者の御意見やアン

ケートの結果について、またデマンド交通の運行

状況の課題についてをお知らせいただきたいとい

うふうに思います。

以上の質問を終わり、壇上での質問を終わらせ

ていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１の子ども・子育て支援関連３法につ

いて、大きな項目２は教育部長から、大きな項目

３は総務部長からの答弁とさせていただきます。

初めに、小項目１、地方版子ども・子育て会議

の設置について申し上げます。政府は、平成２４

年３月２日に少子化対策会議において決定された

子ども・子育て新システムに関する基本制度等に

基づき、同月３０日に子ども・子育て支援法案、

総合こども園法案及び子ども・子育て支援法及び

総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律案、略称、整備法案を決定するととも

に、同日第１８０回国会に提出いたしました。こ

れらの法律案は、５月以降衆議院本会議及び衆議

院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会に

おいて審議が行われましたが、６月１５日に民主

党、自民党及び公明党３党による実務者間会合に

おいて社会保障・税一体改革に関する確認書が取

りまとめられ、子ども・子育て支援法案及び略称、

整備法案に対する議員修正案と略称、認定こども

園法一部改正法案が国会に提出され、同月２６日

に衆議院特別委員会及び衆議院本会議で可決され、

その後これらの法律案は参議院における審議を経

て、８月１０日に参議院特別委員会及び参議院本

会議で可決され成立、８月２２日に公布されたと

ころであります。子ども・子育て関連３法の趣旨

は、３党合意を踏まえ、幼児期の学校教育、保育、

地域の子供、子育て支援を総合的に推進していく

とされ、その主なポイントとして、１つ目は認定

こども園制度の改善、２つ目は認定こども園、幼

稚園、保育所を通じた共通の給付及び小規模保育

等への給付、３つ目は地域の子供支援の充実とさ

れております。地域版子ども・子育て会議の設置

につきましては、国では有識者、地方公共団体、

事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て

支援当事者等が子育て支援の政策プロセス等に参

画、関与することができる仕組みとして、子ども

・子育て会議を平成２５年４月に設置を予定して

おります。市町村等では、合議制機関の設置努力

義務とされておりますので、国の動向を注視し、

検討してまいりたいと考えております。

次に、小項目２の名寄市事業計画の検討と小項

目３の本市における実施体制、準備組織の設置に

つきましては、関連性がありますので、あわせて

お答えをいたします。子ども・子育て支援法によ

り国の基本指針を踏まえ、潜在ニーズも含めた地

域での子供、子育てに係るニーズを把握した上で、

新制度の給付、事業の需要見込み量、提供体制の

確保の内容及びその時期を盛り込んだ市町村子ど
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も・子育て支援事業計画の策定が全市町村に義務

づけられました。市町村が策定する事業計画に係

る基本指針は、国で検討、策定され、平成２５年

度中に公表を予定されておりますので、国の動向

を注視し、検討してまいりたいと考えております。

現在国の財源見込みとして、消費税が充てられる

とされておりますので、新システムの本格施行は

消費税増税が見込まれる平成２７年度を予定され

ております。具体的な名寄市の事業計画の検討に

つきましては、国で設置されます子ども・子育て

会議を注視しながら、平成２２年３月に策定いた

しました次世代育成支援後期行動計画を踏まえ、

検討してまいりたいと考えております。また、そ

のときに行ったアンケートによるニーズ調査を平

成２５年度以降にも実施し、名寄市の新しい支援

計画をスムーズに策定できるよう準備してまいり

たいと考えております。

なお、来年度の準備に係る費用の予算化につき

ましては、充当財源が不透明でありますので、補

正予算も含め対応してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目４の利用者支援の相談体制につい

て申し上げます。名寄市においての子供、子育て

に関する相談体制は、保健センターで妊産婦健康

相談や乳児家庭全戸訪問、さらにはお父さん、お

母さん教室を開催、また地域子育て支援拠点事業

として名寄市内３カ所で地域子育て支援センター

を開設し、子育て相談を実施し、育児不安を解消

するための体制を整えてまいりました。保健セン

ターと地域子育て支援センターとの連携により、

孤立しがちな家庭への訪問などこちらから出向い

ていく支援も実施しているところであります。市

役所には、家庭児童相談員、母子自立支援員を配

置し、関係機関と連携を図りながら相談体制の充

実に努めてまいりましたが、今後も引き続き子供

の健全育成を進めるために、さらなる相談体制の

充実に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の２、学校施設における老朽化対策の実施に

ついて、小項目の１、予防保全型の管理と長寿命

化推進による劣化診断の現状把握についてお答え

をさせていただきます。

文部科学省においては、建築後２５年以上を経

過をした学校施設が約７割を占めるなど、老朽化

の進捗が深刻な状況を受け、有識者会議によりま

す検討を進め、本年８月３０日に学校施設老朽化

対策ビジョン（仮称）の中間取りまとめを行った

ところでございます。このビジョンによりますと、

現行では平均約４０年程度で改築、いわゆる建て

かえをしているものを現行よりグレードの高い改

修を行うことにより７０年から８０年程度の使用

をすることが可能としていること、さらに従来の

ように施設、設備にふぐあいのあった際に保全を

行う事後保全型の管理から、計画的に施設、設備

の点検、修繕等を行い、ふぐあいを未然に防止を

する予防保全型の新しい管理へと転換を目指すと

しております。名寄市におきましても建築後４０

年を一つの目安として学校施設の改築に取り組ん

できております。現在名寄南小学校の改築計画を

進めております。しかしながら、名寄市にあって

は旧耐震基準で建築された学校施設も残っている

状況にあることから、教育委員会としては適正配

置計画と連動した学校施設の改築による耐震化を

優先して行いつつ、耐震化されている学校施設に

つきましては適切な管理、修繕を行いながら施設

の長寿命化を図ってまいりたいと考えております。

劣化診断につきましては、目視等による確認につ

いては可能でありますけれども、明確な基準が示

されていないことやその後の総合的な判断を行う

技術職員が教育委員会には確保されていないこと

から、現状では実施が難しいということでござい

ます。

次に、小項目の２、中長期的な計画の策定並び

に推進体制の整備についてでございます。学校施
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設を長く有効に使い続けるためには、適切な維持

管理等中長期的な視野に立った施設や設備の保全

を計画的に行う必要があります。名寄市の学校施

設整備につきましては、平成２０年４月に策定を

した名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置に

関する基本方針と平成２１年１月に策定をした名

寄市立小中学校施設耐震化計画に基づきまして、

名寄東小学校の屋内体育館の危険改修であるとか、

風連中学校の施設移転による耐震化を行ってまい

りました。また、平成２３年４月に名寄市立小中

学校施設整備計画を策定をし、耐震化計画と維持

保全計画を柱に、学校教育を進めるために必要な

施設機能を確保し、充実した教育活動が展開でき

るよう学校施設の整備を進めることとしておりま

す。この施設整備計画については、平成２９年度

までの計画となっていることから、今後ともこの

計画に基づいて財源対策を見据えながら、学校施

設整備の各種施策を進めてまいりたいと考えてお

ります。議員の質問にもあったとおり、文部科学

省の学校施設老朽化対策ビジョンにおきましては、

今後どのような方向性が出されるかを見きわめな

がら、状況によりましては既存の名寄市の計画の

見直しを含めて推移を見守りたいと考えておりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目３、〇総務部長（扇谷茂幸君）

なよろコミュニティーバスとデマンド交通につい

てお答えをいたします。

まず、コミュニティーバスの運行状況と利用者

からの意見並びにアンケートの結果などについて

でありますが、高齢化社会に対応したバス文化の

創造と利便性の高い公共交通サービスの提供を目

的に、なよろコミュニティーバスの実証運行を本

年７月から実施し、約半年が経過しており、この

間利用状況調査、利用者からの聞き取りやアンケ

ート調査を実施をしてまいりました。今回の実証

では、新たに市内を大きく東回りと西回りに分け、

市内東回りについては旧東西線の路線を基本に市

立総合病院を含めた東側を回る路線に変更し、名

寄公園経由、南が丘団地経由各６便、１日計１２

便としております。また、市内西回りにつきまし

ては旧市内循環線を逆回りとしたほか、一部路線

を変更するとともに、通勤、通学やＪＲとの接続

を考慮して、朝夕の増便を行う一方、従来利用の

少なかった午後を減便し、１日２０便としたとこ

ろであります。再編後の７月から１１月までの５

カ月間の乗車状況につきましては、前年同期比で

市内東回りで８３９人、２２％の増、市内西回り

では０００人、１５％の減となっております。

一方、イオン徳田線は３６２人、１０％の増と

なっております。

また、利用者アンケートの結果についてであり

ますが、１０月に実施したアンケート調査では、

バスを初め医療機関や公共施設などを合わせて１

４カ所で調査票を配布し、７０人の方から回答を

いただきました。結果につきましては、バスの利

用目的は主に買い物や通院となっており、バスの

便数がふえ、利便性が向上したかの問いに、そう

思う、ややそう思うが４６％、そう思わない、余

りそう思わないが４６％、路線が変わり利用しや

すくなったかの問いには、そう思う、ややそう思

うが４０％、そう思わない、余りそう思わないが

３１％などの回答となり、意見が分かれておりま

す。また、自由記載欄では朝の通勤に有効で活用

しているとの意見がある一方、風、雨等を避けら

れる待合所の整備や乗り継ぎなしで目的地に行け

るよう改善を求める御意見をいただいているほか、

一部の時間帯でＪＲ名寄駅が終点となることから、

循環にならない便は自宅まで帰れなくて不便との

御意見もいただいております。今後については、

これら調査結果や市民からいただいた御意見を踏

まえ、さらには平成２５年４月から駅前交流プラ

ザよろーなも開設されて、施設への足としての利

用も期待されることから、より利便性の向上に向

けた改善を図りながら、実証運行を進めてまいり
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ます。

続きまして、デマンド交通についてであります

が、地域住民が利用しやすい新たな交通システム

の構築を目指し、２年間の実証運行を経て、現在

の下多寄線、デマンドタクシーとして運行に至っ

たもので、国庫補助路線として学生の通学や地域

住民の通院、買い物等の足として運行されており

ます。デマンドタクシーの運行は、全て予約制と

なっており、病院、学校、スーパーなど買い物な

どができる施設として名寄地区に２５カ所、風連

地区には１０カ所の指定場所を設け、自宅前から

指定場所へ向かう便を１日４便、指定場所から自

宅前に戻る便を１日５便として運行しております。

昨年１１月から運行を開始して１年が経過したと

ころでありますが、１年間で旧路線バスの乗車数

延べ１７４人に対し、デマンドタクシーバスの

乗車数は８８１人で、７０７人、３１６％の

増となっております。当初の想定では、旧路線バ

スの２倍程度の利用を見込んでおりましたが、想

定を超える利用状況で、時間帯によりましては車

両２台で運行せざるを得ないなどの課題も生じて

おり、今後さらに利用者が伸びる状況が続けば運

行体制の見直しが必要になるものと考えておりま

す。

以上、答弁といたします。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

では、再質問をさせ〇１０番（高橋伸典議員）

ていただきます。

まず、今回の。日本は、今少子高齢化が進んで、

社会保障を含めた予算が年間で１兆円ずつふえて

いくという状況が続いております。高齢化に伴っ

て社会保障が今は現状赤字国債等々の借金で運用

されている等の部分を踏まえて、本当にもう現役

世代もやはり正規雇用がなかなかつくれないとい

うことで、大変な状況を迎えております。その中

で今回３党合意で社会保障と税の一体改革で再来

年から消費税が８％、また次の年から１０％上が

るという状況になる中で、この消費税を年間１兆

円子ども・子育て支援関連３法のほうに運用され

るという流れになっております。２７年からこの

３法が施行するわけなのですけれども、現状今名

寄市でもいろんな施策をやられております。本当

にもうこの３法の中には、今やっている一時預か

りだとか、乳幼児家庭全戸訪問事業だとか、子育

て短期支援だとか、延長保育だとか、病児、病後

児保育事業だとか、放課後児童クラブ事業だとか、

妊婦健診事業だとか、いろいろある程度はまった

事業を行われているというふうに思うのですけれ

ども、今回子ども・子育て会議を国のほうでは内

閣府で新制度の準備室が立ち上げられて、その本

部がそのまま準備室として本部となって動き出す

ことになっております。そして、国でも子育て関

係の合議制の会議の設置が来年度からされるとい

うことになって、先ほど会議をまず名寄市でも立

ち上げてほしいということで言われたのですけれ

ども、今現状子育てに対する会議という合議会議

が名寄でもあると思うのですけれども、どういう

会議で何名ぐらいでお話をされているのか、ちょ

っとお聞かせいただきたいというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員がお話し〇健康福祉部長（三谷正治君）

になった合議制的な会議については、名寄市の部

分では設置してございません。しかしながら、子

育てに伴う先ほど説明申し上げました支援センタ

ーを中心にした事業の中では、それぞれ相談業務、

それから利用につきましては２３年度の実績であ

りますが、支援センターの利用では２３年度は

０２７組の１万２７１人の利用がございまして、

その中で利用者で相談をいただいているのが６６

２件ということであります。ですから、こういう

支援センター、または３保育所におきましても父

母の会、お父さん、お母さんの会等々がございま

すので、その会議では保育所ごとにそれぞれの会

議を年に何回か開いてございますので、そういう

ところでの情報交換をさせていただくとともに、

支援センターにつきましてはそういう相談業務、
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事業の展開を含めた中で御意見をいただきながら、

支援センターの運営に反映をさせていただいてい

るのが実態でございます。

また、苦情の部分につきましては、現在市民の

お二人の方に苦情の委員になっていただきまして、

保育所の中で市民の利用者の苦情がございました

ら、その中で取り上げていただいて、その中を説

明させていただいて、改善策を検討していくとい

うような対応も現実にしてございますので、今国

で提案されている内容について、組織メンバーが

先ほども話した内容でありますけれども、現実に

これからどう進めていくかという部分はまだ実は

実態でいきますと先月、１１月にやっと担当者会

議を上川振興局で行ったという状態でございます

ので、細部については大変申しわけありませんけ

れども、この場では申し上げられませんが、しか

しながら現状として今の保育関係、子育てにつき

ましては現状の中で市民ニーズに合った対応を進

めさせていただいていると考えているところであ

ります。

以上です。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

三谷健康福祉部長は、もう名寄は完璧に行われ

ているという実態をお聞きしまして安心をしまし

たけれども、やはり国で、今上川支庁も国から来

て余りまだ状況が把握できていないということで、

しっかりと把握できた中でこの会議等々を進めて

いただきたいなというふうに思います。本当有識

者、また地方公共団体、事業主、労働者代表、子

育て当事者等々の会議なのですけれども、今まで

ほとんど会議には子育て当事者というのは入って

いけなかったのです。もう本当に公共団体の役人

だけでお話ししたり、また有識者だけでお話しし

て、やはり国では当時者のお話が聞けなかったと

いう部分があるので、当事者も含めた会議を設置

してほしいというお話が出たみたいなのです。そ

れで、ぜひ国の動向を見て、地方版の会議等々を

子育ての当事者を含めて、名寄市の子育て支援に

反映させていただきたいということをお願いした

いというふうに思います。本当に今現状支援セン

ターで、また父母会等々でこういう子供に対する

要望等々を吸い上げているという部分があります

ので、名寄はある程度そういう部分を反映をされ

ているというふうに思いますけれども、しっかり

と全戸に訪問ですか、訪問していただいて、子供

たちの保育に十分反映できる体制をつくっていた

だきたいというふうに思います。

次に、２つ目に来年度なのですけれども、アン

ケート等々をとる予定はあるのかという部分なの

ですけれども、その部分を教えていただきたいの

と、先ほど何かアンケートを何年か前に行わせて

いただいたという部分なのですけれども、これは

その当時どれぐらいのお子様の、５００人いて

そのうちの何百人からアンケートとりましたとい

う部分だと思うのですけれども、その数がわかれ

ばちょっと教えていただきたいというように思い

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど答弁の中〇健康福祉部長（三谷正治君）

でお話ししました次世代の計画書をつくる前段で、

市民ニーズにお応えするということでアンケート

調査を実施させていただきました。この部分につ

きましては、就学前児童保護者に対してと小学校

低学年保護者に対してそれぞれ１９１、それか

ら７４３、９３４世帯に対してアンケートの実

施をさせていただきまして、回収はそのうち２

５８、６５％の回収をいただいたところでありま

す。その中身につきましては、２２年から２６年

度の次世代計画の中で反映をするということで、

１５６項目にわたりアンケート調査をさせていた

だいたところでございます。現在の部分では、ま

だ重立った精査はしてございませんけれども、こ

の次世代の前期計画が２６年度で終了しますので、

２５年度、先ほど答弁の中では２５年度以降とい

うお話をさせていただきました。これも国の動向
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によって変わってくると思いますが、同じような

形の中で市民ニーズを把握するなどのアンケート

調査が実施されるのではないかと考えております。

項目内容についても、これも国、道との連携がご

ざいますので、関連性がございますので、項目は

今申し上げられませんけれども、国、道等との連

携を図りながら、実施に努めていきたいと考えて

おります。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。それ〇１０番（高橋伸典議員）

なら、そういうことは今回も国、道の動向を見て

アンケートをとっていただけるということで、し

っかりと体制を進めていただきたいというふうに

思います。

今回アンケートをとっていただけるということ

なのですけれども、これはそれなら来年度でアン

ケートをとっていく、またその予算は国から来る

ということなのでしょうか、それとも先ほど補正

予算を組むという形言われましたけれども、国の

子ども・子育て支援関連３法の中には予算をこち

らに渡すというふうに書いてあったみたいなので

すけれども、そこら辺の部分はどう、まだ全然わ

からないのか、ちょっと教えていただきたいとい

うふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

国の動向につき〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましては、先ほどお話ししましたようにまだ詳細

は伝わってきてございません。先ほど議員お話し

のように、今私のほうで情報では約０００億円

を子育てにということで国の方向が出ております

けれども、どの部分でどのお金ということの配分

もまだ聞いてございませんし、また今のアンケー

トのスケジュールにつきましても国の部分では今

政権交代しましたので、今後どのような形で動い

ていくかという部分についても詳細は来ておりま

せん。しかしながら、これの実施につきましては

やはり市民ニーズということで、必ずアンケート

調査は国のほうでも実施すると思います。しかし

ながら、地方自治体で、先に市町村でやってしま

うと国、道との関連性がなくなってしまいますの

で、これはやはり国、道の方針が出てから実施し

ようということで考えているものです。

以上です。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。今国〇１０番（高橋伸典議員）

と道の動向を見てということなものですから、し

っかりとその動向を踏まえて進めていただきたい

と思います。

相談体制は、先ほど支援センター等々がやって

いる、また保健センター、または母子相談員、家

庭児童相談員がいるので、そちらの体制でやって

いくということを言われましたので、しっかりと

母親の不安にならない体制を整えていただきたい

ということをお願いしておきます。

参考になのですけれども、横浜市では保育コン

シェルジュという、全ての区に１人から２人の人

員を配置して、利用者である保護者の方々にニー

ズだとか状況を伺って、保育サービスに関する情

報提供をしたり、集約したりしているそうですし、

松戸市でも地域子育て支援拠点、子育てコーディ

ネーターを配置して、そういう部分をやっている

そうです。また、名古屋市でも保育案内人を設置

して、当事者の不安を除いて体制を整えているも

のですから、ぜひ名寄も家庭児童員、また母子相

談員の方々に汗を流していただいて、不安を取り

除いていただきたいということをお願いしたいと

いうふうに思います。

次に、学校施設の老朽化対策についてお尋ねを

いたします。先ほどのいろいろ言われました。そ

の中で名寄市でも老朽化が進んでいる小学校がた

くさんあるというふうに思います。適正配置、ま

た区割りによって豊西小、また南小をなくして、

南小を建て直すと。そして、南小の場合は耐震化

が整っていないので、新築をしなければいけない

というふうに今言われておりました。総合計画の

中には、小中学校１５校のうち築後３０年以上た
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っている校舎が８校ありますと書いてあります。

昭和５６年以降の建築基準の耐震化にはまってい

ない学校が小中学校９校あるということで言われ

ております。これは、やはり児童生徒の減少に伴

って、また適正配置、適正規模の、また通学路の

区分をしっかりやることによって南小ができるの

ですけれども、先ほど言ったようにこの３０年間

で３８兆円を使う予算を予防保全によって３０兆

円に変えられるというふうに言われている中で、

名寄としても予防保全で対応できる学校というの

は、今先ほど築後３０年以上が８校あると言って

いましたけれども、どことどことどこなのでしょ

うか。また、耐震の部分で３０年たっても予防保

全で対応できる学校というのは名寄ではどことど

こがあるのか、ちょっと教えていただきたいとい

うふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校施設の維持管理〇教育部長（鈴木邦輝君）

の保全という部分ですけれども、保全の目的につ

きましては施設とか設備のふぐあいを早期に発見

をして、事故や損害を未然に防止をして、施設整

備の性能を維持しながら、劣化を最小限にとどめ

る。また、その中で最適な運営状況を保つという

のが基本であると考えています。その中で予防保

全を重視をするという考え方が今回文科省におい

て出されてきたのかなと認識をしております。た

だ、名寄市におきましては現在耐震化されていな

い建物も含めまして、多くの学校が予防保全では

耐え切れないと言ったら言葉が変ですけれども、

一定程度のお金をかけてもやはり改築という方法

をとらなくてはならないという状況にあると考え

ております。ただ、今回国が事後保全から予防保

全という大きな施策の転換をするという部分もご

ざいますので、現在名寄市の施設整備計画では先

ほど申し上げましたように平成２９年度まで、基

本的には事後保全を原則として適正配置と絡めて

の改築を進めるという方向性を出しておりますけ

れども、国の施策が転換されたことによって財源

対策等も変更になる可能性もございますので、そ

の辺につきましてはそういった状況を見据えなが

ら、検討を考えていきたいと考えております。ど

この学校がという部分については、今申し上げる

ことができませんが、基本的には予防保全の考え

方ではなかなか難しい部分があるのではないかと

考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

名寄市は、予防保全できないということはある

程度学校を建て直していかなければいけない。児

童生徒の減少に伴って適正規模、適正配置をして

いくのですけれども、逆に本当にもう名寄市はそ

ういう形でいけると思うのですけれども、地方が

大変な状況になるのではないかなというふうに感

じています。今名寄市内では、南小ができれば適

正配置、またすればある程度対応は可能かなとい

うふうに思うのですけれども、今これから入って

くる、名寄中学校、名寄東中学校ももう改修の時

期にも入りますし、ほとんど両方とも耐震の部分

というのは入っていない部分だというふうに思い

ますけれども、風連もですか。風連中央小学校も

そうだそうです。そういう部分を含めてしっかり

とした計画を２９年度まで持っていると言われて

おりますけれども、その２９年以降、名寄中学校、

名寄東中学校、風連中央小学校の考えというのは

どういうお考えなのか、ちょっとお聞かせをいた

だきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在名寄市の総合計〇教育部長（鈴木邦輝君）

画後期計画の中で施設整備につきましての道筋は

示しておりますけれども、議員御指摘のように少

なくても小学校に関しては２９年までには市街地

の学校に関しては一定程度の耐震化と適正配置が

達成するものと考えておりますが、今お話のあっ

たようにその後は風連地区の風連中央小学校がな

ってくると。その中での適正配置の考え方、また

郊外校では同じように智恵文地区の智恵文小学校
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が耐震化についても厳しい状況にあるということ

であります。これらについて喫緊の課題でありま

すので、時期をたがえて整理をしていかなければ

だめだと考えておりますが、学校施設の整備に関

しましては基本計画から実施に当たるまでおおむ

ね４年かかるものでございます。４年ごとにやっ

ていくと、名寄市街地区、風連地区、智恵文地区

ということ掛ける３ですから、単純計算では１２

年かかると。こういった中で一部重複をさせなが

らやっていくのか、そういった部分について内部

でも協議をしなければだめな部分であると考えて

おります。また、同じように小学校については一

部再編等が絡みますけれども、御指摘の名寄中学

校及び名寄東中学校に関しては校区の再編は関係

ありませんので、いずれも築３２年から３７年と

いうことで、予防保全では耐え切れない状況、改

築が選択肢になっております。小学校の改築の進

展と中学校の改築について同時進行を進めるのが

理想でありますけれども、財源対策を含めまして

中で内部的にはまだ多くの課題があろうかなとい

うのが現状として認識しておりますので、御理解

いただきたいと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。予防〇１０番（高橋伸典議員）

保全ではできないという部分ですので、４年ごと

の新築という部分を前提にしっかりと予算づけを

して、本当にもう子供たちの安心、安全、または

防災拠点だとか教育環境の部分を含めると、早急

に進めていかなければならない部分だと思うので

すけれども、今の財政状況を考えると行け行け、

どんどんというようなことにはなりませんので、

しっかりと工程を組んで、スケジュールを組んで

体制を整えていただきたいというふうに思います。

次に、最後にデマンド交通の部分、またコミュ

ニティーバスの部分をお聞きしたいというふうに

思います。先ほど総合計画でも言われております

けれども、高齢者や子供たち、または交通弱者対

策、そして市民生活の利便性を含めたコミュニテ

ィーバスをことしの７月からスタートしました。

そして、今回非常に私のところに電話が来ます。

何とかしてほしいという部分の訴えが多いのです。

やっぱりＪＲのつなぎはいいのですけれども、Ｊ

Ｒのつなぎまで行って、あそこで何分かとまる部

分、またそこで切れてしまう部分あって戻れない

という方々がいて、きっと冬になって自転車も乗

れなくなったので、バスを利用される方だと思う

のですけれども、このコミュニティーバス、７月

から運行して、あと何年間か実証実験があると思

うのですけれども、どれぐらいのペースでアンケ

ートをとって、苦情を聞いて、来年の７月には１

年間を経過したので、こういう体制がいいのかな

という方向性ができて、変更されるのか、３年間

このままこの時間帯だとか何かを継続していくの

か、その状況というのはどうなのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおり、今回のバス路線の再編に伴いまして利

便性が上がったところ、それから逆に今まで利用

されている方にとりましては利用しづらくなった

というような御意見も正直いただいております。

特に今御指摘のありました午後の便で一部循環が

途切れる路線があります。これにつきましては、

当初運行を始めるときにこれまでの利用状況を勘

案して設定をさせていただいたということがあり

ますので、そこのところにつきましては実証運行

を進める中で一定程度改善を図っていくというよ

うな考えを持っております。今回アンケート調査

をさせていただいておりまして、今度は冬の期間、

初めての冬の実証運行の期間に入りますので、こ

の冬の実証運行を終えましたら、またアンケート

なりで利用者の皆さんの声をぜひお聞かせを願い

たいというふうに思います。それで、あくまでも

実証運行中ということでありますから、ある意味

時間帯ですとか、そういった部分については柔軟

に対応できる要素もありますので、これ路線を変

えるということになりますとなかなか大変なので
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すが、時間帯を変えていくという裁量は一定程度

あるというふうに聞いておりますので、いわゆる

循環が途切れる部分、不便になる部分については

できれば早い段階で今回の冬の実証運行の中で改

善を図って、またどの程度利便性が上がるのかも

含めてぜひ検証してまいりたいというふうに考え

ております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

ＪＲだとか何か夏用と冬用というのがあるので

すよね、時間帯によって。逆にそういう形にした

ほうがいいのかなという。夏は自転車使うから余

り乗らないから減らして、冬は乗るからふやすだ

とかという方法のほうがいいのではないかなとい

うふうに思うのですけれども、今利用しやすくな

ったというのが４０％ありますから、いいのかな

と思うのですけれども、やはり東地区とイオンは

すごく乗っているのですよね。西回り、北斗団地、

ノースタウンの方向の方々なのです、苦情を下さ

ったのは。苦情を下さったのは、その方々のお年

寄りの方なのです。やはり西の方々が１５％減っ

ているというのはそこが原因なのかなと。東はふ

えて、イオンもふえているのですけれども、西は

減っているという部分ですので、ぜひ改善をお願

いしたいと思います。その地域の方々の意見だけ

を聞いても、なかなかほかのところはそれなら苦

情になったりという部分は出ると思うのですけれ

ども、アンケートをもう一回とっていただいて、

最善の方法をやっていただきたいというふうに思

います。

最後に、デマンド交通について一言。今デマン

ドの停留所が二十何カ所と風連地区１０カ所とい

うふうに言われておりました。私に来た方のお話

では、停留所は何カ所かあるのだけれども、実際

私はここに行きたいのだよねという人が多いみた

いなのです。だから、駅でおろされて農協まで歩

かなければならないという苦情だったのですけれ

ども、そういう部分というのは駅までなのですか

ら、農協ぐらいまでというのはできないのでしょ

うか。間違いなく停留所がないところにはおりら

れないのか。ニセコでは、こういうふうに自宅か

ら自分の好きなところまで行ける。分校の人数も

すごくふえているという部分がありますので、そ

ういう体制はとれないのかをお聞きして、終わら

せていただきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今お話のありました〇総務部長（扇谷茂幸君）

指定場所の考えについてでありますが、今回デマ

ンドを運行するに当たりまして、住民の皆さんに

も一定程度説明会なりを開催させていただいてお

りますが、基本は従前ありましたバス路線の範囲

の中で設定すべきものという考えのもとで、指定

場所も指定してきたということがありますけれど

も、それ以上にある意味利用者の皆さんの利便性

を高めるということを含めて、いろんな公共施設

をスーパーも含めて、病院も含めて指定をさせて

いただいているというところであります。これ指

定場所をふやすということになりますと、また関

係する事業者の皆さんもおりますので、その辺の

御理解も含めていただかないといけないというこ

ともありますから、一定程度ちょっと時間かかる

話でありますけれども、この辺につきましては少

し協議を進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す
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る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 植 松 正 一

署名議員 宗 片 浩 子
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開議 平成２４年１２月２０日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

自衛隊行事について外２件を、佐々木寿議員。

おはようございま〇１１番（佐々木 寿議員）

す。ただいま議長より御指名と発言の許可を得ま

したので、通告順に従いまして、質問をしてまい

ります。

第１点目は、自衛隊行事について、名寄駐屯地

創立６０周年記念行事に対する市としての対応に

ついて伺います。名寄駐屯地は、昭和２８年に開

設され、国防はもとより国際平和協力活動、ＰＫ

Ｏ、災害派遣等々民生安定にも寄与しております。

また、町内会活動や各種イベント等の支援等で自

衛隊を身近に感じているという、世論調査でも過

半数を占めるに至っております。昨年の東日本大

震災での活躍が特にたたえられたところでもあり

ます。名寄市では、市長、議長、道議及び名寄自

衛隊協力会を初め７団体による駐屯地増強、４高

群の存続等の陳情活動を例年どおり、ことしも防

衛省を初め国会議員、中央方面、師団、駐屯地等

の陳情活動を行ってまいりました。この毎年の陳

情活動は、中央においても類のない自治体という

ことで注目されております。さらには、自衛官志

願推進協議会長が作成、配布した自衛隊のまち名

寄のプレートが浸透し、名実ともに名寄市は自衛

隊のまちとして定着してまいりました。このこと

は、市と駐屯地とともに地域振興を目指して、先

人の方々がさまざまな場において相互に理解をし、

信頼を着実に深めてきた長い歴史があり、今日の

ような強いきずなができたものと確信しておりま

す。このように自衛隊とともに歩んできた６０年

の節目を来年に控えている名寄駐屯地創立記念行

事に対して、市としてどのような対応を考えてい

るのか伺いたいと思います。

２点目は、教育行政について、初めに出席停止

について伺います。文部科学省が公表した総合的

ないじめ対策は、学校や教育委員会任せだった姿

勢を改め、国が積極的な役割を果たすことを盛り

込みました。早期に取り組む対策として挙げてい

るのは、いじめた子供に対する出席停止の活用や

警察との連携強化など管理強化の側面を重視して

います。国は、これまで原則いじめ問題の対応を

学校や教育委員会に任せ、問題が発覚した後に細

切れで通知を出すことを繰り返してまいりました。

このようなことから、抜本的に方針を転換するこ

とについて当時の文科大臣は多くのいじめ自殺な

どを挙げ、子供の命を守るのが国の責務と説明を

いたしました。文科省は、深刻ないじめなどにつ

いて国は教育委員会から速やかに報告を求め、指

導や助言をすることをルール化することを盛り込

んでおります。教育現場において出席停止につい

てこれまでどのような取り組み状況であったのか、

今後の出席停止はどのように取り組もうとするの

か、見解を伺います。

次に、コミュニティースクール、学校運営協議

会制度について伺います。コミュニティースクー

ルは、平成１６年に地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正により成立した仕組みで、こ

れによって保護者や地域住民が直接学校運営に参

画することが可能となります。これらの方々が一

定の権限と責任を持ち、当事者として学校運営に

かかわっていくことで、学校運営や教育活動に家

庭、地域の意向をより一層的確に反映させること
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ができる仕組みとなっております。どのような現

状になっているのか伺います。

次に、合同部活について伺います。文科省が部

活動を理由に校区外通学を認める通知を出してか

らかなり経過いたしました。これは、少子化、指

導者不足などの理由から、各生徒が取り組みたい

部活が学区内の中学校に存在しないケースがふえ

ている現状を受けた措置でありました。当市にお

いては、学校の小規模化、指導教員の不足などの

課題を抱え、生徒の興味、関心に応じた部活動の

設置運営に困難な状況等をどのように捉えている

のか、現状を伺います。

３点目は、高齢者福祉について、老老介護、認

認介護について伺います。社会の少子高齢化や核

家族が急速に進む今日、老老介護、認認介護は全

ての日本人にとって極めて身近な問題となってま

いりました。厚生労働省の調べによると、在宅介

護を行っている世帯のうち、介護する側とされる

側のどちらも６０歳以上の世帯は６割も超えてお

ります。同居して介護を主に担っている人は、配

偶者、子、子の配偶者が大半です。体力の衰えた

高齢の介護者の場合、介護による肉体的負担で新

たな病気になることがあります。一日の大半を介

護にかかわることでストレスが大きくなり、介護

疲れでさまざまな問題が表面化し、介護者の死亡

によってもたらす孤独死は深刻な問題であります。

老老介護、認認介護対策を考える場合、医療や金

銭面、心身的負担などその課題はたくさんありま

す。医療、介護とも在宅を基本とする施策が地域

での見守りを初め比較的進んでいる当市ですが、

近い将来老老介護、認認介護がさらにふえる傾向

が見込まれます。財源の厳しい現状の中で、この

対策をどのように計画し、進めていくのか伺いた

いと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

佐々木議員からは、大項目３点にわたり質問をい

ただきました。大項目の１は私から、大項目の２

は教育部長から、大項目の３につきましては健康

福祉部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いします。

陸上自衛隊名寄駐屯地の創立６０周年記念事業

における市の考え方についてでありますが、陸上

自衛隊名寄駐屯地は昭和２８年３月に創立され、

来年で６０周年を迎えることとなります。名寄駐

屯地は、我が国最北の防衛線として国土防衛はも

とより、近年はハイチにおける大規模地震やゴラ

ン高原への国連平和維持活動、ＰＫＯなど国際社

会への平和、安全貢献のほか、国内においては昨

年の東日本大震災への災害派遣及びその支援活動

は記憶に新しいところであります。また、本市に

おきましては、文化、スポーツ、地域の災害活動

や周辺整備事業などさまざまな分野で地域と深く

結びつき、その影響は圏域にも及ぶことから、関

係団体や圏域自治体とともに毎年現体制の維持、

拡充を要望してきているところであります。

御質問のありました名寄駐屯地創立６０周年記

念事業に対する市の対応についてでありますが、

さきに述べましたように名寄駐屯地は国内外の活

動を初め本市のまちづくりに大きくかかわりを持

つことから、この間の周年事業と同様に前向きに

支援を行うとともに、関係団体と連携をして名寄

駐屯地への理解、さらには交流の場となるよう努

めてまいります。

なお、具体的な対応につきましては、現在名寄

駐屯地の意向を確認をしているところでありまし

て、関係団体とも協議の途についたところであり

ますので、御理解いただけますようよろしくお願

いいたします。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の２、教育行政について答弁をさせていただ

きます。

まず、小項目１、出席停止についてでございま
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す。出席停止につきましては、学校教育法第３５

条の規定を受けまして、名寄市では名寄市立小中

学校出席停止の命令の手続に関する規則、教育委

員会規則１５号で平成１８年に定めております。

今日まで出席停止の措置が講じられた事案はなか

ったと認識をしているところであります。出席停

止の規定は、本人に対する懲罰という観点からで

はなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義

務教育を受ける権利を保障するという観点から設

けられた制度でございます。もとより学校は、児

童生徒が安心して学ぶことができる場でなければ

ならず、その生命及び心身の安全を確保すること

が学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務

であります。こうした責務を果たしていくために、

性行不良である、また他の児童生徒の教育に妨げ

があると認められた場合に適正な手続を踏みつつ、

出席停止制度を一層適切に運用することが大切で

あると考えております。しかし、児童生徒の問題

行動につきましては、日ごろから生徒指導を充実

をし、未然防止に努めるとともに、問題行動の発

生に際しては出席停止の措置が必要となるような

事態に陥る前に適切かつ迅速に対応をし、早期解

決に向けて全力を尽くすことが重要であると考え

ております。そのために学校におきましては、１

つには教育活動全体を通じ、社会性や規範意識な

ど豊かな人間性を育成する指導を徹底すること、

２つには教職員が児童生徒の悩みや不安を受けと

め、カウンセリングマインドを持って接するよう

に努めること、３点目には問題行動の兆候を見逃

さず、適切な対応を行うとともに、問題行動の発

生に際しては教職員が共通認識の下に毅然とした

態度で指導に当たること、４点目には問題を抱え

込むのではなく、家庭や地域社会、さらに教育相

談センターや警察など関係機関との連携を密にす

ることなどが大切であります。教育委員会といた

しましては、今後もこうした指導を徹底するよう

市内の小中学校にお願いをしていくとともに、問

題行動に際しては学校と緊密に連携して対応して

まいります。また、万が一出席停止の要件に該当

する深刻な問題行動が見られた場合には、上川教

育局とも連携をして適切かつ迅速に対応してまい

りたいと思います。

次に、小項目２、コミュニティースクールにつ

いてであります。コミュニティースクールは、平

成１４年度より研究指定校での実践が始められま

した新しい学校運営の方法であります。平成１６

年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正によりまして、教育委員会の判断で公立学

校に学校運営に関する協議機関として学校運営協

議会を置くことが可能となりました。名寄市にお

きましては、コミュニティースクールは導入はし

ておりませんが、市内１１校に校長の諮問に応じ

る学校評議員制度を導入をし、校長が保護者や地

域の方々の意見を聞き、特色ある学校づくりの取

り組みや総合的な学習の時間などへの支援、子供

たちへの地域ぐるみの育成、学校行事と地域の行

事との合同開催などによる子供たちと地域の交流

などを推進をして、コミュニティースクールと同

様に地域に開かれた学校づくりに努めております。

名寄市内の各学校は、都市部と比較をいたしまし

て学校行事や地域参観日など各種事業を通じまし

て地域との密着度が大変高く、地域と学校との関

係は情報の共有や運営にかかわるなど、互いの信

頼と連携関係が良好でございます。御指摘のコミ

ュニティースクールにつきましては、現在全国で

１８３校に導入をされており、近年増加傾向に

あると言われてはおります。北海道では、本年度

から三笠市の小中で各１校と根室管内別海町の高

校での導入が始まったところであります。

次に、小項目３、合同部活についてお答えをさ

せていただきます。生徒にとって活気あふれる部

活動への参加は、競技技術の向上のみならず、心

身の健康、豊かな社会や人間性の育成など人格形

成の上からも大きな教育的な意義がございます。

現在市内の各中学校には、８種類の運動部と３種

類の文化部がございまして、約８割以上の生徒は
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それぞれの部活動で活動をしてございます。しか

し、少子化に伴いまして種目によりましては休部

に追い込まれたり、少人数での活動を余儀なくさ

れている部もあり、今後の活動に支障を来すとい

うことも懸念をされております。休部等で活動の

場がない生徒の受け入れとして、現在風連中学校

では４年前から野球部とバレー部におきまして下

川中学校からの部員を受け入れて、合同による部

活動を行っており、中体連へ合同で参加をしてお

ります。このほか部活動ではありませんが、サッ

カーにおいても各中学校単位でのチームをつくる

ことができないために、名寄中学校、名寄東中学

校、下川中学校の生徒で名寄ジュニアユースとい

うチームを結成をして活躍をしているところであ

ります。合同部活動は、練習場所への交通手段や

生徒間、特に他校生との人間関係における課題等

もございますが、活動方針や活動内容について学

校間で十分協議をし、部活動指導者とともに共通

理解を図ることが大切であると考えております。

また、生徒や保護者にも合同部活動の考え方や部

活動の内容について説明をして、理解、協力を得

ることが必要であります。今後とも部活動の設置、

運営においては、学校、生徒、保護者の意向を確

認をして、生徒の健全育成に努めることに努力を

したいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きい項目３、高齢者福祉についての小項目１、

老老介護、認認介護について申し上げます。

名寄市の６５歳以上の高齢者人口は、平成２４

年１０月１日現在で３９５人、高齢化率は２

０％、さらに７５歳以上の人口は４３３人、率

で１８％となっており、年々高齢化が進行して

いる状況にあります。御質問の老老介護とは、家

庭などの事情により高齢者が高齢者を介護せざる

を得ない状況のことで、介護する側も高齢により

衰え、介護が大きな身体的な負担となったり、介

護の協力者となり得る家族や親類が周りにいない

ことなどで精神的負担も負いやすく、高齢者のみ

の世帯では経済的な負担や不安も伴って介護疲れ

による事件も発生していることから、大きな社会

問題となっているところであります。また、認認

介護とは認知症高齢者を介護する高齢者自身が認

知症を患い、適切な介護ができなくなるという極

めて厳しい介護実態のことであり、増加が危惧さ

れているところであります。名寄市の介護認定者

数は、平成２４年９月末の実績で４２２人、そ

のうち在宅介護サービスを利用している人が７７

５人、地域密着型サービス、グループホームを利

用している人が８１人、介護保険施設を利用して

いる人が３０９人、利用していない人が２５７人

となっており、在宅での６５歳以上の夫婦世帯で

は７５３世帯、そのうち要介護認定者は２６３

人、７５歳以上の夫婦世帯では６５０世帯、その

うち１８６人が要介護認定者となっております。

また、介護認定の結果により認知症高齢者の日常

生活自立とⅡランクのａ以上のデータによる認認

介護と想定されます世帯は８世帯ほどではないか

と思われ、これらの世帯が在宅介護サービスを利

用していることでありますが、認認介護の場合第

三者のケアが必要となり、プライバシーの問題も

あってなかなか家庭内に立ち入ることが難しいの

が課題となっております。

名寄市では、高齢者が要介護状態、要支援状態

となることを予防するため、介護保険事業計画に

基づく地域支援事業の一環として、要介護、要支

援認定を受けていない６５歳以上の方を対象に平

成２３年度から５カ年で市内を一巡する計画で、

生活機能を調査する基本チェックリスト郵送、回

収する２次予防事業の対象者の把握を実施してい

るところであります。この事業は、生活機能が低

下している方を把握し、高齢者自立支援事業の利

用や介護予防事業への参加を促し、少しでも生活

機能の維持改善を図るために実施しております。

介護者の経済的負担を軽減するため、事業といた
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しましては名寄市家庭用品支給事業実施要綱によ

り在宅で要介護４または５で、介護者及び被介護

者がともに市民税非課税の場合には介護用品を支

給しております。さらに、平成２４年度からは支

給対象用品を５品目から９品目とし、支給限度額

につきましても年額７万０００円を１０万０

００円に改正し、介護者の経済的負担の軽減を図

っているところであります。また、高齢者を在宅

介護している家族に対して介護から一時的に解放

し、介護に関する講話や軽スポーツ等を実施して

介護者相互の交流と心身のリフレッシュを図るた

め、家族介護者交流事業も実施しております。老

老介護につきましては、地域の実情に精通してい

る民生委員の皆さんに地域包括支援センターの介

護相談協力員もあわせて市より委嘱させていただ

いておりますので、担当地区に住んでいる高齢者

などの情報を提供していただき、適切な対応をし

てまいりたいと考えております。

さらに、認認介護につきましては、認知症の方

を早期に発見することが何よりも重要であり、早

期発見ができれば症状の進行をおくらせることが

できる可能性が高いと言われております。認知症

は、病気であるということを理解し、地域で見守

りや声かけをしていただくため、認知症サポータ

ー養成講座の開催や介護予防教室においても認知

症の理解と予防のための講話を行うとともに、平

成２４年度からは市の出前講座に認知症サポータ

ー養成講座のメニューを追加し、市民の皆さんに

認知症に対しての普及啓発に努めているところで

あります。また、名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネット

ワーク事業ではネットワーク体制の強化と拡大、

認知症に対する市民意識の向上を図るため、来年

２月、関係機関と連携を図り、徘回高齢者の早期

発見に努めるための模擬訓練や認知症専門医を招

いての講演会を予定しているところであります。

老老介護、認認介護を少しでも減らすためには、

高齢者の孤独、閉じこもりなどを防ぎ、介護が必

要になっても地域住民の一員として主体的に役割

を果たすなど生きがいづくりを進めることが重要

であり、介護予防にもつながり、加えて将来の介

護の社会的コストの増加を防ぐことにもつながる

と考えております。今後も行政はもとより関係機

関、関係団体、さらには地域の皆さんと相互に連

携し、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をい〇１１番（佐々木 寿議員）

ただきました。時間が限られておりますので、最

後までなるかわかりませんが、時間の許す限りの

再質問をさせていただきます。

まず、自衛隊行事の駐屯地創立記念行事でござ

いますが、御答弁によりますと例年どおりの支援

をしていくということでございました。昨年度は、

本当に大震災があったわけでありまして、それぞ

れできるような環境ではなかったわけであります

けれども、ことしは規模は大小は変わろうともそ

れぞれの駐屯地において行事を行っている自治体

がかなりおります。そこで、駐屯地の創立記念行

事の中で、やはり一番着目すべき自治体もござい

まして、えびのとか、あるいは北海道では遠軽と

か、これは自衛隊のまちとして本当に市民が自衛

隊の行事をしっかりバックアップするというよう

な形で、市中パレードを要望して、まちの中でパ

レードをやっておられるというようなこともあり

ました。これは、いわゆる私が考えるには、この

自衛隊の存立をするだけの抑止力だけではなくて、

市民が自衛隊を支えていくという、そういう体制

が本当に芯のある抑止力だと私は考えております。

今北海道でいいますと、２４年の防衛白書等がや

はりロシアの進出、特に軍事面の改革、いわゆる

コンパクト、あるいは近代化、あるいはプロフェ

ッショナル化を目指して演習等もやっております

し、特に北方領土、これについては１個師団いる

わけですけれども、これの装備を見直して近代化

させるというふうな、我々にとっては固有の北方
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領土を守るという、この北海道の第一任務だと思

っています。これは、今まで南西、あるいは日本

海の尖閣諸島、あるいは竹島に注目されて、それ

で自衛隊の動的防衛力基盤を打ち上げております

けれども、自衛隊がこの存立をするということに

おいて本当に抑止力になっているのだと私は考え

ております。したがいまして、この防衛大綱も、

あるいは中期防も我々が毎年市長を初めとして要

望をしていくことに対して、これはある程度改革

を進めなければならないと思っております。こう

いう状況の中で、市中パレードを支援した自治体

の考え、これは中央においてもかなり評価が高い

ものだと思いますし、ロシアに対するその方法的

な活動もかなりの抑止力があると私は考えており

ます。遠軽でいいますと、首長を初めハイチのと

ころに慰問に行っております。これは、さらにＰ

Ｒする。これは、まちと一体化になっている自衛

隊がさらに信頼を深めている、強いきずながある

ということをＰＲしていると思いますし、これに

もまさる名寄駐屯地と名寄市は本当に自衛隊のま

ちらしく、強いつながりがあると私は思っており

ます。そこで、やはり今までどおりの金銭面とい

うのは、それは本当にありがたいことだと思いま

すし、これからもそういう支援をしていくという

ことが大切なのだろうと思いますし、これは市長

にぜひその辺の見解を伺いたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

思いも含めてありがとう〇市長（加藤剛士君）

ございました。

６０周年の節目に市中パレードということで、

現在そのことを実施すべく、前向きに検討を各機

関と協議を進めています。恐らくは、それぞれ自

衛隊関係団体との協議会を立ち上げて、実行委員

会組織ということでやっていくというふうになろ

うかというふうに思います。議員もおっしゃられ

たとおり、国を守るというのは国民それぞれがみ

んながしっかり認識していかなければならない責

務だというふうに思っていますし、その中で役割

分担の中で自衛隊という組織が一番危険で過酷な

部分を担任していると。このことを含めて、また

こうした自衛隊が名寄に駐屯しているということ

を改めて、またその駐屯地とともに名寄市がまち

づくりを行ってきたと。そういうことを含めて、

改めてこの節目に市民の皆さんにこのことを、ふ

だんからの仕事ぶりを見ていただくということが

何よりも必要なのではないのか。加えて自衛隊の

士気向上ということも含めて、ぜひここは前向き

に検討していきたいというふうに考えています。

もう一つ、東日本大震災のときにも任務を受け

て、全くほとんど準備もできないままに現地に向

かった隊員さんが多くおりました。その中で今結

構隊員さんも御夫婦で共働きをしていてとか、実

は介護をしながらという隊員さんもいて、そうし

た準備もままならないまま現地に行くということ

もあった。あるいは、今後も想定されるというこ

とも含めて、これまでも自治体といろんな協力を

しながら、そうしたバックアップをしてきたわけ

ですけれども、改めて自治体ができることを、保

育所機能だとか、介護機能ありますので、そうし

たことを含めてそうした有事のときにしっかりと

自衛隊の体制を支援できるような協定みたいなも

のを６０周年の節目にできないかと。こういうこ

とも検討していきたいというふうに思っています。

改めて自衛隊の皆さんがこの地で働きやすい、そ

うした環境ができるように協力会の会長としても

しっかりとこの節目にいろいろなことを考えてい

きたいというふうに思っておりますので、ぜひ御

理解と御協力をお願い申し上げます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうござい〇１１番（佐々木 寿議員）

ます。

今回の来年の６０周年記念行事には、やはり今

までですと歴代の駐屯地司令あるいは群長が来ら

れるのだろうと思いますし、もちろんそういうこ

のまちの、自治体の支援の体制が目に見える形で

支援することによって中央にも響く、あるいは抑
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止力にもつながるものだと思っておりますし、隊

員もそういう支援を受けることによってさらに精

強な部隊になるのだと思いますし、またここに勤

務された中央に行く、あるいはそれぞれの自治体

にある自衛隊に行く隊員の方々も本当に誇りを持

ってこの名寄に住んでよかったなというようなこ

とになるのだと思いますので、どうぞ自衛隊の担

当者と詳しくその辺はまだ調整していないという

ことでございますので、しっかりとできる限りの

自衛隊の行事に御支援をいただけますようお願い

を申し上げますとともに、御期待を申し上げてお

きたいと思います。

それでは次に、教育行政の出席停止について伺

いたいと思います。今まで御答弁によりますと、

出席停止についてはなかったということでござい

ますが、これは御答弁にもありましたように、子

供たちが安心して教育を受けられるという、そう

いう環境をつくるというのが基本ですから、出席

停止をやって、御答弁のとおりいわゆる本人に対

して懲戒するものでもないわけでありますから、

これは本当に御答弁によりますとそういう事案が

発生した場合には上層部の協議会等も調整しなが

らやりたいということでございました。これは、

いきなりこういうようなことを執行するというこ

とになりますと、そのとき事案になった場合には

なかなか保護者としても理解がしがたいのではな

いかと思うわけであります。これは、事前にそう

いうものがこういうことを執行できるということ

は保護者の方も御理解を得ているのか。どの辺で

こういうような場面を捉えて保護者等の御理解を

得ているのか、その辺を伺いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、出〇教育部長（鈴木邦輝君）

席停止に至る部分での保護者の理解についてお答

えをさせていただきたいと思います。

答弁でもお話をしたとおり、いじめ問題に関す

る出席停止という部分につきましては、ある意味

最後の手段でございます。現在名寄市が行ってお

りますいじめに対する対応につきましては、一義

的には学校での解決を図るということが１つであ

ります。また、その中でなかなか難しい部分があ

れば、教育委員会、そして教育相談センターなど

と複数の機関が対応して協議をして、なるべく事

例を長引かせないという基本的な態度で臨んでお

ります。保護者に関しましては、学校での対応の

中におきましていじめた児童生徒、もしくはいじ

められた児童生徒、当然ながらそれにかかわりま

す保護者について、基本的には学校での３者にお

ける面談等を行っております。その中でいじめの

経過、それから解決の手法について話をしていく

ということになろうかと思っております。もちろ

んその中で一つの方法として、出席停止という手

段もありますということはお話をさせていただく

場面があろうかと思いますが、基本的には当事者

同士、それから学校、保護者がお話の中で解決を

していく。その中で出席停止の問題についても御

理解をいただくような説明を学校からはきちんと

していただくというのが基本と考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

出席停止は、学校〇１１番（佐々木 寿議員）

教育法に基づいているわけなのですけれども、そ

の中で他の児童生徒に心身の苦痛や財産上の損失

を与える。それから、２つ目は職員に傷害や心身

の苦痛を与える。３つ目は、施設を損壊するとい

うふうに、生徒対生徒、生徒対教員、生徒対施設、

これを出席停止、あるいは一般的にやっている病

気の出席停止もございましょうが、特に今回のも

ととなっているのはそういうことだと思います。

したがいまして、これは今までないということは

そういう事案、例えばいじめとかいう事案もあっ

たというふうに先回、さきの定例会等にも御答弁

にもあったようでございますけれども、その辺の

承知とか、あるいは本当に教員に対するそういう

ようなもの、あるいは学校の生徒のところという

の、全くなかったということでしょうか。伺いま
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す。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

出席停止に至るまで〇教育部長（鈴木邦輝君）

の事案の中で、今議員が指摘されたような学校の

教育活動が正常にでき得ない状態になったという

事例はなかったと聞いております。先ほども申し

上げましたけれども、出席停止に至るまでの間に

は保護者、児童生徒、それから関係者と事情聴取

をきちっとするというのが原則でありますので、

今までの事例に照らしましてそういった事例に陥

ったときには、教育委員会も最終的な判断をしな

ければだめだという事例があるかと思いますので、

それについては厳正に対応していきたいと思って

おりますが、現在のところはそういう事案がなか

ったということで御理解いただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかったというこ〇１１番（佐々木 寿議員）

とですが、本当に現代の子供たちの環境を踏まえ

ると、大分教育環境がコミュニケーションがとれ

なくなっているような子供たちが多くなってきて

いるのではないのかなと思いますし、そういう事

案を起こすような環境も家庭なり地域なり学校な

りにどこかに１人だけになってしまって、そうい

う事案を起こしてしまうとかというようなことも

ある部分では要因に含まれているのだろうと思う。

しかし、そういう事案が起こって、突発的に起こ

ったときにそのときに慌てて対応するということ

でなくて、やはりそれなりの説明を加えながら、

そういう機会があれば保護者等に説明をしておく

べきだと思います。それを求めておきたいと思い

ます。

次に、コミュニティースクールについてですけ

れども、あくまでも保護者や地域が学校にかかわ

る仕組みにはコミュニティースクールのほかに先

ほど御答弁にもありました学校評議員制度、ある

いは学校支援地域本部というものがありますけれ

ども、これは本質的に似たようなものですけれど

も、御答弁のあった学校評議員というのは校長の

求めに応じて意見を述べる。校長主導のいわゆる

制度なわけですよね。このコミュニティースクー

ルというのは、保護者や住民たちが学校運営協議

会議で学校の運営に物を言えるという、そういう

仕組みなのです。ですので、この辺が若干ニュア

ンスが違うのであります。それと、学校支援地域

本部というのは、住民が学校の応援団ですから、

ニュアンスが違うのですけれども、当市としては

そのものをつくらなくてもやっていけると。やっ

てきたということでございます。しかしながら、

コミュニティースクールというのは権限がやっぱ

り３つあるのです。校長のつくる重点目標や行事

計画などの学校運営の基本方針を挿入する。２つ

目は、教育委員会や校長に学校運営についての意

見を述べる。３つ目は、教職員の人事について教

育委員会に意見を言える。こういう権限を持って

いるわけです。これは、やはり文科省も推進する

というのはそこにあるのだろうと思います。した

がいまして、将来的にもそういうことを考えた場

合には、当市としてはそういうコミュニティース

クールは考えられないと、全くそういうようなこ

とはやらなくてもいいという判断なのでしょうか。

御確認をしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティースク〇教育部長（鈴木邦輝君）

ールにおきます学校評議員の立場というのは、先

ほど議員が御指摘のとおりでございます。承認を

したり、意見を述べることができるというのが現

在の学校評議員制度とは若干違う部分かと思って

おります。ただ、一定の権限の対極には言ったこ

とに対する一定の責任というのも生じてくるとい

う部分では、現在の学校評議員制度と若干違う部

分であるかなと思っております。いずれにしても、

学校当事者、それから地域、また地域の有識者が

地域として学校をどのように健全な運営をしてい

くかという基本ということでございます。こうし

た制度につきましては、先ほども答弁で述べまし

たように、名寄市としては地域と学校というのが
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開かれた学校という部分では大変いい関係を保っ

ておりますけれども、今後コミュニティースクー

ルそのものもふえてくるという可能性も否定をで

きません。今後名寄市としても道内でこれから事

例がふえるかと思いますので、そうした事例につ

きまして検証して、コミュニティースクール、現

在の制度との比較検討をしながら、先進事例をき

ちっと見据えながら、検証はしていきたいと考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

後ろ向きではなく〇１１番（佐々木 寿議員）

て前向きに御検討いただきたい、このように求め

ておきたいと思います。

次に、合同部活について伺いたいと思いますが、

当市では風連中学校と下川中学校の合同部活をや

っているということで、合同部活はやはり子供た

ちが学年とか学級の枠を超えて、そしてスポーツ

あるいは文化を通じて、そして人間関係も積める

というのが一つの特徴なのだと思います。それで、

部活動を奨励しているのだと思いますし、そうい

うことがこれからの子供たちの教育課程において

は大事なのだと私は思っております。それで、い

ろいろとありましょうけれども、８０％ぐらいは

もうほとんど文化系、あるいはスポーツ系に入っ

ているということでございますが、これにかわる

例えばスポーツ少年団とのかかわりはどのぐらい

の加入人数があるのでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校教育の中におけ〇教育部長（鈴木邦輝君）

る部活動、それからただいま少年団の活動につい

ての御質問がございました。先ほど申したように、

中学校における部活動におきましては平均して８

割以上の加入率、学校によっては１００％という

ものがございます。ただ、少年団につきましては

現在名寄地区で２１の少年団、それから風連地区

で５の少年団がございます。この少年団、主に小

学校が中心でございますけれども、小学校の中で

トランポリンであるとか、水泳であるとか、サッ

カーであるとかというようなものにそれぞれ加入

をしているということでありますが、少年団の加

入率につきましてはちょっと手元に資料がござい

ませんので、後ほどお答えをさせていただきたい

と思いますが、いずれも小学校にあっては少年団

活動、そして中学校にあっては部活動、また事情

によっては合同部活動でそれぞれの教育活動の中

で、競技一辺倒ではなくて学校教育との関連が図

られる中できちっと位置づけられてやっていると

いうことでございますので、御理解いただきたい

と思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、やはり部〇１１番（佐々木 寿議員）

活動というのは、それぞれ合同部活動というのは、

あくまでも自体の考え方でありますけれども、本

当に自主的あるいは自発的な考え方等でございま

す。その中でやはり教員あるいはその担当教員と

いいますか、そういう方々の得意でないといえば

得意でない、そういう教員の方とかついておられ

るのか、あるいはそういうことの得意ではない教

員の方の対応というか、そういう子供たちにそれ

でどのように指導をされているのか、あるいはそ

の担任の、顧問といいますか、その教員の課外の

勤務、これについてはどのようなことになってい

るのか伺いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

部活動にかかわりま〇教育部長（鈴木邦輝君）

す顧問教員の部分でございます。学校の中におき

まして部活動の指導を行う教員につきましては、

学校の運営上それぞれの教員の今までの経歴の中

でスポーツ、文化にかかわる得意な部分について

聞き取りを行って、基本的には校長先生が依頼を

している。そして、決めているということであり

ます。当然ながら教職員の中にもスポーツの分野

では不得意な教員もございますので、そういった

部分につきましては部活動の顧問としては委嘱を

しますけれども、競技中心ではなくて学年間の連

携であるとか、学業との両立であるとかという、
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そういう精神的な部分での指導を行うという部分

でのフォローをしている教員もございます。また、

学校によりましては部外の指導者をお願いをして

やっている部分もございます。特に主な分野でい

えばクロスカントリーでは名寄中学校とか東中学

校、また風連中学校では剣道の部分についての外

部の指導者を導入して、教員では賄えない部分を

お願いをしているという実例がございます。

教職員の勤務とのかかわりでございますけれど

も、基本的に週日につきましては部活動を行う場

合でありましたら、夏であれば午後６時半ぐらい

まで、冬であれば６時前後までの指導となります。

この指導につきましては、教職員の実際の勤務時

間を超えておりますけれども、これにつきまして

はボランティア的な対応をとるということになっ

ております。ただし、部活動の活動に係る時間が

４時間以上を超えた場合につきましては、時間単

位で４００円の手当等を支給している場合がご

ざいます。これについては、土曜、日曜での部活

動の対応という部分になろうかと思いますが、週

日につきましては教職員が自分の教職活動の延長

線としてボランティア的に指導をいただいている

というのが実態でございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

部活については、〇１１番（佐々木 寿議員）

合同部活についてはいろいろと課題も多いと思い

ます。担当する顧問教員の、これはボランティア

とはいえども勤務時間とかあれとか、そういうも

のの手当というのはやっぱりやるべきではないか

なと思いますし、子供たちの安全の面も入ってお

ります。いろいろな課題があると思いますので、

合同部活についてはやはり子供たちのニーズに沿

った、特に名寄あたりはスキー関係で半年の雪が

ありますので、それなりにしっかりとやっぱりそ

ういう将来のオリンピック選手も育てていただき

たいなとは思うわけでありますけれども、そうい

うことを担当するところが小学校から中学校、中

学校から高校というと担当者がかわりますとなか

なかうまくいかないということがあります。この

間代議士が来て、将来名寄市に国際スポーツセン

ターをつくるというような構想もあるそうでござ

いますので、それを利用しながらも将来的に期待

したいなと思っております。いずれにしても、本

当に子供たちが思ったような部活動ができる、あ

るいは安全な、あるいは教員の勤務体制もしっか

りとしてやっていただきたいというふうに求めて

おきたいと思います。

最後に、老老介護、認認介護ですけれども、こ

のことについては大変難しい課題でございます。

全てが大体一生懸命介護したということで、それ

でやむなく本当に自分一人になって、あやめてし

まったという事例が過去にあるわけであります。

やはりこれは、見守りだけではならない状況でも

ありますし、行政としても放っておけない。先ほ

ど言ったアンケートでもなかなかつかみ切れない

部分だと思います。これは、そのひずみの部分を

しっかりと対応していただきたいと。どういうふ

うな形でなるのかということは、これから本当に

考えておかなければならない一つだと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

以上で佐々木寿議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

市民税等の滞納の現状について外２件を、竹中

憲之議員。

おはようございます。〇８番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、さきの通告

に従いまして、大項目３点について質問をさせて

いただきたいというふうに思います。

大項目の１点目は、市民税等の滞納状況につい

てであります。今月の広報に「公平な納税のため

に」と題した納税の義務と滞納処分について記載

がされておりました。本年度一般会計の歳入総額

の１５％が市税でありまして、押しなべて額は別

にしてもパーセンテージは余りそれぞれの地方都
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市では変わらないというふうに思いますけれども、

平成２４年度の名寄市の市税の予算額は２９億

５００万円程度というふうになっています。この

１％が滞納ということであれば約９００万円で、

名寄においては額的には大きな額ではないかとい

うふうに思っております。そこで、市税における

滞納の現状についてお知らせを願いたいというふ

うに思います。

納税の徴収として、市税でいえば滞納処分につ

いての督促から不動産の差し押さえなどを行い、

滞納金に充当することとしているわけであります

けれども、市税以外の各課における手数料、ある

いは使用料の滞納の現状と対策についてお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

大項目の２点目は、名寄大学の学生募集と卒業

生の就職の現状についてでありますが、現状の名

寄大学の学生応募と就職率はおおむね良好とされ

ておりますけれども、就職に当たって本人の希望

より就職率を上げるために本人の意向とは別に就

職先を推薦する学校があるという話を聞くことが

あります。特に高校が多いと言われておりますけ

れども、名寄大学はこのようなことはないという

ふうに思っております。このこととは別でありま

すが、近年就職しても二、三年で転職する方が増

加をしているというふうに言われています。厳し

い経済状況の中にあって、働きたくても職につけ

ない状況では、現状そういう状況ではないかとい

うふうに思っています。結果としてこのことが原

因で、あるいは原因でないかもしれませんけれど

も、ニートが増加をしていく、そういう状況にな

っていくのではないかというふうに私は思ってい

るところです。そこで、大学としてこのような問

題についてどのような認識に立たれているのかに

ついてお聞かせを願いたいというふうに思います。

大項目の３点目は、自動体外式除細動器、ＡＥ

Ｄについてでありますが、ＡＥＤは救急車が到達

するまでの処置をするために使用するもので、生

命を守る重要な機器であります。近年ＡＥＤは、

公的機関や施設だけでなく、民間でも設置をして

いるところが多くなってきております。ＡＥＤの

現状と今後の設置のあり方についてでありますが、

近年名寄は別としてＡＥＤの利用が増加するとと

もに、機器の配置箇所もふえております。設置の

現状と今後の設置のあり方についてお聞かせを願

いたいというふうに思います。１つは、設置箇所

が施錠された後の機器の利用方法についてであり

ますが、ＡＥＤを使用するということは緊急を要

するということでありまして、設置施設が閉まっ

ている場合、目の前に機器があっても使用ができ

ないという状況にあるとの認識をしておりますが、

行政としてどのような認識に立たれているのか、

また対策を考えているのかについてお知らせを願

いたいというふうに思います。

２つに、今後予算の問題もありますが、ＡＥＤ

設置場所の拡大の考え方について、今後あるかど

うかについてお知らせを願いたいというふうに思

います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中議員から大項目〇市民部長（土屋幸三君）

３点にわたって質問をいただきました。大項目１

については私から、大項目２については名寄市立

大学事務局長、大項目３については健康福祉部長

より答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

大項目１、市民税等の滞納の現状について、小

項目１、各課における滞納の現状について、平成

２３年度決算に基づきお答えさせていただきます。

平成２３年度決算における市税の滞納総額は１億

０８７万円、税目ごとの内訳では個人市民税

２１８万０００円、法人市民税２６３万００

０円、固定資産税３５４万０００円、都市計

画税０９７万円、軽自動車税１５３万０００

円となっております。平成２２年度決算との比較

では、市税の滞納総額で２８９万円減少いたし
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ました。現年課税分では２８３万０００円、滞

納繰り越し分では００５万０００円減少とな

っております。

次に、平成２３年度の市税徴収率について報告

いたします。市税の調定総額３０億９１３万

０００円に対し、収入総額が３０億２０４万

０００円で、徴収率は９５％となりました。徴

収率の内訳では、現年度分９１％、過年度分２

４％となりました。なお、近隣の自治体の市税

総額の徴収率の状況では、旭川市が徴収率９３

％、士別市が９１％、富良野市が９３％、道

内の平均徴収率では９６％となっております。

平成２３年度決算における名寄市の徴収率は、道

内都市の中では上位となっているところでありま

す。

国民健康保険税では、平成２３年度決算におけ

る滞納総額が１億０５８万０００円で、平成

２２年度との比較では滞納額が５１６万００

０円減少いたしました。また、調定額８億１３

９万０００円に対し、収入金額が６億０９５

万０００円で、徴収率は現年度分９５％、滞

納繰り越し分１５％となっております。

保育料では、平成２３年度決算における滞納総

額が３８５万０００円で、平成２２年度との

比較では滞納額が２３６万円減少をいたしました。

また、調定総額９３９万０００円に対し、収

入金額は３１８万０００円で、徴収率は８

７％となりました。

公営住宅使用料では、平成２３年度決算におけ

る滞納総額は６３７万０００円で、平成２２

年度との比較では滞納額が６２５万０００円減

少いたしました。また、調定総額１億４１６万

０００円に対し、収入金額は１億６８２万

０００円で、徴収率は９６％となりました。

ごみ処理手数料では、平成２３年度決算におけ

る滞納総額は１３９万０００円で、平成２２年

度との比較では滞納額が４５万０００円減少い

たしました。また、調定総額２９３万０００

円に対し、収入総額は１２７万０００円で、

徴収率は９２％となっております。

次に、小項目２、今後の滞納金徴収対策につい

てお答えいたします。税務課では、滞納繰り越し

市税となると早期完納が困難となることから、滞

納金対策は滞納繰越額を発生させないこと、これ

を基本に現年課税分の徴収強化を図っております。

具体的には、毎月納税係による対策会議を開催し、

課題の協議、電話、文書による催告、通常月の夜

間窓口のほか納税強化月間として３月、５月、９

月、１２月にそれぞれ３日間の夜間窓口を開き、

納税相談や夜間徴収を行っております。これらの

取り組みのほかに平成２３年度から滞納整理の新

たな手法として、インターネットを利用した差し

押さえ財産の公売を実施しております。インター

ネット公売は、参加者を募りやすく、これまで換

価が困難だった物件の落札が実現しやすいことが

メリットとなっております。この公売方法を今後

も利用し、滞納繰越額の縮減を図ってまいります。

２３年度の実績は４６件、１８８万０００円、

平成２４年度ではこれまで６回実施し、９件、公

売代金１５６万０００円を滞納市税に充当した

ところであります。また、本年１１月１０日、旭

川市で北海道上川総合振興局と名寄市ほか４自治

体による合同公売会を実施いたしました。これに

参加をしてきております。この取り組みは、北海

道と市町村の連携による効果的、効率的な徴収対

策として地方税滞納による差し押さえ物件の公売

会で、道内では初めて取り組んだところでありま

す。当日会場には４００人を超える来場があり、

入札、競り売りにより名寄市が出品した２４点が

落札し、８万０００円の売り上げ代金がござい

ました。

さらに、平成２４年度から地方税法第４８条に

基づき個人住民税の直接徴収を実施しています。

この制度は、名寄市が賦課徴収を行っている個人

住民税で、名寄市が徴収の対応に苦慮している転

出した滞納者に対する滞納対策などを道内の振興
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局の協力により実施する制度であります。本年は

３１名、滞納税額５０９万０００円を依頼した

ところであります。１０月現在１７名、３８万

０００円が納入となっています。

滞納金対策の特効薬はなかなか見出せませんが、

これまで同様督促、催告状など文書による自主納

付の促しに対しても御相談がなく、誠意を持った

対応がされない、担税能力があるにもかかわらず

納入がされない滞納者の方に対しては、納期内納

付をされている市民の皆さんとの公平性を確保す

るためにも預貯金の差し押さえ、給与差し押さえ、

法に基づく滞納処分を中心とした滞納整理を実施

し、市税の収納強化を図ってまいります。しかし、

納税相談、収入調査、預貯金調査など実態調査を

行い、財産のない世帯、生活に窮している世帯等

担税能力のない世帯、居所不明で徴収困難な世帯

には滞納処分の執行停止をかけ、３年後も停止要

件が継続されていれば不納欠損となっていきます。

また、税務課では市税のほかに公債権の国保税初

め保育料などの地方自治法の定めによる地方自治

法をその例とした滞納処分が可能な公債権につい

ては、担当課と協力をしながら総合徴収体制をと

っているところであります。

国保税につきましては、国保担当者とともに短

期証更新時における納税相談や夜間納税窓口での

相談、電話相談等を実施しています。

保育料につきましては、こども未来課で定期的

に催告をするとともに、保護者面談の場を利用し、

滞納解消に向けた納付指導及び相談に努めている

ところでございます。納付指導後も依然として納

付状況が思わしくない滞納者につきましては、随

時こども未来課、税務課、滞納者の３者により具

体的な納付相談や納付計画策定に取り組んでいる

ところでございます。また、各保育所の所長が分

任出納員の発令を受けており、保護者が児童送迎

の際に納付を促すなどの工夫もしているところで

ございます。

住宅料、ごみ処理手数料等の私債権につきまし

ては、各担当課で徴収体制をとっています。公債

権につきましては、市税同様悪質な滞納者に対し

て滞納処分を行っていますが、住宅料、ごみ処理

手数料等私債権につきましては滞納処分を行うこ

とができないため、原課との連携を一層強化し、

収入未済額を減少させるよう努めているところで

ございます。

ごみ処理手数料については、環境生活課が手数

料を滞納している商店に対し、電話で納入依頼や

戸別訪問の実施により納付を促すほか、改善が見

られない商店に対しては契約解除による新たな滞

納防止策を図るとともに、未納の早期解決に向け

て分割納付による納付等を促しているところでご

ざいます。

公営住宅使用料につきましては、平成２２年９

月に制定した名寄市営住宅家賃滞納整理等事務処

理要綱に基づいて都市建築課が滞納２カ月から文

書による指導、滞納３カ月以降は入居者及び連帯

保証人に対し催告状、一斉催告を送付し、電話、

訪問、呼び出しによる納付指導を行っています。

その後もなお滞納家賃の納付がない場合は、入居

者及び連帯保証人に対して市営住宅の明け渡し要

求を行い、退去後につきましても納入計画書及び

誓約書を作成し、支払いの履行を求めています。

明け渡しに応じない者に対しては、明け渡し請求

訴訟等の法的措置をもって対応し、適正に家賃を

支払っている入居者との公平性を図る上でも毅然

とした態度で対処していくこととしております。

長引く景気の低迷により、徴収環境は依然厳しい

状況が続くものと考えますが、市民の目線に立っ

た質の高いサービスを提供していくためには市税

収入等の確保が不可欠です。税収の確保と市民負

担の公平性を図るため、滞納のさらなる解消に努

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

大きな項目の２、名寄市立大学の学生募集と就職
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の現状について申し上げます。

まず、小項目１の新年度の学生募集の現状につ

いてでありますが、本学の学生募集の柱は大きく

２つございまして、１つはオープンキャンパスの

実施、もう一つは教員による高校訪問活動でござ

います。去る７月２１日と８月１８日の２回にわ

たり開催いたしましたオープンキャンパスには、

高校生４６４名、保護者２２０名の皆さんの参加

をいただきました。昨年と比較いたしまして、高

校生で１１４名の増、保護者で１０名の増となり、

取り組みの成果があったものと考えております。

また、１０月１９日には名寄高等学校との高大連

携協定による大学授業体験事業を実施いたしまし

た。１年生１４４名の皆さんが参加されました。

両事業とも青木学長や在学生からのメッセージ、

高校生からの質問や意見交換、模擬講義体験など

を通じまして本学の特色を高校生に身近に感じて

いただき、進路選択に結びつけていただくことが

狙いでございます。

また、本学入試センターの入試広報委員会では、

７月から９月の期間に平成２５年度学生募集に関

する高校訪問活動を実施し、道内１４４校、道外

１０５校の高校を訪問し、直接進路指導担当教員

との面談を行い、本学の特色、入試実績や本学へ

の進学者の近況報告などの情報交換を通じて、広

報活動を展開してまいりました。

次に、１１月１５日に実施いたしました平成２

５年度の推薦入試の結果では、志願者数が栄養学

科では前年比１１名増の５５名、看護学科では２

名増の６１名、社会福祉学科では１０名増の３０

名、保健福祉学部全体では２３名増の１４６名、

志願倍率では７倍となり、短期大学児童学科で

は８名増の６１名、志願倍率は４倍となりまし

た。今後も効果的な広報活動を展開し、学びたい

大学づくりに努めるとともに、着実かつ安定的な

志願者の確保に努めてまいります。

次に、小項目２の就職の現状と課題についてで

ございますが、学生の就職や進路に関する指導に

つきましては各学科ごとの教員により組織されて

おります就職進路委員会の担当教員が学生に対す

る個別面談を実施しまして、学生本人の適性を見

きわめ、本人の希望を優先することを原則として

就職や進学に関する助言を行っております。保健

福祉学部では、本年３月に第３期生１４５名が卒

業いたしましたが、このうち１３名が就職未定と

なっておりました。本年８月末での未定者のうち

３名の就職が決定しております。短期大学部とも

あわせて就職率は決定率は高いものと考えており

ますが、一人一人の学生に対する就職支援の取り

組みの成果であると受けとめているところでござ

います。

卒業後のサポートにつきましては、短期大学部

では教員が実習先訪問とあわせて卒業生の就職先

を訪れ、近況を確認しまして助言をしております。

また、保健福祉学部では担当教員が卒業生からの

相談に個別に応じる形でサポートをしております。

本年４月に生涯を通じた就業力を育成することを

目指して、学内機関としてキャリア支援センター

が設置されました。卒業者の追跡調査やフォロー

アップのあり方について検討をしているところで

ございます。追跡調査などにつきましては、卒業

者の理解と協力を得ることが前提となりますが、

きめ細かな就職支援及び就業支援が可能となるよ

う検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目の３のＡＥＤ設置の現状と今後の設置

のあり方についての小項目１の設置箇所が施錠さ

れた後の機器の利用方法について申し上げます。

ＡＥＤ、自動体外式除細動器の設置状況につき

ましては、平成２４年１１月１日現在、名寄市内

には５４カ所、６６台が配置されております。設

置箇所は、市役所や学校などの公共施設では４４

カ所、４９台、個人病院や大型店などの民間事業

所では１０カ所、１７台となっております。市で
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管理している施設は、市役所、学校など３１カ所

の公共施設であり、本体器１台に対し成人用パッ

ド２組と小児用パッド１組をセットにし、万が一

の場合に備えているところであります。また、イ

ベント等への貸し出し用ＡＥＤの利用は年に二、

三回程度となっております。使用状況として市の

管理施設では、平成２１年２月に風連日進地区に

おいて１件の使用が報告されております。

御質問の設置施設が閉ざされた後に必要な事態

になった場合の使用については、設置施設に宿日

直等がいる場合においては対応できますが、機械

警備など無人の施設においては使用ができない状

況にあります。市内の小中学校の配置は、児童生

徒の緊急事態への対応を目的としたものでありま

すので、夜間や休校時の対応はしておりませんが、

公共施設にあっては地域的な不測の事態に備えた

使用方法を施設管理者と協議するとともに、設置

場所については広報等を通じて市民に周知を図っ

てまいりたいと考えております。

次に、小項目２の設置場所の拡大の考え方につ

いて申し上げます。ＡＥＤの使用は、早いほうが

効果的でありますが、市街地においては消防署に

通報し、救急車を呼んだほうが早く、かつ的確な

処置が施されるものと考えております。その反面、

郊外地区にあっては救急車が到着するまでの時間

が長いため、その必要性が大きいものと認識して

おります。本体機器の耐用年数はおおむね５年か

ら７年、附属するバッテリーは１年から５年、パ

ッドの保証期間はおおむね２年とされ、昨年の維

持費の実績では年間１５８万円となっております。

ＡＥＤの設置は、法律的に義務づけられてはおり

ませんが、大型店を初めとする民間企業でも設置

が進められていることや現在の公共施設の設置に

ついてはある程度充足しているものと考えており

ますが、今後新たな施設や必要となる施設が想定

されましたら、状況を把握し、設置に向け検討し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたから、再度質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

滞納の問題についてでありますけれども、年間

滞納額、実は２３年度あるいは２２年度、先ほど

滞納額についてそれぞれ報告をいただきましたけ

れども、さかのぼって欠損金の扱いを見ますと必

ずしも滞納金が欠損金にイコールになるというこ

とはないというふうには思っておりますけれども、

不納欠損金が一般会計支出の約１％ぐらいだと

いうふうに思っておりますけれども、金額では平

成２２年度で一般会計の中身でいきますと４５

０万円ぐらい、２３年でいくと３７０万円ぐら

いの数字になっているのだと思います。私の決算

書の見方が悪いのかもしれませんが、その中でも

民生の保育資料の欠損金が２２年度、２３年度を

見たときに実は約２倍ぐらいになっているのです。

なぜ滞納を当年度内に徴収できないかというのが

私はちょっと疑問になったわけでありまして、約

倍になった中身について、なぜこのような形にな

ったのか、あるいは督促することを忘れたのかど

うかの問題も一方ではあるのかもしれませんけれ

ども、そのような中身になったことについてまず

お知らせを願いたいというふうに思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

税に限らず使用料等〇市民部長（土屋幸三君）

々につきましては、その都度滞納が発生した時点

で本人に相談をしながら、連絡をしながら納入を

促しているということでやってきているところで

あります。しかしながら、先ほど答弁の中で話を

させていただきましたように、一方では経済の低

迷ということで、なかなかそれぞれの家庭の事情

が大変厳しくなってきているのかなという部分も

考えられます。こちらとしましては、そういった

滞納に至らないように、相談あるいは催告も含め

て、分割納付も含めて御相談をしているところで

すが、今言いましたような事情も含めて伸びてい
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るということでございます。特に商店等につきま

しては、経営が思わしくないといったようなとこ

ろも出てきているというふうになっておりますの

で、そういった部分ではふえてきているというこ

とであります。ただ、こちらとしましてはそれを

手をこまねいて見ているということではございま

せんで、今お話ししましたようにあらゆる機会を

通じてなるべく早期に御相談を申し上げ、滞納が

出ないような指導をしているということでござい

ます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

滞納しないようにとい〇８番（竹中憲之議員）

うことですけれども、保育所の使用料の未納の問

題でいきますと、生活困窮者について、こういう

ことがあって払えないという、これは百歩譲って

子育ての支援、あるいは福祉の観点からどうして

もだめだということであればそれはそれで欠損金

という形で落とすことも私は理解をするところな

のでありますけれども、しかし一定の所得がある

のにもかかわらず払わないというか、払えないの

でなくて払わないということがあるとしたら、公

平、平等という中身でいきますと非常に不平等な

中身になってくるわけでありまして、本当に２３

年度でいけばどれだけの方が納入をしていないの

かということがどうも気になるところであります

けれども、中身的に公設の保育所あるいは季節保

育所等々含めてあるわけでありますけれども、そ

の中でどのぐらいの方が結果的には未納になって

いるのか、あるいは余り小さな数までは要りませ

んけれども、その後の対策も含めて、あるいは先

ほども言いましたけれども、当年度での処理とい

うことも難しいでしょうから、２年、３年という

ことになっているわけでありますので、そんなと

ころの扱いについて、あるいは生活困窮者の方が

どのぐらいいるのか、わかれば若干ちょっとお知

らせを願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

今議員から保育料の関係を御質問いただきました

ので、答弁させていただきたいと思います。

不納欠損が前年と比較して倍になってきている

と。２３年度の実績では、９件の２３５万００

０円という形になってございます。この増額の部

分につきましては、市税全体の中の保育料という

ことで、１件の部分につきましては他の税金等々

とあわせて事業所が倒産をして、子供が３人おら

れて年間何十万円の保育料が残ってしまったとい

うことで、議員御存じのとおり保育料の算出は前

年の所得でいきますので、それぞれ倒産した翌年

に前年の部分ということで出てきますので、その

部分が高額になっていくと。保育料の部分でいき

ますと、それで分納等々も先ほど市民部長のほう

から説明させていただきましたように、当事者と

会ってそれぞれの分納の手続等々をさせていただ

いておりますし、また今年度からは児童手当等々

から保育料をいただくということで、実績もござ

います。しかしながら、今のように倒産等々があ

った場合については保育料以外にも同額以上の１

００万円単位の滞納が出てきているということで

ありますので、この部分についてはやはりなかな

か徴収は難しいということで、税務課担当の納税

係ともあわせて協議をしながら、いただけない部

分については不納欠損の３年間の経過の中で不納

欠損をさせていただいているという事例がござい

ます。しかしながら、現年度分につきましては、

現３保育所の中では保育所長が分任出納員になり

まして、先ほど説明していただきましたように保

護者に送り迎えのときにお話をさせていただくな

り、またそのときに保育料を持ってきていただけ

ればそこで受け取るというような対応もさせてい

ただいておりますので、残念ながら不納欠損にな

った部分につきましては申しわけございませんけ

れども、しかしながらそれ以外の保育料が納めら

れる世帯につきましては極力そのような形で現場

対応させていただいていると考えてございますの

で、御理解をいただきたいと思います。
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竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

保育所の使用料の扱い〇８番（竹中憲之議員）

については、余り深くやらないでおきたいという

ふうに思いますけれども、しかし入所のときにあ

なたは所得が低いから入れませんというわけには

いかないものですから、そういう意味でいくとか

なり厳しいのかもしれません、徴収のあり方につ

いて。ですけれども、先ほども言いましたように

生活困窮者の扱いとはまた別な所得がある方の未

納対応というのはきちっとやっていただくという

ことをまずそこでお願いというか、求めておきた

いというふうに思います。

あと、市税の関係で、額的には２２年度、２３

年度でいきますと２３年度が不納欠損下がってい

るという状況でありますけれども、しかし２３年

度３００万円ぐらいの不納欠損になっているわ

けでありまして、実は１事業できるだけの額にな

っています。これも中身的にそれぞれ市民税ある

いは固定資産税の中身が入っておりますけれども、

きちっとした徴収体制をしいていく、あるいは法

的な措置も含めてやることも重要だろうというふ

うに思っておりますけれども、本州で対策室を設

けて、これはちょっとどうなのかなというふうに

思いましたが、この辺にはいないだろうと思いま

すけれども、警察の暴対経験者を入れて対応して

いるという、そういう市も実はあるのです。額的

には、名寄なんて及びもつかないぐらいの額を抱

えているという、そういうところもありますけれ

ども、そこまですることがどうなのかというのも

一方ではありますけれども、そういうこともやり

ながら、市税の徴収率というのですか、収納率を

上げていくということもしているわけでありまし

て、行政としてはそういうことは今のところ厳し

いのかもしれませんが、精いっぱい職員間で議論

をしながら、この徴収率を上げていくことで税の

平等ということも含めてあるわけでありますから、

不公平のないような扱いを今後求めておきたいと

いうふうに思います。

次に、大学の関係です。先ほどそれぞれ答弁を

いただきました。大学の募集にかかわってオープ

ンキャンパスの問題、あるいは教員の後方支援と

いうことも含めてありまして、実はなぜこのよう

な中身を今回質問したかというと、先ほど中身的

には就職後のケア、サポートも含めてという話が

ありましたけれども、これは単なるそのときの就

職先のケア、サポートだけでなくて、２年、３年

たつことによってそこから名寄の大学の問題だっ

たり、名寄を発信してもらうと、卒業生から。そ

こから実は名寄の大学の問題を入れることによっ

て受講者もふえるのではないかというふうに思っ

ているのです。中身的にどこまで卒業生、就職者

をサポートするかというのは非常に厳しい一面も

あると思います。というのは、個人情報保護法の

問題も含めてあって、必ずしも教えてもらえるか

どうかという問題も出てくるわけでありまして、

そんなところについて中身は別にしてもきちっと

やっぱり追跡調査も一方でする必要あるのかなと

いうふうに私は思っていますので、先ほど答弁い

ただきましたけれども、もう少し突っ込んで大学

側で議論をしていただいて、就職者のサポートを

できるかどうかも含めて議論があるとしたら、お

知らせを願いたいというふうに思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど御答〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

弁の中で申し上げましたキャリア支援センター、

ことしの４月に発足をさせていただきまして、こ

の中でいわゆる就業力をどういうふうに学生につ

けていくかということでございます。学生本人は、

いわゆる就職先を単に選ぶということではなくて、

自分の生涯設計、人生設計の中でどういうふうに

職業選択をしていって、どういう自分の人生を、

大きく言えばそういうことを歩んでいくのかとい

うことが大きなテーマとなりますが、こういう中

できちっとした就業力をつけていくということが

大きな問題だろうと思います。それで、実はここ

のフォローにつきましては、いわゆる卒業後の就
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職先の報告というのは、これは学生の任意の報告

でございまして、これに協力をしていただくとい

うことが大前提です。それから、きちっと報告を

して相談を、就職がうまくいかない学生も何人か

いるわけでございまして、そういう学生がその後

も就職の状況についてフォローしてほしいという

ことをきちっと確認をした上で学生の適性に合っ

た指導をしていくということが今後求められるだ

ろうということでございます。卒業生を送り出し

まして３回目でございまして、この辺をしっかり

情報も蓄積も含めまして大学としてやっていきた

いというふうに考えておりますし、そういう体制

を整えていくことで今後の学生のいわゆる就業力

支援、それから就職指導に役立つものというふう

に考えておりますので、この辺今キャリア支援セ

ンターの中で、まず教員の先生方も含めまして研

究、検討していただくようにお願いをしておりま

すので、もうしばらく時間かかると思いますが、

御理解をいただきたいというふうに考えておりま

す。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今答弁いただきました。〇８番（竹中憲之議員）

私の質問から若干離れるという、ずれるというこ

ともあるのかもしれませんが、実は御承知のよう

に本年３月時点で在学生の出身地、あるいは保健

福祉学部等々、保健福祉学部でいけば３０％が道

外で、市内を含めて道内が７０％と。あるいは、

看護学科が９０％道内というような状況でありま

すから、そういった意味では割とサポート、ケア

も含めてしやすいのではないかなというふうにも

思っておりますが、一方でちょっと政府の中でい

ろんな議論があった新設校、新設大学の扱いが実

は出ているのだろうと思うのです。札幌で保健医

療大学が新年度開校されますけれども、先ほど聞

きますと推薦が７倍という状況だというふうに

言われましたけれども、札幌の大学のこの開校に

かかわって名寄における大学の受験というか、そ

れに影響があるのかどうなのか、今後の中身も含

めて出てくるかと思います。ただ、公立と私立の

扱いでありますから、学費の扱いが大分違うと思

いますから、そうそうというふうには思いません

けれども、ちょっと分析できていればお聞かせ願

いたいと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

来年４月開〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

学予定の看護師、保健師を養成する札幌保健医療

大学でございますが、想定される学生確保の主な

対象地域というのは札幌圏域を中心に道内全域だ

ろうというふうに推測をしております。これは、

本学の入学者の出身地とまさに重複するというふ

うに考えられますので、影響がないとは言えない。

むしろ影響があるだろうというふうに認識をして

おります。１１月１５日に実施いたしました２５

年度の推薦入試の志願状況でございますけれども、

先ほどお伝えしましたとおり看護学科、推薦入試

ですので、募集人員２０名に対しまして出願者数

６１名ということで、昨年から微増しております。

昨年は５９名でございました。推薦入試は、本学

を第１志望とする受験生ということでございます

ので、平成１８年から２４年度、本年入学までの

推薦入試の平均志願者数でいきますと６０名程度

になりますので、大体安定してきているというふ

うに評価しております。ただし、影響があるとい

うのは恐らく一般入試の部分についてだろうとい

うふうに推測をしております。一般入試において

本学と併願をして、併願している大学に合格した

場合、どちらを選択するかというのは読み取ると

いうことはなかなか難しいということでございま

す。

競合する看護職の養成大学と比較して、本学の

看護学科に関する優位性というのを、１年次から

行う医療機関での優位性につきまして、これは１

年次から行う医療機関での実習の大部分を名寄市

総合病院を中心に地域の市内の医療機関に受け入

れていただきまして、学生にとって経済的な負担、

それから身体的な負担が少ないこと、それから安
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定した高い国家試験等の合格実績を持つというこ

とを進学相談会等において受験を希望する高校生、

それから保護者の皆様、それから高校の進路担当

の先生方に伝えるように努めております。また、

札幌保健医療大学は定員全体、推薦、一般入試を

含めて１００名の定員でございますけれども、本

学は５０名ということで、極めて少人数でござい

ます。その少人数の定員であるということに関し

まして、本学の特色の一つであります少人数教育、

学生一人一人に対するケアが行き届くということ

も強調して伝えてきております。今後も国家資格

の取得を目指す学生の１００％の合格を達成する

という指導体制、それから学習環境等の整備に努

めまして、出口の優位性、これを強調した学生確

保や募集活動に取り組んでまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

札幌の保健医療大学の〇８番（竹中憲之議員）

関係は、中身的に名寄と両方受けて名寄をやめる

という状況になる可能性というのは恐らく札幌圏

が中心になるのだろうと思うのです、保護者の金

銭的な問題もあるでしょうから。そういった意味

で見ると、今までの地域、どの地域からどのぐら

いの受験生がいるかというのをもう少し分析をし

ておいたほうがいいのかなと。分析したからとい

ってとまるわけではないかもしれませんが、そう

いうことも私は必要だというふうに思っています

ので、そんなところについて求めておきたいとい

うふうに思います。

名寄大学の関係では、今後短大の４大化だとか、

大学院の問題だとか、いろんな議論が進んでいく

だろうというふうに思います。きょうは、そのこ

とについては求めませんが、３年たって今後そう

いうことが札幌の保健医療大学との問題みたいに

出てくる可能性もないわけではないというふうに

思っていますし、旭川もそういう大学ありますか

ら、そういうことで就職後のサポート、フォロー

も含めてきちっとやることを求めておきたいとい

うふうに思います。

次に、ＡＥＤの扱いです。実は、先ほど答弁い

ただいて、耐用年数の問題、電池の交換の問題を

含めて答弁がございましたけれども、電池の交換

は一定程度やっているのだろうと思いますが、恐

らく外には放置をしていないでしょうから、電池

はそれぞれ一定の期間内に交換をしているのだと

思いますが、電池がなければ使えないわけであり

まして、電池の検査等々含めて交換はどのように

されているのか。低温になると電池の劣化が進む

ということもあって、使えなくなる、あるいは時

間がかかるということもあるわけでありますが、

その辺の扱いはどのようにされているか、ちょっ

とお聞かせ願います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

ＡＥＤのそれぞ〇健康福祉部長（三谷正治君）

れのバッテリーですとかパッドですとか、その附

属部分につきましては、一応先ほどお話ししまし

たように耐用年数おおむねですけれども、各メー

カーによって違います。先ほどお話ししましたよ

うに、３１カ所に設置をしてございますので、メ

ーカーも１種類ではございませんので、それぞれ

のメーカーごとの機種ごとの耐用年数、附属品、

パッドもバッテリーも耐用年数に合わせて年次ご

とに交換をさせていただいております。その部分

が先ほど言った２３年の実績で１５８万円維持費

がかかっているという実績であります。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

答弁の中で１つ気にな〇８番（竹中憲之議員）

ったというか、風連日進で１回使っているという

ことであります。１回使っているということは、

これしか使われていないということなのかなとい

うふうに思います。使わないほうがよりいいとい

うことでありますけれども、より市民のために安

心、安全な中身にするために配置をしていくとい

うのも、これは重要な中身でありますので。

それで、実は日進小学校が今年度で閉校という
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状況になって、このＡＥＤどこに置くのか、そん

な日進との議論がされているのかどうかお聞かせ

願いたいのと、もう一つは先ほどの答弁の中で市

内は救急車すぐ来ると。短時間で来るのでという

ことでありましたけれども、到達時分が長い地域、

あるいは今冬のようにいきなり大雪降って救急車

が到達時分おくれると遅くなるということも実は

あるわけであります。ですから、中身的には私が

思っているのは設置箇所もふやすと。金はかかる

かもしれませんが、一定程度公共施設がないとこ

ろを中心にして、町内会だとか、そういうところ

もふやす必要があるのではないかというふうに私

は思っておりますけれども、その辺の扱い、考え

方についてお聞かせを願いたいと思っています。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

日進小学校閉校〇健康福祉部長（三谷正治君）

後のＡＥＤの箇所ということで、これも教育委員

会の管轄でございますけれども、私のほうで教育

委員会と連携をとって話をさせていただいた現在

の中身としましては、閉校後の跡地利用について

は現在町内会等々、地域の皆さんと協議をさせて

いただいているということでございます。しかし

ながら、学校が廃校になるということで、今後は

学校以外の施設にということでございますので、

今後これらにつきましては地元と十分協議をした

上で設置の場所を検討していきたいと考えてござ

います。

それと、もう一つ、設置の部分について、特に

郊外の部分、時間かかる部分ということでござい

ます。議員お話あったように、バッテリーの部分

については低温に非常に弱くて、例えば町内会館

でも冬場は毎日使っている部分はいいのですけれ

ども、使っていないものはそれだけ消耗が大きく

なるということでございます。また、それぞれ町

内会ごとにという議員のお話もいただいていると

ころでございますけれども、それぞれ町内会です

とか、個々の家ということも考えの中にはありま

すけれども、しかしながら個人の住宅に、例えば

町内会長さんのお宅ということになりますと、ま

たほかの、それから家族の問題、それから責任の

問題等々が発生するのではないかと考えておりま

すので、その設置の部分につきましては地域の皆

さん、特に町内会及び専門的であります消防署等

とも協議しながら、それぞれ検討してまいりたい

と思いますし、今後の新しい施設については市民

が対応する部分については設置をしなければなら

ないと考えておりますし、今議員言われたように

今の中で地域の中で必要というところがもし出て

きた場合については検討させていただきたいと考

えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間もありませんから、〇８番（竹中憲之議員）

最後になりますが、ＡＥＤの設置をしてあるとこ

ろの職員等々の講習のあり方というか、講習され

ているかどうか、活用ができるかどうかというこ

とについて、どのぐらい進められているかお聞か

せを願いたいというふうに思います。

あと、今後の設置箇所における職員等の講習の

あり方、今現在市民にも講習進めておりますけれ

ども、今後行政として職員の講習進めるかどうか

について最後にお聞きをして、終わりたいと思い

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

上川北部消防事〇健康福祉部長（三谷正治君）

務組合の調べでございますけれども、現在名寄市

内でＡＥＤを扱える普通救急講習修了書というの

を講習をされた方には発行されていると。これを

所持している方は、実は１９２人。この数字に

つきましては３年間有効ということで、平成２１

年から２３年の３年間に受講された人数でござい

ます。そのうち名寄市の職員については８３名、

それから各学校、小中学校の教員につきましては

１４０人という数字になってございます。各施設

につきましては、それぞれの職員が配置されてお

りますので、対応できると考えてございますけれ

ども、先ほどお話ししましたように実際に使用し
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た部分については日進の１件ということでござい

ますので、今後については使用の方法、講習して

も忘れるということがございますので、定期的に

講習会を受けるような配慮をさせていただきたい

と考えております。

以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

基幹産業の推進について外２件を、植松正一議

員。

議長の御指名をいただ〇７番（植松正一議員）

きましたので、通告順に従い、順次質問いたしま

す。

初めに、大項目の基幹産業の推進について質問

させていただきます。厳しい経済状況の中、地域

経済の活性化を図るためには、１次産業、２次産

業、３次産業が一体となって資源に付加価値をつ

ける取り組みが重要と考えております。国の経済

産業省所管の農商工連携の取り組みについて、研

究開発事業を活用して農産物の製品化を求めてい

ますが、本格的な商品化の課題、またスタッフの

方などなど進まないと聞いております。また、商

工会議所事業主体による名寄ブランドが名前を変

え、本格的に地域資源を活用した新たな商品開発

に取り組むということでございますが、そこで１

点目に名寄市には豊富な農業資源が多くあり、農

業、商工業、ホテル、飲食業等の連携する必要が

あると思っていますが、考え方をお知らせくださ

い。

２点目に、商工会議所が主体となって実施して

いる名寄ブランド商品化について、開発プロジェ

クトに大いに期待しておりますけれども、新たな

商品についてお知らせください。

２つ目に、新たな畑作を含めて本格的に実施さ

れ、意欲ある農業者が将来経営安定に取り組む環

境整備であり、内容を含めて多くの方は所得の向

上につながったと喜んでいるところでございます。

そこで、農業者戸別所得補償制度の目的と事業概

要と、あわせて制度上の課題についてお伺いいた

したいと思います。

次に、大項目、道立トムテ文化の森、なよろ健

康の森について、３点について伺います。文化の

森と隣接している健康の森と一体となって、自然

に親しみ、森林の持つ公益的機能、また多くの子

供たちの遊び場、そして教育の場、または市民の

憩いの場など多くの利用者で親しまれていた場所

であります。

そこで１点目に、道立トムテ文化の森の市への

施設移管に伴う協議内容についてですが、協議が

開催されていると聞いております。そこで、質問

をさせていただきます。まず、道立トムテ文化の

森の施設概要と利用状況並びに維持管理費に要す

る費用についてお知らせください。

あわせて、移管に関して名寄市より要望書を提

出されているとのことですが、要望の内容並びに

北海道からの回答はあったのかお知らせください。

また、要望書を提出したとするならば、条件が

合えば移管を受け入れる、名寄市で管理されると

思いますが、移管後の計画についてあればお知ら

せください。

２点目に、平成２４年度市議会議会報告会を行

いました。そのとき施設管理の中であえて健康の

森のパークゴルフ場の整備状況の悪さと利用制限

された市民の不満の声があり、今後対処していか

なければならないと思っております。報告会では、

市長に提出し、回答をいただきましたが、不十分

であるので、質問させていただきます。指定管理

者との管理に関して、芝の管理については具体的

に契約内容をお知らせください。また、指導はど

のように行っているのかもお知らせいただきたい

と思います。
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３点目に、陸上競技場及びサッカー場の利用状

況についてですが、健康の森としての他の施設で

のスポーツとして利用状況をお知らせください。

最後に、大項目の住宅マスタープラン後期計画

策定について、２点について伺います。１点目に、

計画的に集約した政策に関して、後期計画に向け

ての課題と検証についてお知らせください。

２点目に、高齢化が進む中、福祉施設と今後の

福祉サービスの内容や市民ニーズの対応、対策の

考え方についてですが、近年の少子高齢化の進行

や核家族化、高齢化世帯の増加で福祉に対するニ

ーズは深まる一方であります。真剣に対処してい

かなければならないと思っております。そこで、

施設の入所希望の状況は、市民のニーズの内容は、

また今後の市の考え方についてもお知らせくださ

い。

以上でこの場からの質問を終わらさせていただ

きます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

植松議員からは、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

大きな項目で３点の御質問をいただきました。大

きな項目の１点目、小項目１は私から、小項目２

と大きな項目２点目は経済部長から、大きな項目

３点目、小項目１は建設水道部長から、小項目２

は健康福祉部長からの答弁とさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、小項目、食、観光、物産の

連携による地域ブランドの実績と今後の課題につ

いてお答えいたします。名寄市には、日本有数の

品質及び生産量を誇る農産物が多くあります。生

産される大部分は、原料として出荷されています。

これら農産物の価値を向上させることは、地域経

済の活性化の視点においても必要であります。こ

れらの取り組みを行っていく上で、地域が一体と

なって取り組む体制として農商工連携が必要と考

えており、それらの取り組みのきっかけづくりと

して今年度総務省の緑の分権改革調査事業を申請

し、採択を受けることができました。この調査は、

日本一であるモチ米とひまわりに焦点を当て、こ

れらを原材料とした新たな商品開発だけでなく、

付加価値をつけ加えることによりモチ米、ひまわ

りを連想したときに名寄が思いつくようなブラン

ドイメージを確立するためには、食、健康などど

のような視点に基づいて価値をつけるのかについ

て、全国的なニーズとして的確であるのかを調査

することにより、販路拡大を初め交流人口の増加、

産業創出など多面的な効果を探ることを目的に事

業を実施しています。これらを実施するための体

制として、ＪＡ、商工会議所、観光協会、名寄市

立大学などから組織された名寄市寒冷地型食クラ

スター事業交流推進会議を設置し、本調査事業の

効果や持続的な有益モデルとしての方向性及び実

施内容について検討していくこととし、さらには

市内のホテルや飲食業などの事業者や一般市民か

らも意見をいただく場として市民会議等も開催し、

調査結果に基づいた今後の可能性について議論を

していく中で、課題等などが明らかになるものと

考えており、広い視点から農商工連携に向けた体

制づくりを進めたいと考えております。

次に、名寄商工会議所が主体で実施しました新

「なよろブランド」商品開発プロジェクトについ

てですが、新「なよろブランド」商品開発プロジ

ェクト事業は、名寄商工会議所が中心となり、平

成２０年度に「なよろブランド」創造研究会を立

ち上げ、名寄にある資源の調査研究、平成２１年

度に意欲ある民間事業者が地域資源を生かした新

商品開発に向けた基本方針を定め、平成２２年度

に中小企業庁の支援を受け、新「なよろブラン

ド」商品開発プロジェクト事業を実施いたしまし

た。構成団体も商工業者を初め農業及び市立大学、

観光協会など市内関係団体の連携によるさまざま

な視点から、名寄ブランドの構築に向けて新たな

商品を開発するとともに、販路拡大に向けた道内

外での商談会への参加などに取り組んでまいりま

した。平成２３年度から今年度までの事業実績と

して、新たに開発された商品の販売促進を促すた

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－124－

めに道内外で開催された５件の商談会に参加し、

専門家やバイヤーと改良点などについて意見交換

をするとともに、一部商品については商談が成立

し、販路拡大につながった事例もありました。ま

た、道内外のイベントの出店ブースの参加、また

首都圏やネットによるテスト販売などを行い、平

成２４年度も引き続き商談会やイベントに参加し

ており、これまでの成果があらわれ始めているこ

とから、商品のＰＲなど名寄ブランドとしての認

知度が確立されるよう商工会議所とも相談をして、

民間事業者の側面的支援も今後とも行ってまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目１のう〇経済部長（高橋光男君）

ち小項目２、新しい戸別所得補償の内容と評価に

ついて申し上げます。

平成２３年度から本格実施となりました農業者

戸別所得補償制度の目的につきましては、販売価

格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に

その差額を交付し、農業経営の安定と生産力の確

保を図り、食料自給率向上と農業の多面的機能を

維持することとしており、平成２２年度にモデル

対策としてスタートしました。水田における米、

転作作物の交付金に加えて、畑作物の所得補償交

付金が加わり、田、畑、共通して対象となる制度

となっております。具体的には、主食米について

は１０アール当たり１万０００円が交付されま

した。転作については、国の戦略作物である麦、

大豆、飼料作物が１０アール当たり３万０００

円、ソバ、菜種、加工用米が１０アール当たり２

万円となっており、その他野菜類等においては産

地資金が創設され、地域の実情に即した地域振興

作物への取り組み支援となっております。畑作物

の所得補償交付金においては、麦、大豆、てん菜、

でん粉原料用バレイショ、ソバ、菜種が交付対象

作物となっており、前年産の試算面積に基づき１

０アール当たり２万円の面積払いと出来高と品質

に応じた数量払いの組み合わせによって交付され、

高収量、高品質なものほど交付額も多くなる仕組

みとなっております。さらには、規模拡大加算、

緑肥輪作加算など新たな加算措置も創設されたと

ころです。戸別所得補償制度による交付金は、国

から農業者へ直接交付されるものですが、農業者

への周知、受け付け、現地確認などの事務は地域

協議会が担当しております。名寄市への過去の交

付額は、平成２１年度１４億４００万円、２２

年度１８億円、平成２３年度１９億７００万円

となっており、平成２３年度から本格実施された

ことにより確実に生産者の所得は向上し、経営の

安定化につながっているものと判断しております。

戸別所得補償制度の今後の課題としては、この

制度が法制化されていないことから、不安定な一

面があるなど今後法制化に向けての取り組みが必

要と考えております。また、畑作物の所得補償交

付金では対象品目が限定されており、品目の拡大

が重要であることと畜産農家への支援がないこと

から、法制化とともにこれらの課題について国へ

の要望などを含めて検討していかなければならな

いと考えているところであります。

次に、大項目２、道立トムテ文化の森、健康の

森についての小項目１、道立トムテ文化の森の市

への施設移管に伴う協議内容について申し上げま

す。まず、道立トムテ文化の森の施設概要につい

ては、道立の森として平成６年になよろ健康の森

の中の土地並びに山林を名寄市より北海道が借り

受け、平成１０年５月に開園した施設であり、名

寄市以外では旭川市、津別町、真狩村にそれぞれ

設置されております。施設は、森林学習館、通称、

もりの学び舎とキャンプ場、薬草園、実習展示林、

林間歩道などから成り、施設の広さは１５２ヘ

クタールとなっており、施設の利用者数は年は１

万０００人を上回る利用があります。維持管理

費は、今年度の北海道が支払う指定管理料で年額

７６０万円となっております。

北海道は、財政状況が厳しくなる中、平成２１
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年度知事評価において市町村への移管の方針が示

され、平成２２年８月１１日、北海道水産林務部

森林環境局森林活用課長より名寄市副市長に申し

入れがあり、その後担当者レベルでのあり方検討

会として、平成２３年７月から平成２４年４月ま

での間に４回の協議を行ったところであります。

道立の森としての移管対象施設は、名寄市を含め

道内４施設全てが対象となっております。この間

名寄市としては、他の３施設に比べ利用が最も多

く、名寄以北の人口の１割に匹敵をする１万０

００人以上の利用があり、利用者の４割、特にキ

ャンプ場にあっては７割が市外利用者であり、北

海道が管理すべき施設であるとしてまいりました

けれども、移管できない場合廃止もあり得ること

から、一定の条件のもと移管についてはやむを得

ないものとして、経済建設常任委員会にお示しを

しました要望書を平成２４年７月２０日、北海道

に提出したところであります。要望の内容は、管

理費支援を指定期間２期分の８年間行うこと、事

務機器の更新を道の管理期間内に行うこと、移管

後の修繕費用として施設取り壊し見合い費を全額

交付すること、移管後も道森林活用プログラムな

どの提供を行うことであります。北海道から一定

の打診はありますが、正式な回答はまだなく、名

寄市としても最終判断をしていないところであり

ます。移管後の管理につきましては、内部で検討

しておりますけれども、現在移管条件について交

渉中でありますので、御理解を賜りたいというふ

うに思います。

次に、小項目２のパークゴルフ場の利用状況と

維持管理について申し上げます。指定管理者との

芝の管理におきましては、指定管理者公募時にな

よろ健康の森作業水準書があり、維持管理に関す

る事項でコースごとに芝刈りなど１１項目につい

て定めており、また基本協定書第１４条で毎年度

の事業計画書を義務づけ、作業水準以上の確保を

求めているところであります。契約上示されてい

る作業は、年間芝刈り、フェアウエー２５回、ラ

フ１５回、バンカー除草３回、砂１回、追肥４回、

目土２回、エアレーション１回、芝種子１回、ク

ローバー除去２回、融雪剤１回、殺菌剤１回、散

水適宜となっております。

指導につきましては、名寄市公の施設に係る指

定管理者の指定手続に関する条例第９条で、定期

的、また臨時に報告を求め、実地に調査し、また

必要な指示をすることができるようとなっており

ますので、毎月の報告に問題がある場合、事故報

告や苦情報告がある場合以外にも今年度のひでり

時の対応などで指示を行っております。具体的に

は、毎月の報告では報告の内容に疑問のある場合

の事務的なものとなっており、事故報告では健康

の森内での事故に対する確認を行っております。

苦情では、改善すべきものの報告として維持管理

に反映するものとなっており、今年度のように異

常気象や災害での指導も少ない事例ですが、行っ

ております。

パークゴルフ場の利用者は、平成２２年度２万

１２９人、平成２３年度３万４６８人、平成

２４年度２万６４１人となっております。

次に、小項目３、陸上競技場及びサッカー場の

利用状況について申し上げます。陸上競技場では、

平成２２年度１２１団体、０６６人、平成２３

年度７８団体、７９２人、平成２４年度１５８

団体、９５０人の利用となっております。多目

的コートでは、平成２２年度６５団体、６２４

人、平成２３年度５３団体、６２９人、平成２

４年度７１団体、４３９人の利用となっており

ます。冬季のクロスカントリリーでは、平成２２

年度２１５団体、６０８人、平成２３年度３９

０団体、３００人の利用となっております。

以上、私からの答弁といたします。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇建設水道部長（長内和明君）

大項目の３の小項目１番、計画時に集約した政策

に関して、後期計画に向けての課題と検証につい

てお答えをいたします。
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住宅マスタープランは、市民が住みやすく、住

みたくなるまちをつくっていくために、将来どん

な家に住み、どんなまちに暮らすかという目標を

実現していくための住宅政策における基本計画で

あります。平成１８年３月の合併に伴い、新名寄

市において２つの旧市町の計画を一体化し、住宅

行政として市民が豊かさを実感できる計画を推進

するために、平成２０年度から平成２９年度の１

０年間を計画期間とした名寄市住宅マスタープラ

ンを平成１９年度に作成したところですが、計画

期間が長期にわたることやこの間の政権交代によ

る交付金制度の改正、市内における民間賃貸住宅

の急増など社会、経済情勢の変化や市民ニーズの

多様化などに対応すべく、中間年である今年度に

おいて改めて無作為抽出によるアンケート調査を

実施し、その結果を踏まえ計画全般の施策につい

て、点検、見直しを行っているところであります。

また、今後の課題といたしまして、民間活力導

入を含めた公営住宅の整備手法の検討のほか、安

心、安全なまちをつくっていくために住宅の耐震

化に向けた診断及び改修の普及促進、また高齢化

社会に向けたシルバーハウジングの供給などが挙

げられており、現在庁内作業部会及び検討会で課

題の整理と今後の方向性などについて協議を進め、

住宅マスタープランに反映させ、平成２５年１月

中には計画の素案をまとめ、パブリック・コメン

ト手続条例に基づき、広く市民から御意見をいた

だいてまいりたいと考えており、来年３月の定例

議会において提案をさせていただきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目３、住宅マスタープラン後期計画策定

についての小項目２の高齢化が進むが、福祉施設

と今後の福祉サービスの内容や市民ニーズの対応、

対策の考え方について申し上げます。

本年１０月１日現在の６５歳以上の人口につき

ましては３９５人、高齢化率は２０％、７５

歳以上の人口では４３３人、後期高齢化率は１

８％となっており、北海道１７９市町村の中で

の本市の位置づけは高齢化率で１３１番目、後期

高齢化率では１３３番目の位置にあり、昨年の同

月で比較しますと６５歳以上の人口では７％増

の１５１人、７５歳以上の人口では４％の８１

人となっております。市内の入所系の介護保険適

用施設７施設の状況を見ますと、定数では３６３

名で、うち市が設置しております特別養護老人ホ

ーム清峰園、しらかばハイツの入所定員は１８０

名で、待機者数は２４６人、うち市民の待機者は

２２６人で、その内訳は介護老人保健施設に入所

されている方が４７人、病院に入院されている方

は４０人、認知症グループホームに入所されてい

る方は２４人、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

等に入所されている方が１０人、自宅で待機され

ている方は１０５人となっております。自宅で待

機されている方１０５人の要介護度の内訳は、要

介護１が１４人、要介護２が４２人、要介護３が

２５人、要介護４が１３人、要介護５が１１人と

なっております。両施設の入退所数は、平成２３

年度では入所が３６人、退所は３９人、平成２２

年度では入所が４７人、退所は４５人で、要介護

４または５の方の待機者数は２４人となっており

ますので、自宅で待機されている比較的介護度の

高い方はおおむね１年以内には入所できるのでは

ないかと考えております。

名寄市第５期高齢者保健医療福祉計画、介護保

険事業計画では、介護保険施設利用者の要介護４

から５の割合は７１％以上を目標にしており、

平成２３年度では５６％でしたが、本年の前期

では５８％となっております。国が介護保険料

の算定のために示しているワークシートでは、特

別養護老人ホームの必要定員数は１８６名、介護

老人保健施設では１２４名を見込んでおり、市内

にある施設の定員数からは３０人程度不足する計

算となりますが、北海道が制定しております名寄
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市を含む２市５町１村の上川北部高齢者保健福祉

圏域内の特別養護老人ホームと介護老人保健施設

の定員数は８５５人、市内の東病院を含む医療療

養型の病床が２１５床ありますので、長期療養が

必要な方の看護、介護はこれらの施設で対応でき

るのではないかと考えているところであります。

過日行われました名寄市立総合病院開院７５周年

・新築２０周年記念講演会の佐古院長の講演資料

では、６５歳以上の人口１０万人当たりの療養介

護ベッド数は全国０４９床のところ、上川北部

では３５９床で全国の１倍、名寄市では２

３９床で全国の７倍となっており、全国平均に

比較しても高い整備率となっていることから、医

療、介護ニーズの高い方への提供体制は整ってき

ているものと考えております。

また、本市の第４期介護保険事業計画では実施

事業者がないため実施できなかった小規模多機能

型居宅介護事業所が平成２４年度の北海道の介護

基盤緊急整備等特別対策事業交付金を受け、一般

社団法人山笑の里が登録され、定員２５名、通い

のサービスの利用定員１５名、宿泊サービスの利

用定員８名で、去る１１月１０日に開所式が行わ

れたところであります。通いを中心とした利用で

すが、状態や希望により泊まりや訪問を柔軟に組

み合わせてのサービス提供をすることとなってお

りますので、地域生活としての拠点として期待し

ているところであります。

また、市民ニーズの内容につきましては、本年

１０月に建設水道部で実施した住宅マスタープラ

ンの見直しのアンケート調査で、市民の方からの

回答を見ますと、設問の１点目ではあなたは高齢

期にどのような暮らし方を希望しますかでは、自

分だけ、または自分と配偶者だけで暮らしたいが

１６７件、子供世帯の近くで暮らしたいが９７件、

子供世帯と同居したい及び気の合った友人と、仲

間と一緒に暮らしたいがともに３３件。２点目で

は、高齢期にあなたはどのような住宅に住みたい

と考えていますかでは、現在住んでいる住宅に住

み続けるが１４５件、高齢者向け設備やサービス

が整った住宅への転居、シルバーハウジングを含

むが９３件、老人ホーム等の高齢者福祉施設に入

るが５３件。３点目では、高齢者が安心して暮ら

せるためにどのようなことが最も重要だと思いま

すかでは、福祉サービスなど利用しやすい高齢者

向けのサービスつき住宅等の整備が１１１件、高

齢者が安心して暮らせる地域コミュニティーの形

成が７７件、安心して暮らせる福祉のまちづくり

の推進が５３件、生活利便性の高い地域の賃貸住

宅等に住みかえできる仕組みが５２件の状況とな

っております。

介護を必要とする方への入所系施設につきまし

ては、一定の充足が図られていくものと考えてお

りますが、今後もさらにサービスの向上を図るた

め、先進地等の調査研究を進めてまいりたいと考

えております。高齢者の住まいに関しては、アン

ケート結果から現在住んでいる家に住み続けたい

という方の希望が多いことから、介護保険の給付

サービスであります住宅改修を初めとする高齢者

等住宅整備資金貸付事業の周知を図るとともに、

高齢者向け設備やサービスが整った住宅へ転居し

たいという希望も高いことから、高齢者になって

からの住みかえのニーズを充足させていく必要が

あると考えますが、本市においてのシルバーハウ

ジング建設の必要性については現在国がサービス

つき高齢者向け住宅の開設者である民間事業所に

補助金等を交付するなどの供給支援を行っており

ますので、それらの動向を視野に入れ、十分に検

討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、再質問をさ〇７番（植松正一議員）

せていただきたいと思います。

まず初めに、頭から、食、観光物産の連携によ

る地域ブランドの関係ですけれども、農商工の連

携促進法が施行されて、皆さん御存じのとおり１

次産業、農業、２次産業は加工、さらに流通、販
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売は３次産業ということで、一体化を捉えて経営

の多角的、多面的により生じる付加価値を農業経

営に取り込むということでの６次産業化に対して

の支援策を国のほうも打ち出しているわけですけ

れども、そこで今後の取り組みとして、農業サイ

ド、また商工サイドの両面の情報提供や支援が必

要と思われますけれども、その辺の考え方をお知

らせ願いたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま植松議員の〇経済部長（高橋光男君）

ほうから再質問がありましたけれども、それぞれ

農業サイド、商工業サイド、補助メニューがあり

ます。とりわけ農業サイドにおいては、昨年です

か、農林漁業再生戦略において６次産業化、ある

いは成長産業化の推進のために農林漁業者等への

直接的な支援として、農林漁業者等がみずから、

あるいは食品関連事業者と連携して行う６次産業

化や地産地消の取り組みに対して農林水産物の加

工、販売施設、あるいは生産機械、施設などへの

整備を支援することとしておりまして、補助対象

メニューも多岐にわたっているところであります。

また、商工サイドのメニューとしては、いわゆる

農商工等連携促進法、これちょっと長いのですけ

れども、正式な名称につきましては中小企業者と

農林漁業者との連携による事業活動の促進に関す

る法律ということで、これは平成２０年法律第３

８号で施行されておりますけれども、この部分に

ついても補助メニューが多岐にわたっております。

ただ、この法律を活用した補助メニューの対象と

なった農家が平成２０年度に風連の２区の農業者、

それから平成２１年度には名寄市の砺波の農業者

の方がそれぞれ企業と連携をして取り組んだ事例、

この２件があります。企業のほうでこの部分につ

いては国のほうに申請したものというふうに判断

しているところであります。

また、市の補助メニューとしては、グリーン・

ツーリズムの推進事業の中の農畜産物の付加価値

向上に資する事業ということで、補助率２分の１

以内、金額は３０万円ということで少ないのです

けれども、単独の補助メニューも持っております。

さらに、農業者への周知につきましては毎年市が

発行しております「名寄市の農林業施策の概要」

という冊子に国や道の補助メニューの一覧を載せ

ております。これは、日根野議員からの御指摘に

もありまして、そういう形で平成２４年度から概

要を載せて周知を図っているところであります。

さらに、先ほど申し上げました国、あるいは国の

農業サイドの部分、あるいは商工業サイドの部分

でメニューに該当がなかった場合、これにつきま

しては名寄市の企業立地促進条例もしくは中小企

業振興条例に該当する部分もあるかと思われます

ので、その部分については申請者から相談があっ

た場合については十分に中身を聞いて、こちらの

ほうに該当する場合については営業戦略室のほう

と協議を進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の農商工連携、これ〇７番（植松正一議員）

は農業関係も、それから商業関係も本当に大事な

部分なので、いろいろな政策を含めて支援の関係

ありましたけれども、やはりもう少し風連で１件

だとか、砺波で１件でしたか、こういう関係も含

めて、グリーン・ツーリズムを含めて、基幹産業

は農業ですから、この辺はしっかりと対応してい

ただきたいなと思っております。

次に、行政報告にもありましたけれども、観光

の振興ですとか物産の関係、地元の特産品、また

販売含めて、全国各地でＰＲを含めて、名寄市の

どこにあるのかというのも含めて、本当にＰＲを

していただいていますけれども、この辺は御苦労

と申し上げたいと思っておりますけれども、それ

で地元特産品の問い合わせ、そして注文とまでい

くのかちょっとわかりませんけれども、そういう

実績とか今後の課題についてもしあれば、お知ら

せ願いたいと思いますけれども。
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湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年からことし〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

にかけまして、それぞれ札幌あるいは道内、首都

圏においてさまざまＰＲ事業、あるいは販売を含

めたＰＲ事業も行ってまいりました。これについ

ては、昨年実施しました地域再生マネジャー事業

ということでの補助の中での取り組みでもありま

すし、ことしについてはその延長でやっておりま

す。それらの結果なのですけれども、首都圏を初

めいろんな方にアンケート調査なども実施しまし

た。大体０００人ぐらいの方から回答をいただ

いています。その結果、イメージブランドという

か、言い方ちょっと変なのですけれども、例えば

名寄市のモチ米のこと、ひまわりのことを首都圏

の方に知っていますかというような問いをします

と、もうほとんどの方が知らないという方が大半

でして、またひまわりも今回昨年の「星守る犬」

の映画があったので、それらについて波及効果が

あるのかなと思ったら、北海道で咲くイメージと

いうふうには思っていないとか、北海道でひまわ

りというのは場所はどこだと思いますかというと、

もう大半の方が富良野だとか小樽だとか、そんな

回答が返ってきて、名寄と答えた方はほんの数％

です。それらについては、もちろん北海道出身の

方だとか、名寄にゆかりの方については御存じだ

ったのですけれども、そういう状況でした。それ

で、そういう中からも一つの考え方としまして、

北海道で例えばひまわりといえば北竜町と皆さん

道内の方は大半は御存じなのですけれども、首都

圏に関しては全くひまわりがどこに咲いているの

かもよく知らないということであれば、名寄市に

おいてはひまわりは名寄で日本一の面積ですよと

いうことをＰＲすれば、首都圏の中では当然それ

はそういう形で理解が得られるのだというふうな

考え方もしています。

あと、その後物産販売等もやっております。農

産物のモチだとか、それから加工品なんかの販売

も行っておりまして、同時にアンケート調査も行

いました。それらの結果については、観光振興計

画に細かく書いてあるのですけれども、要約しま

すと非常に品質がいいというふうな判断はいただ

きます。しかし、それを注文をしてとるかという

と、まだそこまでいっていないという部分です。

ということなど、いろんな課題はわかりました。

ですので、今後はもう少し広くということではな

くて、ある程度絞った形のＰＲが必要だと思いま

すし、その後ことしに入ってからモチ米ですとか、

もちろん大福の関係、それからひまわり油だとか、

農産物の加工品なんかの問い合わせがちょくちょ

く来ます。それらについては、大口でなければあ

る程度対応しておりますし、大口のものについて

はそういったお店のほうにつないで流通しており

ます。

以上です。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今的確にお話ありまし〇７番（植松正一議員）

たけれども、モチ米だとかひまわりはまだ知らな

い人がかなりいるようなことも言っていましたけ

れども、この辺は真剣にやっぱり地方へ行って名

寄を売り込むということで、市長さんも観光含め

てこの辺関係は一生懸命名寄を盛り上げていただ

いていますので、その辺がちょっと裏切ったよう

な形になるのではないかなと思いますけれども、

その辺はこれからの今後の課題として一生懸命や

っていただきたいと思います。

次に、商工会議所の関係ですけれども、今新し

い商品のことで一部商品の売り込みをしていると

いうことで、この辺は１点ぐらいなのか、２点な

のかわかりませんけれども、端的にお願いしたい

のと、それから風連の道の駅で名寄の特産品の展

示販売を含めてやっておりますけれども、きのう

同僚の佐藤靖議員のほうから今の複合交通センタ

ーのよろーな、私は向こうの道の駅と、それから

今の複合交通センターのところの販売等なども次

年度において団体等々などで検討していくとのこ

とでございましたけれども、その辺をお聞きした
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いのと、それから新しい商品ができるに当たって

販売までいくとなるとなかなか大変だというよう

なことも聞いておりますけれども、専門の方とい

うか、アドバイザーをお願いしているのか、その

３点ちょっとお願いいたしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

最初の特産館で〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

の販売については、もう御存じのとおり順調な販

売を続けております。よろーなとの連携、あるい

はよろーなでもそういう方法ができないかという

ことでの検討は一部されております。しかし、あ

そこは物を売る場所ではないので、品物的にはあ

る程度限定はされると思いますけれども、一部販

売も中でやっていきたいというふうに考えており

ます。

それから、新商品の関係ですけれども、新商品

の開発なのですけれども……

（何事か呼ぶ者あり）

申しわけござい〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ません。基本的には、どういったものを売り込ん

でいくかという御質問だったもので、申しわけあ

りません。今現在物産振興協会で扱っている商品

をよろーなの中で販売をしたいというふうに、今

関係の方とどんな販売をするのか、どんなふうに、

ワゴンで売るのかとかというような相談はしてお

ります。

それから、新商品の開発ということでよろしか

ったでしょうか。新商品の開発については、先ほ

ども説明しました商工会議所がやりました地域ブ

ランド商品開発プロジェクトの中でやっておりま

すが、それは平成２２年度で当時６社、６品の商

品開発を行いまして、バイヤーですとか展示会、

あるいは商品の改良なんかも行いまして、今現在

もその商品の販路拡大に向けて商工会議所なんか

とも取り組んでおります。その関連の中でその商

品をもとにして、また新たな商品も出てきている

というふうに聞いております。いずれにしても、

商品開発というのはなかなか１つできたから売れ

るというものではないのですけれども、商工会議

所も地道に取り組んでおりますし、商業者の皆様

方もそういった商品の改良を含めて販売拡大を行

っているところであります。

以上です。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のお話で一部の商品〇７番（植松正一議員）

含めて、なかなかまだ進んでいないような気もい

たします。２２年度に６社、６品ということで、

今それをまた改良しながら売っていくという、商

工会議所としては対応を含めて、また何社加盟し

ているのかちょっとわかりませんけれども、この

辺も行政として支援も含めて、これからやっぱり

この辺はしっかりして対応、対策していかなけれ

ばならないのでないのかなと思っております。ア

ドバイザーのほうは、どうなのですか、ちょっと

わかりませんけれども、本当にこういう専門の分

野の人も頼んで、やっぱり名寄市を売り込むのだ

という意気込みを、ちゃんと商品はこういうのを

つくりたいのだと。それによって販売からレッテ

ルから何からみんなこういうバイヤー、そういう

形だと思うので、やっぱり頼んでやるのが一番商

品としていいのかなと思っております。

次に、戸別所得の関係なのですけれども、これ

は今回の選挙で民主党から自民党に政権がかわり

まして、新しく加わった畑作も含めて経営安定対

策ということで、直接支払い制度で、きのうの山

田議員のあれですけれども、収量は落ちたが、云

々ということもありましたけれども、私も収量は

落ちたが、畑の方の所有者の人らに聞きますと今

回畑作関係はやっぱり所得補償関係、これは大変

所得向上につながったということで何件かの方に、

智恵文の人に聞いておりますけれども、この辺は

今度政権がかわったわけですけれども、もとに戻

らないように、直接支払いというのは私はよかっ

たなと思っていますけれども、いろいろ何かある

みたいなことも言っていましたけれども、これか

らしっかりと農協含めての、また関係団体の連携
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を強くして、これは求めておきたいなと思ってい

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

それから、大項目の道立トムテ文化の森となよ

ろ健康の森についてですけれども、この辺私もキ

ャンプ場だとか薬草関係、それから実習展示林、

歩道関係は道からいただきまして、もとの職場の

ときに草刈り、下刈りを含めてやっていただきま

して、今回こんな話出ているとはちょっと思って

おりませんで、経済のほうの内容等なども見させ

てもらいました。本当に残念に思っております。

そこで、この関係ですけれども、もう時間があり

ませんから端的に申し上げますけれども、道に対

しての要望書、要望関係提出したとのことですけ

れども、その前にただ道のほうとしては財政が厳

しいから移管をしたいという知事の方針が示され

たということですけれども、この協議の関係です

けれども、地元の中野道議もいらっしゃいますか

ら、この辺の道との連絡の協議を含めて、対策、

その結果の報告含めて中野道議からあったのかど

うか、また中野道議との協議内容は一切やってい

ないのか、その辺ちょっとお聞きしたいなと思っ

ています。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

トムテ文化の森の北海〇副市長（久保和幸君）

道から市に移管してもらえないかという一番初め

の要望を受けたのは、実は私であります。これは、

打診ということで始まったわけでありますが、そ

の時点で市で受けるということになると今後の管

理の関係もあるものですから、その打診があった

旨については道議にも御相談申し上げましたし、

あわせて今般の要望書を上げるに当たってもその

内容については道議に連絡をさせていただきまし

た。ただ、北海道からの回答は要望書を上げた内

容そのものを全部受けるという回答ではなかった

ものですから、関係の津別、それから真狩の町村

と歩調を合わせようということで、先般も中野道

議のほうに御連絡を差し上げて、それぞれの市町

村の関係の道議の皆さんと連携をしていただいて、

私どもが出した要望について道議の中でもしっか

りクリアをしてほしいということでお願い申し上

げたところであります。

以上であります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

それではまず、その結〇７番（植松正一議員）

果はまだ聞いていない。まだ来ていませんね。そ

の辺なぜ私がここで言うかというと、道立の森、

それから健康の森、それから道立サンピラーパー

ク、この辺が一体となって日進地区を含めて観光

目的ですから、その辺をしないと、今ここで一発

オーケー出してしまうと、移管はオーケーですよ

と出してしまうと、当然道の財政はだんだんよく

なればいいけれども、厳しい状況になってきたと

きに、道立サンピラーパークも千歳ですとか、あ

ちこちのほうへ聞きますと維持管理がかなりかか

るということで、やはり市のほうに、市町村に投

げかけてくるというのが今まで例もありますので、

これはしっかりと３つこうやって一生懸命名寄市、

やるのですよと。そういう特例のを含めてやっぱ

り真剣に対処していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、パーク場なのですけれども、ちょっと指

定管理の問題があると私は思うのです。この文書

や何か見ますと、指定管理で協会との連絡会議や

何か、施設等などの改善や何かは協議しながら、

契約内容、問題等なども、また芝の管理だとかも

指定管理者に任せますよと、そういうことですけ

れども、私はやっぱり指定管理者に任せる前に、

今今回えんれいとあかげらありますけれども、あ

かげらのほうは排水や何か悪いわけです。ですか

ら、行政としてはやっぱり暗渠の排水ですとか、

水源、水の供給というか、散水するだとか、そう

いう状況というのはもう当然副市長あたり見てい

るのです。他のほうにも行ってやっているの見て

いますし、いいところはやっぱりいいということ

は言っていましたから、そういうのをしっかり市
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で、行政でやって、そして指定管理者に請け負わ

すのが普通、常なのです。それを指定管理者に任

せまして、１１項目の契約内容を今提示されまし

たけれども、これは１１項目なんて当たり前のこ

となのです。エアレーションですとか、種がどう

のこうのとか、肥料があれだと。だから、悪いと

ころは現に使用料が減になっているということは

やっぱりそこなのです。だから、行政でことし少

々おくれてもいいから、そういうのを直すとか、

そして指定管理者に請け負わす、そういう形が私

は妥当だと思うのです。これは求めておきます。

それよろしくお願いします。

それから、陸上競技場なのですけれども、今回

今大いに利用されていますけれども、器具の老朽

化といいますか、結構老朽化が進んでいると聞い

ておりまして、危険度のあるものが何点かあると

聞いております。この辺早急な対応ということで、

点検されてはいると思うのですけれども、この辺

を点検を早急にやっていただきたいなと。もしや

っていなければです。やっていただきたいと思っ

ています。それで、この辺はしっかりと求めてお

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

それから、最後マスタープランなのですけれど

も、このマスタープランは住宅の関係なのですけ

れども、これは公営住宅を含めて、民間住宅と連

携した住宅セーフティーネットの構築が求められ

ていると私は思っておりまして、その考え方をお

知らせ願いたいのと、それから高齢化に進む福祉

の関係なのですけれども、この関係は今清峰園は

１００床で、しらかばハイツが８０床で、合計１

８０床ということで、自宅で待機している方が１

０５名という話がありました。ここでそういう重

い、介護度の高い人が１年以内に入所できるので

ないか、可能でないか、そういうことを言われま

したけれども、今テレビの報道等などでも子供が

親の介護を見れなくて死に至らしめたとか、いろ

いろ報道があるわけでして、介護老人保健施設を

数量的に申し上げましたけれども、名寄としては

十分にあるようなことも言っていましたけれども、

これは私はやはりまだ必要でないのかと思ってい

ます。それと、後期基本計画のを見ますと、これ

から団塊の世代入りまして、７５歳以上の割合が

当然ふえてくるわけです。そして、今言っていま

したように２４年に高齢化率が１８％に対して、

全道では１３％ということでございますけれど

も、第５期のうちは私はいいと思うのです、２６

年までは。ところが、２７年から第６期の団塊の

世代に入りますけれども、その対策で当然７５歳

の高齢者数というのももうふえてくるのは目に見

えているわけですよね。ですから、この待機者数

をどれぐらい想定して、これから６期目です。そ

の辺がどうなっているのか、ちょっとどれぐらい

の待機者の数を想定しているのか、端的にお願い

します。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

第５期のときに〇健康福祉部長（三谷正治君）

計画を策定するときに議会にも報告させていただ

きまして、議決をいただきました。そのときにも

お話をさせていただきましたように、第６期につ

いては現在全国平均で２０％の介護保険料が名寄

市においては基金１億円を取り崩し、１０％のア

ップにさせていただきました。しかしながら、第

６期についてはこれ以上のアップ率になるのでは

ないかということで、今議員お話あったように団

塊の世代の人口増に伴って高齢化率が非常に高く

なるということはもう目に見えていることで、保

険料が上がるという想定もされておりますので、

それは現状に合わせた形の中で人口の推移を見な

がら、今後も第６期に向けて検討させていただき

たいと思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど民間との〇建設水道部長（長内和明君）

連携の考え方ということで御質問がありました。

近年民間による賃貸住宅がふえてきてございます。

そのことが公営住宅の整備にどのような影響が出

てくるのかという課題もございます。議員も御承
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知のとおり、公営住宅は困窮する低所得者に対し

て安い賃貸で住宅を供給するという目的がござい

ます。暮らしやすい住環境、あるいはまちなか居

住などを推進していくためには、行政における整

備ばかりではなく、民間活力の導入により借り上

げ、あるいは買い取り、あるいは指定管理制度な

どの手法も含めて今後検討していかなければなら

ないと考えております。

以上です。

以上で植松正一議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

市立総合病院での働く環境について外１件を、

日根野正敏議員。

議長より指名があ〇１５番（日根野正敏議員）

りましたので、本定例会において大項目２件につ

いて伺います。

初めに、市立総合病院で働く環境について。本

格的な高齢化社会を迎え、市立総合病院だけでな

く、全国的に医師、看護師不足が深刻化しており、

全国的なアンケートでも７割の病院で看護師が不

足しているという回答など、全国の医療機関では

医師や看護師の人員確保をすることに懸命になっ

ています。厚生労働省の調査でも現在全国で５万

０００人の看護師が不足していると言われてお

ります。ちなみに、平成２３年度の看護師就職者

数は、新卒、再就職者合わせて１２万人に対して

退職者は１４万０００人と今後年を追うごとに

看護師不足に拍車がかかり、２０５０年には１０

０万人の看護師不足も想定され、看護師や医師の

仕事はさらに多忙をきわめ、そのことによる早期

退職者が増加するという悪循環に陥り、病床の削

減や閉鎖に追い込まれている病院もあり、そうな

らないためにも今以上に踏み込んだ対策を行政、

市立病院、大学が思いを一つにして事に当たらな

ければならないと考えますが、今後の看護師確保

の見通しについて、名寄大学看護学科の就職状況

も含めて現状はどのようになっているのか、お知

らせをいただきたいと思います。

また、４年制大学になってからの市立病院への

就職に対しての大学との連携をどのようにしてい

るのかお伺いいたします。

次に、医師の労働実態についても診療科によっ

ては非常に過酷な状況もあると伺っておりますけ

れども、その実態と看護師の有休や代替休日につ

いてもどのような消化状況になっているかお伺い

いたします。

また、軽症患者の時間外診療について、病院サ

イドの思いと利用患者の受けとめ方では考え方に

乖離があると考えられますが、病院サイドの考え

をお聞かせください。

薬剤師法の改正により導入がされ、ことし国家

試験から６年制を出た方々が新卒採用になります

けれども、薬剤師など技術職も含め、今後の充足

見通しについてもお伺いいたします。

病院関係では最後の質問になりますけれども、

看護師などの医療職従事者の新卒採用増加を目指

した医療職に対する給与の見直しについてはどの

ように考えているのかお伺いいたします。

大項目の２点目、環境、景観美化の取り組みに

ついて、初めに環境美化の取り組みについて。例

年市民の協力をいただき、市道の草刈りやごみ拾

いなどを行い、道路愛護の取り組みを行ってきて

います。地域の道路は地域できれいにすることは

大変よい取り組みだと感じておりますけれども、

近年高齢化の進行と離農者の増加により受け持つ

範囲が非常に長くなり、１戸で１キロメートルを

超える農家も数多く出てきています。今後道路愛

護の組織、取り組みを継続していくには厳しいと

も考えられますけれども、市の考えや進め方につ

いてお伺いいたします。

次に、ごみのポイ捨て対策について。町中や民

家の多いところでは余り目立たないようにも感じ

ますが、一歩郊外に出ますと空き缶やごみが車か

ら捨てられ、道路愛護などで道路の草刈り作業中

に空き缶がはねて足をけがするなど、毎年多くの

人たちが非常に迷惑をしています。行政としてイ
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ンパクトのある取り組み、対策が必要と考えます

が、お考えをお伺いいたします。

次に、景観美化の取り組みについて。平成１５

年から５年間にわたり農業施設など壁面を利用し、

名寄市の自然風景にマッチをした名作絵画を元名

寄短期大学学長の松岡先生の先導のもと、多くの

ボランティアの方々に協力をいただき、５カ所、

８絵画が見事に描かれ、名寄市の景観向上や見る

人に癒しを与えています。近年その絵画も薄れて

きたり、新しい建物により見えなくなったりして

おりますけれども、今後の新設や修復の取り組み

についてどう考えているのかお伺いいたします。

最後に、風連地区の何件かの農家の方々が水田

のあぜを利用してシバザクラを植え、最近ではあ

ぜ一面に育ち、田植えが終わったころには満開の

ピンクの花が咲き、田んぼの緑とコントラストを

なし、多くの人が車をとめ、写真を撮るなどの景

観を楽しんでいます。個人的な取り組みで営利を

目的としたものではありませんが、見た人の心を

癒やし、市のイメージアップにつながっているこ

とは確かで、その代償を求めるものではありませ

んが、今後の推進として市の考えをお伺いいたし

ます。

壇上からは以上でございます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

日根〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

野議員からは、大きな項目で２点の御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目の（１）、

環境美化の取り組みについて、アの道路愛護の取

り組みと今後の課題については建設水道部長から、

イのごみのポイ捨て対策については市民部長から、

（２）の景観美化の取り組みについては経済部長

からそれぞれ答弁をいたしますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、（１）、看護師確保の見通しについて

申し上げます。看護師、助産師など看護職員の状

況については、平成２４年１２月１日現在で再任

用を含めた職員が２７２名、看護補助を含めた臨

時職員が１１８名、合計３９０名が勤務をしてお

ります。看護職員の本年度、平成２４年度と次年

度、平成２５年度の採用及び採用見込み数につい

ては、本年度、平成２４年度は助産師が１名、看

護師が１６名の合計１７名、平成２５年度は既に

面接を終えた１７名に内定通知をしており、今月

中に第２次の内定者を出す予定となっております。

次に、学資金の利用者についてでありますが、

平成２４年１２月１日現在で薬剤師の２名を含め

て合計３５名が利用しております。平成２４年度

は、薬剤師の１名を含めて１４名の方に新たに貸

し付けを行いました。奨学金制度は、看護師等の

人材確保に大いに役立っているところであります。

次に、看護師の確保策については、ことしは新

たにパンフレットを作成して、市立大学、市内高

校を訪問し、奨学金、院内の研修制度などを説明

し、広く募集に努めてまいりました。また、将来

看護師を目指す高校生を対象にセミナー、ふれあ

い看護体験などを開催し、資格取得までのカリキ

ュラムや学校での生活、奨学金制度、看護師とな

って以降の職場での体験などに理解を深めていた

だき、中学生には圏域の学校からの要請に応じて

職場体験学習などの受け入れを行っております。

一方、現職の看護職員の資質向上支援策として、

ことしから認定看護師資格の取得を目指す職員に

対し取得費用の２分の１相当額を病院が補助する

制度をスタートさせ、また認定看護師の取得者に

は月額０００円の認定看護師手当を創設いたし

ました。さらに、キャリアアップのためのラダー

研修を初め休業中の看護師への復職支援研修や離

職防止のためのヒアリングなども適宜実施してき

ております。いずれにいたしましても、医師、看

護師等の人材確保は最優先の課題でありますので、

今後もさまざまな施策に取り組みながら、人材確

保に努めてまいりたいと考えております。

次に、市立大学との連携についてであります。

市立大学との連携については、実習などの際の定

期的な協議のほか、ことしから看護師募集パンフ
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レットを高校訪問時に持参していただき、大学の

説明にあわせて病院の奨学金制度などをＰＲして

いただいております。また、院内での講演会の際

には、看護学科や栄養学科の学生にも案内するな

ど、日ごろから連携を進めております。そのほか

病院の看護部長と大学の看護学科長、病院の事務

部長と大学の事務局長間では日ごろから情報交換

を行い、連携強化に努めております。

次に、市立大学からの採用者についてでありま

すが、平成２２年度が６名、２３年度が３名、今

年度、平成２４年度が５名、これは１名は既卒で

あります。平成２５年度、来年度は５名の見込み

となっております。また、市立大学の学生による

学資金の利用者は平成２４年１２月１日現在で１

２名の方が利用されております。

次に、医師の労働時間の実態についてお答えを

いたします。医師の労働実態については、平成２

４年度４月から１０月までの７カ月間を見てみま

すと、研修医を含めた月ごとの時間外勤務の状況

は１人平均で３１時間となっております。月１０

０時間を超えた医師は延べで７名おり、最高は月

１２８時間というのがありました。

次に、診療科別については、１人平均で多い方

から順に心臓血管外科が５４時間、外科が４

４時間、整形外科が４２時間、脳神経外科が４

３時間、眼科が４９時間、麻酔科が４６時

間、泌尿器科が４８時間、循環器内科が４７

時間となっており、外科系が多くなっております。

外科系医師の勤務実態については、昨年のまちづ

くり懇談会で救急外来の状況とあわせまして市民

の皆さんに説明をさせていただきました。今後も

必要に応じて医師の労働実態などを市民の皆さん

にお知らせしていくとともに、医師が働きやすい

環境整備を行い、必要な医師数を確保してまいり

たいと考えております。

次に、看護師の有休及び代休の消化状況につい

て申し上げます。看護師、助産師など看護職員の

有給休暇の消化状況については、平成２２年度は

１８％、平成２３年度は１６％となっておりま

す。平成２３年度の病棟別の有休消化率でありま

すが、２階西病棟が２％、３階東病棟が９％、

３階西病棟が９％、４階東病棟が１％、４階

西病棟が４％、５階西病棟が５％、第１病棟が

１７％、ＩＣＵ病棟が２３％、手術室が５７

％、人工透析室が１７％、外来が３４％とな

っております。手術室が高くなっているのは、時

間外の手術等で深夜、早朝になった場合、健康面

を考え、有休を取得させて帰宅させているからで

あります。

次に、代休、週休の消化状況についてでありま

すが、平成２４年１０月末現在で週休の未消化日

数は看護部全体で１５２日となっており、昨年の

同月は４４６日でしたので、かなり改善をされて

おります。これは、看護補助者の採用増と救急外

来を外来から切り離してＩＣＵ病棟と一体管理し

たことによる効果などが出てきているものと考え

ております。しかしながら、有休の消化率は院内

全体では看護部が一番低いので、今後も看護職員

の労働負担の軽減に努め、働きやすい環境の整備

に努めてまいります。

次に、軽症患者の時間外受診について申し上げ

ます。初めに、平成２３年、昨年の１月から１２

月までの救急外来の受診者は１万３８３名で、

前年に比べて２０４名減少いたしました。１万

３８３名の来院経路を見てみますと、家族の送迎

を含めた一般来院が８５％、救急者等が１５％と

なっております。また、来院後の入院、帰宅等の

割合では帰宅が８１％、入院が１５％、死亡、そ

の他が４％となっております。

次に、総数に占める軽症患者等の割合について

でありますが、年間を通しての資料はありません

ので、昨年の９月２１日から３０日までの１０日

間保健所が行ったサンプリング調査の結果につい

て申し上げます。調査期間、１０日間における救

急外来の受診者総数は３０８名で、１日平均３１

名が受診をされております。このうち救急車等で
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搬送された方は３５名、１４％、自力による来

院者は２７３名、８６％となっております。症

状の程度別では、軽症が５８件、特に軽症が２０

２件で、全体に占める軽症患者の割合は８４％

となっております。また、発症の発現から受診時

までの期間が２日以上の割合が３８％となってお

り、できるだけ診療時間内の受診に心がけていた

だくようお願いしているところであります。

次に、３０８名の年代別では、ゼロから４歳が

８６名、５歳から９歳が４２名と小児の割合が最

も多く、次に７５歳以上が４０名、２０歳から２

９歳が２７名、３０歳から３９歳が２６名となっ

ております。全国的な傾向としては、小児と高齢

者の占める割合が多く、グラフにするとＶ字型に

近くなりますが、サンプル調査では２０代から４

０代が比較的多くなっている状況にあります。救

急外来の状況や医師の勤務実態については、昨年

のまちづくり懇談会で報告させていただき、市民

の皆さんに適切な受診等もお願いしましたので、

今後も機会があれば説明の機会を持ち、医師の労

働負担の軽減に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、薬剤師等の技師の充足度合いについて申

し上げます。平成２４年１２月１日現在の技師数

の内訳でありますが、薬剤師が９名、臨床検査技

師が１３名、放射線技師が１１名、理学療法士が

６名、作業療法士が精神科リハビリを含めて３名、

言語聴覚士が２名、臨床工学士が７名、視能訓練

士が３名となっております。薬剤師については、

昨年の４月時点では７名でしたが、その後２名の

応募があり、現在９名となっております。平成２

５年度は１名の採用が内定をしておりまして、ま

た平成２６年度は学資金の貸与者が２名おります

ので、合計で平成２６年度には１２名となる予定

で、ほぼ充足するものと考えております。また、

検査科、放射線科の技師については、現在はほぼ

充足しておりますが、医療の安全確保、将来の救

命救急センターの取得を目指して当直制の導入を

予定しておりますので、若干の増員を検討してお

ります。その他の技師については、現在の人数で

ほぼ充足していると考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

最後に、（７）の医療職給与に対する考えにつ

いて申し上げます。市立病院の医師を除く職員の

給与につきましては、自治体職員としての均衡な

どから、現在行政職の給料表を適用しております。

看護師、医療技術職員への医療職給料表の導入の

状況は、全道の公立病院連盟に加盟する２１の市

立病院のうち１６病院が既に導入をしておりまし

て、当院を含めた５つの病院が行政職の給料表を

適用しております。医療職給料表のメリットとし

ましては、初任給の格付が行政職に比べて高く、

人材が確保しやすいことが挙げられます。看護師

の短大３卒を例にとりますと、医療職を導入して

いる１６市立病院の初任給は当院に比べて１万円

から４万円ほど高くなっております。昨年から導

入に向けて複数のモデルのシミュレーションをし

ております。導入すると、現行制度に比べまして

おおむね１０年から１２年間の総額で１億円から

１億０００万円程度の新たな経費増加が見込ま

れ、効果が出るのはその先になると思われます。

いずれにしましても、今後の病院運営を考えると

看護師等の人材確保は最優先の課題ですので、よ

り適正な人事管理と職員の処遇を行うためにも医

療職給料表の導入は必要と考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇建設水道部長（長内和明君）

目の２の小項目１番のうち、道路愛護の取り組み

と今後の課題についてお答えをいたします。

道路愛護事業につきましては、それぞれの地域

において道路の環境美化を通じて、公共福祉の増

進と道路愛護意識の高揚を図っております。現在

２６の道路愛護活動団体の皆さんに道路の草刈り、

ごみ清掃など長きにわたり実施をいただいており、

御協力に感謝をしているところであります。道路
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愛護活動団体の活動につきましては、実績により

報償費をお支払いし、事業を継続していただいて

おりますが、今後におきましても地域の皆さんと

協議をしながら、市道の環境整備について御協力

をいただき、引き続き事業の継続実施をしてまい

りたいと考えております。

道路愛護に係る路線の延長につきましては、両

地区で約３３０キロで、作業延長は５４０キロと

なっており、その活動については農村地域の市道

が主となっております。道路愛護団体からは、地

域の高齢化が進み、道路の草刈り作業が大変であ

ることや草刈り作業ができない路線が発生してい

ることなどについても検討してほしい旨の御意見

をいただいているところであります。今後想定さ

れる地域の高齢化や作業の延長など、これらの課

題を整理させていただき、道路愛護の事業継続の

ために関係する団体と協議を進めてまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、ごみのポ〇市民部長（土屋幸三君）

イ捨て対策についてお答えをしてまいりたいと思

います。

現在名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例

で「何人も道路、公園、河川その他の公共の場所

に紙くず、空き缶、空きびん、吸い殻その他の廃

棄物を捨てること又は飼育する動物の糞を放置す

ることなどにより、当該公共の場所を汚してはな

らない」と規定しており、廃棄物の処理と地域の

清潔保持に関して市の責務、市民の責務、事業者

の責務などをうたっているところでございます。

ごみが捨てられる場所、捨てやすい場所は、ごみ

のあるところ、ごみが隠れやすいところでござい

ます。常にきれいにしておき、ごみを捨てられな

い、捨てづらい、そういった状況をつくっていく

ことが重要だと考えているところでございます。

なお、市の取り組みといたしましては、春、夏、

秋の清掃週間を設け、地域での清掃活動を推進を

しているところでございます。また、環境衛生推

進員による市内の清掃、市内パトロール、啓発の

ぼりや看板の設置など啓蒙活動を行っています。

今後とも広報紙、地域活動などを活用してポイ捨

てや不法投棄に対するマナーを守るよう啓発活動

に努めるとともに、悪質なものにつきましては警

察署とも連携をして対応してまいりたいというふ

うに考えております。

以上で私の答弁させていただきます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目２のう〇経済部長（高橋光男君）

ちの小項目２、景観美化の取り組みについて申し

上げます。

現在農業施設を活用した壁画については、風連

地区に分水桝を含め４カ所、７作品が、智恵文地

区に１カ所、１作品が市民団体などの協力のもと

設置されておりますが、議員御指摘のとおり風連

地区の１カ所、１作品については新たな農業施設

の建設に伴い、作品が見学できない状況となって

おり、現在６作品が見学できることとなっており

ます。作品については、毎年あるいは数年置きに

必要に応じて修復を行っており、市立大学の先生

や学生、市民団体などの協力を得て作品が保たれ

ているところでございます。今後においても絵の

劣化状況に応じて必要な修復が図られるよう取り

組んでまいりたいと考えております。壁画につい

ては、生産活動が継続される美しい農村環境とマ

ッチして、名寄の景観づくりに貢献していること

から、これまで制作された作品群の保全活動に重

点を置く考えであり、新設につきましては現在の

ところ検討しておりませんので、御理解のほどよ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。

次に、風連地区、風連の瑞生地区のシバザクラ

につきましては、沿線の地域住民による自発的な

景観形成活動として農作業の多忙な時期にひとと

きの安らぎを地域住民に対して提供しているほか、

市内外にもファンが多く、名寄市のイメージアッ

プにも貢献していただいているというふうに思い
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ます。活動内容については、北海道開発局が発行

する「ニューカントリー」という冊子のことしの

１０月号、さらには北海道農地・水・環境保全向

上対策協議会で発行されております「とんぼの未

来・北の里づくり」でも紹介されているところで

あります。現在農地・水保全管理支払交付金も一

部活用しながら活動していただいておりますけれ

ども、長年の地道な御苦労に対しては市として公

式に感謝申し上げる機会についても他の市民の方

が行う環境保全や景観形成の取り組み状況も勘案

の上、検討、研究してまいりたいというふうに考

えております。

以上、答弁といたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁いた〇１５番（日根野正敏議員）

だきましたので、看護師の関係から再質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。

毎年名寄大学からの就職が３人から６名という

ことでございますけれども、大学の側にちょっと

聞きたいのですけれども、この数字、人数、これ

をどういうふうに大学側は捉えているのかお伺い

したいと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

市立病院へ〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

の就職者数ですが、平成２１年度卒業生、第１期

生から数えまして既卒の方も含めて今松島部長か

ら合計で１４名という御報告でございました。１

つは、道北圏内にこの間３期生まで輩出しており

ますが、大体２割程度の卒業生が道北管内の医療

機関に看護師として就職をしております。道内の

医療機関としては大体７割、平均しまして７６％

程度の就職状況でございます。そういいますと、

市立病院で平均しまして卒業生の１割程度が就職

をしているということでございますので、５０名

のうち５人程度ということになりますので、この

数字が妥当かどうかというのはちょっとなかなか

はっきり申し上げられませんが、いろいろ卒業生

の進路状況、それから就職状況等、進路センター

も含めまして今後大学としては可能な限り地元へ

の就職ということに結びつけていきたいというふ

うに考えておりますけれども、今のところこの数

字については素直に受けとめているということで

ございます。そんなふうにお受け取りいただきた

いというふうに考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

なるべく名寄市の〇１５番（日根野正敏議員）

総合病院に就職を結びつけていきたいというよう

な答弁もあったのですけれども、具体的にどうい

う施策があればもう少し名寄市立総合病院に入っ

ていただけるというふうに考えているのか、その

点もお伺いいたしたいと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま松〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

島部長から答弁がされたと思いますけれども、１

つは市立病院と市立大学の連携ということでござ

いますが、この間学生募集の段階で、オープンキ

ャンパス、それから高校訪問活動、それから高等

学校が主催します各種進学相談会、ここには事務

職員も含めてこの進学相談会等に参加します。教

員だけではございません。このときに、市立大学

の説明なり、いわゆる募集活動をするわけですけ

れども、これにあわせまして市立総合病院の学資

金のパンフレットでございますけれども、新しい

パンフレット、このようなパンフレットができ上

がっておりますので、これを私どもの大学案内と

同じ部数だけ持っていっていただきまして、これ

とあわせて学資金の説明をさせていただいており

ます。昨今経済状況が大変厳しいということでご

ざいまして、父母の皆さん方の負担もこれでかな

り軽減されるという理解も得ております。こうい

う活動をさせていただきながら、市立病院の看護

師確保対策に役立てていきたいというふうに考え

ております。

あと、先ほど松島部長のほうからもありました

けれども、いわゆる市立総合病院の実習、この実

習につきましては大体１年次で約半数の私どもの

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－139－

学生が市立病院の臨地実習にお世話になっており

ます。あと、３年次、４年次にはほぼ全員の学生

が市立総合病院のほうに臨地実習としてお世話に

なっているわけでございますが、臨地実習の充実、

それと臨地実習を通じた市立総合病院の理解の促

進ということもあわせて充実させていきたいとい

うふうに考えております。

あと、先ほど市立病院が実施しました院内研修

会、こちらにも看護学科の学生のみならず、栄養

学科の学生なんかの参加も積極的に呼びかけて、

市立総合病院の理解を進めていきたいというふう

に考えております。

あと、看護学科のほうでは毎年看護セミナーと

いうのを実施しております。ことしは、市立総合

病院の看護部と共催で実施しております。主に現

職者対象の看護セミナーでございますが、こうい

うものもあわせて連携をした取り組みを進めてい

ただきまして、より市立総合病院と市立大学の連

携を深めた中で、学生の進路選択の一つの素材と

して結びつけていきたいというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

大学側の取り組み〇１５番（日根野正敏議員）

はよくわかりました。しかし、それは今までもう

継続してやってきたことだというふうに考えてい

るのですけれども、同じ行政の組織で大学も設置

者は名寄市で、市立病院もそうですけれども、病

院側で働いている人がさきの答弁でも有休も１０

０％とれないような状況で働いている状況でござ

いますけれども、設置者として、これは今までの

継続した、今までやってきたよりももう一歩踏み

込んだ、せっかく名寄には看護大学があるわけで

すから、１割がいいかどうかというのは大学側の

考えで判断できないという話でありましたけれど

も、設置者としてはやっぱりもう少し高い目標を

掲げて、例えば２割程度ぐらいは、せっかくある

わけですから、もう一歩踏み込んだ対策といいま

すか、入っていただけるような、名寄市立大学に

限った支援といいますか、誘導策を考えるべきで

はないかというふうに考えているのですけれども、

設置者としてのお考えをお伺いしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

もともと大学が看護学科〇市長（加藤剛士君）

を設置した背景は、やはり市立総合病院の看護師

さんのさらなる充実と、あと高度化ということが

背景にあったということでありますから、当然市

立大学から市立総合病院のほうにたくさん入って

いただくことは私にとっても願いであるし、そう

した意味では今のおっしゃるとおりの３名から６

名というところがまだまだ私も十分ではないのか

なというふうに思っています。これは、院長も学

長も同様の認識持っていただいていまして、これ

さらに踏み込んだことをやっていこうということ

で、今協議をしているということを聞いています

ので、ぜひ本当にそのとおりだなというふうに思

っていますので、しっかりとやっていきたいとい

うふうに思いますし、またこれやっぱり大学、病

院間だけでの連携の問題だけでもなくて、さまざ

まな要因もあると。先ほどもありましたけれども、

医療職給料の導入の話にしてもそうでありますし、

あるいは看護師、例えば女性の専用の民間住宅だ

とかということも１つニーズとしてあるのかもし

れません。医師寮の民間の力をかりた、先般でき

上がりましたけれども、同じようなスキームで看

護師のそうしたものができることで、大学はほと

んどが市外から来ていただいている方が多いわけ

ですから、そうした宿舎がきちっと整備をされる

ことでの誘導ということもあるのでないかという

ことをさまざまな角度から検討してまいりたいと

いうふうに思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ積極的に取り〇１５番（日根野正敏議員）

組んでいただきたいというふうに思います。

それから、医師の労働時間の関係ですけれども、

お医者さんもそうだと思うのですけれども、看護

師さんもそれぞれ患者さんを助けるための使命感
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で一生懸命やって、自分の時間を犠牲にしながら

も取り組んでくれているのだなというふうに思っ

ているのですけれども、だからといって市民や行

政がどういう協力をすればいいのかというのがは

っきり見えてこないのですけれども、その辺病院

サイドとしてはどういうふうな考えを、軽症患者

の関係もあるのでしょうけれども、お伺いいたし

たいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

御指〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

摘のように、医師、看護師は人員不足の中で本当

に一生懸命やっていただいております。一方では、

市立病院は平成１９年から小児科を士別地方も含

めまして１病院に集約をしておりまして、平日夜

間とか土日については基本的には士別も含めて全

部集約型に、うちのほうで受け入れるというよう

な態勢、そのために今７人体制ということになっ

ております。一方では、適切な受診ということで

お願いはしているのですけれども、先ほども申し

上げましたが、どの程度の人が軽症といいますか、

通称、コンビニ受診といいますか、そこは非常に

難しい問題がありまして、適切な受診というのは

病院の中にも救急外来のところに張り紙等をして

おりまして、そういうのはお願いはしているので

すけれども、一定程度の数、中には当然急に発病

しただとか、いっぱいいらっしゃいますので、す

ごく判断は難しいということになっている状況で

ございます。いずれにしましても、医師、看護師

の働きやすい環境整備というのは私ども事務サイ

ドの大きな務めでありますので、そこは引き続き

努めていくとともに、基本的にはできるだけ時間

外に受診をしていただくということは以前にも増

して、これからも努めていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

今軽症患者の関係〇１５番（日根野正敏議員）

も出たのですけれども、大学病院なんかでは特定

療養制度ということで上乗せした初診料といいま

すか、そういった部分も出てきていると思うので

すけれども、そういったことも検討は過去にはさ

れたようなこともあろうと思うのですけれども、

今後ともこれは病院の経営の関係も出てくると思

うのです。ですから、継続して検討していくべき

でないかなというふうな気がするのですけれども、

その辺の考え方についてお伺いいたしたいと思い

ます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

提案いただきましたとおり、過去にも佐古院長に

ちょっとお話を伺ったところ、検討したことはあ

ると。２００床以上の病院では、初診のときに紹

介状がない場合は一定の特定療養費というのは取

れることになっておりまして、当院では７３０円

いだいておりますし、個室なんかも取れるように

なっております。それらは取っているのですけれ

ども、いわゆる時間外の診療については検討はし

たけれども、やはりどこまでが緊急性があって、

どこまでが緊急性がないですとか、そこの取る人

と取らない人の判断が大変難しいということで、

検討はしたけれども、実施をしていないというふ

うに聞いておりますので、それが合理的に判断す

ることができるのかどうか、今回の御指摘があり

ましたので、持ち帰って院内でそれについては検

討させていただきたいと思っております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

継続して検討すべ〇１５番（日根野正敏議員）

きだというふうに思いますので、お願いします。

それから、それぞれ医療職の有休の消化率なの

ですけれども、当然同じ公務員でいながら、そう

いう職業柄とれていないという部分が多いのです

けれども、これらに対する、規定では何もないと

いうふうには思っているのですけれども、それら

にかわる代償的な部分、代償というか、部分は何

か考えられるのか、考えられないのか、その辺を

お伺いしたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）
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有休、〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

週休をとれない方のということでよろしいですか。

それにつきましては、以前はもっと多くあったと

いうことを伺っておりまして、ちょっとそれは制

度的にできないということで、できるだけ人員、

スタッフを例えば看護補助者を厚く配置するです

とか、そういうことで対応してきておりまして、

先ほども申しましたようにこの１年間で３００日

ぐらい改善はしてきておりますので、さらなる看

護師、助手さん等の配置を含めて、その中で、あ

ともう一つは効率的に業務改善するということも

大事ですので、業務改善を定期的に見直そうとい

うことで院内全体でも取り組んでおりますので、

それらで対応していきたいと考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それから、医療職〇１５番（日根野正敏議員）

給与の関係でありますけれども、全道で２１のう

ち１６が導入されているということでございます

けれども、初任給ちょっと調べてみたのですけれ

ども、北海道、東北の４大卒の平均の初任給が２

４万０００円程度なのです。全国平均が２７万

０００円ということで、やはり新卒で生涯賃金

を考えながら就職される方というのはなかなかい

ないのではないかなというふうに考えているので

す。公務員という強みもあろうかと思うのですけ

れども、やはりその辺考えて、積極的と言ってい

いのかどうかわからないですけれども、考えてい

かなかったら、新卒者がどんどん逃げていくとい

うようなことになっていくと思うのです。それを

取り入れるに当たっては、当然今働いている人に

迷惑というか、その人たちがかぶるような話にな

っては元も子もないというふうに思っているので

すけれども、その辺の考え方についてもうちょっ

とお伺いしたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほ〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

ども申し上げましたように、医療職につきまして

は２３年、昨年から１年ぐらいかけて複数のモデ

ルで実際検討しておりまして、どのラインだった

らどういう影響が出るというのもある程度は試算

をしております。どうしても初任給、若い看護師

さんたちは生涯賃金というよりも今幾らなのだと

いう感覚が強いものですから、特に行政職は一般

大卒や何かよりも４年制ではさらに２号進んでい

る。旧２号、今８号ですか、今のラインで。そう

いう配慮はしているのですけれども、それでも低

くなっているというのが実態ですので、将来の人

材確保を考えるとやっぱり特に時間をかけないで

医療職を導入することは人材確保上からも必要だ

と考えておりますので、取り組んでいきたいと思

っております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

医療職を導入する〇１５番（日根野正敏議員）

と、当然１０年ないしそれ以上人件費が高くなる

というようなことは見込まれていると思うのです

けれども、病院だけで解決はなかなか難しいのか

なと思いますけれども、その辺病院と、あるいは

設置者側では話し合いはされているのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

医療職の導入につい〇副市長（佐々木雅之君）

ては、市長のほうからも強い指示が出ています。

それで、先ほども行政職を使うと若いときが安く

て、経験を積むごとに給料水準が上がっていくと

いうことになります。医療職を入れると、若いと

きに高くて、だんだん、だんだん年齢高くなって

いくと給料が余り上がらないと。結局トータルで

いうと、ほぼいいような数字になるのでないかな

というふうに思っています。

それで、繰り出しの関係について、基本的には

繰り出し基準という形がありまして、それに基づ

いて一般会計のほうから病院会計のほうに繰り出

しをすると。もともと企業会計ということなもの

ですから、経営努力の関係については当然求めて、

例えば地域センター病院であるとか、さまざまな

地域に対する貢献も含めて基準がございまして、

その中にはどちらかというと施設の改良費、それ
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から高度医療器械の導入については一般会計から

２分の１という形の繰り出しルールがありますの

で、それに基づいたお金については国のほうから

原則地方交付税で来る仕組みになっています。だ

から、もちろん医療職給料表を入れることによっ

て一時的に、１０年程度と先ほど部長も言ってい

ましたけれども、当然負担がふえることになりま

す。ふえたことについては、全体的な病院経営の

中でのみ込んでいただきながら、片一方では今精

神科の改築に伴って必要と思われる建設改良費に

ついての繰り出し基準については２分の１を出し

たいと。その辺については、この間の地域財政計

画の説明の中でも当面旧精神科病棟の解体経費と、

それから解体に伴って公債費の繰上償還を求めら

れる分については先ほど言いました２分の１ルー

ルを適用しまして、おおむね１億０００万円ぐ

らいを一般会計のほうで負担します。そういう状

況の中で、全体的には収支不足にかかわるものに

ついては国のほうに交付税措置の拡充ということ

でお願いをしながら、病院全体に対する支援、繰

り出しについて今後考えていきたいなというふう

に考えています。現時点ではそのことだけで、そ

れにスポットを当てた形の繰り出しの増加とかと

いうことについては考えておりませんので、いか

になるべく早く導入をして若い看護婦さん方を、

新卒の看護婦さんを確保すると。こういうことに

ついては、市長も院長も同じ考えでありますので、

その辺をしっかり今後進めてまいりたいと思って

います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

いずれにしても、〇１５番（日根野正敏議員）

現在一生懸命働いている方々に迷惑かけないよう

な形で進めていただきたいと思います。

それでは次に、環境の関係ですけれども、道路

愛護の関係ですけれども、今現在町内会に２００

万円弱ぐらいの支援金を出しているというふうに

思っているのですけれども、キロ数でいうと４７

０キロです。これは、例えば業者に委託した場合、

どの程度になるのか教えていただきたいのと、そ

れから今現在の補助金が妥当かどうかということ

についてどう考えているのかお伺いいたしたいと

思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今道路愛護の部〇建設水道部長（長内和明君）

分で、その延長を委託かけたらどのぐらいの金額

になるかということでありますけれども、概算で

ありますけれども、約８３０万円ぐらいになりま

す。これは、キロ約７００円ぐらいの単価という

ことになります。風連地区４７０キロ部分、それ

と名寄地区７０キロで、これを２回行っています

ので、全体では０８０キロの延長になります。

そうしますと、８３０万円ぐらいの委託経費にな

ります。

今出している報償費が妥当かということであり

ますけれども、これは愛護の観点という考えから、

お茶代あるいはお菓子代ということで作業してい

ただいているものかなと思っておりますけれども、

額を見れば愛護に支払いしているのは１９０万円

ですから、全体では六百数十万円安くなっており

まして、これは安いと。額から見れば安いという

ことになりますけれども、愛護の観点ということ

から御努力をいただいていると考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、補助金を〇１５番（日根野正敏議員）

上げればいいというものではないだろうけれども、

多少なりともそういう部分も必要なのかなという

ふうに思っていますし、それからこれ天端とのり

面を刈るようになっているのですけれども、長い

のり面ですと何メーターもあるようなところもお

年寄りの人が一生懸命刈っていたりなんかして、

本当に重労働なのです。ですから、規定としても

う少し甘い規定といいますか、例えばいよいよに

なれば天端だけでもいいとか、そういうちょっと

場所、場所によって本当に苦労しているところも

あるので、もう少し規定を若干見直すような形で

進めたほうが取り組みやすいのかなというふうに
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も思っているのですけれども、その辺の考え方に

ついて。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

当初の回答と同〇建設水道部長（長内和明君）

じ回答になるかもしれませんけれども、それぞれ

の愛護団体からはやっぱり高齢化に向けてという

ことと路線的にも今議員が言われたのり面が非常

にきつい、長いということも含めまして、その作

業延長についても今後検討できないかということ

で要望いただいてございますので、今の額という

か、かかる経費も含めまして愛護団体のほうと協

議させていただきたいと思いますので、御理解を

お願いいたしたいと思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは次に、ご〇１５番（日根野正敏議員）

みのポイ捨てですけれども、市の条例でも規定、

責務をうたっているというような話があると思う

のですけれども、これは不法投棄も含めて、ポイ

捨てもそうなのですけれども、上位法でもそれぞ

れ規定がされていると思うのですけれども、これ

らの罰則規定をもっと利用して、強く見えるよう

な看板をつくってあちこちに張るというのも一つ

の手だと思うのですけれども、その上位法の例え

ば不法投棄であればどういう罰則規定があって、

ポイ捨てはどういう罰則規定があるというのを担

当部として御存じなのかどうか、ちょっとお伺い

したいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ポイ捨てを含めた廃〇市民部長（土屋幸三君）

棄物の不法投棄、これにつきましては廃棄物の処

理及び清掃に関する法律で、あるいは軽犯罪法、

この２つの法律で規制をされているところでござ

います。軽犯罪法につきましては、拘留または科

料ということで、これは１万円以下の科料という

ことになっておりますし、あるいは廃棄物の処理

及び清掃に関する法律、この場合につきましては

５年以下の懲役あるいは０００万円以下の罰金

ということになっております。なお、法人につい

ては、１億円罰金ということになってございます。

ただ、市で単独で反則金等を科す、いわゆるポイ

捨て条例といったようなものについてはなかなか

実効性が難しいといったようなことも含めて、市

単独でのそういった今言ったポイ捨て条例につい

ては今のところ考えておらないということでござ

います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういう罰則規定〇１５番（日根野正敏議員）

を設けた上位法があるので、これらをもう少し周

知すべきだというふうに思っているのですけれど

も、条例でもほかの町村見たらつくっているとこ

ろがたくさんあって、ポイ捨てなんかは今部長が

言われたとおり軽犯罪法なのですけれども、例え

ば投げたものを投げなさいよというのは条例で、

それは何ぼでも過料が科せるというような条例で、

１０万円だろうが、２０万円だろうが、つくれる

というような話なのですけれども、なかなかそこ

までとなるとあれなのでしょうから、今すぐ進め

られるというのであればこういう上位法をもう少

し周知をすべきだというふうに考えているのです

けれども、もう一回その辺の考え方についてお伺

いいたしたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

こういった不法投棄、〇市民部長（土屋幸三君）

これは不法投棄を許さないということで、昨年の

１０月号の広報につきましては見開き２ページで

不法投棄の特集を組みまして、今お話をさせてい

ただきました軽犯罪法の罰則であるとか、あるい

は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の部分を掲

載をいたしまして、注意喚起並びに協力のお願い

をしたところであります。いろいろ不法投棄する

人もいますし、市民の側としては捨てられないと、

こういった環境づくりをということで啓発をして

いるところでございます。なかなかこういったこ

とは、人のモラルといったようなことに大きく左

右されますので、特に空き缶１つとかペットボト

ル１つというのは車の窓から捨てやすいとか、そ
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ういった部分もあります。こういった部分につい

ては、今後ともそれをきれいに拾っているという

方もいるということでございますので、モラルに

訴えていくと。こういった活動は、常日ごろから

各種団体、特に地域の環境衛生推進員等の会議、

総会等でもお話をしていますので、そういったこ

とでまた強く訴えていきたいというふうに思って

おります。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

あとは、壁画の関〇１５番（日根野正敏議員）

係ですけれども、新設の考えはないというような

話で、随時修復をしているというような話でござ

いますけれども、松岡先生も年に１回ぐらいは来

て、見ているというような話も聞いているのです

けれども、松岡先生はもうある程度年配になって

きていますので、今後どういうふうな修復の判断

といいますか、そういう部分も必要になってくる

のではないのかなと思うのですけれども、また新

設も今玄米倉庫で見えなくなってしまったのです

けれども、あそこの絵画が一番大作で、あそこの

下、個人的にですけれども、下は私がつくってい

るのですけれども、結構写真を撮りに来たり、麦

刈りシーズンだとわざわざ何か国道から入って、

旅行者が写真撮らせてくださいと来たり、出身地

聞いたら大阪の人だったりなんかして、割とよか

ったのですけれども、ぜひあそこら辺はまた新し

い建物建っていますので、つくったほうが景観向

上に役立つのではないかなと思うのですけれども、

名寄市内にも当然絵の得意な人がいますので、ど

うでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

絵の修復等について〇経済部長（高橋光男君）

は、現在児童学科の先生おりますので、その人方

に見ていただくとか、あるいはピカイチという団

体ありますから、その部分とも協議をさせていた

だいて、どの程度になれば修復しなければならな

いのか、検討してまいりたいというふうに思いま

すし、御指摘のあった玄米ばら集出荷施設につい

ては、市の持ち物ではなくてＪＡ、道北なよろ農

業協同組合の持ち物となっておりますので、その

部分も可能かどうか、農協のほうと話をちょっと

させていただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

以上で日根野正敏議員〇議長（黒井 徹議員）

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

商工業への支援について外２件を、駒津喜一議

員。

議長より御指名をい〇１２番（駒津喜一議員）

ただきましたので、さきの通告順のとおり質問を

させていただきます。

大項目の１番目として、商工業への支援につい

て、中小企業振興条例について質問をさせていた

だきます。日本経済と同様、地域経済の状況は各

機関の景況調査からも決してよい状況ではありま

せん。市長の行政報告では、日本政策金融公庫旭

川支店の景況報告で若干改善されていると報告さ

れていましたが、名寄市内の金融機関の景況調査

によれば、建設業では若干の上昇傾向であるが、

卸、小売業では今後の見通しについても回復、改

善とは言えない状況だという結果になっておりま

す。雇用問題の解決のためにも市内中小企業並び

に零細企業への支援が急務と考えられます。支援

の大きな施策である中小企業振興条例についてお

聞きいたします。

町中にぎわい事業の空き店舗活用事業は、余り

活用されていない状況ですが、市内の新規開業を

含む希望者の一部では土地評価額の高騰の関係、

あるいは家賃が高額であることとアーケードの負

担等から郊外を検討されるケースがまれにありま

す。こうしたことから、現行の支援限度額を引き

上げる必要があると考えますが、御見解をお伺い
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いたします。

次に、中心市街地近代化事業は、従来からの要

望で利用しやすく改善されつつありますが、名寄

市内の小売店、特に食料品店が中心市街地から南

側に集中し、北地区、東地区にはほとんどない状

況になっております。北地区では、大学があり、

今年度から北斗団地が建設されてきています。地

域住民、特に高齢者には近くに日配品である食料

品店がないことは生活に大変不便な状況となり、

消費者難民とも言われております。こうしたこと

を解消するためにも、中心市街地近代化事業と同

等の支援を創設するか、現行の中心市街地近代化

事業の指定地区の範囲を再考することで新たに店

舗を新設する機会を促す施策が必要だと思います

が、御見解をお伺いいたします。

次に、市の融資制度は設備資金、経営資金、新

規開業資金、それぞれ利子、保証料の一部補助が

あります。しかし、小規模事業者を対象にした日

本政策金融公庫の経営改善資金は、小さな商工業

者にとって有利な融資制度であります。地域経済

が低迷している現在、この融資制度に利子補助を

制度化する必要があると思いますが、御見解をお

伺いいたします。

以上の中小企業振興条例の施策を含めて、商工

業への支援としてこのたびの駅前交流プラザよろ

ーなのオープンに伴う商店街への支援計画があれ

ばお聞かせをいただきたいと思います。

次の大項目の２番目として、安心して住みやす

い環境づくりとして２点お聞きいたします。最初

に、名寄市は平成２２年６月に公共施設の暴力団

等排除に関する条例が施行されました。市内の実

態では、余り該当する事例がありませんが、地域

住民にとっては安心して生活できる保険にもなり、

大きな意味がある条例とも言えます。しかし、最

近では機関紙でも報道されていましたが、入札の

規制等、より具体的な内容の条例を道内市町村で

も設置してきております。特に北海道では、今年

度に２０項目の具体的な条例を設置していますが、

名寄市の現行の３項目の条例で対応できるのか、

今後道で設置された同条例について名寄市がどの

ように対応されていくのかお伺いをいたします。

次に、高齢者の認知症による徘回の対策につい

て質問いたします。名寄市でも年に何回か徘回に

よる不明の捜索記事を目にすることがあります。

こうした場合、現状では名寄市または警察、行政

で、各ハイヤー会社などの市内のボランティア活

動により捜索の活動をされて、多くは発見される

こともありますが、郊外で不明になると発見され

る困難度が高くなります。家族、知り合いの方々

にとっては日常生活面を含めて大変な気苦労だと

察するところであります。当市政クラブでは、７

月２５日に杉並区において高齢者の徘回対策を含

めた行政視察をいたしました。杉並区では、ＧＰ

Ｓ機能を利用した見守り携帯を配付して対応をし

ております。これは、通話ができない小型の携帯

電話ですが、位置確認とオペレーターの声が大き

く聞こえて、周りにいる人たちの協力も得られる

ものです。これを高齢者や認知症の方に身につけ

てもらい、探索できることで、杉並区では有効に

利用されている実績をお聞きしてきました。杉並

区とは交流があり、防災協定も締結している地区

でもあります。名寄市でも高齢者の徘回対策とし

てこの徘回探索システムを同様に共同で採用する

ことが必要だと思います。予算規模としては３６

４万円ですが、共有できる部分と都市規模により

これ以下になる可能性もあります。行政での探索

の費用やボランティアの負担、そして介護してい

る方の精神的負担を軽減できて安心できる要素に

なれば、決して高い金額ではないと思います。現

行での名寄市の徘回の実態と対応策及びこうした

杉並区の取り組んでいる高齢者、認知症徘回対策

のシステムを名寄市も連携して取り入れる考えに

ついて御見解をお伺いいたします。

最後に、国内交流事業の一環として合宿にかか

わる対応についてお聞きいたしますが、昨日の同

僚議員の質問と重複している部分については答弁
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をいただきません。私からは、所轄の委員会では

ありますが、あえて合宿にかかわるスポーツ施設

の整備等について主にお聞きしたいと思います。

各対応している合宿は、大きく夏と冬に分けられ

ますが、冬の合宿に利用するスポーツ施設につい

てはある程度対応されておりますので、ここでは

夏の合宿に対応する施設についてお聞きいたしま

す。決算審査特別委員会で合宿の実績一覧表を提

出いただいております。これによると、夏の合宿

については年々少しながらでもふえてきておりま

す。快適な夏を北海道の名寄市で合宿を利用して

いただくということは、名寄市のＰＲだけではな

く、国内交流の大きな要因となり、人的な交流は

将来的にも企業誘致を含めた経済交流の期待が持

てることだと思います。そうしたことから、夏の

合宿で十分に満足できる施設で対応することが大

切だと考えます。各対応するスポーツにかかわる

施設も経過した年数により老朽化した施設もあり

ますが、施設の備品を含め、陸上競技場、サッカ

ー場を初めとした各スポーツ施設の整備計画があ

ればお伺いいたしたいと思います。

以上をもちましてこの場での質問を終わります。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

駒津議員からは、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

大きな項目で３点の御質問をいただきました。大

きな項目１点目は私から、大きな項目２点目、小

項目１は市民部長から、小項目２は健康福祉部長

から、大きな項目３点目は教育部長からの答弁と

させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

最初に、大項目１点目、商工業への支援につい

て、中小企業振興条例の施策についてお答えいた

します。名寄市の地域経済の状況については、依

然として厳しい状況であり、これまでも市内中小

企業者及び零細企業者への各種融資事業や補助事

業により対策を講じてまいりましたが、経済状況

や社会情勢に応じた補助制度の見直しは急務であ

ると考えております。そこで、名寄市中小企業振

興条例による中小企業者への支援施策について、

前回の改正から３年が経過し、利用者や関係団体

からの要望もあり、ニーズに合わない状況も見ら

れることから、平成２５年度に向けて助成制度を

見直すため、名寄商工会議所や風連商工会並びに

市内金融機関で構成する作業部会を設置し、制度

の現状や問題点を分析、相談をして、名寄市中小

企業振興審議会に諮り、利用しやすく、効果的な

制度に見直していくことにより、中小企業者の経

営安定及び地域経済の活性化につなげていきたい

と考えています。

お尋ねのありました１点目の商店街空き地空き

店舗活用事業につきましては、家賃または賃借料

の補助制度の引き上げですが、これまでの利用実

態等を踏まえて見直しを検討してまいります。

２点目の中心市街地近代化事業は、用途地域内

の商業地域に限定されることから、御指摘のとお

り北地区や東地区は補助の対象になっておりませ

ん。今年度は、北斗団地が整備され、ここの地区

にお住まいの高齢者の皆さんが食料等の調達に不

便を来しているとの御指摘ですので、出店希望者

等の実態を把握し、新たな制度の創設を含めて検

討してまいりたいと思っております。

３点目の日本政策金融公庫の小規模事業者経営

改善資金の利子補給については、商工会議所から

の要望もありますので、利用実態を把握し、創設

に向けて検討してまいります。

また、最後のよろーなの開設に伴う支援計画で

すけれども、今回実施いたします中小企業振興条

例の見直し作業の中で、商工業者あるいは商工会

議所と協議を行いまして対策を講じてまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁といたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、安全で住〇市民部長（土屋幸三君）

みやすい環境づくり、小項目１、公共施設の暴力

団排除条例についてお答えをいたします。

暴力団の排除に関しては、北海道が平成２３年
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４月に北海道暴力団の排除の推進に関する条例を

施行し、同年９月２日にはこの条例を受け北海道

市長会等が参加し、北海道全体で暴力団排除を推

進するための北海道暴力団排除推進協議会が設立

されたところでございます。本条例が制定された

目的は、暴力団対策法を初め他の取り締まり法律

の網の目から漏れた部分を条例で規制し、市民が

安全で安心な生活を送れるよう行政及び地域が協

働して暴力団を排除することにあります。名寄市

では、平成２２年６月に名寄市公共施設の暴力団

等排除に関する条例を制定し、７月１日施行によ

り暴力団等による公共施設の使用を許可しないこ

ととしました。名寄市営住宅においては、これま

でも暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律に基づき、暴力団等の入居を規制する対応を

してまいりました。さらに、暴力団排除を一層推

進する観点から、名寄市営住宅管理条例において

入居資格、同居承認、入居承継について暴力団員

であることが判明した場合、それぞれの承認をし

てはならないとする条例の改正提案を予定してい

るところでございます。

また、名寄市が行う入札並びに契約に係る事務

事業につきましては、これまでも一般競争入札に

おいて暴力団を排除する条件を付して申請を受け

付けていました。これらを踏まえ、関係部署、機

関と協議、連携し、新たな暴力団排除の推進に関

する条例制定の準備を進めているところでござい

ます。契約の相手方に対し、下請契約者からも暴

力団員等を排除する、契約後において義務に違反

した場合は契約解除等の必要な措置を講じるなど、

暴力団員や暴力団関係事業者を入札に参加させな

いことを明確にし、市の事務事業により暴力団に

利することのないよう市の責務、市民、事業者に

対する支援等も盛り込んだ新たな条例制定により、

暴力団排除の推進、徹底を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目２の安心で住みやすい環境づくりの小

項目２の高齢者の徘回対策について申し上げます。

高齢者の徘回に起因する疾患であります認知症

の患者数につきましては、厚生労働省が示した２

０１０年時点の我が国の６５歳以上の高齢者にお

ける有病率は８％から１０％程度と推定されてお

り、本市においては約６７０人から８４０人程度

と推測されます。認知症に共通する症状は、中心

的な記憶などの認知機能障害と行動異常、精神症

状に大別され、多くの家族は暴力や暴言、徘回、

行方不明、妄想などが問題となり、受診を決定さ

れるとお聞きしているところであります。また、

こうした症状は数カ月から数年にわたって持続し、

自宅においての介護を困難とする原因にもなって

いるところであります。名寄市の徘回高齢者の対

応につきましては、名寄保健所が事務局でありま

した徘回老人検索ネットワーク、きずなネットワ

ークが平成１８年５月に解散された後に３件の捜

索依頼が市に寄せられ、そのうち１名は発見され

ていない状況がありましたので、平成２１年度に

警察署、交通機関、町内会など関係機関と連携を

図り、徘回による事故防止を未然に防ぐため、高

齢介護課が担当となり、名寄市徘徊高齢者ＳＯＳ

ネットワークを構築し、高齢者の早期発見に努め

ているところであります。

ネットワーク立ち上げ以降の登録、運用状況に

つきましては、平成２０年度は事前登録者数７名、

徘回発生件数はゼロ件、２１年度では事前登録者

数１０名、徘回発生件数が２件、そのうち保護が

１件、死亡が１件、平成２２年度では事前登録者

数１３名、徘回発生件数は４件で、そのうち保護

が３件、死亡が１件、平成２３年度では２２名の

事前登録者数で、徘回件数は４件、いずれも無事

保護されているところであります。今後も関係機

関との連携を図りながら、徘回高齢者の早期発見

に努めるとともに、ネットワーク体制の強化と認

知症に対する市民意識の向上を図るため、明年２

月に専門家を招いての講演会と徘回高齢者発見の
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ための模擬訓練を予定しております。

議員から提言いただきました徘回高齢者検索シ

ステムにつきましては、杉並区独自に受信のみの

通話機能も備わっているとお聞きしておりますの

で、今後も徘回時における早期発見ができるこれ

らのシステムについて、先進地等の状況を調査研

究してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、国内交流事業について、小項目１、合宿

等への対応と施設の整備計画について答弁をさせ

ていただきます。

各スポーツ施設につきましては、経過年数によ

り老朽化をしている施設もあり、名寄地区にあり

ましては施設の指定管理者である名寄市体育協会

と協議をしながら、近年は毎年改修等を行ってお

ります。昨年策定をいたしました新名寄市総合計

画後期基本計画におきましては、名寄市体育協会

などからの要望を取りまとめながら、今後５年間

の施設の整備計画に取り入れをさせていただきま

した。特に夏及び通年で利用する施設といたしま

しては、まずはスポーツセンターではトレーニン

グ室の機器の更新をすることとしております。一

部本年度名寄市立総合病院から使われていないウ

エートトレーニング機器等を移設をいたしました

が、平成２５年度から次期計画まで段階的に更新

をすることとしております。また、２階の格技場

の床の張りかえを計画をしております。

市営球場につきましては、バックスクリーン塗

装改修を平成２５年度に、また内野グラウンドの

表土入れかえを平成２６年度に計画をしておりま

したが、平成２５年度に第５７回高松宮賜杯全日

本軟式野球１部、２部、北北海道大会が名寄市で

開催をされることから、一部を前倒しをして来年

度に２つの改修を行う予定であります。

その他の施設では、本年度智恵文水泳プールの

上屋の張りかえをいたしましたが、今後プール水

槽内面塗装を行うほか、名寄Ｂ＆Ｇプール給湯施

設を更新する計画をしてございます。

御質問をいただきました陸上競技場と多目的広

場、コートでございますが、完成後１６年が経過

する施設でございます。さきの植松議員の答弁に

もありましたけれども、陸上競技場では年間約

０００人前後、また多目的広場、コートでは５

００人から５００人前後の一定の利用がある施

設でございます。現在は、グラウンドの土や芝生

の保全、小規模な改修などでの対応が現在、それ

からこれからも中心になると考えております。

今後５年間の通年及び夏季利用のスポーツ施設

の整備計画は以上となっておりますが、これまで

も体育協会が利用者及び各単位協会からの要望を

取りまとめたものを協議、検討の上、施設整備を

行ってまいりたいと考えております。市内公共施

設につきましては、どの施設も建設後経過年数が

たっており、今後におきましても限られた財源の

中、利用者の安全を第一に緊急度などを考慮しな

がら、整備を進めたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁いた〇１２番（駒津喜一議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず最初に、中小企業振興条例についてであり

ますけれども、こちらの空き店舗の支援事業でご

ざいますけれども、家賃の補助の限度額を上げる

という、検討されるという話もありました。この

制度が余り利用されないということの一因として、

大きな原因として、私は商店街にかかっているア

ーケードの負担金、この償還がまだ終わっていな

いという実態があると思います。このアーケード

をつくったときには、非常にたくさんの商店が組

織をしておりましたけれども、現在では抜けても

う半数近くの商店街振興組合もあります。そうい

った意味で償還をする、これは高度化資金なので

すけれども、無利子の定額の返済金でございます
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けれども、これが構成員が減っても金額は減額さ

れていないまま償還しなければいけないという実

態がございます。そういった意味で商店街によっ

ては違うのですけれども、商店街の負担金として

取っている場合と、また取らないで大家さんがそ

の分を含めて家賃に反映させている、そういう家

賃の取り方、そういったことで市内の不動産の状

況としては非常に高額な家賃ということになって

おります。そういった意味でこういった新しい方

に新規に商業展開あるいは事務所で使っていただ

くためにも、この空き店舗を活用していただくた

めには根本の原因となっているアーケードの商店

街、皆さんの負担を軽減することが一番得策では

ないかというふうに思うわけなのですけれども、

この辺について御見解があればお伺いしたいと思

います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員からの御〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

指摘については、商店街の皆さんからもそういっ

た御意見を以前にもお伺いしておりまして、家賃

が高いか安いかというのはこれまた別な問題です

けれども、シャッター街を少しでも改善していき

たいというのは私たちも同じ思いでありますので、

今回条例を見直します。答弁でも申し上げました

が、今年度中に条例及び規則を見直して、少しで

も皆さんの使いやすい効果的な事業に見直しを行

っていきたいと思っていますので、その中で具体

的な協議をして決めていきたいというふうに考え

ております。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

要するに支援の限度〇１２番（駒津喜一議員）

額、家賃の補助の金額を上げることについては異

論はないのです。しかしながら、この支援金とい

うのは１年限りのことなのですよね。家賃が安い

ほうがいいか、それとも支援が受けられるほうが

いいかという選択になりますと、これからずっと

商業活動をするということであれば、長い目で見

れば家賃が安いほうが１年間の半額の補助を受け

るよりも得だというふうに考えるのが普通だと思

います。そういった意味合いにおいても、ただ限

度額を上げたらいいという部分ではなくて、こう

いった商店街の内部事情をよく理解していただい

て、支援することも必要だと思いますので、この

辺求めておきたいと思います。

次に、にぎわいの創出という部分ですけれども、

以前最初に文化ホールの懇談会ができたときに懇

談会の結果として、報告として駅周辺の中心街か

ら新しく予定している市民文化ホールの点と点を

結んだ線をにぎわいの主体として計画していると

いう、そういった報告をしていたというふうに記

憶しておりますけれども、ここでいう私の認識に

よるにぎわいというのは商業施設だというふうに

思っているのです。その辺中心市街地近代化にか

かわる部分として、新しく予定されている文化ホ

ールと中心街のつながりというか、にぎわいの計

画を考えていらっしゃるかどうか。これ所轄の部

署というのは、最初教育委員会なのですけれども、

にぎわいの創出ということは経済部ですから、答

えられやすいところで答えていただきたいという

ふうに思いますけれども。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

その議論は私も〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

聞いておりますが、具体的に文化ホールとの結び

つきとか、どういうふうに点と点を結んでにぎわ

いを創出するかという協議は、私どもも実際には

しておりません。ただ、条例等というよりは、そ

れはもう政策的にルートも含めてですけれども、

どんなふうにやっていくかというのはまだかなり

大きな事業になっていくと思いますし、ハード的

な部分も出てくるかなというふうには考えており

ます。現時点では、具体的な協議は行っておりま

せん。申しわけありません。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

中心市街地、この近〇１２番（駒津喜一議員）

代化補助金の補助メニューとして、商業指定地区

に限るということになっているのです。８号通か
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ら予定されているホールの予定場所か、あの一帯

が住宅地区なのです。そういったことでこの補助

金がにぎわいというか、中心市街地の補助があそ

こで商業展開をしたい、出店したいという人がい

れば、この助成金は受けられないのですよね。そ

ういった意味で壇上でも申しましたけれども、こ

の商業指定地区というあり方がにぎわいの創出と

いうのになじむのかという部分が非常に疑問に思

います。そういった意味でただいまその辺は深く

というか、考えていないということでありますけ

れども、これからまちの中心街がずれてくるとい

うことではないのですけれども、どこが中心街か

という部分が非常にこれから重要な場所になって

くると思うので、これを確定するということでは

なくて、もうちょっと中心という意味を拡大した

解釈をしなければ、なかなかこういった活性化に

はつながっていかないというふうに思うのですけ

れども、その辺いかがでしょうか。経済部で。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま駒津議員か〇経済部長（高橋光男君）

ら御質問のありました用途地域の関係、これは都

市計画区域の中の用途地域ということで、変更す

るには非常に高いハードルがございますので、そ

の分についてはなかなか変更することが難しいの

ではないかという判断をさせていただいています。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと勘違いされ〇１２番（駒津喜一議員）

ていると思うのですけれども、用途指定地区を変

更しろと言っていることではなくて、この支援の

要綱の内容を検討していただきたいと言っている

わけでして、商業施設、用途指定地区は私も特別

委員会の委員長やらされたことありますので、よ

く知っております。これ変更するのは大変難しい

というのは認識しております。この補助メニュー

の要綱を再考していただきたいということで、よ

ろしいですか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

要綱の中身の検討に〇経済部長（高橋光男君）

ついては、今後させていただきたいというふうに

考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いしたいというふうに思います。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひその辺進めてい〇１２番（駒津喜一議員）

ただくようよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

続いて、融資の件でございますけれども、市の

融資は３種類ございまして、壇上でも申しました

とおりそれぞれ利子補給と保証料の補給がござい

ます。これは、１％あるいは融資額の５％とい

う単位で行われております。この制度融資という

のは、同融資を含めてはっきり言って銀行融資な

のです。銀行でお金を出して、借入金を出して、

そして市で３０％預金する。こういう仕組みにな

っており、預託金の話もありますけれども、そう

いうシステムであります。ここで銀行と取引のな

い中小零細企業、こういったところが初めて金融

機関に相談に行って、この市の融資制度が受けら

れるかというと、なかなか難しい面もございます。

それは、金融機関は商用、民間の機関でございま

す。損得勘定も入ると思いますし、今までのおつ

き合いがあればあるほど有利に貸し付けを受けら

れるという部分もあります。これは、制度融資に

ついても同じことが言えるわけです。ところが、

日本政策金融公庫の普通貸し付けと経営改善資金

はそういったしがらみがない。預金がなくても内

容が前向きであれば融資が受けられる。特にこの

経営改善資金は、担保も保証人も要らなくて、そ

して長プラの安い低利な金利で貸し出しが受けら

れる。当然これは縛りがございまして、大きい規

模の企業は受けられません。従業員が商業、小売

であれば２人以下、建設業であれば５人以下の本

当に小規模な事業所しか融資が受けられない制度

であります。この日本政策金融公庫は、政府の機

関でございまして、日本の政府機関の金融機関で

ございます。私が言いたいのは、市内の金融機関

が代理貸し付けをして融資するという、これも支
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援することが必要だというふうに思うのですけれ

ども、銀行のおつき合いがなくても平等に貸し付

けができる。そして、保証協会も通さないで、担

保も保証人も要らないで受けられる、この国の融

資制度というのが一番力のない、力が小さい事業

所にとっては大変有効に使われている融資なので

す。この市の融資に銀行預託の融資を支援するの

であれば、ぜひ弱者に非常に助かっている経営改

善資金の利子支給をするべきではないかというふ

うに思うわけですけれども、再度この部分につい

てお聞きしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

この点につきま〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

しては、先日商工会議所、風連商工会からの要望

でこの項目が挙がっております。ぜひやってほし

いということの依頼も、相談も受けております。

これは、中小企業振興条例ではなくて特別融資制

度の要綱のほうでの取り決めになりますので、こ

れはもう当然見直しの中での項目の一つとして挙

げたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

挙げていただくとい〇１２番（駒津喜一議員）

うことで、大変感謝申し上げます。ぜひ挙げてい

ただきたいと思います。これは、市長の行政報告

にもございましたとおり、中小企業振興条例の審

議会にお諮りをして、そして審査をいただいて施

行というか、実はされるという部分でございます

ので、そういうふうに力強い行政側からの提案を

していただければ審議会も理解をしてくれるので

はないかというふうに思いますので、ぜひこれは

商工会議所の要望と同様に進めていただくよう求

めておきたいというふうに思います。

それと、今の件なのですけれども、金額、予算

なのですけれども、商工会議所のほうに問い合わ

せしましたら、この融資に限っては年間０００

万円の融資ということを聞いております。これで

１％の利子補給をするということになれば５０万

円ですか。年間５０万円の規模だということで、

私はこのお金が高いか安いかということよりも１

％の補助が受けられるという部分では、非常に受

ける側にとってはありがたい部分ではないかとい

うふうに思いますので、参考までにお伝えをして

おきます。

次に、暴力団の排除条例についてでございます

けれども、こちらのほうも施行に向けて今準備段

階だという御報告を部長からいただきましたので、

こちらの部分については準備されている内容も細

部にわたり先ほどお聞きいたしましたので、これ

はこれでそのままの内容で進めていただきたいな

というふうに思っております。何回も言いますよ

うに、ほかの市町村でこういった多いところは２

７項目ですか。２７項目にわたって、細部にわた

って規制しております。そういった意味で名寄が

３項目しかないので、これは名寄では余り予想で

きない事例ではございますけれども、ほかでやっ

ていないのだったら名寄でという話にならないよ

うに、そういった予防策を含めた意味で道に倣っ

た条例を進めていただきたいなというふうに思い

ますので、これは答弁は要りませんので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。

市民の安心、安全ということで、高齢者の徘回

の探索システムでございますけれども、こちらの

ほうも杉並区に行きましていろいろとお聞きをし

てまいりました。今該当する方が８００人程度い

るということで、それで登録になっている方が１

６人でしたか。登録する方が非常に少ないという

御報告だと思います。名寄市では６７０から８０

０人ですか、予想される認知症の方が。それで、

登録されているのは２２名という話。これ何でこ

んなに少ないのか、原因がわかればちょっとお聞

きしたいなというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

原因といいます〇健康福祉部長（三谷正治君）

のは、基本的にはやはり家族がおられて、家族の

中で見られるということが基本的だと考えており
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ます。その中で先ほどの数字８００というのは、

数字のパーセントで国が定めている８から１０％

にすると大体８００人弱ということでありますの

で、実際には認知にかかっている方で徘回らしき

ものと疑われるという方は何人かおられると思い

ますけれども、その方についてはやはり家族で見

ておられると。現実に徘回がひどくなって、認知

症がひどくなると家庭では対応できないという部

分の人が現在２２名登録されているという認識を

させていただいて、しかしながら今議員言われる

ように数的には認知症という認定を受けなくても、

お医者さんに行って診断をされていなくても、そ

れに類する方はやっぱり家庭の中にはたくさんお

られるのでないかと考えています。しかしながら、

それは今家庭内で対応されているのではないかと

思っています。今２２名、少ないとお話もありま

したけれども、杉並区の例をとりますと杉並区の

人口でいっても５０名ですとか６０名、特にこの

数年の状況を見ますと登録者が杉並区でさえも減

少傾向にあるという状況を聞いているところであ

ります。それについては、１つは原因としては名

寄にも事例がございましたけれども、携帯または

こういうシステムを体に常日ごろ身につけるとこ

ろでありますけれども、たまたま身につけていな

くて、残念ながら徘回で見つからなかったと。ま

た、側溝等に落ちて亡くなられていただとかとい

う部分で、名寄においても携帯電話常日ごろ持っ

ていたけれども、その日に限って持っていなくて

徘回をして見つからなかったというような事例が

あって、いろんなやっぱり問題があると聞いてお

ります。私のほうでも杉並区と若干連絡をとらさ

せていただいて、杉並区のは先ほどお話ししまし

たように独自のシステムを組んでされているとい

うことで聞いております。ですから、そこら辺の

部分についてはシステムも行政でいろいろなシス

テムがあるというふうに聞いておりますので、こ

の件につきましてはそれぞれの業者と確認をしな

がら、研究をしてまいりたいと考えております。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

このシステムについ〇１２番（駒津喜一議員）

ては、端末を必ず身につけるというのが大前提で

はございますので、そういった弊害が出てくると

いうのもありますし、また件数がこれだけ少ない

という事情も家庭で見られる方が多いということ

でございます。いずれにしましても、介護される

方、周りの方もこういったものを身につける、身

につけないという話の前に、こういったシステム

があるというのはある程度の安心感につながると

いうふうに思いますので、どうやったらこれを身

につけていただけるか、その手法についても検討

していただけるのなら、杉並区と一緒に共同に研

究をさせていただいて、これは人が捜すというこ

とになったら本当に大変なのです。今ボランティ

アの方々もハイヤー会社とか、いろいろ協力して

いただいていますけれども、また地域安心、安全

の警察署の地域推進員というか、サポーターも何

人かいらっしゃるのですけれども、結構サポータ

ーの方々がもう高齢になってきておりますので、

ボランティアというのも限られた範囲だというふ

うに理解していただいて、何とか杉並区とこうい

った部分で、またこういった高齢者の徘回とか認

知症の方だけ該当するのではなくて、防災のスク

ラム支援を協定しているところでございます。災

害に対しても意外と希望者がいればこういった部

分でぜひとも万が一のときには障害を持った方、

あるいはいろいろな部分で不都合がある方に持た

せたいという希望者もあるかもしれません。そう

いった部分も実際にやられている杉並区と連絡を

とって進めていただきたいなというふうに求めて

おきたいと思います。

それで最後に、国内交流の一環でございます合

宿の誘致にかかわることでございますけれども、

壇上で私冬の施設についてはある程度対応されて

いるというふうに述べましたのは、この意味合い

は冬のアルペンのスキーにいたしてもＦＩＳ公認

ということで、そしてカーリング場も国際大会が
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できるほど一流選手が来るということで、クロカ

ンも国際大会に対応できるということで、冬の施

設それぞれがジャンプ場にしてもしかりでござい

ます。今ちょっと事故が起きましたけれども、ジ

ャンプ台にしても公認の記録がとれるというすば

らしい施設と。これ経過年数は結構たっているの

です。ただ、公認がとれているということで非常

に一流選手が寄りやすい。これを合宿に置きかえ

ますと、本州からスキーの合宿に来られてこうい

う一流選手が使えるというのは、要するに公認が

とれるからなのです。カーリング場にしてもスキ

ー場にしてもジャンプ台にしても、そういった意

味で名寄に来やすいという、誘致しやすいという

部分があると思います。夏の合宿所、特に陸上競

技場なのですけれども、これ公認がとれないとこ

ろなのです。２種、３種の対応はしていかれると

いうふうに教育委員会のほうでも、体協のほうで

もおっしゃっていらっしゃるのですけれども、こ

れが夏の合宿、陸上競技というのはオリンピック

でも花形なのです。この陸上というものについて、

やはり公認がとれていない。お隣のまちにあるの

で、そちらへ行ってくださいという、小中学校の

記録会でもそういう形で言われましたけれども、

事合宿となると本州から大学レベルの選手を合宿

に呼ぶということはかなりハイレベルな選手が来

るわけでして、そういった意味で公認にかかわる

部分でどのようにお考えなのか、これは経済部の

林務所轄でございますので、林務のほうにという

か、経済部にお聞きしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま駒津議員か〇経済部長（高橋光男君）

ら質問がありましたけれども、陸上競技場につい

ては現在第３種の公認施設ということで、公認を

とっております。御指摘のとおり、クレーの競技

場のため、例えば雨が降った場合だとか、そうい

った場合についてはなかなか利用に結びついてい

かないという部分があります。ただ、年次計画で

は具体的には持ち合わせていないのですけれども、

士別市と名寄市では広域圏の関係で複眼都市の中

心都市という形になっておりますので、すみ分け

も含めて現在ある施設を有効に活用していただき

たいということで、当面は今有名大学の部分につ

いては士別で合宿されるところが多いのですけれ

ども、そういう名寄のところでいくとクレーなも

のですから、どうしてもやっぱりこちらには誘い

込めないというもどかしさがあるのですけれども、

先ほど言ったすみ分けで対応していくのが今のと

ころ市の財政状況等も含めてベストな考え方では

ないかなという判断をさせていただいております。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

公認をとれるという〇１２番（駒津喜一議員）

部分については、前も何年か前に質問があって、

答弁も似たような感じで答弁をいただいているの

ですけれども、それ以来中身の進展はないのだな

というふうに感じましたけれども、要するにやは

りこれは公認をとるということになれば非常にお

金がかかるということも私も事前に調査させてい

ただいてよく認識しております。財政の負担とい

うことも非常に考えられます。そういったことを

含めて、これからの夏の合宿を使う。そして、ジ

ャンプ台にしても何にしてもみんな老朽化してい

るのです。陸上競技場も１８年たつといいますけ

れども、中身についてはまだまだ使える施設でも

あり、これは公認がとれるということであれば一

流の大学のアスリートたちが集まる場所にも、可

能性が非常に大きいわけです。そういった可能性

をみずから放棄するという部分については、私は

ちょっと疑問に思うわけでして、とにかくこの決

算委員会でうちの市政クラブの東議員のほうから

総括質問で質問も出された部分もございますけれ

ども、やはり前向きに取り組んでいただいて、将

来的にこういった部分を整備していくという部分

をわずかでも望みを残しておいていただいて、そ

して市民の力というか、民間の力を大いに活用し

ていただいて、この交流事業を進めていただきた

いと思いますので、これは私の希望で、答弁は要
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りませんので、ぜひ陸上競技場の公式公認トラッ

クについては前向きに取り組んでいただくことを

最後に重ねてお願いを申し上げまして、この件に

ついては終わらせていただきます。

それでは最後に、交流にしても、福祉は別とし

ても、振興条例にしましても、経済のこれからの

見込みでもいいのですけれども、名寄市の地域経

済について経済部長としてどのように認識されて

いるのか、最後にお聞きをいたしまして、終わり

たいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま駒津議員の〇経済部長（高橋光男君）

ほうから名寄市の経済状況についての見解を求め

られましたので、お答えをしたいというふうに思

いますけれども、あくまでも私個人が思っている

ということで捉えていただきたいと思いますけれ

ども、北星信用金庫が行っています地域企業景気

動向調査、これは上川北部の製造業、卸、小売業、

建設業など１５０社を対象とした調査であります

けれども、その調査結果や地元紙あるいは道内紙

の報道内容に照らして判断させていただきますと、

依然厳しい状況が続いているものというふうに判

断させていただきたいというふうに思います。た

だ、今後におきましては新政権になり、緊急の経

済対策として大型の補正予算を考えているという

ことでございますので、その部分では期待してい

るところであります。よろしくお願いいたします。

以上で駒津喜一議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春
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平成２４年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年１２月２１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第１

号 駅前交流プラザ「よろーな」条例

の制定について（経済建設常任委員長

報告）

日程第４ 議案第１８号 名寄市災害時における

相互支援に関する条例の制定について

日程第５ 議案第１９号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る特定

公園施設の設置に関する基準を定める

条例の制定について

議案第２０号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る道路

の構造に関する基準を定める条例の制

定について

日程第６ 議案第２１号 名寄市道路の構造の技

術的基準等を定める条例の制定につい

て

議案第２２号 名寄市準用河川管理施

設等の構造の技術的基準を定める条例

の制定について

日程第７ 議案第２３号 名寄市都市公園条例の

一部改正について

日程第８ 議案第２４号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第９ 議案第２５号 名寄地区衛生施設事務

組合を組織する市町村数の増加及び名

寄地区衛生施設事務組合規約の変更に

ついて

日程第10 議案第２６号 財産の取得について

日程第11 意見書案第１号 安心できる介護制度

の実現を求める意見書

意見書案第２号 患者数が特に少ない

希少疾病用医薬品（ウルトラ・オーフ

ァンドラッグ）の開発促進・支援のた

めの法整備等を求める意見書

日程第12 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第13 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第14 委員の派遣報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第１

号 駅前交流プラザ「よろーな」条例

の制定について（経済建設常任委員長

報告）

日程第４ 議案第１８号 名寄市災害時における

相互支援に関する条例の制定について

日程第５ 議案第１９号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る特定

公園施設の設置に関する基準を定める

条例の制定について

議案第２０号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る道路

の構造に関する基準を定める条例の制

定について

日程第６ 議案第２１号 名寄市道路の構造の技

術的基準等を定める条例の制定につい

て

議案第２２号 名寄市準用河川管理施

設等の構造の技術的基準を定める条例
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の制定について

日程第７ 議案第２３号 名寄市都市公園条例の

一部改正について

日程第８ 議案第２４号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第９ 議案第２５号 名寄地区衛生施設事務

組合を組織する市町村数の増加及び名

寄地区衛生施設事務組合規約の変更に

ついて

日程第10 議案第２６号 財産の取得について

日程第11 意見書案第１号 安心できる介護制度

の実現を求める意見書

意見書案第２号 患者数が特に少ない

希少疾病用医薬品（ウルトラ・オーフ

ァンドラッグ）の開発促進・支援のた

めの法整備等を求める意見書

日程第12 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第13 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第14 委員の派遣報告

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１２番 駒 津 喜 一 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

高橋経済部長から発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められております。

高橋経済部長。

おはようございます。〇経済部長（高橋光男君）

昨日の駒津議員に対する答弁におきまして健康の

森の陸上競技場について現在も３種公認を受けて

いるような発言をしたところでありますけれども、

公認については平成１８年６月３０日付をもって

利用者数など諸般の事情により廃止をされており

ます。この問題については、今後競技場の利活用

も含め関係する部署で話し合いをさせていただき

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いをしたいというふうに思います。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

東日本大震災、福島原発事故の被災地に学んで

外１件を、川村幸栄議員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

大項目１点目、東日本大震災、福島原発事故の

被災地に学んで。私は、ことし１０月２２日から

５日間、各会派に支給されます政務調査費を活用

させていただいて、東日本大震災、福島原発事故

の被災地である南相馬市、気仙沼市、陸前高田市

を視察させていただきました。さらに、埼玉県蕨

市の学校給食センターで給食用食材の放射性物質

測定について、岩手県盛岡市では災害時要援護者

対策について視察をさせていただいてきたところ

であります。被災地では、なかなか進まない復興

に地元の方たちはいら立ちを隠しません。復興予

算の使い方も問題になりましたが、被災者と被災

地に直接役立つ復興予算となることを強く願って

いるところであります。私たちも引き続き支援に

ついて考えていかなければならないと強く感じて

いるところであります。

そこで、１点目、食品放射性物質測定機器導入

について再度取り上げさせていただきます。名寄

市の学校給食センターでは、地元食材を積極的に

取り入れて、安全でおいしい給食を提供していた

だいていますが、これからの時期は端境期を迎え

ます。関東、関西、九州などから仕入れることに

なるわけですが、福島原発事故後食品に対する放

射線汚染への不安が子育て中のお母さんたちを中

心に大きくなっています。視察した埼玉県蕨市学

校給食センターでは、児童生徒や保護者への不安

を取り除く取り組みとして、いち早く食品放射性

物質測定器を導入しています。名寄市の導入の考

えを改めてお聞きをいたします。

２つ目に、自然エネルギーの活用について伺い

ます。福島第一原発事故後１年９カ月が経過しま

したが、収束するどころかその被害は拡大し、多

くの被災者の方々は先の見えない苦しみのもとに

置かれています。福島県では、今も県内外への避

難者は１６万人に上っています。放射能による被

害は、東日本を中心に全国に広がり、ホットスポ

ットと呼ばれる放射線量の高い地域が各地に出現

しています。農林漁業や観光業を初め、あらゆる

産業、経済への深刻な打撃も続いています。原発

は即時ゼロへの思いは募るばかりです。再生可能

エネルギーの導入可能量は、原発５４基の発電能

力の約４０倍と言われています。大いに活用して

いきたいものと思います。
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そこで、お伺いをします。行政報告の中で小学

校の新校舎の基本設計をプロポーザル方式で行い、

建設に向けた準備が進められているとありました

が、新校舎への太陽光発電の設置の考えについて

お知らせをいただきたいと思います。

また、新エネルギービジョンの準備中だと思い

ますが、家庭用太陽光発電への助成の考えについ

てもお聞かせいただきたいと思います。

３つ目に、冬期間の暮らしについて伺います。

北電は、この冬７％の節電を求めています。今月

７日、電力需給逼迫時の大口利用者の協力で需給

バランスを改善する計画停電回避緊急調整プログ

ラムについて目標の３３万キロワットを上回る３

９万キロワットを確保したと発表しています。ま

た、緊急節電要請スキームを需要改善策に加える

などして、計画停電を準備する可能性はなくなっ

たと説明しました。しかし、７％の節電は強く求

められています。北海道、本州連系線で６０万キ

ロワットを確保することができますし、また万が

一のときの大工場、製紙工場など大工場の自家発

電を使っていただいて電力使用を抑えてもらう、

このようにすることで電力は賄えると私は考えて

います。しかし、節電への取り組みは必要です。

そこで、次の提案をさせていただきたいと思い

ます。視察いたしました埼玉県蕨市では、夏の期

間、７月１日から９月３０日の間、熱中症対策と

して、家庭での節電対策の一環として市役所庁舎

や市民会館を含め市の１３施設を一時休憩所や高

温時の緊急避難所とするクールオアシス蕨という

のを設置しています。ここに学びたいと思います。

名寄市の冬の間の対策として考えたいと思います。

今月に入って灯油の値上がりがあり、さらなる値

上がりが心配です。高齢者は、特に冬の間はどう

しても閉じこもりがちになります。積極的に戸外

へ出る機会を提供することも必要ではないでしょ

うか。お考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、冬期間の暮らしでは何といっても除雪の

問題が大きな比重を占めます。特に除雪車が通過

後の門口への雪山の問題は、冬期間の暮らしの大

きな課題です。高齢者にとっては大きな負担とな

っています。委託業者さんへの技術指導などの徹

底が望まれるところですが、対応についてお聞か

せをいただきたいと思います。

次に、大きな項目２つ目、地域で見守るネット

ワークについてお伺いをします。１つは、名寄市

地域見守りネットワーク事業にかかわってですが、

去る１１月２９日、市内１２事業者と地域全体で

高齢者、障害者を見守るための名寄市地域見守り

ネットワーク事業の協力事業者協定式が開かれ、

調印が行われたところです。たくさんの事業者さ

んが参加していただいたことに本当に感謝を申し

上げたいと思います。先日もまた札幌市で起きた

孤立死が報道されていました。地域のつながりが

ますます求められています。私の周りでも道に迷

って帰り道がわからなくなったが、地域の方が声

をかけてくれて事なきを得た、また雪道で滑って

立ち上がれなくなっていたが、通りがかりの方に

助けてもらったなどの話が立て続けにあり、地域

の見守りの大切さを痛感しているところでありま

す。

ことし名寄市地域福祉計画がつくられました。

計画策定のための基礎資料としてのアンケートで

は、地域福祉の充実に向けた市民意識の問いに地

域福祉に望むことはという項目で、老後も安心し

て生活できる環境という回答が５３％と圧倒的に

多くあり、安心して自立した生活を送るための条

件として、保健、医療、福祉の連携による相談体

制、支援体制の充実を求める声が３０％と多くあ

りました。一歩進めた具体的な施策についてお知

らせをいただきたいと思います。

２つ目には、成年後見センターの考え方につい

て伺います。成年後見制度は、認知症や知的障害

などで判断力が不十分な人にかわって親族や司法

書士らが財産管理や医療介護サービスの契約など

を行う仕組みであります。認知症高齢者やひとり

暮らしの高齢者、障害者がふえる傾向にあります。
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親族同士のもめごともふえている、振り込め詐欺

も一向に減らない、また終末期をどう迎えるか話

題になることが多くなっています。成年後見制度

の必要性は高まっています。旭川市では、制度が

普及せず、手続も複雑、１カ所で対応できる場を

つくりたいとして、成年後見センターの開設に向

けて取り組みが進められています。さきの定例会

でも取り上げられていましたけれども、再度名寄

市の考えを伺いたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇教育部長（鈴木邦輝君）

川村議員からは、大項目で２件の御質問をいただ

きました。大項目１の小項目１は私のほうから、

小項目２と３は総務部長から、大項目２は健康福

祉部長からの答弁となります。

大項目１、東日本大震災、福島原発事故の被災

地に学んでから小項目１、食品放射性物質測定器

導入についてお答えをさせていただきます。名寄

市の学校給食におきましては、児童生徒に安全、

安心な給食を提供するため地場産の畜産物を優先

的に使用するのを大前提としており、学校給食に

積極的に取り入れることにより児童生徒が地域や

自然とのかかわりについて学び、農業や地元農産

物について理解を深めていただいております。平

成２３年度における学校給食の食材地場産利用率

は、重量ベースで全体の６８％で、年々増加の

傾向にありますが、今後とも地場の農畜産物の使

用割合を高めるために地元の越冬野菜の使用など

を念頭に地域の食材関係者との連携、調整を積極

的に図ってまいります。

ただし、これからの冬場の端境期の野菜を納入

するに当たりましては、市場流通上東北、関東地

域の野菜を使用せざるを得ない状況もございます。

学校給食センターでは、食材の放射線汚染に関し

ましては細心の注意を払っており、厚生労働省で

調査をしております食品中の放射性物質の検査結

果及び外部委託で事後検査を実施している士別市

などの検査結果を逐次確認をしております。士別

市の結果では、平成２３年１２月より２回ほど１

７都県の野菜を検査をしておりますが、現在まで

放射性ヨウ素、セシウムの検出はありません。学

校給食センターでは、こうした情報をもとに万が

一放射性物質の数値が出た食材については、使用

の回避や献立を変更するなどの対策を行う予定を

しております。

御質問の食品放射性物質測定器導入につきまし

ては、近隣では唯一剣淵町で購入をし、本年６月

から自主検査を開始をしております。検査機器は、

簡易式スペクトロメーターを使用をしており、調

理済みの全給食を検査をしております。剣淵町給

食センターによりますと、現在まで放射性ヨウ素、

セシウムの検出はないとのことであります。

これらの経緯を踏まえ、名寄市としましては毎

回５００食以上の給食の供給数と食材の納入体

制並びに検査機器使用に当たっての温度や場所の

設置条件、また検査体制などを考慮をいたします

と、現時点での導入はさまざまな課題があると考

えております。学校給食センターでは、市場に流

通している食品については流通前の段階で安全性

が確認されていると認識はしておりますが、学校

給食用食材の安全性について保護者の方の不安感

は拭えない一面もあることから、北海道教育委員

会が文部科学省の委託事業で食材の安全性を再確

認し、放射能不安低減を図ることを目的とした学

校給食モニタリング事業を実施しておりますので、

当センターにおいてもこの事業に参加をし、平成

２５年１月に給食で使用する主な食材２キログラ

ムを検査センターに郵送し、放射性物質の有無や

量を調査をすることとしております。結果につい

ては、毎月保護者にお渡しをしている献立表ある

いはホームページ等で報告する予定としておりま

す。

今後とも他市町村とその対応状況などの情報交

換を一層頻繁に行い、食品の放射性物質の情報を

的確に把握をし、食材納入時に生産地を確認をし、
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また記録するなど、安全、安心な給食を提供する

ことに努力をしてまいりたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目１〇総務部長（扇谷茂幸君）

の小項目２と３につきまして答弁いたします。

まず、自然エネルギーの利活用についてであり

ますが、自然エネルギーの利活用につきましては

現在策定中の名寄市新エネルギー・省エネルギー

ビジョンにおいて検討を進めており、賦存量を初

め経済性、環境性、地域貢献、普及性の５つの視

点から総合的に判断し、太陽光発電は非常に有望

な新エネルギー、木質バイオマス、雪氷熱は課題

はあるものの導入を検討する新エネルギーとの調

査結果となりました。また、その推進については、

公共施設での利活用と家庭への普及の２つの視点

で検討を進めることとしており、公共施設での利

活用においては総合計画後期計画で想定する新規

の施設や大規模な施設改修時にそれぞれ新エネル

ギー導入の可能性を検討することとし、家庭への

普及においては非常に有望とされた太陽光発電を

他の新エネルギーに先駆けて普及を目指すことと

し、モニター事業などの実施を検討することとし

ております。本ビジョンは、今後関係団体との意

見交換やパブリックコメントなどを経て決定の予

定であり、これらの機会を通じていただいた意見

などを踏まえ、平成２５年度におけるビジョン実

現への効果的な施策の導入に向け、さらに検討を

重ねてまいります。

続きまして、名寄市街地区における小学校新校

舎における太陽光発電の導入の可能性についてで

ありますが、現在新校舎については基本設計をプ

ロポーザル方式により行うこととし、建設に向け

た準備を進めているところであります。先ほど名

寄市新エネルギー・省エネルギービジョンの考え

を申し上げましたが、その推進策の一つとして総

合計画後期計画で想定する新規の施設については、

太陽光発電を初め本市における有効な新エネルギ

ーの可能性について検討することとしております。

また、学校教育施設における新エネルギーの導入

につきましては、既に名寄小学校で導入済みとな

っておりますが、二酸化炭素の排出抑制による環

境保全効果に加え、児童への環境教育の面からも

有効であることから、新校舎につきましては基本

設計の中でその可能性を検討してまいりたいと考

えております。

次に、公共施設を市民に開放することについて

でありますが、北海道電力管内における今冬の節

電要請は、本年１２月１０日から来年３月８日ま

での年末年始を除く平日の期間につきまして平成

２２年度比で７％以上の削減が目標とされており、

暖房や融雪などにより冬季に電力需要のピークを

迎え、かつ一日を通じて高い需要が継続する北海

道においては夏季より６０％消費が増加し、使用

量全体の４５％を占めます家庭用電力の節電が重

要とされております。御質問のありました公共施

設を市民に開放し、家庭での節電等を促進する取

り組み、冬季におけるウオームシェアについて市

の考え方についてでありますが、公共施設につき

ましては開館時間の範囲で利用が可能であり、市

民が自分の趣味やライフスタイルに合わせ文化、

スポーツや読書、見学、会合、休憩等で利用でき

るほか、市や教育委員会、さらには各団体などが

主催する講座やイベントなども多くございますの

で、多くの方に参加をいただいて、節電にあわせ

て生涯学習や健康増進の機会などとしても御活用

いただけるよう今後も施設の適正な管理運営に努

めてまいります。

次に、市道除雪につきましては、市民の皆様の

御理解と御協力のもとで冬期間の生活道路を確保

し、市民生活の安定に努めているところです。名

寄市の除雪は、限られた時間と予算で広い地域を

除雪するため、雪を道路の両脇に寄せるかき分け

除雪という方式で行っており、除雪した雪は道路

の端に寄ります。そのため門口や車庫にも雪を置
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いていくことになり、市民の皆さんに御協力をい

ただいているところであります。門口に置かれる

雪の状況については、道路の形態や降雪の状況に

よっても変わるものと思いますが、除雪業務を委

託している除雪協同組合には熟練した運転技術者

の雇用の依頼を行っており、また除雪技術の向上

を図るための研修などにつきましては降雪状況や

道路状況などによる除雪の経験が必要と考えてお

りますので、路線ごとの除雪を行っていく中で技

術力の向上を目指すべきと考えており、除雪協同

組合と協議し、除雪協同組合各社内において技術

研修体制の充実を図るよう指導をしてまいりたい

と考えております。

以上、答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きい項目２、地域で見守るネットワークについ

ての小項目１、名寄市地域見守りネットワーク事

業にかかわってについて申し上げます。

近年地域で亡くなられたことに近隣の方々が気

づかず、相当日数を経過してから発見されたり、

生活に困窮された方や障害者が地域で孤立した状

態で亡くなられるという大変痛ましい事案が道内

においても発生しております。名寄市においても

高齢者はますます増加し、高齢化率も高くなる状

況が続いておりますので、高齢者や障害者の見守

りにつきましてはこれまで町内会や民生委員、児

童委員の方々を中心とした見守り活動を展開され

てきました。このたび生活関連事業者の皆さんに

御協力をいただき、新聞や郵便がたまっている、

日中電気がつきっ放しになっているなど異変を察

知し、地域全体で見守り、支え合うことを目的に

地域包括支援センターを窓口とした名寄市地域見

守りネットワーク事業を開始したところでありま

す。

事業内容につきましては、生活関連事業者など

は見守り人を特定せず、常日ごろから高齢者及び

障害者などをさりげなく見守り、日常業務などに

おいて高齢者などの何らかの異変に気づいたとき

は地域包括支援センターに連絡をいただきますが、

事件発生時は警察署に、さらに火災等にあっては

消防署に連絡をしていただき、援助が必要な方に

対しては関係機関と連携、協力しながら支援を行

っていくものであります。本事業の協力事業など

では、公的機関として６機関、協力団体として１

団体、協力事業者として郵便局２局、新聞販売店

６店、宅配事業者３社、名寄プロパン協会の合計

１２事業者の協力を得て、去る１１月２９日、協

定書を取り交わしたところであります。さらに、

市内の介護保険事業者１５社、障害福祉サービス

事業者４社につきましても本事業に対しての協力

の承諾をいただいているところであり、今後も引

き続き本事業の趣旨に賛同し、御協力をしていた

だける事業者の呼びかけを行い、ネットワークの

拡充に取り組んでまいりたいと考えております。

また、この事業につきましては、平成２４年度

から始まった名寄市地域福祉計画の策定時に行っ

た市民アンケートで地域福祉に望むことはとの問

いに対し、老後も安心して生活できる環境が５３

％と最も多く、高齢者世帯の見守りなどが挙げら

れておりますので、市民のニーズに基づいた地域

全体で見守りを行うという趣旨に沿った本事業の

展開を図ったところであります。さらに、安心し

て自立した生活を送るための条件として、保健、

医療、福祉の連携による相談体制、支援体制の充

実が３０％を占めておりますので、個別計画であ

る高齢者保健医療福祉計画、介護保険事業計画、

名寄市障害者福祉計画、名寄市障害福祉実践計画、

名寄市次世代支援行動計画、名寄市健康増進計画

など地域において総合的に推進すべく、具体的に

はそれぞれの分野の施策、達成目標などを各個別

計画において位置づけ、推進するものとしており

ます。

また、計画策定に当たっては、名寄市保健医療

福祉推進協議会の各部会で審議をいただき、さら

にその後当協議会の審議を経て市長へ答申を行い、
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策定されたものであります。この推進協議会は、

保健、医療、福祉のそれぞれの関係者により組織

されており、少子高齢化の進行や核家族化などに

より社会構造が大きく変化する中で、市民が安心

して暮らせることができるまちづくりを進めるた

めネットワーク化を図り、総合的な保健、医療、

福祉施策を推進することを目的に設置されたもの

でありますので、今後におきましても各個別計画

に基づき保健、医療、福祉の連携を図りながら相

談及び支援体制の充実に努めるとともに、今後も

それぞれの計画の状況を把握し、検証を行いなが

ら推進してまいりたいと考えております。

次に、小項目２の成年後見センターの考えにつ

いて申し上げます。成年後見制度は、精神異常の

障害、知的障害、精神障害、認知症などにより判

断能力が十分でない方が不利益をこうむらないよ

うに家庭裁判所に申し立てを行い、本人の権利を

守るため援助者をつけることで本人を法律的に支

援する制度となっております。名寄市においては、

知的、精神障害者については社会福祉課で、高齢

者については地域包括支援センターが窓口となり、

現在相談を行っているところであります。

相談実績につきましては、地域包括支援センタ

ーが運営を開始した平成１９年から２３年度まで

の５年間で延べ４５件の相談があり、そのうち制

度の利用につながったケースは７件となっており

ます。障害者関係につきましては、延べ４件の相

談があり、４件とも利用につながっております。

また、本年度の相談件数は、１１月末現在で２件

となっております。

相談内容につきましては、制度の説明、申し立

ての書類の作成支援、後見人等の候補探しなど関

係機関と連携しながら支援を行っておりますが、

相談件数につきましては多い状況ではありません

が、市内の認知症高齢者、知的障害者及び精神障

害者は増加傾向にあることから、こうした方々に

対する支援策としては有益なこの制度は今後もま

すますその活用が広がっていくものと考えており

ます。

また、平成２４年４月に老人福祉法が改正され、

市町村の努力義務として市民後見人の養成を行う

ことが盛り込まれるなど、成年後見制度を取り巻

く環境は着実に変化をしているところであります。

道内の成年後見センターの設置状況につきまして

は、現在小樽・北しりべし成年後見センターとし

て小樽市社会福祉協議会が運営、さらに旭川市、

釧路市、室蘭市におきましては現在設置に向けて

検討しているとお聞きしているところであります。

また、札幌や旭川弁護士会、札幌司法書士会、北

海道社会福祉会においてもそれぞれ成年後見に関

する相談窓口を設置しております。名寄市におき

ましては、当面現行体制の充実を図り、高齢者の

成年後見制度の相談窓口である地域包括支援セン

ターを中心に広報のＰＲや市民を対象とした講演

会等を開催し、あらゆる機会を利用して市民にこ

の制度の周知の徹底を図るとともに、設置に当た

っては利用者のニーズを把握した上で経営形態、

運営財源及び専門職員の配置等について今後先駆

的な取り組みを行っている市町村の状況を調査研

究してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきましたので、引き続き質問をさせていただき

たいというふうに思います。

食品放射性物質測定機器の導入についてなので

すけれども、前回お尋ねしたときと同じ御答弁だ

ったかなというふうに思っています。蕨市では、

機材がなかなかないということで昨年１１月に精

度の低いものをまず買い入れて、それを使ったの

です。それで、ことしに入って、先ほど御紹介が

あった剣淵町のと同じ機材を１月に導入して、そ

れを今継続して使っているという状況だというふ

うに説明を受けてきました。重量が１００キロと

いうことで、検査室も温度等々あるので、厳重で

はないのですけれども、やはりほかの給食をつく
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っているところとは別の部屋が必要だということ

だとか、重量に耐えられるところの場所というよ

うなことも指摘をされていました。３ベクレルま

で測定が可能だというようなことでした。この機

材を本当に有効に活用されているなというふうに

私は見せていただいてきたところなのですが、例

えば厚生労働省が定めている基準が１００ベクレ

ルということなのですが、スピード感が求められ

ていると。給食ができ上がるまでに食材の検査を

して、皆さんにお知らせしなければならないとい

うようなこともあって、独自に基準を決めて、１

５分間で２０ベクレルに基準をして、そこに合わ

せて測定をしているということです。毎日違う食

材を検査しているのですが、６種類の食材を検査

をしていると。１５分間ですから結構な時間がか

かるのですが、それで１０時３０分にはホームペ

ージにアップができる。その食材を検査した後、

調理したものをまた同じように先ほど言ったよう

にミキサーで細かくして測定をして、１１時３０

分にホームページにアップすると。ですから、保

護者の皆さん方は、ホームページを見れば給食を

児童生徒が食べる前にその状況が見られるという

状況にしているのです。やはりできる範囲でやれ

ることはやっていこうという、そういう姿勢が非

常に伝わってきた視察でありました。

先ほど部長のお話にありました産地を明確にす

る、もちろんです。それで、厚労省の検査という

のもそういうのも必要だというふうに思いますけ

れども、厚生労働省もホームページでアップして

いますけれども、半月に１回ぐらい更新されてい

るというようなことですので、やはり私たち給食

センターでいえば名寄市の子供たちの食べるもの

ですよね。ですから、ここに責任を持つというこ

とでいえば、やっぱりじかに検査をして安全を確

認するということが必要ではないかというふうに

思うのですが、その点についての考えをお聞かせ

ください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

給食食材の放射性物〇教育部長（鈴木邦輝君）

質の検査についての再質問をいただきました。先

ほど答弁でも述べましたが、基本的には事前チェ

ック、事前情報をチェックすることによって安全

性を確認するというのが現在私ども給食センター

の立場でございます。

さきの質問をいただいた後、給食センターでは

近隣を中心として各給食センターがどのように安

全確認をしているのかということで調査をさせて

いただいたところであります。御指摘のありまし

たように剣淵町につきましては、簡易測定器を購

入して事前検査を行っております。こういった検

査を行っているのは、ほかでは北海道では帯広市

と、それから釧路市でございます。そのほかにい

わゆる事後検査ですけれども、外部委託で行って

いるのは士別市、それから近隣ではございません

けれども、札幌市、それから小樽市、そして苫小

牧市でございます。ほかの近隣自治体については、

現在検討中、保留状態という現状でございます。

こういった現状を見据えまして、基本的には先ほ

ど言ったように事前チェックと、それから現在ま

でのところこれらの自治体が行った検査において

放射性物質が検出をされていないという部分が現

状の事実としてあるものですから、先ほど答弁し

たような内容にさせていただいたところでありま

す。

剣淵町の例からの比較からいえば、名寄市の給

食センターの給食食材数は５００食を超えます。

剣淵町は４００食という部分で、時間的には何と

か配送車が出る前に検査が終了するのが可能と考

えられますけれども、名寄市の場合現在の状況の

中では智恵文から風連まで配送距離も長い中で時

間的な部分で難しさがございます。それから、も

ちろん食数が多いということです。現在給食セン

ターでは、配送車が途中で事故等を起こした場合

には代替食等を何百食かは用意しておりますけれ

ども、もし食材の中で放射性物質が検出された場

合のメニューの変更等の部分についての代替食の
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用意もちょっとできないという状況がございます。

また、検査条件といたしまして先ほども御指摘が

ありましたように温度管理をきちっとしなければ

だめだということ、また部屋を一定程度の検査室

として設けなければだめだと。床の補強、それか

ら検査体制という部分でも現状時点ではなかなか

クリアする課題が多いかなと考えて、先ほどの答

弁になったところであります。

地元食材をなるべく使う中で、子供たちに安全、

安心な給食を提供したいという思いは一緒でござ

います。給食センターの職員も日々の活動の中、

情報収集の中で頑張っている部分もございますの

で、どうか御理解をいただきたいと思っておりま

す。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

食べ物によって、食べ〇１番（川村幸栄議員）

ることによって内部被曝ということになるのです

が、専門家の方のお話を聞きますとそういった放

射性物質をとにかく体内に取り込まない。取り込

まないためには、放射性物質を避ける食生活が必

要なのだということであります。やっぱり放射性

物質検出の情報をきちっと得ることが最も重要だ

というふうに言われています。そして、例えば放

射線に汚染されたものを継続的に体内に入れない

ことがまず大事なポイントであり、そしてできる

だけ早く体外に排出すると。繊維質のものを出し

て、便として出すことが重要なのだというふうな、

こんなふうにもおっしゃっていらっしゃいます。

だから、私は、継続的に体内に入れないというこ

とが本当に重要なのですが、継続的でなくても、

どういった形で入ってくるかわからないというと

こら辺ではやっぱり細心の注意をし、情報を得る

ことが重要なのだというふうに思っています。

先ほど地場産のものが６８％、前回聞いたと

きは６０％を超えるようだったのですけれども、

本当に努力をしていただいて、また地元の農家さ

ん等にも御協力をいただいて、こんなふうな数字

が出ているのだと思います。蕨市に伺ったとき、

このセンター長さんはたまたま栄養士さんでした。

名寄市はこんなのですと言ったら、物すごく驚い

て、うらやましがられたところなのですけれども、

しかし少ないながらもそういうものがひょっとし

たらというとこら辺の危機感といいますか、そう

いった部分でいうと、いろんな例えば体制でもそ

このセンターの職員がみんなが検査できるように

独自でマニュアルをつくって取り組んでいたり、

要するに自分たちができる範囲で、どうしたらで

きるのかということを知恵を絞りながらやってい

らっしゃいました。ですから、こういった取り組

みの姿勢がやっぱり子供たちに、また保護者の皆

さん方に伝わっていくのではないかと、安心感が

さらに広まるのではないかということで私は期待

をしているのですが、もう一度御答弁をいただけ

ればと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

大変示唆に富む提案〇教育部長（鈴木邦輝君）

をいただきました。蕨市の例をとりまして、それ

ぞれのセンターの職員が子供たちに安全な給食を

食べさせたいという中で独自の取り組み等を行っ

ているという部分は、大変名寄市の給食センター

でも参考になるかなと考えております。名寄市の

給食センターでは、今まで行ってきた地場産品を

少しでもたくさん使うということ、また端境期に

関しましても地元農家の方の協力を得ながら、越

冬野菜をなるべく使って、放射線汚染のある本州

産のものをなるべく回避するというような努力も

内部で行っているところでありますので、蕨市の

例も含めまして、給食センターの中でほかの町村

の事例に学びながら安心、安全な給食を提供する

ように努力するようまた指導をしたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に移らせていただき〇１番（川村幸栄議員）

ます。

自然エネルギーの活用について先ほど部長のほ

うから新エネルギービジョンに対する細かな御説
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明がありました。学校でいえば名寄小学校でもう

経験済みということで、本当に子供たちに関心を

高めてもらうという意味でも、またそれぞれの家

庭の皆さん方にもこの自然エネルギー、太陽光発

電等々普及をしていただくことが非常に望まれて

いるというふうに思います。先月登別市など胆振

西部のほうで起きた大規模な停電がありましたけ

れども、こういったときにもこういう自家発電と

いいますか、太陽光発電等設置することによって

非常に有効になるのかなというふうに思っていま

すので、さらなる検討を重ねていただいて、市民

の皆さんが喜んでいただけるような新エネルギー

ビジョンにしていただくことをお願いして、３点

目に入りたいと思います。

冬期間の暮らしなのですけれども、次の地域で

見守るネットワークにもつながるかというふうに

思うのですが、やはり今集う場所がなかなかない

というようなこともあるかなというふうに思うの

です。視察させていただいた蕨市では、市民会館

や公民館、ふだんの状況ではなくてロビーなどに

可能な範囲で休憩用の椅子を配置して、皆さんが

来て、ゆったりして涼んでいただこうというよう

なことをされていました。私は、名寄市でいえば

福祉センターのロビーであるとか文化センターの

ロビーだとか、こういったところを大いに活用し

て、今文化センターも随分テーブルと椅子が出て

いるのですけれども、ここで何か行事をしていた

だく、展示もありますけれども、さらに皆さんに

広く知っていただいて、集まって、寄っていただ

くということが必要かなというふうに思うのです。

蕨市では、これはきっと職員さんの手づくりだ

というふうに思うのですけれども、カラーコピー

でＡ３判でこんなふうに入り口に張ってあるのだ

そうです、これが。ですから、気軽に入ってきて、

涼んで、休んで帰るというようなことです。です

から、展示をやっていますよ、見に来てください

というだけではなくて、ここに集ってくださいと、

ここでゆっくりして、みんなでお話もということ

が必要かなというふうに思うのです。

きょうのニュースでは、立ち話のできる人が少

なくなってきているという報道がありました。た

またま道で会って、元気かい、どうしている、こ

うだよとかという、そういう話ができる人がいな

くなっているというようなことでした。ですから、

高齢者なんかでいうと特に閉じこもりがちになっ

てしまって、そういう機会も減ってくるのではな

いかというふうに思うのです。ですから、こうい

う先ほどお話もありました開館時間に合わせて利

用してもらうですとか、積極的に声かけをしてい

ただくことが必要かなと思っています。

また、名寄大学の学生さんはこの時期いろんな

試験だとか就職活動、実習等忙しいかもわからな

いのですが、こういった方々の知恵もおかりしな

がら、何かそういった集まることができないかな

というふうに思っているのですけれども、そうい

った部分についてのお考えがあればお聞かせをい

ただきたいというふうに思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これまで特に答弁申〇総務部長（扇谷茂幸君）

し上げましたいわゆるウオームシェアという、そ

ういった考え方についての公共施設の使用方法に

ついて特に私ども取り組んできたという経過はご

ざいませんけれども、これまでさまざまな公共施

設につきましては市民の皆さんに利用しやすい、

そんな施設を目指してそれぞれ取り組みを進めて

きたということであります。今具体的なお話もそ

れぞれいただきましたけれども、私どもとしては

これまでのいわゆる公共施設の利用しやすさ含め

て日々それぞれ検証しながら対応してきていると

いうような経過もあります。改めてウオームシェ

アという考え方ということではなくて、日ごろか

ら市民の皆さんに利用しやすいような施設づくり

も含めて対応を進める必要があるというふうに考

えております。今後文化センター等も仮称の市民

ホールができてから施設の改修なども予定をされ

ておりまして、より一層市民の皆さんに利用しや

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号



－166－

すいような、そんな施設づくりも進められるとい

うふうに思っております。これ節電という考え方

の中での公共施設の利用というのも一定程度それ

ぞれ市民の皆さんの受けとめ方もあろうかと思い

ますけれども、できるだけこの冬にあってもしっ

かり利用しやすい公共施設の対応は進めてまいり

たいと思いますので、ぜひ御理解をいただきたい

と思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ積極的に取り組ん〇１番（川村幸栄議員）

でいただきたいなというふうに思います。今部長

がおっしゃったウオームシェアなのですけれども、

それもあわせて人が集えると、人が動くというこ

とが私はまちづくりの中でも必要かなというふう

に思っていますので、ぜひ積極的に取り組んでい

ただきたいと思います。

それで、そのことと関連するというふうに思い

ます。地域で見守るネットワークについてなので

すけれども、ネットワーク事業に多くの事業者の

皆さんが参加していただき、本当にうれしくとい

いますか、心温まる、そういう記事、ニュースだ

ったというふうに思っています。さらに広めてい

ただくことが求められているなというふうには思

っています。そこで、私は先ほど言いましたよう

に盛岡市では災害時要援護者登録制度について視

察をさせていただいたのですが、名寄市でも広報

に入れて、登録申請を今促しているところですけ

れども、盛岡市では要援護者への個別計画を配付

するのにあわせて救急医療情報について補完でき

るあんしん連絡パック、名寄市でいう命のカプセ

ルのようなものも一緒に配付しているのです。そ

して、災害時の避難の際に持ち出し用として活用

するばかりでなくて、緊急時の迅速な情報提供に

つなげるという両方の活用を目的として、より多

くの皆さん方に配っているということなのです。

それで、登録する範囲というのは名寄市とほぼ変

わりません。対象者ほぼ変わらないのですが、し

かし御本人さんの中で私はまだ元気だからいいで

すと言われる方も結構いらっしゃると、７５歳以

上の方でも。でも、こういった方にもそのあんし

ん連絡パック、これがあることによって緊急時の

ときに絶対役に立つということで押し売りのよう

にして置いているのだというようなお話も聞かせ

ていただきました。このようにして、この盛岡市

大きな地震ではなかったのですが、電気が切れて、

やっぱり震災のときには大変混乱もあったという

ふうにお聞きしてきたのですけれども、そういっ

た部分と、また日常の緊急時の対応という形でも

このあんしん連絡パックが皆さんの安心につなが

っているのだというふうにおっしゃっていたとこ

ろなのです。これは、大いに私たちも参考になる

のではないかというふうに思うのですが、この点

についてのお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員の御質問〇健康福祉部長（三谷正治君）

の中で、名寄としては命のカプセルという名称で

皆さんにお配りをさせていただいているところで

あります。昨年の実績で約９６７本のカプセルを

配付させていただいておりますが、ことしの１０

月末では約０００本以上、約１６％ぐらいの増

ということで、前回の定例会でもお話しさせてい

ただきましたが、２年、３年という経過が出てま

いりましたので、今後内容の更新等々の御意見も

いただいておりますので、来年以降につきまして

はその更新の部分で、また今議員お話ありました

ように年齢の部分では高齢者ですとか障害者ばか

りではなく、やはり御本人が不安、心配、また御

家族の方が不安だとかという部分においてもそう

いうカプセルを御希望によって配付をさせていた

だく。これにつきましては、各町内会含めて民生

委員の皆さんに御協力をいただかなければなりま

せんけれども、そういうＰＲは今後も積極的に進

めさせていただきたいと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ進めていただきた〇１番（川村幸栄議員）
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いというふうに思います。

あと、後見人の件なのですけれども、さきの定

例会の中でも山口議員の議論の中でいろいろお話

があったところですけれども、市民後見人を道内

ではそんなに多くはないのですけれども、今進め

られています。それで、集中的な講義、講座をつ

くって行っていらっしゃるのです。例えば釧路市

なんかも毎月行っていらっしゃいます。専門家を

呼んだりしたり、また楽しみを入れたりしながら。

南富良野町もびっしり行われているというような

ことです。こういった中で、やはり市民の皆さん

方に制度をお知らせして、利用していただけるの

かなというふうに思うのです。

困っている方々は、先ほども言ったように非常

にふえてきているのだというふうに思うのですが、

それがどこへ行って相談をしたらいいのか。旭川

市がしようとして今取り組んでいるように、要す

るに１カ所でなかなか対応できる場がないだとか、

また手続が複雑でわかりにくいだとか、そういっ

た部分があるのかなというふうに思っています。

先ほど包括支援センターのところでというお話も

ありましたけれども、やはりこういう制度がある

のだよというのをそれは何に使うのか、どういう

ときに利用できるのか、そういったことも含めて

この講座、後見人養成のための講座も含めて市民

に周知する、そういった取り組みも必要ではない

かなというふうに考えているのですが、その点に

ついてどのようにお考えでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員言われたと〇健康福祉部長（三谷正治君）

おりだと思います。過去に地域包括支援センター

が窓口になりまして、講演等も行ってございます。

今まで６回ほどさせていただいています。それ以

外に各施設の研修会等々におきましても、昨年、

一昨年におきましては名寄市のひまわりの弁護士

さんをお呼びして、各施設の専門、介護士を含め

た方たちの研修会にこの制度の説明をさせていた

だくだとか、それから旭川から専門の方に来てい

ただきまして、内部の研修会に説明をしていただ

くだとか、または民生委員の協議会の中の研修会

の中でもこういう制度について御説明をさせてい

ただくだとか、それぞれ今まで何回かはさせてい

ただき、ただ毎月のように定例ということにはな

っておりませんけれども、先ほど議員も言われた

ように今後こういう制度の部分につきましては、

市民がどういう制度だかというのがわからないと

いうのが実態だと思いますので、今後もさらに講

習会、講演会等々、市民にこの制度を周知をさせ

ていただいて、そしてどのような形ですれば一番

弱者に支援ができるかという部分を具体的に行政

としても考えていきたいと考えております。今後

とも弱者に対しての支援につきましては、市民の

意見も反映しながら、またことし２回ほど地域包

括支援センターに相談があったというケースの中

には一度市民相談のところに行って、こういうこ

とを言われたのだけれどもということで包括支援

センターの窓口に来られて、どうなのだと、この

制度はどういうことなのだだとか、また弁護士に

も一回相談したのだけれども、詳しい話がわから

ないので、どういう制度なのかというような御質

問等して、説明をさせていただいた経過がござい

ますので、さらに市民に周知徹底を図っていきた

いと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひお願いをしたいと〇１番（川村幸栄議員）

思います。

現在日本では６５歳以上の人のうち１０人から

１１人に１人が８０歳以上で、４人から５人に１

人が認知症を患っていると言われています。その

多くの方々が自宅で暮らしているということです。

本当にいろんな問題を抱えながら、大きな問題行

動が起きて初めて認知症かなというふうなことに

なってくるのかなというふうに思っています。そ

のときにどうしようという不安が渦巻くのだとい

うふうに思います。その前にやはりこうなったと

きにはこういう制度があって、ここに行ったらこ
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ういう相談ができるのだ、そういう安心感をぜひ

市民に与えていただきたいなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。

以上です。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市における教育行政について外１件を、上

松直美議員。

おはようございます。〇３番（上松直美議員）

議長より御指名をいただきましたので、さきの通

告に従いまして、本定例会において大項目２点に

ついて質問をしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の名寄市における教

育行政について質問いたします。新しい学習指導

要領が平成２３年度から小学校、２４年度からは

中学校で実施され、平成２５年度からは高等学校

で全面実施されることになっております。学習指

導要領の改訂に伴い、授業時間の増加や教育内容

が変わり、教育行政にとっても大変な作業や準備

が必要とされたと思います。

今教育行政にとって大きな改革が行われ、さま

ざまな問題をどのように解決するかが問われてお

ります。教育は人なりと申しますけれども、なか

なか質の高い教育水準を目指すためには努力だけ

ではうまくいきません。情熱と真剣さを持って子

供たちに夢や希望、そして学ぶ意欲を引き出して

くれる先生を育てるのも教育行政の役割だと考え

ます。

北海道教育委員会では、平成２４年度の学力・

学習状況調査を踏まえ、基礎学力に改善の兆しが

見えつつ、しかし全国平均をほとんどの教科で下

回り、深刻な状況であると分析しております。そ

して、平成２６年度までに全国平均以上という大

きな目標を掲げ、授業改善と望ましい生活リズム

の定着を車の両輪と位置づけ、各市町村の教育委

員会との連携強化をし、総合的な学力向上対策を

推進すると言っております。そこで、名寄市教育

委員会としても新しい学習指導要領の全面実施と

学力向上対策をどのようにリンクしながら対策を

講じるのか、そして地域の特性を生かした教育課

程とは何かを含めてお聞きしたいと考えます。

まず、１点目、新しい学習指導要領の改訂のポ

イントと内容、そして教育行政の位置づけと役割

についてお聞きします。

２点目、平成２４年度学力・学習状況調査の分

析結果について概略をお聞きしたいと思います。

上川管内のデータも含め、分析ができる範囲でお

聞かせください。

３点目、学力向上対策の現状と方向性について

お聞かせください。

４点目に、地域の特性を生かした学校教育、教

育課程について教育行政の基本的な考え方をお聞

かせください。

大項目２点目、名寄市における有害鳥獣対策に

ついて質問いたします。昨今の有害鳥獣の問題は、

どこの市町村も抱えている大きな社会問題だと認

識しております。札幌市郊外における熊の出没や

各市町村での鹿の農産物や森林の被害は、アーバ

ンベア、アーバンディアという都市化した野生動

物という造語を生み、人里に出てきて悪さをする

だけのいたずらでは済まされない人間社会に対す

る警鐘とも捉えられます。名寄市においてもこの

問題は人ごとではなく、どのように取り組み、問

題の解決に向けてしっかりと一過性の場当たり的

対応から実効性のある施策に取り組むべきと考え

ます。野生動物と一定の距離を保ち、自然を共有

するために今できることを根本的な要因をしっか

りと分析し、早急にやるべきことは何かを強く鳥

獣行政に求めていきたいと考えます。生態系の変

化により行動範囲も変化したため、過疎化、高齢

化して里山周辺には人が激減した結果、食料を求

め人里に出没している現象を生息数の増加だけな

のか、人への警戒心を失って出没しているのかを

しっかりと押さえていくべきと考えます。

以上の観点から、まず１点目、有害鳥獣の被害
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状況についてお聞かせください。

２点目、対策の現状とその効果についてどのよ

うに評価しているのかをお聞かせください。

３点目、鳥獣行政の問題点と課題について名寄

市の考え方をお聞かせください。

４点目、広域的連携の可能性についてお聞かせ

ください。

以上をもちまして壇上からの質問を終了します。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

上松議員からは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目で２点の御質問をいただきました。大項目の

１を私のほうから、大項目２は経済部長からの答

弁となります。

まず、大項目１、名寄市における教育行政につ

いて、小項目１、新しい学習指導要領と教育行政

の役割についてでございます。新しい学習指導要

領は、児童生徒が変化の激しいこれからの社会を

生き抜くために確かな学力、豊かな人間性、健康、

体力の生きる力の育成を基本理念として、次の３

つの基本方針のもとに改訂をされました。１つ目

は、教育基本法の改正等で明確となった教育の理

念を踏まえ、生きる力を育成をするということ、

２つ目は確かな学力を育てるために知識、技能の

学習と思考力、判断力、表現力などの育成のバラ

ンスを重視するということ、３点目は豊かな心や

健やかな体を育てるために道徳教育や体育などの

充実を図るということであります。教育委員会と

いたしましては、平成２３年度からの小学校の学

習指導要領と今年度、２４年度からの中学校の学

習指導要領の全面実施に向けて、これまで市内の

小中学校に北海道教育委員会発行の教育課程編成

の手引書などを活用をして、新学習指導要領につ

いての理解を深めるとともに、適切に教育課程を

編成するよう助言をしてまいりました。また、児

童生徒に知識、技能の習得と思考力、判断力、表

現力などの育成を図るために電子黒板やコンピュ

ーター及び周辺機器の導入、中学校保健体育の武

道必修化に対応いたしまして柔道の畳や相撲用マ

ット、剣道の防具の導入などの条件整備を行って

まいりました。これから教育委員会といたしまし

ては、新学習指導要領に基づいて編成された教育

課程が適切に実施されているかどうかを各種調査

や学校の自己評価、学校関係者評価の結果、指導

主事の学校訪問などを通じて把握をし、授業改善

を促す中で児童生徒の生きる力の育成を支援して

まいりたいと考えております。

次２点目、平成２４年度の全国学力・学習状況

調査の分析結果でございます。本年１１月２６日

に北海道教育委員会が平成２４年度の全国学力・

学習状況調査における道内の抽出調査対象校４５

９校の結果と希望利用方式を活用した１００校

の結果を合算をして、北海道版の結果報告を公表

をいたしました。その中で、各教科の平均正答率

は、小中学校全教科の中で中学校国語Ｂを除く９

教科において全国平均を下回っており、上位県と

比較をして大幅に低い状況が続いております。一

方、中学校国語Ｂでは全国平均を４ポイント上

回っております。平成２２年度の調査と比較をい

たしますと、中学校国語Ａを除く全ての教科にお

いては、全国との差が縮小傾向にあるなどと報告

をされております。

名寄市の児童生徒の学力、学習状況につきまし

ては、北海道教育委員会が抽出調査対象２校の結

果と希望利用方式の１３校の結果を合算した資料

に基づいて現在分析を進めております。公表に当

たりましては、国語、算数、数学、理科の調査に

おいて全国と比べて成果の見られた設問と課題の

見られた設問及び改善策の例、児童生徒の学習や

生活の状況において望ましい傾向と努力を要する

傾向及び改善策の例などをまとめ、今後市のホー

ムページに掲載をしてまいります。

教育委員会といたしましては、本市の児童生徒

が社会で自立して生きていくために必要最低限の

学力を保障しなければならないとの観点から、北

海道教育委員会が掲げています平成２６年度まで

に学力を全国平均以上という目標に向かって、名
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寄市教育改善プロジェクト委員会による学力向上

の取り組みを推進しているところであります。今

後は名寄市の分析結果を踏まえて、教育改善プロ

ジェクト委員会の取り組みの充実を図るとともに、

学校はもとより家庭や地域の方々などとの連携を

一層密にしながら、目標や課題を共有する中で各

学校のニーズに応じたきめ細かな支援を一層充実

させてまいりたいと考えております。

次に、小項目３、学力向上対策の現状及び方向

性についてでございます。本年度の調査はただい

ま分析中のため、平成２３年度の全国学力・学習

状況調査問題を活用した北海道における学力等調

査の結果から捉えました本市の児童生徒の学力、

学習状況の主な傾向を見ますと、小学校では情報

の収集や分析をする問題では成果があらわれてき

ておりますが、理由を記述する問題は苦手と感じ

ているようであります。中学校では、漢字の読み

書きや数と式の計算問題では正答率が高く、宿題

などの繰り返し学習の成果があらわれてきており

ますが、論理的に思考をし、自分の考えをまとめ

るなどの問題では低い結果となっております。学

習状況では、小中学生ともに宿題については定着

をしてきておりますが、学習の必要性を指導しな

がら、みずから学習に取り組もうとする意欲を高

めていく必要があります。このように本市の小中

学生におきましても基礎的な学習内容の定着、思

考力、判断力、表現力などの育成、家庭での学習

習慣の定着などが継続的な課題となっております。

これらの課題を解決をし、児童生徒の確かな学

力の育成を図るため、より実践的で効果の上がる

方策を構築し、市内全ての小中学校が一体となっ

て実践することができるよう本年６月、名寄市教

育改善プロジェクト委員会を立ち上げました。こ

の委員会では、学習指導の工夫改善、校内研修の

充実、教育資源などの活用の３つの研究グループ

をつくり、今後３年間は学力向上を重点とした取

り組みを推進してまいります。現在市内の全ての

小中学校が基礎、基本を定着させるチャレンジテ

ストに参加をしております。学習指導の工夫改善

に関する研究グループでは、チャレンジテストの

結果から児童生徒に基礎、基本がどの程度身につ

いているかを把握をし、指導の改善に役立たせて

いる取り組みを進めております。また、個に応じ

た指導の充実や学習習慣の定着に関する取り組み

も進めております。校内研修の充実に関する研究

グループでは、教師の指導力を高めるための校内

研修の進め方に関するリーフレットを作成をして

おります。また、名寄小学校で実施をしている学

力向上に関する総合実践事業の講演会であるとか、

各学校で行われる学習指導、生徒指導に関する研

修会に参加を促し、教員がともに学び合い、資質

を高める取り組みを進めております。教育資源な

どの活用に関する研究グループでは、市内の各学

校で天文台や移動天文台車を活用した授業の具体

例を集約をし、プラネタリウムなどの効果的な活

用についてまとめているところです。また、放課

後子ども教室を参観をし、学習アドバイザーと意

見交換をするなどして学校との連携に関する取り

組みを進めております。

教育委員会といたしましては、今後とも市内各

学校と保護者、地域住民の皆様、教育関係機関の

皆様の理解と協力をいただきながら、教育改善プ

ロジェクト委員会による学力向上の事業を積極的

に進めてまいります。

次に、小項目の４点目、地域の特性を生かした

学校教育であります。地域の教育資源を生かした

体系的な学習につきましては、児童生徒に主体的

に学習に取り組む能力を身につけさせるとともに、

学ぶことの楽しさや成就感を体得させる上で有効

であると考えております。市内の小中学校で実施

の例といたしましては、地域の自然を活用した取

り組みでは小学校の生活科において名寄公園、浅

江島公園、トムテ文化の森を活用し、草花などで

遊ぶ活動や理科では緑丘の鈴石峠で地層を観察す

る学習、総合的な学習の時間では天塩川の支流で

水生生物の観察や川の水の汚れを調べる学習など
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が行われております。中学校では健康の森での自

然体験活動なども行われております。

地域の人材を活用した取り組みでは、小学校の

生活科においてピヤシリ大学や瑞生大学の方々と

昔の遊びを通した学習交流、保健では名寄市立大

学の先生を講師として命のとうとさを考える学習

や総合的な学習の時間では社会福祉協議会の方の

指導で車椅子の疑似体験などを通して体の不自由

な方への思いやりを接し方を学ぶ学習などが行わ

れております。中学校の道徳の時間では、地域の

医師を講師として命のとうとさを考える学習など

も行われています。その他にも小中学校では地域

の有資格者の指導によるスキー学習や地域の農業

関係者や老人クラブの方の指導によります学校農

園活動なども行われております。

このように各学校では教科や総合的な学習の時

間、道徳の時間、特別活動などで地域の自然や人

材を積極的に活用して児童生徒の興味、関心を生

かし、自主的、自発的な学習が促せるように工夫

をしております。

次に、名寄市教育改善プロジェクト委員会の教

育資源などの活用に関する研究グループの取り組

みについて申し上げます。現在市立天文台の効果

的な活用についての取り組みを進めております。

具体的には市内の各学校で天文台や移動天文台車

を活用した授業の具体例を集約をして、プラネタ

リウムなどの効果的な活用についてまとめている

ところです。また、例えば中学校の理科で天体の

動きと地球の自転、公転を学習する際に生徒の理

解を深めるために効果的な教材提示の仕方などを

天文台と連携をしてまとめ、指導の手引を作成を

しております。

最後に、名寄市立大学との連携の状況について

申し上げます。教育委員会では、名寄市立大学と

の連携協定に基づきまして、名寄市立大学に学生

ボランティアの派遣を依頼をし、教科の学習など

において困り感のある児童への支援体制を整えて

おります。また、学校などのニーズに応じまして、

名寄市立大学の先生を委員長とする特別支援教育

専門家チームによります巡回教育相談も実施をし

ております。教員の指導力の向上としては、市内

小中学校の教員や特別支援学校教諭免許状を取得

ができるよう昨年度より実施をいたしております

名寄市立大学の免許法認定公開講座への参加を促

しております。教育委員会といたしましては、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取り組みを中

心として、地域の教育資源のより有効な活用を図

ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目２、名〇経済部長（高橋光男君）

寄市における有害鳥獣対策についてお答え申し上

げます。

まず、小項目１、有害鳥獣の被害状況について

申し上げます。有害鳥獣による農業被害状況につ

いてでありますが、エゾシカによる平成２３年度

の農業被害額は３６０万円、ヒグマでは１００

万円となっているところです。

次に、小項目２、対策とその効果について申し

上げます。エゾシカ対策では、平成２２年度から

平成２４年度を期間とした名寄市農業被害防止計

画を策定し、国の補助事業を活用しながら、道北

なよろ農業協同組合を事務局とする名寄市有害鳥

獣農業被害防止対策協議会を中心として取り組み、

平成２２年度６８５頭、平成２３年度３２９頭、

平成２４年度３９２頭を猟友会の御協力をいただ

き駆除してきたところであります。また、中山間

地域等直接支払制度交付金を活用して、農業者み

ずからが電牧柵を設置する取り組みも平成１５年

度から行っており、平成２４年度までに名寄地区

７９キロメートル、風連地区２０６キロメートル、

合計２８５キロメートルにわたり設置し、侵入防

止対策を行っているところであります。

ヒグマに対する対策につきましては、市民より

通報があると市職員が現地を確認し、看板の設置、

町内会への連絡、近隣住民への周知などを必要に
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よって実施するとともに、危険度により猟友会の

パトロール、箱わなの設置を実施しております。

今年度は、風連の旭地区、東風連地区及び智恵文

八幡地区で住宅の近くに出没したため、警察署、

農協、猟友会、町内会での連絡会議や説明会を開

催し、関係者と連携し、パトロール、周知の対策

に努め、地域の皆さんが夜間の外出自粛などの対

策に協力いただいた結果、人的被害の発生を防ぐ

ことができました。また、箱わなを市内６カ所に

設置しましたが、捕獲には至りませんでした。な

お、銃器による捕獲は、５月に風連日進地区で１

頭捕獲されております。

次に、小項目３、問題点と課題について申し上

げます。駆除の取り扱いは、国の鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律の規定の中での実施と

なります。今後の問題点と課題では、日没、夜間

の狩猟を禁止する狩猟時間の制限、駆除は被害農

地での取り扱いとなっていること、国有林、道有

林においては監督官庁が違うことからそれぞれの

規定があるなどが考えられるところであります。

ヒグマの捕獲においては、銃器での捕獲が認めら

れておりますけれども、鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律第３８条において銃器の使用の

制限があり、夜間や住宅が集合している地域、も

しくは広場、駅、その他多数の者が集合する場所

において、または弾丸の到達するおそれのある人、

飼養もしくは保管されている動物、建物もしくは

電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かって発

砲をしてはならないことが規定をされており、山

間部でない限り実質警察官法で認める緊急避難時

以外の使用は禁じられているため、極めて使用範

囲は限定されております。このためヒグマ捕獲に

おいては、北海道の規定により唯一箱わなでの捕

獲が認められておりますけれども、箱わなはヒグ

マの行動によって仕掛けなければ捕獲が難しいた

め十分な事前調査が必要となっております。さら

に、年齢の高いヒグマや雌はかかりにくいなどの

問題があると言われております。ヒグマ対策にお

いては、農地を電牧柵で囲う、ヒグマの餌になる

ものを戸外に放置しない、ヒグマが潜む場所をな

くするなど里への侵入を防ぐ地域での取り組みも

重要となります。特に電牧柵に関しましては、昨

年スイートコーンの大きな被害が出た智恵文智東

地区において電牧柵を設置した結果、周囲に歩い

た痕跡が多く残されていたにもかかわらず被害が

起きなかったとの報告も受けておりますので、中

山間事業を活用し、導入していただきたいと考え

ております。

近年ヒグマの出没がふえていると言われており、

平成１６年まで続いた春熊駆除を行うべきとの声

もよく伺うところでありますが、北海道では平成

２４年から平成２９年までの第１１次北海道鳥獣

保護事業計画を策定しており、この中で人身事故

未然防止のための普及啓発、農作物被害防止を図

るための被害防除方法の普及を行うこととともに、

地域個体群の絶滅ヒグマを回避するための適切な

措置を講ずるよう努めるとしており、北海道がヒ

グマ捕獲の許認可を行っておりますので、北海道

の計画に基づく対策となることとなります。農作

物被害などが増加するヒグマの対策につきまして

は、適切な措置を講ずるよう北海道に求めていき

たいと考えております。

次に、小項目４、広域連携の可能性について申

し上げます。エゾシカによる農業被害防止におい

ては、１つの自治体での実施では限界もあること

から、全道的な視点に立った取り組みが必要だと

考えておりますので、上川総合振興局が事務局と

なっております上川総合振興局管内エゾシカ対策

連絡協議会を通じて北海道に要望していきたいと

考えております。ヒグマに関しては、先ほど述べ

た第１１次北海道鳥獣保護事業計画において北海

道で個体別調査や専門家を置くことが計画されて

おり、広域的調査、対策などは北海道が行うこと

となりますので、適切な対応を求めていきたいと

いうふうに考えております。

以上、私からの答弁といたします。
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上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

再質問のほうに入りた〇３番（上松直美議員）

いと思います。

まず最初に、名寄市における教育行政について。

先ほどの答弁の中にもありましたとおり、今回の

新しい学習指導要領は３つのポイント、やっぱり

生きる力をどうやって育むか、平成１４年度から

この生きる力というものが要領の中に入ってきま

した。それをより一層強化して理念としてうたい、

きちっとしたものにしていく。先ほど言ったとお

り知育、徳育、体育、この３つのバランスをとっ

て、きちっと基礎教育をがっちりやっていくとい

うのがこの学習指導要領の目的だと思います。そ

れにおいて今回の学習指導要領の見直しに伴いま

して、名寄市がどのような目標とどのような役割

を果たしていくべきなのかを再度お聞きしたいと

思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

新しい学習指導要領〇教育部長（鈴木邦輝君）

の基本は、一言で申せば今議員御指摘のとおり生

きる力の育成ということに集約されるのではない

かと思っております。これは、今議員もおっしゃ

ったように知、徳、体のバランスのとれた力を育

てるということであります。

新しい指導要領の中で、その指導要領に基づい

て名寄市教育委員会もその部分につきまして先ほ

どの答弁であったとおりの取り組みを進めており

ますが、特に一番必要なのは子供たちが学ぶ意欲

をどのように引き出すことをするのが大切かとい

うことではないかと考えております。この部分に

つきましては、２つの観点がございます。１つは

学級経営の観点から、もう一つは学習指導の観点

からという部分であります。まず、学級経営の観

点からいえば、学級というのは学校におきます学

習や生活の基本の場所であります。児童生徒が安

心をして学び、伸び伸びと過ごせる楽しい場でな

ければならないと思っております。児童生徒が安

心して自分のよさや可能性を発揮できる、そのよ

うにするためには、お互いの考え方とか気持ちを

尊重し合える雰囲気づくりが必要かなと考えてお

ります。また、その中で重要なことは、児童生徒

一人一人の実態をきちっと把握をすることかなと

考えています。一人一人の児童生徒は、それぞれ

能力とか適性、興味、関心を持っておりますので、

教師は日ごろからきめ細かい観察を基本として、

接し方、面談、面接などを通じて児童生徒の理解

を深めることが大切だと考えておりますし、児童

生徒との信頼関係をきちっと得るということが大

切だと考えています。このような学級の風土をつ

くり上げていくことによりまして、児童生徒がみ

ずからの学ぶ力の意欲を高めることができるので

はないかと考えます。

２点目は、学習指導の観点からであります。み

ずから学ぶ意欲を育むためには、知識とか技能を

一方的に教え込むような授業についてはあり方を

改める必要があるのではないかと。児童生徒がみ

ずから考えて判断する、また表現をするなどして、

進んで学習に取り組む育成を重視した指導が大切

と考えております。また、教師の立場に立ってみ

れば、児童生徒とともに学び、考え、それから児

童生徒の問題解決を教師のほうから支援をすると

いう姿勢を持つことが大切だと考えております。

授業においては、知識の量とか学習の成果だけで

なくて、その過程を重視をして児童生徒のよさや

可能性、それから進歩の状況等を積極的に評価を

して、お互いにその取り組みのよさを認め合うと、

そういう場面を設定することにより児童生徒の学

ぶ意欲を一層高めることができると考えておりま

す。

名寄市教育委員会では、学習指導要領の中の部

分を通じまして、このような部分について指導を

今行っているところでありますので、御理解いた

だきたいと思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

続きまして、全国の学〇３番（上松直美議員）

力テストの状況調査が平成２４年度実施されまし
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たけれども、その結果のばらつきというか、市町

村ごとによってその結果を出す時期がやっぱりば

らついているというのが見受けられます。名寄市

においても平成２４年度の結果分析をよりスピー

ディーにやってもらいたいと思います。そして、

過去何年間の動向等を見きわめて、しっかりとし

た計画、対策を練ってもらいたいと思います。そ

れは強く求めていきたいと思います。

次に、学力向上対策ということで、先ほどから

答弁にもありましたとおり学習指導の改善やチャ

レンジテストでのフィードバックとか、校内の研

修や研究会でのスキルアップ、そういうことを取

り組んでいること、すごくいいことだと思います。

しかし、もう一歩踏み込んだ対策はないのでしょ

うか。私は、もう一歩踏み込んだ対策をやっぱり

２６年度の大きな目標達成のためにも必要と考え

ます。先ほど言ったように大学との連携もまさに

そうだと思いますし、学校と地域の連携も挙げら

れると思います。また、大学の連携ともかかわっ

てくるのですけれども、一貫教育での学力向上は

できないものかという検討もしていってもいいと

思います。一歩踏み込んだもっと積極的な対策と

いうものも考えられるのではないでしょうか。そ

の件について質問お願いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学力向上も含めまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

てもう一歩踏み込んだ教育のあり方ということで

ございます。議員御指摘のとおり、学校教育は学

校単独で成り立っているわけではございません。

今までのいろいろな方々の御指摘の中でも学校、

家庭、そして地域が一体となって教育を進めると

いうことが大事かと考えております。その部分に

関しまして平成１５年に学習指導要領は、全ての

児童生徒に対して指導すべき内容を示す基準であ

ることを明確にして、各学校は児童生徒の実情に

応じて学習指導要領に示されていない内容を加え

て指導をできるということもあります。ただし、

学習指導要領に示されていない内容を指導するに

当たっては、基本的な部分、基礎的な部分の定着

を図るという部分を十分に考えた上で、各教科、

また学年の目標とか内容の趣旨を逸脱しない範囲

で、また児童生徒に与える負担、それから高等学

校、また大学等も連携に入れた小学校から主に高

等学校までの指導方針の連続性の観点から無制限

に行われることがないよう配慮すべき事項が示さ

れております。こうした配慮事項を踏まえた上で、

各学校が一層創意工夫をして特色的な教育を進め

ていくことが必要だと考えております。

また、名寄市には大変特色のある大学がござい

ます。大学との連携に関しましては、先ほど答弁

の中でもお答えしたとおり、連携協議に基づいて

行っている部分がございます。ただ、教育委員会

が所管しているのは、小学校、中学校でございま

す。また、その上に道教委が所管をしております

高等学校がございます。そうした小中高大の一貫

した部分については、なかなか制度上からも難し

い部分もございます。連携教育と一貫教育では若

干違う部分もございますので、今名寄市教育委員

会では基本的には小学校と中学校の連携につきま

しては、各学校に配慮をして行っているところで

ございます。ただ、大変特色のある大学があると

いうことですから、現在の連携内容をより積極的

に拡大するような方策を今後とも検証してみたい

と考えておりますので、御理解いただければと思

います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

大学との連携、一貫教〇３番（上松直美議員）

育は無理だとしても大学との連携を強化して、地

域の特性のある教育、カリキュラムをつくっても

らいたいと思います。学習指導要領があるからで

きないではなくて、どうやったら地域の特性を生

かした教育ができるかということも含めて求めて

いきたいと思います。

平成２６年度から全国平均以上の学力テストの

目標を持って道教委は今スタートしたばかりだと

思いますけれども、授業の改善と望ましい生活リ
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ズム、この車の両輪を、２つの両輪をテーマに今

回の２年間の目標を定めております。それで、抜

本的にこの目標をきっちりと達成できる対策とい

うものが必要だと思います。新しいいろんな先進

的な考え方でやっている地域があります。そうい

うところを参考にしながらやっていくべきだと思

います。例えば放課後の学習時間の確保というこ

とで、朝礼や給食時間、休み時間を短縮し、週に

１度放課後の学習時間を確保する、そういった取

り組みをやっている自治体もあります。学校が時

間がないではなくて、どうやったら時間が確保で

きるか、そして放課後の学習時間を有効に使って

学力向上に結びつける、そういうことが大事では

ないかと考えます。

もう一つ考えられることは、黒板の書き方、板

書の基本的なルール、これを徹底することによっ

て、やはり一定のルールがないままばらばらの黒

板の書き方では生徒もどうやってノートにとって

いいか、どうやってやっていいか、学習していい

かわからないような状態もあると思います。ある

地域では、板書の基本ルールを徹底し、教育委員

会できちっとしたルールを決めてやっているとこ

ろがあります。それをまねてやることも重要だと

思います。そして、もう一つは、ノートの指導、

ノートのとり方を先生一人ではなくサポートつき

で一人一人の生徒にしっかりとしたノートのとり

方を、統一性を持ったノートのとり方を指導して

はいかがでしょうか。

大きくこの２つについて私はこの名寄市の学力

向上対策として挙げたいと思いますので、それに

ついて見解をよろしくお願いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、各学校の日常〇教育部長（鈴木邦輝君）

の時間の中における少しでも余力のある時間を活

用して、学力向上であるとかにつなげるという御

指摘でございます。大変有意義な提言と考えてお

ります。学校教育現場は、ただ一時のゆとり教育

から学力向上も含めて大変時間の部分ではタイト

になってきている現実はございます。その中で、

教師も一人一人授業を改善する中で子供たちと触

れ合う時間を少しでもとりたいという部分での工

夫をしておりますので、その努力については引き

続き教育委員会としても指導をしたいと考えてお

ります。

また、御指摘の板書、それからノートというの

は、まさに学習活動の基本になるものと考えてお

ります。昔はいわゆるノートと鉛筆の時代、また

今は電子黒板等のいろいろなやり方が変化はして

おりますけれども、それぞれの場面で昔ながらの

方法がよかったり、また最新の方法がよかったり

することもあると思いますので、この部分につき

ましては、先ほどの繰り返しにもなりますけれど

も、学習指導の工夫改善に関する研究グループが

さまざまな取り組みをこれからしていくというこ

とを考えておりますので、この中で改善点につい

て検証していきたいと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

放課後の学習時間の確〇３番（上松直美議員）

保というのは、やっぱり先生に負担もかかると思

いますけれども、家庭学習がなかなか進まない中、

週に１回でも放課後の時間を利用して学習のおく

れを取り戻したり、きちっとした基礎をもう一回

やり直すといった機会を一時間でも多く取り組ん

でもらいたいと強く求めます。

最後に、教育長のほうにお伺いします。教育行

政として教育は人なりといいますが、いい先生の

条件とは何でしょうか。まず、その１点。人材育

成、人事交流を含め教員のスキルアップ等どのよ

うに考えているのかお聞かせください。

総合力のある人間性の高い教員を育成すること

が私は大事だと思います。意欲的に真摯に真剣に

取り組む姿勢を生徒に見せ、そして一緒に成長し

ていく先生を育てることが教育委員会の務めでな

いかと思います。１０年、２０年たって、３０年

たってもその先生のことを忘れないような先生に
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なってもらいたい。それが生徒が望んでいる本当

の意味でのいい先生だと思います。私はそう考え

ます。教育長の御意見をお伺いいたします。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

どのような教師がいい〇教育長（小野浩一君）

先生かというお話でありましたが、今その答えは

議員が御指摘のとおり私も愛情のある教師がすば

らしい先生であると思います。

今の御質問の中身につきましては、人事の先生

のことと、それと教員の育成のことについてちょ

っとお話がありましたので、このことにかかわっ

て私の思いを少しお話しさせていただきたいと思

いますが、小中学校の教職員の人事異動につきま

しては、子供たちの教育の機会均等とその水準の

維持向上という義務教育の趣旨を踏まえて行われ

るものであり、学校運営を円滑に推進する上では

大変重要なことでないかと思っております。とり

わけ教職員構成、例えば教員免許でありますとか

年齢、性別、経験年数等の適正化を図っていくと

いうことはとても大切なことだと思っております。

現在名寄市の小中学校の教職員の年齢構成なので

すが、２０歳代後半から３０歳代前半の割合が非

常に多いと。４０歳代の割合が少ないというよう

な状況でございます。この状況は、各学校におい

て学校運営の中核となる先生が不足しているとい

う課題にもなっているところでございます。した

がいまして、学校運営の活性化を図って、創意あ

る教育活動を展開する中で子供たち一人一人の生

きる力を育むためには教職員構成を適正化すると

いうことは極めて重要なことかと、そんなふうに

考えております。これまでも道教委のほうに教職

員年齢構成等の適正化をお願いしているところで

すが、名寄市の教育の一層の充実のために引き続

き適切な人事交流がなされるよう教育局に働きか

けていきたいなと、そんなふうに思っております。

もう一つの教員の育成についてでございますが、

これも私の考え方をちょっと述べさせていただき

たいなと思いますが、先ほど御説明したように本

市は大変若い先生方が多いと。その先生方の資質

向上が大変大きな問題になっております。御承知

のようにことしの４月から名寄市では北海道で７

カ所指定された北海道教育委員会の指定事業であ

ります学校力向上に関する総合実践事業というの

を行っております。その実践指定校には名寄小学

校、それと事業の成果を吸収する近隣校に名寄南

小学校、それと名寄西小学校、風連中央小学校、

この３校が選ばれております。実は、この事業の

趣旨の一つなのですが、管理職のリーダーシップ

のもとで教員がしっかりと研修を深めることによ

って将来のスクールリーダーを育成すると、名寄

からスクールリーダーを育成するということにあ

ります。このため現在名寄小学校では全国的に有

名な講師を今までもう３回ぐらい招いて、指導技

術を高めるための研修会を実施しております。ま

た、近隣校と連携して、本来であれば教育局でや

る初任者研修を名寄市で行っているという、そん

な取り組みを進めております。いわゆる教員を育

成するための新たな仕組みづくりを名寄市で実践

しているということでございます。

また、名寄市教育改善プロジェクトについては、

もう立ち上げて数カ月たちますけれども、この委

員会の中でも校内研修の充実に関する研究グルー

プにおいて教職員の指導力を高めるために市内の

小中学校で行っている子供たちの学力を向上させ

る校内研修の取り組みをお互いに交流したり、効

果的に校内研究を進めるための参考資料も作成し

ているところでございます。今後ともこのような

名寄市の特性を生かして、上川教育局と連携しな

がら、子供たちのために名寄市の先生方の力を一

層高めてまいりたいと思いますので、御理解をい

ただきたいと思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

人材育成というものは、〇３番（上松直美議員）

教育だけではなくて全ての分野において大事だと

思っています。新しいいい先生がこのまちから育

っていって、優秀な生徒がそこで育つ、そして名



－177－

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

寄のまちからいろんな方向に人材を育成する意味

でも基礎教育をしっかりこの名寄のまちでやって

もらいたい。そして、その結果として名寄のまち

が発展していくということにつながると思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、鳥獣のほうに移りたいと思います。

８分しかないので、まとめて再質問します。有害

鳥獣の問題というのは、本当に熊の問題、鹿の問

題、さまざまな問題あるのですけれども、今回私

は、鹿の問題も大切な問題として受けとめていま

すけれども、熊の問題についてちょっと調べてみ

ました。そして、再質問についてちょっとやらせ

てもらいたいと思います。有害鳥獣というか、有

害鳥獣がなぜふえてきているのか、人里の空間の

中に何で入ってきているのか、その根本的な要因

を経済部長はどのように考えているかお願いいた

します。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

何でふえているのか〇経済部長（高橋光男君）

という部分については、生態調査等も含めて名寄

市は実施しておりませんので、どれだけの個体数

がいるかということは現在正確な数字というのは

押さえてはおりません。ただ、議員今質問あった

とおり、山に熊の餌となるべきものが少ないとい

うことが従前から言われておりますので、そうい

う部分で人里のほうにおりてきているのでないか

というふうに考えております。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

やっぱり数がふえてい〇３番（上松直美議員）

るからなのか、それとも人に対する警戒心がなく

なっているかと、この２つの側面があると思いま

す。ただふえているだけではないというふうに感

じます。鹿も熊もやっぱり人間を恐れていなくな

ってきている。昔はやはり警戒して、山の中です

んでいた。しかし、その警戒心がなくなってきた。

どうしてその警戒心がなくなってきたかというこ

とが大事だと思うのです。だから、昔のように適

正な数をきちっと管理しながら、管理というか、

管理システムをやっぱりきちっとつくって、北海

道としても、まちができなくても北海道ができる

ことをきっちりと求めていくことも経済部長とし

ての意識の中にきっちりと植えつけてもらいたい

と思います。管理システムがあれば、その個体の

数、その適正な数が出てくる。そして、どのよう

な対策が望まれるかということがおのずから出て

くると思います。それに対して強く北海道、国の

ほうに要望してもらいたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの答弁の中で〇経済部長（高橋光男君）

も北海道では第１１次北海道鳥獣保護事業計画に

おいてそれぞれ個体別調査だとか専門職を配置し

て取り組みを進めるということになっております

ので、その部分については名寄市としてもきちん

と要望してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしく御理解のほどお願いしたいとい

うふうに思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

そしてあと、国、道、〇３番（上松直美議員）

市町村がやっぱり協力してこの問題を解決してい

かなければならないと私は思います。その中で一

番大事なのは、専門職を育成していくべきだと思

います。それは、上川振興局には少なくても１人

の専門職がいなければだめだと思います。その中

できちっとした連携をとりながら自治体と協力し

ていって、その人材を育成する機会を設けてもら

いたいと思います。何も知識のない人たちが対策

を練ってもなかなかそこには問題解決できないと

思います。専門職を育成することが大事だと思い

ますし、名寄市にとってもいろんな研修会とかを

通してそういう専門的な知識を身につけてもらい

たいと思います。その件についてどうでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上げま〇経済部長（高橋光男君）

したように北海道の計画では専門職員を各振興局

に配置をすることになっておりますので、きちん

と配置をされるよう名寄市としても上川総合振興



－178－

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

局及び北海道に対して要望してまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いした

いというふうに思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

自治体としてもできる〇３番（上松直美議員）

さまざまな対策というのはあると思います。私は、

１つには熊対策としてはドングリの木を山の奥の

ほうに残してあげるという、そういった取り組み

も大事ではないかと思います。森林整備適正化を

実施し、山林と畑にゾーンをつくって、緩衝ゾー

ンをつくることも大事だと思っています。それも

可能な限りの中でできることではないでしょうか。

また、河川の護岸工事なんかも魚道の問題等も含

めて見直しも考えるべきではないか、そういう要

望も出していくべきではないかと。サケ、マスが

下流まで上がっていくことによって熊の食料にな

るのではないかと。そういった研究のデータも出

ております。それと、山菜というものも熊、鹿の

食料であると。人間が、私たちが山に行って山菜

をとり放題とってくる。それもまさに鹿の領分、

熊の領分を侵しているのではないか。自然の中に

共生して生きるということは、まさにその立場に

立って、熊の立場、鹿の立場に立って対策を練る

ことも大事だと思います。だから、むやみやたら

に山菜をとるのではなく、やはりそういう制限も

必要でないかと私は思います。

かつての狩猟によって熊、鹿は人間を恐れて、

人里を避けて暮らしていました。再びそのような

体制づくりを野生動物とつくることが大事だと思

います。管理システムをつくって、継続的な生態

数の調査を実施すること、そして地域ができるこ

とはしっかりとやること。いわゆる熊が出没しま

したではなくて、熊をどうやったら出没しないよ

うにするかということをきっちりと念頭に置いて

この問題に取り組んでもらいたいと思います。

以上で私の質問は終わります。

以上で上松直美議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問は終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

ここで市長より発言を求められておりますので、

これを許します。

加藤市長。

議長からお許しいただき〇市長（加藤剛士君）

ましたので、市道の除排雪作業につきましての発

言をさせていただきます。

御案内のとおり１２月の上旬にどか雪がありま

して、１２月１３日に記者会見を開き、新聞報道

でもさせていただきましたが、現在も例年よりも

前倒しでこの除排雪作業をしておりますけれども、

その後も降雪続いておりまして、新たな対策を打

つことが必要と判断をさせていただき、その御報

告をさせていただきたいと思います。

お手元に資料を配らせていただきました。まず、

現在の名寄市のきのうまでの積雪状況であります

けれども、積雪深が１０７センチ、名寄市の同時

期における平均値が４６センチということで、平

年比２３３％ということでございます。降り始め

からの累積降雪量については３０８センチという

ことでございまして、平年比２３％増しという状

況でございます。今お話しのとおり新聞報道させ

ていただきました１２月１３日から排雪作業を前

倒しで実施をさせていただいていまして、幹線道

路及び通学路、交差点排雪については年内に１回

の排雪作業を終了すべく今現在予定をしていると

ころでございます。

加えて生活道路の排雪体制であります。１月７

日より実施予定ということで前回は報道しており

ますけれども、もともと幅の狭い生活道路の状況

がよくないこと、または１回目の排雪作業終了時

期までの降雪量を勘案した場合、生活道路の通行
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の確保が難しいという判断から委託業者と協議、

調整を行いまして、１月４日から２セット、いわ

ゆる２班体制を先行で稼働させることといたしま

す。また、市道の排雪ダンプの数についても当初

は３１台で稼働することを予定していましたが、

台数確保について委託先の請負各社の御努力をい

ただきましてプラス１０台確保し、合計４１台で

実施をすることとして排雪作業のスピードアップ

を図ってまいります。あわせて生活道路の排雪作

業着手までの今現在の生活道路の早急な幅員の確

保のために、１２月１９日からロータリー車によ

る雪の路肩へのはね上げの作業を追加で実施をし

ています。これにより可能な限り生活道路の車道

の幅員の確保に努めているところであります。

また、排雪ダンプの助成事業につきまして既に

各業者がもう年明けまでの予約がいっぱいという

ふうに聞いていまして、少しでもこれが早く実施

ができるようにするためにダンプの回転率を上げ

る必要があると判断をし、緊急でありますけれど

も、名寄市立大学のグラウンドを緊急避難的に助

成事業ダンプの雪堆積場として使用することとし

て、来週の２５日から１月１４日まで受け入れる

こととしました。

生活道路排雪については、以上の追加対応策を

行いながら、幅員が狭く、道路状況の悪い路線、

住宅の密集度合いの高い路線を優先的に排雪を行

い、冬道の市道路線の通行の確保を行ってまいり

たいと思います。御報告にかえさせていただき、

御理解をお願いを申し上げます。

ただいまの市長発言に〇議長（黒井 徹議員）

対して質疑はございますか。

熊谷吉正議員。

準災害的なところま〇１３番（熊谷吉正議員）

でのラインに、境界ラインに来ているのかなとい

うふうに思いまして、緊急質問も予定をしており

ましたけれども、市長のほうで御みずから緊急的

な対策の提案がございまして、妥当な対応だとい

うふうに思っていますが、何点かお伺いをしたい

と思います。

今回の議会でも一般質問の締め切り時期あたり

ではまだ雪のこうなるかというところの想定は誰

もがわからなくて、やりとりがほとんどなかった

ものですから、その後このような状況になって、

各議員も恐らくたくさんの苦情やら要望も受けて

いる現状だというふうに思っています。１つには、

今市長が御提案あったことについてはまずしっか

りやっていただくということになりますが、日常

生活上特に今回の議会でもいろいろありました高

齢者やいろんな人たちの対応やいろんなネットワ

ークの問題も関連しますけれども、市内全域的に

建設水道部だけではなくて全庁内的な問題として

の危機意識、管理の関係では日常生活への状況の

押さえ方についてどの辺まで皆さんが困難をきわ

めているのかというところあたりの状況把握をま

ずどの程度されているのかお聞きをしたいという

ことと、２つ目には、最優先の課題ですけれども、

救急、消防の関係でまだそういう状況に、火事だ

とか急病が出ていないということなのかわかりま

せんけれども、最優先道路事情、もしかしたら救

急の対応によって命を落とすなんていうことは当

然あり得るわけで、そこら辺との連携、建設水道

部あるいは消防との現状認識、対応についてお聞

かせをいただきたいと思います。

３つ目に、業界の皆さんも恐らく目いっぱい、

公共工事、必要な公共工事も含めてなかなか落ち

てきているということで通年的に使わないような

機動的な建設機械やダンプについてはできるだけ

抑制をしているという現状で、目まいするぐらい

の行政への対応、あるいは市民への対応について

は大変限界に来ているということで先般請け負っ

ている皆さんの要請もあったように聞いています

けれども、これへの現状の対応についてお聞かせ

いただきたいと。さらに、年末年始を迎えて、い

わゆる日本の一番伝統的なお盆とお正月、家族が

たくさん帰ってくるということではかなりここは

しっかり対応、一時的な対応でもやらなければな
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らないのではないかと思っています。それで、市

の排雪の計画は前倒し、前倒しということですが、

個人、民間でも相当お金をかけてでも家の前だけ

はあけるだろうと。それは当然道路でたまった雪

がまず最優先で自分で対応しなければならぬとい

うことで、堆積場も今大学に緊急的に、それは大

変いい判断だというふうに思っておりますが、私

きのう議会終わってからも現場がなかなか固まら

ないということで、旭東の雪堆積場や雪印の関係

も少しずつよくなっているような気はしまして、

堆積場をどう回していくのかというところあたり

も含めてもう少しお聞かせをいただきたいと思い

ます。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから２〇建設水道部長（長内和明君）

点目の道路が狭くて救急車、消防車に対する消防

署との協議ということで御意見をいただきました。

これにつきましては、緊急課題ということで、市

長からのお話もありましたけれども、ロータリー

車を使って、今現状歩道排雪に使っているロータ

リー車が７台あります。それと、大きいのが１台、

全体で８台を使っておりまして、緊急対応という

ことで、そこは市民の皆さんにまことに申しわけ

ないのですけれども、排雪とはなりませんけれど

も、道路を拡幅するために今何とか年内におさめ

たいなと思ってやっておりますけれども、ひょっ

とするとこの雪で少しまた時間がかかるかもしれ

ませんけれども、鋭意努力をさせていただいてい

るところであります。

それと、もう一つは、４番目の堆積場の関係で

ありますけれども、今議員のほうから緊急時にお

ける堆積場ということで、今市が持っている堆積

場も活用させたらどうかという多分お話だと思い

ますけれども、それを例えば今市民の方に開放い

たしますと、市の道路の排雪の雪が一切置けなく

なるという、そんな状況も考えております。そう

しますと、非常に混乱を招くようなことにもなり

ますので、今大学のグラウンドを緊急時に開放す

るということでありますけれども、その他の堆積

場についても検討させていただいておりますので、

御理解をいただければと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の大雪の関係に〇副市長（佐々木雅之君）

つきましては、災害対応ということで、特に庁内

では災害対策本部まではつくっておりませんけれ

ども、情報収集の関係も含めて高齢者の方々で玄

関前が吹きだまりができて雪がたまってしまった

状況の中で困ったときには庁内的に３人で１班を

組みまして除雪、玄関前の雪をはねてあげるとい

うことについての対応も福祉のほうを中心にして

考えております。それから、公営住宅の関係につ

きましても建設水道部のほうで建設部で３班をつ

くりまして、３０戸ほど困っている部分について

対応させていただきました。一部はこれから業者

の力も使って対応したいと思っています。そのよ

うに市民の皆さん方から相談あった内容につきま

しては、しっかり対応できる体制を今考えており

ます。

なお、消防の関係につきましては、救急車の出

入り関係についても支障がないようにできるだけ、

先ほど長内部長言いましたように排雪すれば問題

解決するのですけれども、片側１車線的な、車の

通路が１台分しか確保できない道路も多数ありま

したので、先ほど８台のロータリー車を使って、

排雪にはならないのですけれども、道路拡幅をし

て、パトカーであるとか救急車、消防車の通路確

保を１９日から行っておりますので、これについ

ては排雪と同時進行で進めて、安全対策をしてま

いりたいなと思っています。

それから、業者さんの関係につきましては、き

のうも最終的にいろんな調整をさせていただきま

して、ダンプの１０台の確保であるとか、この間

ずっと雪が降り続いておりましたので、業者の皆

さん方の運転する方々についても相当疲労こんぱ

いしているかと思うのですけれども、ここは安全

作業を確認をしながら、１月４日、５日について
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は２班体制で、前倒しで少しでも生活路線の確保

について協力をお願いしたところ快く引き受けて

いただくことになりましたので、この辺も市長の

ほうから報告をさせていただきました。この間業

者の皆さんにおかれましては、夏場の公共事業が

減っていく中でどのように人的なもの、それから

装備の関係について維持をしていくかということ

については若干懸念があったのですけれども、こ

ういう大雪降った時点ではかなり市民の皆さん方

に大きなダメージを与える結果になりました。今

後の関係につきましては、ロータリー車等につき

ましては除雪作業にのみ使うということでありま

すので、今回の総合計画の中でも入れております

けれども、そのような多額な金額のかかる重機等

について市のほうで積極的に購入をして、業者さ

んに貸与をして、業者さんの負担を少しでも軽減

しながら、市民の安全、安心な通路確保という面

で除排雪体制について今後一層の努力をしてまい

りたいと考えております。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

対策本部を立ち上げ〇１３番（熊谷吉正議員）

るかどうか確認していませんけれども、立ち上げ

ないまでもいわゆる市民の安心、安全のところの

最優先をどう判断をするかというところは役所だ

けではなくてあらゆる町内会、建設水道だけでは

なくて市民福祉やら全ての関係の耳、知恵を使っ

て情報収集をして、現状どうなっているのかとい

うところあたりはもう一回点検をし直していただ

きたいなと思います。全町内会長あるいは民生委

員児童委員絡みだとか、特に今あした、あさって

緊急的なことが想定をされないような一般市民に

は我慢していただくところは大いにそれは理解を

求めるということもしっかりやらなければならぬ

でしょうけれども、まず安全、安心のところあた

りに手落ちがないようにもう一回総点検をしてい

ただきたいなと思っています。特に対策本部どう

するか、この後また雪どうなるかという、この雪

に入ってからまだ１カ月たっていませんから、恐

らくその後のことも関係しますので、どういう判

断をしていくのか改めて責任ある立場でお聞きを

いただきたいと思いますが、私最後のほうに堆積

場の話ししたのは、大学には今どのぐらいスペー

ス、余り有効活用も夏場は少ないのですが、春も

処理が大変でしょうけれども、そんなこと言って

いられませんから、どのぐらいの台数を想定をさ

れているのか。緊急避難的に２５日から１月１４

日までで十分積み上げるだけのボリュームが出て

くるのかどうか。その判断が必ずしも十分でない

とすれば、先ほど言った市の発注部分のこともあ

りますけれども、年末年始、年始はそう動きはな

いけれども、年末、あと１０日集中すると私思う

のです、個人や民間でも相当。そうすると、でき

るだけ近いところに置かざるを得ないというのは、

業者さんにも一部聞きましたけれども、やっぱり

日進の奥まで持っていくのと近場で堆積をさせて

もらうのでは１日五、六台の差が出てくるのでな

いかというふうにはっきり言っておられますし、

きのう私も雪印の中全部歩きましたけれども、暗

くなったけれども、一部土が出てちょっとやわら

かいところもありましたけれども、ほかはかなり

安定、きょうも少し温度差がありましたから。た

だ、旭東は結構まだうんでいるなという感じはし

ましたけれども、そこはもっと適切に判断をして、

年内大学だけではなくてもう一カ所、ダンプの効

率化も含めてしっかり判断をしていただくことが

大切なのかなと。相当の量がやっぱり家の前に雪

出ると思います、これは。個人でも小型機械頼ん

ででも出ると思います。それは、年明けてから本

格的にやる排雪の雪を事前に持っていっていただ

くわけだから、多分個人が。当然それは減ってく

るわけだから、トータルして考えればいわゆる個

人や市民や民間の力ももっともっと総動員いただ

いた上で、堆積場はかなり緊急なスピード感、部

長にもこの１週間前ぐらいからいろいろ状況をお

伝えをしてきていますから、大学の話が一つ出て



－182－

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

ちょっとほっとしましたけれども、それだけで対

応は十分かなという心配がございますので、現地

もう一回部長や現場のしっかり情報格差がない状

態で業者さんや市民に伝達をお願いをしたいなと

思っておりますので、ぜひそこは２つ目に要請を

したいと思います。

それから、救急、消防の関係、一時的にそれは

歩道のあるところは市道だからいいのですけれど

も、民地に多少入ってでも地域の理解を得ながら

積み上げさせてもらうというところもたくさんあ

ると思うのです。そこはしっかり積極的に対応を

求めたらいいというふうに私は思うのです。いず

れにしても、排雪するわけだから。やっぱりこの

往来できないというのは、生活道路はほとんどで

すから、そこは現状認識同じまちに住んでそう変

わらないと思いますので、いろんな方策を協力を

求める、できるものは行政でしっかりやる、業者

さんにも頑張っていただくということで、やっぱ

り年末の対応が私は非常に重要だと思うのです、

正月という行事の関係でいくと。消火栓にどれだ

け近いのかという、本当に往来できる状態になる

のかどうかという、消防との連携なんかも含めて

もう一回やっぱり総点検した上で、もし火事だと

か救急のときの対応にそれが原因でということに

ならないように目いっぱい目まいするぐらい頑張

ってほしいし、私どももそれはいろんなことをし

っかり対応していかなければならぬというふうに

思っていますので、改めてお聞きをいたします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

堆積場の容量関係に〇副市長（佐々木雅之君）

ついては、長内部長のほうから。

災害対策本部の取り扱いの関係につきましては、

実は１２月１６日に選挙がありましたけれども、

今週の月曜日と先週の月曜日、庁議２回ありまし

たので、その中で可能な対応について状況把握も

含めてするようにということで市長から指示が出

ておりましたので、福祉の分野の関係については

高齢者除雪サービスの中で本当に困っている人方

が玄関前が吹きだまりになってあかないところに

ついては民生委員さんから情報をもらいながら対

応するようにと。それから、消防の関係について

は、名寄地区では消火栓の関係についてこの異常

降雪にも耐えられるような形でかさ上げ工事を消

火栓にこの間やってきておりまして、それが埋ま

るような状況になったときには常時の消火栓維持

の活動として消防職員みずから手作業でスコップ

であけているという状況もありますので、この辺

については改めて消防のほうにふぐあいがないか

どうかも含めて私のほうから検討してまいりたい

と思っています。

なお、今熊谷議員おっしゃったようにクリスマ

ス以降についても雪の心配がないわけではないの

で、改めてきょうの議会終わった後、協議をさせ

ていただいて、万全の体制も含めて考えてまいり

たいと思っています。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

大学のグラウン〇建設水道部長（長内和明君）

ドのトラック、排雪ダンプの量的なものという数

字の先ほどお話ありましたけれども、昨年の排雪

助成ダンプの総数が約３００台ございました。

今回グラウンドの投雪を考えたときに、総体では

約５００台まで可能という判断をいたしました。

シーズン分の半分は大学で終わるのかなと。ただ、

これから降雪量によってまた変わってくるものと

思いますので、このことにつきましては先ほども

言いましたけれども、数カ所まだ当たっていると

ころがありますので、そこのほうで対応していき

たいなと。議員が言われている今市が持っている

排雪場につきましては、先ほども言いましたけれ

ども、幹線道路あるいは通学路、そして生活道路

と、ここをやっぱりオープンにしていかなければ

ならないという判断がございますので、できれば

ここは市道として何とか確保したいなと思ってお

ります。先ほどの議員の言われている緊急時につ

きましては、先ほど言いました数カ所で今後努力

していきたいなと思っていますので、御理解をい
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ただければと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

１０日間というか、〇１３番（熊谷吉正議員）

役所は３０日までですけれども、業界さんの皆さ

ん等も十分に連休はとっていると思いますけれど

も、ある面では即決即断を現場でするということ

もたくさんあると思いますから、庁内のそういう

面では即応性の対応についてもしっかり求めてお

きたいというふうに思いますが、この冬のものに

ならないのでしょうけれども、天塩川には何ぼで

も放り込めるという状況ですが、１０トン以上に

なると非常に安全性が保てなくなるということが

ありまして、開発との関係もありますけれども、

構造的にやっぱり一方通行で入って出てくるとい

うことよりも複数の経路をしっかりこのときのた

めに確保するという、新設道路の問題やら迂回路

の問題も含めて、せっかくあるスペースを活用し

切れないという極めてもったいないような感じが

しますので、冬場のこのしばれた時期にそれが民

間の力もかりながらということになるかどうかわ

かりませんが、ある面では大きな教訓としてしっ

かり意識もしていただかなければならないと思い

ますので、大学の関係も出入りの関係では周辺の

大橋地区だとか新北斗、大橋、あとは教育施設と

いうことになりますけれども、十分連携をとって

いただいたり、出入りの関係、安全上の問題、そ

して交通安全の問題も含めて、今も何とかみんな

頭出しながら交差点抜けていますけれども、一停

が見えなくなっているというところもありますし、

十分交通安全の問題も、所管また変わりますけれ

ども、さまざまな部分で、これ以上具体的なこと

は言いませんけれども、ぜひ３１日から二、三日

休めるみずからのためにも寝ないで頑張ってほし

いなと思っていますので、よろしくお願いします。

高橋伸典議員。〇議長（黒井 徹議員）

今大体熊谷議員から〇１０番（高橋伸典議員）

質問がありました。若干ちょっと詳しくやってい

きたいと思うのですけれども、昨年よりも２３３

％降雪があるということで、今現状市道も車が１

台しか通れないという状況で、大変な状況であり

ます。それで、降り始めからの雪が多くて、今の

道路が狭いのもあるのですけれども、雪自体をグ

レーダーが持っていけなくて、もうざくざく状態

なのです。軽自動車なんかがもう車が回ったりす

るような状況なのですけれども、この対策をどう

考えているのかということをちょっとお聞きした

いと思います。

それと、先ほど言ったように民間の車、トラッ

ク協会に入っていないダンプで排雪、または除雪

されている方がおられます。その方々が先ほど熊

谷議員が言ったように市の排雪場所に入れていた

だけないかということで言われて、ちょっとお話

をさせていただきましたけれども、今回短大のと

ころのグラウンドを使用させていただくというこ

とで、大いに結構なのですけれども、どこまでの

部分の車を入れさせていただけるのかというのを

ちょっとお聞きしたいのと、今回この降雪に際し

て大橋の排雪場は車がごった返しました。そして、

当初やっぱり温暖だったものですから、１トン平

ボディーだとかトラックがはまってはまって、あ

そこがもう渋滞状態で、積むのはすぐ積めるので

すけれども、おろしに行くのに１時間、２時間、

３時間待ちで帰ってこなかったというところもあ

るものですから、そういう部分であそこの対処を

どうされる。大分下の地盤はよくなったと言って

いますけれども、先ほど通路をもうちょっと確保

しろという部分もありますけれども、その部分を

どうされるのかというのと、あと市と道道の関係、

そして市と国道の関係、市道から国道に出る場合、

道道から国道に出る場合、本当にもう車の先っぽ

１メーターだとか２メーター出さないと出れない

ような状況で今あります。この対策として、道だ

とか開発にはどういう報告をして、どういう対処

をしてくれということをしているのかちょっとお

聞かせいただきたいというふうに思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）
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何点かにわたっ〇建設水道部長（長内和明君）

て御質問をいただきました。まず、道路のざくざ

くということで、これは本当に市民の皆さんに大

変御迷惑をおかけいたしました。１２月６日から

９日、４日間で１２７センチの降雪がありました。

その後暖気が少し続きまして、それによるざくざ

く道になったのかなと、そういうふうにうちのほ

うでは判断をしております。しかしながら、その

前に除雪をしておりまして、一定の形の幅ができ

ていたものですから、全てを削るということでは

かえって市民の皆さんに御迷惑をかけるという、

これが合っていたかどうかはわかりませんけれど

も、そこの判断もございまして、一定程度の部分

の厚みでの除雪になったという判断をしてござい

ます。

そのざくざくの部分については、それぞれ市の

職員と、それと除雪業者のほうでこれは夜中も含

めて対応させていただいております。あと、もし

車がぬかった部分については、警察のほうから連

絡来るようなシステムになっておりまして、それ

ぞれ夜中を通しての作業もあったということで確

認をしております。今後は、少ししばれが入って

きているので、余りそのような心配はないと思い

ますけれども、一回排雪してしまえば問題ないか

なと思っていますので、そのような対応をしてい

きたいなと思っております。

それと、大学の捨てる場合の条件といったこと

だと思いますけれども、この大学につきましては、

大橋のほうは１０トン、要するに排雪助成ダンプ

の車は入れないということになっております。１

０トン以下の個人のものについては、大橋はフリ

ーパスなのでということなのですけれども、大学

のほうは排雪助成ダンプ１０トン以上のトラック

については大学のほうへ入れてもらうと、そうい

うことで考えてございます。今のところは時間が

９時から５時までで、うちのほうでブルを１台置

いて、業者の作業員も１人ついてもらうことにな

っております。その間で投げていただいて、ブル

で押していくと。そうすることによって数多くの

雪の量が投げられるのかなと思っておりますので、

そのような体制をとってまいりたいと思っており

ます。

あと、大橋の通路の関係でありますけれども、

多分もう固まって問題ないのかなとちょっと判断

をしておりますけれども、業者の方も行って、必

ず情報のやりとりやっておりますので、そのよう

なことがあれば市のほうに情報が入ってくること

になっておりますので、問題はないと思っており

ます。

それと、一番大変だというのは市道と道道、そ

れから市道と国道、あるいは道道と国道という部

分がありまして、これは結構、結構といいますか、

苦情が来ております。うちのほうとしても秋口に

一回道道、国道のそれぞれの除雪担当者と協議を

行いまして、連携をしながらやっていこうという

ことで、余りひどいということになった場合は道

と、それから開発のほうに連絡を入れることにな

っております。今回は一気に来たものですから、

市民の逆に苦情のほうが先に入りまして、北海道

と、それから開発のほうには御連絡をして、早急

な対応をお願いしたいということで連絡済みであ

りますけれども、例えば国道１５線なんかはまだ

排雪の状況になっていないと。非常に狭くて、側

がせり上がっていて、交代通行が非常に危険だと

いうことで、そこも市のほうにちょっと苦情来て

おりますけれども、昨日また道のほうへ連絡をさ

せていただいておりますので、多分排雪も近々入

るのでないかと思っております。国道も同じであ

りまして、国道も４０号は融雪槽になっているの

で、排雪ありませんけれども、２３９については

多分今週はもう無理なので、来週ぐらいには排雪

入るのでないかということで、一応お願いはして

あります。ただ、今度の２６日、２７日ですか、

また大雪と吹雪という情報が入っておりますので、

国道は多分それが過ぎてからになるのかなと、そ

んなことも予想されるのかなと思っておりますの
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で、御理解をお願いしたいと思います。

高橋典議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

今長内部長言われたところの国道なのですけれ

ども、産業高校の前はもう全くやっていなくて、

ダンプと乗用が交差するのもぎりぎりの状況であ

ります。あそこの枝道から、市道から国道へ出る

ときには皆さんもう車を頭出していかないと見え

ない状況で、大変に危ない状況なものですから、

早急にやっていただかないと事故でも起きた場合

大変かなというふうに思いますので、しっかりと

開発、道に言っていただきたいなというふうに思

います。

あと、もう一点、その排雪はわかったのですけ

れども、９時から５時というのはもうちょっと時

間的な部分というのは延ばせないのか。排雪業者

ほかのところを日中やって、終わってから５時過

ぎから民間の排雪というのが大変今多いものです

から、そこら辺の関係でやはり５時だとほかの普

通の作業をやった後にそちらに回れないという状

況が出てくるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その辺の状況をちょっと教えてい

ただきたいのと、今７日からワンセット、４日か

ら２セットですか、をやっていただきます。そし

て、７日から３セットになるのですけれども、ダ

ンプが４１台ですから十三、四台のセットでフル

稼働できれば相当早く進むと思うのですけれども、

市民の方々いつになったらうちぐらいに来るのだ

という部分がすごくそれを聞きに来るのです。い

つ入ってくるという部分のその周知体制、周知は

ほとんどできないと思うのですけれども、ある程

度名寄新聞でも北都新聞でもいいですから、大体

ここら辺からこういうふうにスタートしまして、

大体この辺で何日ぐらいで終わりそうなのですと

いう情報をやっぱり市民の方々に出していただい

たほうが私たちのところに電話来て、一々聞いて、

大体ここら辺ですというのも非常に大変なもので

すから、その部分というのはできないのかどうか

ちょっと教えていただきたいというふうに思いま

す。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今２点にわたっ〇建設水道部長（長内和明君）

て御質問いただきました。まず、大学の９時から

５時ということでありますけれども、場所が市街

地ということもありまして、なかなか夜運ぶとい

うことにはならないのかなと思います。もう一点

は、先ほど言いましたブルにつく人の手配であり

ます。ここについてもらう人も朝方１時からまた

除雪に回るという。実質的にはぎりぎりの人の確

保でやっておりますので、作業員もいないという

状況なのでございます。それで、何とか９時から

５時まではということでお願いしたわけでありま

すけれども、何とか１時間でも延びればというこ

とで、多分そういうことだと思いますけれども、

そこはもう一回確認はさせていただきますけれど

も、非常に難しい話かなと思っておりますので、

御理解もひとついただければと思います。

それとあと、排雪の日程なのですけれども、こ

れは昔から多分日程は情報は流していないと思っ

ております。それは、個人の家の雪を全て道路に

置かれるということもありまして、逆に作業能率

が悪くなるというのが一つあって、ただ市民の皆

さんということもあるので、ただ見ていますと排

雪の機械が入ってきますと皆さん一気に出してお

られるという状況もありますけれども、そこはで

きれば今までどおりやらせていただきたいなと。

先ほど副市長のほうからも話ありましたけれども、

家の密集している地域、あるいは道路の狭い地域

から進めてまいりたいと思っておりますので、御

理解のほどよろしくお願いします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

この間市民の皆さん〇副市長（佐々木雅之君）

方には大変御迷惑をかけていますけれども、先ほ

ど大学のグラウンドの関係についても１月１４日

までというのは東中学校の子供たちの通学がちょ

うど休み期間に入っていまして、そこも視野に入
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れて、全般的に市民の安全を確保するためには除

雪作業で車がいっぱい回るというのも市民の生活

の足確保という面では必要なのでしょうけれども、

子供たちの通学の部分に対する配慮もしながら、

それからここは大災害というか、災害的な形で急

に雪が降りましたので、なかなか装備、人的配置

が十分でない。民間業者の方々にも相当労働安全

上大丈夫かというぐらい年末年始の忙しい中であ

っても時間も延長してやれと、やってくださいと

いうふうにお願いを実はきのうもぎりぎりの調整

を市長も入っていただいてさせていただきました。

そういうことも含めて、こういうことを副市長が

言うと大変おこがましくて申しわけないのですけ

れども、市民の皆さん方にもこういう異常な気象

状況の中で多少我慢をしてもらいながら、日本人

の気質でしょうか、自分のうちの前のところはき

れいにあけている方いっぱいいらっしゃいますよ

ね。それが向かいの人のところのあいているとこ

ろにおっつけて、隣近所のトラブルになっている

というものもありますので、この機会、災害時の

雪対策というところについては市も民間業者も一

生懸命頑張りますので、そういうふうに少し落ち

ついた対応についても市民の皆さん方に理解して

いただけるように議員の皆さん方からもお力添え

いただければありがたいなと思っています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

しっかりまず市民の安全のため、また除雪の方は

本当に苦労されているのはわかります。もう本当

にびっちり走られてやられていることもわかって

おります。本当に除雪の方々も体に気をつけて、

しっかりと市民の安全のために御活躍することを

お祈り申し上げ、質問を終わります。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

１点だけお伺いをし、〇１番（川村幸栄議員）

要望をしたいというふうに思います。

通学路についてなのですけれども、排雪を通学

路等幹線道路を先にということだったのですが、

除雪なのですけれども、今お話があったように来

週から冬休み入りますけれども、冬休み明けてか

らもこの雪が続くやもしれないということで要望

させていただきたいと思うのですけれども、登校

時に間に合わないということが各所から声があり

ますし、また下校時、日中も降り積もってしまっ

て、下校時にも子供たちにしてみれば膝ぐらいま

でにもうなっているというようなことがあって、

父母の皆さん、また祖父母の皆さんからかわいそ

うでしようがないと、そんなような声も出されて

いて、ぜひだあっと通っていただく除雪をしても

らうことはできないのかと、こんな声をたくさん

聞いているところですので、要望させていただき

たいというふうに思っているのですが、その部分

についてお答えをいただければと思いますが。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

こんなこと私か〇建設水道部長（長内和明君）

ら言うのおかしい話なのですけれども、間に合わ

ないところがあるという今お話聞いて、当初除雪

始まる前には業者のほうには通学路については十

分対処していただきたいということでお話をさせ

ていただいております。当然登校時あるいは下校

時も含めて、そのような体制をとっていただきた

いということでこれまでもずっと言ってきており

ます。もう一度うちのほうから再度話しさせてい

ただきますので、どうかお願いいたします。

大石健二議員。〇議長（黒井 徹議員）

１点だけちょっとお聞〇４番（大石健二議員）

きをしたいと思います。

この大雪がもたらした雪害に関連して、市内外

に長期間不在の家屋、あるいは管理不全に陥って

いる廃屋、あるいは老朽家屋が調査されて件数も

つかまえておられると思うのですが、屋根に相当

な雪が堆積をしています。多分倒壊の危険性も出

てくるだろうと思うのですが、どのように対策を

立てておられるかお聞きします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在環境生活課のほ〇市民部長（土屋幸三君）
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うで空き家の部分については押さえているところ

でございます。この大雪による不在あるいは空き

家ということで、担当のほうにもかなり危険だと

いう電話が何本か入っておりまして、それについ

ては実際に見に行っているところでございます。

これは、一般の市民の方、あるいは町内会の方含

めて御連絡があるところでございます。不在であ

っても所有者のわかる方、あるいは行き先隣近所

に聞きましてわかっているという方につきまして

は御連絡を申し上げ、対処するような方策をとっ

ておりますし、これはどうもならない、危険だと

いうものに対しては町内会等々と協力をしながら

処理をしてきているところでございます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

市民の皆さんの財産で〇４番（大石健二議員）

すから、なかなか行政が立ち入ってやるのも難し

い側面があろうかと思うのですけれども、倒壊し

てしまうと非常にまちの景観が汚されるというよ

うな側面もありますので、ぜひとも入念な監視を

お願いいたします。

以上です。

ほかに御発言ございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４５分

再開 午後 １時４５分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第

１号 駅前交流プラザ「よろーな」条例の制定に

ついてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

議長よ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

り御指名がございましたので、平成２４年第３回

定例会において当委員会に付託をされました付託

議案第１号 駅前交流プラザ「よろーな」条例の

制定について、審査の経過並びに結果について報

告をいたします。

委員会は、高橋経済部長を初め担当職員の出席

を願いまして、１０月１２日の第１回委員会を皮

切りに、１０月２６日、１１月８日、１１月２２

日、１２月７日の都合５回開催をいたしました。

本条例案に対する詳細な説明を受け、慎重に審査

を行いました。

閉会中審査による第１回の委員会では、初めに

正副委員長において事前に参考資料として提出を

求めていました規則の概要について説明を受けま

したが、内容が概要説明にとどまっていたことか

ら全委員から審査の対象とはならないものの内容

を読み取るものではないという指摘があり、再提

出を求めることとなりました。

次に、付託案件に係る条項審査について各委員

から出されました主な質疑は、第４条、指定管理

による管理にかかわり指定管理者に行わせること

ができるとあるが、指定管理が五分五分の表現で

あるにもかかわらず、第９条以下の主語はいずれ

も指定管理者となっており、第８条で読みかえる

手法をとっているが、その法的根拠はに対しては、

指定管理料を算出するために当分の間市長が管理

させていただくという判断をした。法的根拠につ

いては、法制担当と協議をさせていただいたとい

う答弁がありました。また、第１７条の運営委員

会のあり方、備考の冷暖房の減免のあり方、物販

実施の際の使用料のあり方、施設管理体制のあり

方などについて議論がありました。

第２回委員会では、さきの委員会で再提出を願

った規則の説明を受けた後、前回指摘のあった件

について法制担当と協議した第４条については、

指定管理に関する条例自体に問題はないという判

断を示される一方、わかりづらい部分もあるので、

市民周知の際にはわかりやすい方法で説明したい
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と理解が求められましたが、その後においても一

定の論議になったところであります。

このほか主な質疑では、第１条、目的及び設置

に関して、目的では商工業の発展及び中心市街地

の活性化に寄与するためとしているが、基幹産業

である農業を初め林業への対応も必要ではないか

との質問に対しては、周知の段階で広くにぎわい

づくり創出のためいろいろな団体に利用を呼びか

けたいとの答弁がありました。また、第１１条の

利用許可の取り消し及び利用の制限、第１４条、

利用料金の不還付、第１６条、損害賠償、第１７

条、運営委員会などについて議論があったところ

であります。さらには、地方自治法第２４４条に

うたわれている公的な施設との整合性、第１６条

の損害賠償にかかわって損害を市長に賠償しなけ

ればならないとしたことの見解については次回に

答弁を持ち越すこととなりました。

第３回委員会では、答弁を持ち越した２件にか

かわる答弁があり、公の施設との整合性について

は社会通念上の許容範囲を超えないことで利用を

促進していく。損害賠償については、公の施設の

設置者である名寄市長にということであり、市長

個人に賠償するのではないとの説明がありました。

各委員と説明員による質疑が一定終了したこと

を受け、その後委員間討議に入りましたが、第１

条、目的の範囲及び第４条の指定管理による指定

にかかわり委員間で議論が繰り返され、再度説明

員に出席を願ってさらなる質疑を行いましたが、

第１条の目的を変更した場合に補助金等の申請書

の差異が与える影響、第４条の指定管理者による

管理で市長が指定するものに行わせることができ

るを市長が指定したものに行わせるものとすると

した場合の差異について答弁を求めたものの、次

回に再び回答が持ち越しとなる事態となりました。

第４回委員会では、持ち越しとなった案件に対

し、商工業の発展とうたっているほうが整合性も

とれている。条文の組み立てにおいては、特段ふ

ぐあいがないと判断していると答弁がありました。

しかし、各委員からはにぎわい創出が最大目的の

よろーなにおいては、商工業の発展と限定するの

ではなく、地域経済の発展とすることが適切とす

る指摘が相次ぐとともに、第４条の指定管理移行

までの直営期間が当分の間としたことで期間が不

明確であるのであれば指定管理者が前提の条文で

はなく、市長としての熱意を示す意味でも１８条

で読みかえるのではなく、市長を主語として条文

整備を図るべきとする意見が大勢を占めました。

第５回委員会では、久保副市長が出席し、冒頭

副市長より前回までの委員会審査の質疑に対する

答弁において当分の間として不明確であった直営

期間について、直営による施設管理については光

熱水費等維持管理費などの検証を経て、オープン

から２年間を目途とし、特別な事情がない限り３

年目以降から指定管理に付していく考えと答弁を

訂正する発言がありました。

この後の委員間討議では、直営期間が明らかに

なったことから条文の修正は必要なしとする意見

が全員より出されましたが、一方では同条例の審

査にかかわり答弁修正が行われるとともに質疑に

対する答弁が再三再四持ち帰り協議となったこと

に対し委員と説明員の信頼関係を保つ意味で是正

が求められるという点、また当初の直営の２年間

は市長の陣頭指揮でにぎわい創出を図ること、利

用しやすい施設であることをしっかり市民周知す

ることが委員から求められました。

引き続き結審に入りましたが、目的及び設置の

第１条中、商工業の発展とあるのを地域経済の発

展に改め、一部修正案が全委員により提出され、

この修正案について全会一致で可決すべきものと

決定をいたしました。修正部分を除く部分を原案

どおり可決すべきものと決定をしたところであり

ます。

以上、当委員会に付託されました付託議案第１

号 駅前交流プラザ「よろーな」条例の審査の経

過と結果の報告とさせていただきます。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）



－189－

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

ただいま委員長のほう〇１番（川村幸栄議員）

から詳細なる御報告をいただきました。また、５

回ですか、慎重審議を進められたことに敬意を表

したいというふうに思います。

そこで、今御報告の中で私がちょっと気になっ

ていた部分が御説明の中になかったのかなという

ふうに思いますので、次の２点について審議がさ

れたのかどうか、されたのであればどういった経

過だったのかについてお知らせをいただきたいと

思います。

１つは、第３条にかかわってなのですが、施設、

第３条、よろーなに置く施設は別表のとおりとす

るということになっていまして、この別表の中に

商工会議所であったり、消費者センターであった

り、消費者協会がここの中に施設として入ってい

ませんので、私はやっぱりよろーなに置く施設は

というふうになっているのであれば、この中にも

施設名が入っていていいのではないかというふう

に思っています。この中にそういった経済関係の

ところが入っていくということで地域経済の発展

というふうなことに改めたのだというふうに思う

のですが、その部分に対する議論経過、議論があ

ったのかどうかお知らせください。

もう一点は、この別表の中にあります１階のバ

ス待合所事務室にかかわってなのですけれども、

私は専用スペースというふうに理解しているので

す、バス待合所事務室というのは。バス待合所事

務室です。ここのところが時間ごとの区割りにな

っていて、そして利用料金が掲載されているので

すけれども、一定専用スペースであればこういっ

た時間ごとの利用ということが必要ないのではな

いかというふうに私は理解したのですけれども、

そういった部分について議論があったのか、なか

ったのかについてお知らせをいただきたいと思い

ます。

（何事か呼ぶ者あり）

別表にあります１階の〇１番（川村幸栄議員）

施設の一番下のほうにバス待合所事務室というの

があります。このバス待合所事務室というのは、

私は専有スペースだというふうに理解をしている

のですが、ここが時間ごとの区割りによって利用

料金というふうに設定されているのですが、こう

いったことは必要ないのではないかというふうに

私は考えているのですが、そういった部分で議論

があったのかどうかお聞きしたいと思いました。

竹中委員長。〇議長（黒井 徹議員）

１点目〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

の扱いについては、直接議論というところではな

かったのでありますが、商工会議所の関係では経

済センターの扱いとして別扱いという状況であり

ますから、そこはありませんでした。

２点目のバス待合室の関係では、率直に言って

議論のなかったところでありまして、それはもし

何かあればちょっと私の委員会としてのミスかも

しれませんが、現状は細かいところまではその議

論はされていなかったです。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

特に議論がなかったと〇１番（川村幸栄議員）

いうことでした。

最初の施設の部分なのですが、では駅前交流プ

ラザよろーなというのは、建物全体というふうに

私は把握していまして、その中に入っている施設

は全てというふうに判断をしたものですから、そ

こに記載がないということでちょっと疑問があっ

たというところだったのですが、そういうふうに

は議論にはならなかったということで、了解しま

した。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、以上で質疑〇議長（黒井 徹議員）

を終結いたします。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件の委員長報告は修正で
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す。委員長報告のとおり決定することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第３回定例会付託議案第１

号は委員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時００分

再開 午後 ２時００分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

日程第４ 議案第１８号 名寄市災害時におけ

る相互支援に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 名寄市災〇市長（加藤剛士君）

害時における相互支援に関する条例の制定につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、東日本大震災以降の災害対策において

本市で行っている独自の防災訓練や災害時の要援

護者支援などの減災対策の取り組みに加え、自治

体間の迅速な相互支援の仕組みを条例で法制化し

ていくことが被災した自治体の復興などに寄与す

るだけでなく、ひいては本市の市民の生命と生活

の安全を確保し、災害対応力の向上となることか

ら、本条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、総務文教常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第５ 議案第１９〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定

める条例の制定について、議案第２０号 名寄市

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

道路の構造に関する基準を定める条例の制定につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 名寄市高〇市長（加藤剛士君）

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特

定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制

定について及び議案第２０号 名寄市高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造

に関する基準を定める条例の制定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部が改正をされ、これまで国が定

めていた移動等円滑化のために必要な特定公園施

設の構造に関する基準及び移動等円滑化のために

必要な道路の構造に関する基準が地方自治体の条

例に委任されたことに伴い、当該２本の条例を制

定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１９〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第１９号外１件は、経済建設常任委員会に

付託をいたします。

日程第６ 議案第２１〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市道路の構造の技術的基準等を定める条

例の制定について、議案第２２号 名寄市準用河

川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の
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制定について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 名寄市道〇市長（加藤剛士君）

路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いて及び議案第２２号 名寄市準用河川管理施設

等の構造の技術的基準を定める条例の制定につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第１次地域主権改革一括法によ

り、道路法及び河川法の一部が改正をされ、これ

まで国が定めていた道路の構造及び道路標識等に

関する基準及び河川管理施設等の構造基準が地方

自治体の条例に委任されたことに伴い、当該２本

の条例を制定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第２１〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第２１号外１件は、経済建設常任委員会に

付託をいたします。

日程第７ 議案第２３〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市都市公園条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２３号 名寄市都〇市長（加藤剛士君）

市公園条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り、都市公園法の一部が改正され、これまで国が

定めていた都市公園に関する基準の一部が地方自

治体の条例に委任されたことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第８ 議案第２４〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市営住宅管理条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２４号 名寄市営〇市長（加藤剛士君）

住宅管理条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第１次地域主権改革一括法によ

り、公営住宅法の一部が改正をされ、これまで国

が定めていた公営住宅の整備基準及び入居収入基

準が地方自治体の条例に委任されたことに伴い、

本条例の一部を改正をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、経済建設常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第９ 議案第２５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄地区衛生施設事務組合を組織する市町村

数の増加及び名寄地区衛生施設事務組合規約の変

更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２５号 名寄地区〇市長（加藤剛士君）

衛生施設事務組合を組織する市町村数の増加及び

名寄地区衛生施設事務組合規約の変更について、

提案の理由を申し上げます。

名寄地区衛生施設事務組合は、名寄市、美深町、

下川町で構成をされるし尿及び浄化槽汚泥並びに

炭化ごみの共同処理を目的とした一部事務組合で

ありますが、本件は平成２５年度からの音威子府

村の加入と最終処分場に係る広域化の協議が進め

られ、今般音威子府村の加入と最終処分場の建設

及び管理運営を組合方式で行うことで協議が調い

ましたので、本組合の規約の変更を行うべく地方

自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求

めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１０ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

６号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２６号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２４年度名寄市一般会計予算にお

きまして議決をいただきました小中学校教職員校

務用端末機器整備事業にかかわるものであり、平

成１９年度以前に市内小中学校に導入した教職員

校務用端末機器が老朽化をしたため更新する当該

機器一式を８８３万６７５円で取得しようと

するものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を鈴木教育部〇議長（黒井 徹議員）

長。

小中学校教職員校務〇教育部長（鈴木邦輝君）

用端末機器の取得について補足説明を申し上げま

す。

現在市内小中学校に配置をされている教職員の

校務用端末機器は、小学校においては平成１８年

度以前に、中学校においては平成１９年度に導入

されたものであります。機器導入後５年以上経過

する中で老朽化による故障などのふぐあいが頻繁
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に発生したり、ハードディスクの処理能力が格段

に劣るため業務に支障を来している現状となって

おり、今回整備をするものです。

今回の整備の概要ですが、各校の職員室に教職

用ノートパソコンを小学校で１７５台、中学校で

７５台の計２５０台を配置をし、さらに映像の処

理や編集などの作業を行う際に使用するものとし

てデスクトップ型パソコンを各学校それぞれ１台

配置をするものであります。また、各校で業務用

に蓄積されたデータの誤操作による紛失を防ぐた

め、データを定期的にバックアップするなどファ

イルサーバーの機能強化をしてございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１１ 意見書案〇議長（黒井 徹議員）

第１号 安心できる介護制度の実現を求める意見

書、意見書案第２号 患者数が特に少ない希少疾

病用医薬品（ウルトラ・オーファンドラッグ）の

開発促進・支援のための法整備等を求める意見書、

以上２件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外１件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号外１件は原案のとおり

可決されました。

日程第１２ 報告第２〇議長（黒井 徹議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第１３ 閉会中継〇議長（黒井 徹議員）

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第１４ 委員の派〇議長（黒井 徹議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より指名がありましたので、市民福祉常任委員会

の視察報告を申し上げます。

当委員会は、去る１１月５日から１１月８日ま

での４日間の日程で道外５カ所、京都府亀岡市、

兵庫県加古川市、相生市、南あわじ市、岡山県瀬
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戸内市の視察をいたしました。

最初の視察先、亀岡市では、セーフコミュニテ

ィーについて研修をしました。セーフコミュニテ

ィーは最大の福祉であると市長のリーダーシップ

のもと積極的に取り組まれ、事故やけがは偶然に

起こるものではなく、予防できるという考えのも

と地域住民や行政などが連携、協働して、誰もが

安全で安心に暮らすことができるまちづくりを阪

神・淡路大震災以降取り組みを進めてきています。

阪神・淡路大震災の死因の多くは圧死であったこ

とから、予測不能の自然災害であっても人間の力

で最小限に災害をとどめることを目指し、スウェ

ーデンで実施されているセーフコミュニティー認

証を２００８年に取得、ことし１０月に国内初の

再認証を受けている。セーフコミュニティー認証

は７指標から成り、その指標を進めることにより

外傷を防ぐことだけでなく地域のつながりを持続

的に強めている。安全コントロールでは、科学的

な分析と具体的な対策を考え、救急搬送データの

活用や地元大学の協力も得てデータ分析を行い、

重要なテーマを特定し、対策から効果までの検証

をしている。取り組みを進める中、地域の安全や

事故やけがなどが明らかに減少し、市民の関心も

高まっている。亀岡市が認証を受けた後、全国的

には青森県十和田市、神奈川県厚木市が認証、そ

のほか８市区町村が認証予定、あるいは認証に向

けて活動中とのことでありました。

次に、加古川西市民病院の地域医療支援につい

てと２４時間保育について研修をいたしました。

加古川市民病院が平成２１年に常勤医１名となり、

総合病院としての存続、また地域医療の崩壊の危

機に瀕したことから、神戸製鋼が経営している神

鋼加古川病院と経営統合を申し入れ、現在の加古

川西病院と改称し、今は外来１３診療科、一般病

棟１３０床、医師８３名、看護師３１１名、医業

収益１６２億円の病院となっています。地域医療

支援の取り組みは、身近な地域医療に根差し、紹

介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用の

実施を通し、第一線の地域医療を担うかかりつけ

医、地域医療の確保を図る病院として平成２３年

３月に承認され、かかりつけ医の逆紹介も含めた

紹介患者中心の医療提供、医療機器の共同利用、

救急医療の提供、地域医療従事者に対する研修の

実施を行っています。承認のメリットとしては、

診療報酬の係数加算で年０００万円の加算や地

域にある医療機関との連携強化と同時にイメージ

アップしたということでした。

２４時間院内保育については、平成２１年４月

に新規開設し、医療関係従事者の確保と定着、復

職支援の目的から当初から２４時間保育として実

施。運営については、一般型プロポーザル方式に

より事業所を選定し、全面委託している。認可外

保育所で、定員は３０名、月の保育料は２万０

００円から４万円で、３人目無料、夜間保育は月

平均一、二名の利用ということでした。年間０

００万円の病院の負担となっているが、職員福利

厚生の一環として位置づけている。メリットとし

ては、２４時間保育園があることにより着任した

医師がいたり、育児休業の繰り上げ短縮の例もあ

るということでした。

次に、瀬戸内市を訪れ、マイ保育園サポート事

業とファミリーサポート運営事業について研修を

いたしました。瀬戸内市では、安心して子育てが

できるまち、みんなでしようや子育て支援を基本

方針として子育てに取り組み、マイ保育園サポー

ト事業では子育てに対し不安の多い時期の妊娠中

から子供が４歳になるまでの間、身近な保育園に

登録することにより、かかりつけの保育園として

保育士らなどから継続し育児、子育て相談、施設

開放サービスが受けられる事業で、特に初めての

子育ての方には心強いサービスになっています。

ファミリーサポート運営事業については、子育

て応援をしてほしい方と応援をしたい方とで構成

する子育て助け合い事業で、保育園の時間外のサ

ポートや幼児、園児の送迎、学童の放課後や軽い

病気などの一時預かり、そのほか保護者外出時の
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依頼など幅広い対応でサポートをしています。サ

ポート会員がまだ少ないため、会員の拡大が課題

とのことでした。

次に、相生市では、子育て応援都市宣言につい

て研修をしました。人口が名寄市と同規模の３万

０００人のまちで、子育て応援にかかわる１１

の事業を実施するために平成１７年度から５年間

行財政改革を行い、投資的経費２０億円を初め人

件費などの縮減も含め２７億０００万円の効果

を上げ、財源確保に努めた。子育て宣言では、子

供は次代を担うかけがえのない存在であり、子供

たちが夢と希望を持ち、健やかに育つことは私た

ちの願いです。子供を産み育てやすい環境をつく

り、心豊かなたくましい人を育てることは私たち

の使命ですという市長の公約のもと、まち全体で

子育てを支えることを目指し、子育て応援都市宣

言に至りました。

具体的な事業内容と事業費は、出産祝に１人５

万円、２５０万円、子供医療費の拡大で小学校

４年生から中学校３年まで入院医療費の無料化で

０００万円、ゼロ歳から２歳までの有料子育て

支援サービスに使える応援券１人３万０００円、

幼稚園及び学校給食の無料化で１億０００万円、

市立幼稚園、保育所の無料化で６００万円、預

かり保育事業に６００万円、子供を鍛えるためエ

アコンを設置しない扇風機事業では５００万円、

居住支援では民間賃貸住宅に入居する４０歳未満

の世帯につき１万円を３年間補助する事業で１

００万円、４０歳未満の夫婦世帯が新築及び購入

すると月額１万円で５年間、合わせて６０万円を

贈る事業で０００万円など大きな予算をかけて

事業を行っています。

事業に当たっての窓口は定住促進室であるが、

関係する所管が多岐にわたるため役割分担を明確

にしながらしっかり連携をとり、ワンストップサ

ービスに気を配っているため苦情も少ないとのこ

とでした。実施後の状況では、移住、定住におい

ては人口の自然増減はあるが、若者層の近隣都市

からの転入が進んでいると推測している。子育て

世代の周知のほうもほぼ行き渡り、口コミで評判

が広がりつつあるが、住宅地の提供が思うように

できない不便さがあるが、郊外の安価な分譲地を

求めて転入される方も多くなっているとのことで

した。

最後の研修先、南あわじ市では、いきいき１０

０歳体操について研修をしました。いきいき１０

０歳体操は、平成１５年に高知市で考えられ、周

辺自治体に広がりを見せ、北海道では恵庭市、滝

川市、上砂川町が取り入れている。介護認定で要

支援になる原因の１位、２位を占める関節疾患や

骨粗鬆症を予防するため、平成２２年度から実施

することになりました。体操の内容は、準備体操、

おもりを使った５種類から７種類の筋力づくり運

動、整理体操で構成され、３０分から４０分間行

い、高齢者では週一、二回行うことで筋肉量が増

加する。地域で始める条件としては、最低週１回

集まり、３カ月以上継続できること、体操したい

人が５人以上いること、地域でテレビ、ＤＶＤ、

またはビデオデッキ、椅子を用意することとし、

市からは体操の映像の入ったビデオ、体操に使う

おもり、バンドを貸し出し、最初４回の技術支援

と定期的支援を行っています。現在３５カ所、登

録者６４０名、うち介護認定者４７名、参加平均

年齢７５歳、体力測定では５メートルの最大歩

行改善で７７％、タイムアップアンドゴーの改

善で７２％、どちらか一つでも改善した人８６

％、参加者の感想では足のふらつきや痛みが治っ

た、横向きで階段をおりていたが、普通にできる、

和式トイレが楽に使える、グラウンドゴルフや農

作業に復帰できた、体操に来ればみんなと話がで

きる、ひとり暮らしの人を誘うと安否確認にもな

るなど生き生きとした取り組みでした。

以上、５カ所の研修を終え、後日委員間で意見

交換を行いました。どこの取り組みについても見

聞を広げる貴重なものでありましたが、特に初日

に研修を受けた亀岡市で行っているセーフコミュ
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ニティーと最後の研修地、南あわじ市のいきいき

１００歳体操については、本市でも取り組む価値

が十分あると委員の一致をした意見でありました。

また、常任委員会委員だけの視察でなく、市民サ

ービスの向上を目指すということでは委員と同じ

立場で所管職員も数名同行し、先進地の取り組み

を研修し、思いを同じく市政向上に反映すべきも

のとの意見も委員の一致した意見であることも報

告し、市民福祉常任委員会の視察報告とさせてい

ただきます。

なお、さらに詳しい報告書については、議長に

提出してありますので、御一読をいただきたいと

思います。

以上です。

次に、議会報特別委員〇議長（黒井 徹議員）

会、大石健二委員長。

議長より〇議会報特別委員長（大石健二議員）

御指名をいただきましたので、議会報特別委員会

の行政視察報告を申し上げます。

当委員会は、去る１１月１５日から１６日まで

の２日間、登別市議会議会だより編集委員会及び

北海道新聞旭川支社の２カ所を視察、それぞれ議

会報の編集及び委員会活動に加え、記事見出しの

つけ方や写真撮影の技法などについて研修を行っ

てまいりました。

初日の１５日は、登別市議会議会だより編集委

員会の二瓶秀幸委員長より同委員会が編集する発

行部数約２万１００部の議会報でぃすかす及び

議会ホームページの企画編集についてお聞きをす

ることができました。タイトルのでぃすかすは、

英語のＤＩＳＣＵＳＳに由来をしており、創刊時

に市民を対象に実施をした公募により選ばれたも

のです。でぃすかすは、平成８年５月に設置され

た議会だより編集特別委員会の編集によりＡ４判

１色刷り６ページ立てで創刊され、以後定例会ご

とに年４回発行を続け、この１１月１日付の発行

分で６２号を数えています。

編集特別委員会は、より多くの市民の声を反映

させようと平成１３年にアンケートを実施、その

結果市民の８０％強がでぃすかすを愛読している

との回答が得られたことから、議会報の詳報が閲

覧できるようインターネット上に独自のホームペ

ージを開設する準備に着手、同年１０月に待望の

登別市議会のホームページが開設されたことでそ

れまでの努力が実を結びます。名寄市議会のホー

ムページは、登別市議会から７年ほど後となる平

成２０年９月に開設をして以来多くの市民の皆様

に閲覧をいただいているところですが、登別市議

会のホームページ上の情報提供は見やすく区画整

理をされており、見たい、読みたい情報へ簡単に

アクセスできるよう工夫されています。このホー

ムページ開設と後述する紙面刷新と同時期に議会

だより編集委員会の組織がえも行われました。名

称もそれまでの議会だより編集特別委員会から特

別を外して常任委員会としての議会だより委員会

に改められ、所管も議会だよりの編さんに関する

事項から議会のホームページ編集権を加えた議会

広報活動に関する事項に権能が拡大されることに

なりました。

また、議会改革の一環で議会費削減が目的の紙

面刷新では、これまで年４回、Ａ４判６ページ立

ての単独発行を改め、登別市が毎月発行する広報

のぼりべつに年４回挟み込む一体化発行に変更い

たしました。これにより従来までの年額約１７０

万円の経費が１４％に相当する年額約３０万円

の経費に抑え込むことができたとのことでした。

現在名寄市議会で発行する議会だよりなよろは、

年４回、Ａ４判で１０ページから１６ページ立て

で年額約２７０万円の予算が計上されています。

視察後の委員による意見交換では、名寄市議会

議会報特別委員会においても議会経費の縮減はも

ちろんのこと市民の皆さんから寄せられている紙

面組みの改善など、読者である市民を主役にした

委員会活動をまずはできるところから始めようと

いう明春の委員会から具体的な協議に入ることを

確認をいたしました。
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翌１６日の北海道新聞旭川支社では、第一線で

活躍する報道カメラマンから実際にカメラを使っ

ての実技で写真撮影の技術向上につながるヒント

が伝授されました。私たち委員は、毎回順番で議

会だよりの表紙写真や記事中に掲載する写真を撮

影していますが、イベント写真や集合写真などの

撮影ではアマチュアなるがゆえに大層苦心してい

ましたが、何よりもまず照れや羞恥心を捨てて、

一歩前へ進み出てシャッターを押すことの勇気を

学ぶ機会を得ましたので、次号以降の議会だより

の写真からは皆様の御期待に沿えるできばえの写

真をごらんいただけるものと確信をしております。

また、わかりやすい見出しのつけ方は、実際に

新聞の見出しをつけている整理部デスクからこの

日発刊された朝刊を使って講義を受けました。新

聞社では、見出しの文字数を字数ではなくて本数

を単位に数えます。通常の見出しの本数は、９本

から１０本以内、つまり９文字から１０文字以内

が原則で、これをオーバーすると記事の核心が焦

点ぼけするとのことでした。ところで、名寄市議

会の議会だよりの見出しの本数、字数も１０文字

を原則としていますが、近年は本数、字数オーバ

ーが目につくようになってきていますので、字数

を堅持していただくようこの場をかりてお願いを

申し上げます。見出しのつけ方は、その記事の核

心をずばり適合表現する技術だけに日ごろから目

にする、耳にする事柄を端的に文字表現するトレ

ーニングを積むことが重要だというお話でござい

ました。

今回の視察研修で得た貴重な収穫の多くを２７

号以降の議会だよりなよろの編集及び委員会活動

に反映させるよう取り組んでまいります。

この視察報告は要約して御報告をさせていただ

きましたが、詳細な報告書につきましては黒井議

長のほうに提出してございますので、ぜひとも皆

様に御一読を賜れば幸甚に存じます。

以上で議会報特別委員会の行政視察報告とさせ

ていただきます。

以上で委員の派遣報告〇議長（黒井 徹議員）

を終わります。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第４回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時３７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 駒 津 喜 一

署名議員 日根野 正 敏
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質 問 通 告 表 （一般質問）

平成２４年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 大 石 健 二 １．新年度予算編成から

（Ｐ ４２） (1) 平成２５年度予算について

ア ２５年度予算の主要施策は

イ ２５年度予算編成過程の可視化を

２．名寄市の行財政運営から

(1) 市民の行政参加について

ア 現状と今後の課題

(2) 名寄市職員の勤務等について

ア 非正規職員等の現状と今後の課題

３．名寄市第三セクター等改善計画から

(1) 第三セクターの現状と課題について

２ 山 田 典 幸 １．名寄市の農業施策について

（Ｐ ５４） (1) 本年の地域農業の実態について

(2) 新年度予算編成にあたっての重点農業施策

(3) 今後の地域農業のあり方について

２．名寄市観光振興計画から

(1) 合宿受入れの現状について

(2) 今後の課題と取り組みについて

３．教育行政について

(1) 市内小中学校教職員の勤務実態について

(2) 特認校の状況と今後の支援策について

４．平成２５年度予算編成について

(1) 平成２４年度決算見込みと新年度予算規模について

(2) 予算編成の考え方と主要事業について

３ 佐 藤 靖 １．平成２５年度予算編成について

（Ｐ ６５） (1) 加藤市政１期目最終年度予算編成に臨んだ基本的姿勢

(2) 主要事業と予算規模

平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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(3) 市長訓令及び事務連絡にかかわって

２．職員倫理について

(1) 各発生した事件後の対応

(2) 今後の防止具体策

３．名寄地区中心市街地活性化について

(1) 仮称・複合交通センターの賑わい創出策

(2) 商店街との連携

(3) 駐車場対策

４．名寄市立総合病院の経営安定について

(1) 上半期の収支内容

(2) 今後の過疎化、少子高齢化に対応する病院経営の見通し

４ 東 千 春 １．仮称・複合交通センターについて

（Ｐ ７６） (1) 利用促進の考え方について

(2) 商店街等との利用に向けた協議について

(3) 観光をはじめとする情報発信のあり方について

(4) 駐車場対策について

２．交通安全対策について

(1) 子どものヘルメット着用運動について

(2) 小学生への交通安全教育について

(3) 子ども自転車運転免許について

３．仮称・市民ホール建設計画の進捗状況について

(1) 仮称・市民ホールの管理運営について

(2) 芸術文化の振興に対する考え方について

５ 高 橋 伸 典 １．子ども子育て支援関連３法について

（Ｐ ８８） (1) 地方版子ども子育て会議の設置について

(2) 名寄市事業計画の検討について

(3) 本市における実施体制・準備組織の設置について

(4) 利用者支援の相談体制について

２．学校施設における老朽化対策の実施について

(1) 「予防保全」型の管理と長寿命化推進による劣化診断の現状把握

について

(2) 中長期的計画策定並びに推進体制の整備について

３．なよろコミュニティバスとデマンド交通について

(1) バス利用者の意見とアンケートの結果について

平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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(2) デマンド交通の運行状況と課題について

６ 佐々木 寿 １．自衛隊行事について

（Ｐ１０２） (1) 名寄駐屯地創立６０周年記念行事に対する市としての対応につい

て

２．教育行政について

(1) 出席停止について

(2) コミュニティ・スクールについて

(3) 合同部活について

３．高齢福祉について

(1) 「老老介護」「認認介護」について

７ 竹 中 憲 之 １．市民税等の滞納の現状について

（Ｐ１１１） (1) 各課における滞納の現状について

(2) 今後の滞納金徴収対策について

２．名寄市立大学の学生募集と就職の現状について

(1) 新年度の学生募集の現状について

(2) 就職の現状と課題について

３．ＡＥＤ設置の現状と今後の設置のあり方について

(1) 設置個所が施錠された後の機器の利用について

(2) 設置場所の拡大の考え方について

８ 植 松 正 一 １．基幹産業の推進について

（Ｐ１２２） (1) 食・観光・物産の連携による地域ブランドの実績と今後の課題に

ついて

(2) 新しい戸別所得補償の内容と評価について

２．道立トムテ文化の森・なよろ健康の森について

(1) 「道立トムテ文化の森」の市への施設移管に伴う協議内容につい

て

(2) パークゴルフ場の利用状況と維持管理について

(3) 陸上競技場及びサッカー場の利用状況について

３．住宅マスタープラン「後期計画」策定について

(1) 計画時に集約した政策に関して、後期計画に向けての課題と検証

について

(2) 高齢化等が進むが、福祉施設と今後の福祉サービスの内容や市民

ニーズの対応・対策の考えは

平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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９ 日根野 正 敏 １．市立総合病院での働く環境について

（Ｐ１３３） (1) 看護師確保の見通しについて

(2) 名寄市立大学との連携について

(3) 医師の労働時間の実態は

(4) 看護師の有給及び代替休日の消化状況は

(5) 軽症患者の時間外診療について

(6) 薬剤師等の技師の充足度は

(7) 医療職給与に対する考えは

２．環境・景観美化の取り組みについて

(1) 環境美化の取り組みについて

ア 道路愛護の取り組みと今後の課題

イ ごみのポイ捨て対策

(2) 景観美化の取り組みについて

ア 壁画絵画の修復及び新設の考えは

イ 水田畦畔等、未利用農地を利用した景観美化の推進について

１０ 駒 津 喜 一 １．商工業への支援について

（Ｐ１４４） (1) 中小企業振興条例の施策について

２．安心で住みやすい環境づくり

(1) 公共施設の暴力団排除条例について

(2) 高齢者の徘徊対策について

３．国内交流事業について

(1) 合宿等への対応と設備の整備計画について

１１ 川 村 幸 栄 １．東日本大震災・福島原発事故の被災地に学んで

（Ｐ１５７） (1) 食品放射性物質測定器導入について

(2) 自然エネルギーの活用について

(3) 冬期間のくらしについて

２．地域で見守るネットワークについて

(1) 「名寄市地域見守りネットワーク事業」にかかわって

(2) 「成年後見センター」の考え方について

１２ 上 松 直 美 １．名寄市における教育行政について

（Ｐ１６８） (1) 新しい学習指導要領と教育行政の役割

(2) 平成２４年度全国学力・学習状況調査の分析結果

(3) 学力向上対策の現状及び方向性
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(4) 地域の特性を生かした学校教育について

２．名寄市における有害鳥獣対策について

(1) 有害鳥獣の被害状況

(2) 対策とその効果について

(3) 鳥獣行政の問題点と課題について

(4) 広域的連携の可能性
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平成２４年第４回名寄市議会定例会議決結果表

平成２４年１１月３０日～平成２４年１２月２１日 ２２日間

本会議時間数 １６時間４０分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

2 4 3 24. 9. 5 24.12. 7 24.12.21平 成 年 第 回
駅前交流プラザ「よろーな」条例の制定につ

定例会 修 正 可 決経済建設委員会付託 修 正 可 決 す べ き
いて

付 託 議 案 第 号1

2 4 3 24. 9. 5 24.11.13 24.11.30平 成 年 第 回
名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい

定例会 原 案 可 決市民福祉委員会付託 原 案 可 決 す べ き
て

付 託 議 案 第 号3

2 4 3 24. 9. 5 24.11.26 24.11.30平 成 年 第 回

定例会 なよろ市立天文台条例の一部改正について 原 案 可 決総務文教委員会付託 原 案 可 決 す べ き

付 託 議 案 第 号4

名寄市指定地域密着型サービス及び指定地域 24.11.30 ― 24.12.21

市民福祉委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定第 １ 号 密着型介護予防サービスの事業に関する基準 ―

等を定める条例の制定について

24.11.30 ― 24.12.21
第 ２ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

経済建設委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定―

― ― 24.11.30
第 ３ 号 名寄市立学校設置条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24.11.30
第 ４ 号 名寄市下水道条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24.11.30
第 ５ 号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24.11.30
第 ６ 号 指定管理者の指定について【道の駅なよろ】

― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について【ふうれん地域交 ― ― 24.11.30
第 ７ 号

流センター】 ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について【名寄市立食肉セ ― ― 24.11.30
第 ８ 号

ンター】 ― ― 原 案 可 決

― ― 24.11.30
第 ９ 号 市道路線の廃止について

― ― 原 案 可 決

― ― 24.11.30
第 １ ０ 号 市道路線の認定について

― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 24.11.30
第 １ １ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 24.11.30
第 １ ２ 号

正予算（第４号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 24.11.30
第 １ ３ 号

算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 24.11.30
第 １ ４ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 24.11.30
第 １ ５ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 24.11.30
第 １ ６ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

特別職の職員の給与の支給特例に関する条例 ― ― 24.11.30
第 １ ７ 号

の制定について ― ― 原 案 可 決

名寄市災害時における相互支援に関する条例 24.12.21 ― 24.12.21
第 １ ８ 号

総務文教委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定の制定について ―

名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 24.12.21 ― 24.12.21

経済建設委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定第 １ ９ 号 促進に係る特定公園施設の設置に関する基準 ―

を定める条例の制定について

名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 24.12.21 ― 24.12.21

経済建設委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定第 ２ ０ 号 促進に係る道路の構造に関する基準を定める ―

条例の制定について

名寄市道路の構造の技術的基準等を定める条 24.12.21 ― 24.12.21
第 ２ １ 号

経済建設委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定例の制定について ―

名寄市準用河川管理施設等の構造の技術的基 24.12.21 ― 24.12.21
第 ２ ２ 号

経済建設委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定準を定める条例の制定について ―

― ― 24.12.21
第 ２ ３ 号 名寄市都市公園条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

24.12.21 ― 24.12.21
第 ２ ４ 号 名寄市営住宅管理条例の一部改正について

経済建設委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定―

名寄地区衛生施設事務組合を組織する市町村 ― ― 24.12.21

第 ２ ５ 号 数の増加及び名寄地区衛生施設事務組合規約 ― ― 原 案 可 決

の変更について

平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会



－206－

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 24.12.21
第 ２ ６ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 24.12.21
安心できる介護制度の実現を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

患者数が特に少ない希少疾病用医薬品（ウル ― ― 24.12.21
意 見 書 案

トラ・オーファンドラッグ）の開発促進・支 ― ― 原 案 可 決
第 ２ 号

援のための法整備等を求める意見書

報 告 ― ― 24.11.30
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24.12.21
例月現金出納検査報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

― ― 24.12.21
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 24.12.21
委員の派遣報告

― ― 報 告 済
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